
司研総第000210号

（庶ろ－03）

平成24年3月26日

地方裁判所長殿（東京を除く。 ）

司法研修所長安井久治

一

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

■■－－ー13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係林（
少

■)あてﾒｰﾙにより回答してください。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は，当研修所が行いま

す（横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所を除く。 ） 。
ニョ



(別紙様式）

（ 文書

（ 分類

平成24年

番号 ）

記号 ）

月 日

司法研修所長殿

地方裁判所長
/へ

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月26日付け総第000210号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

『

へ

(注）標題の「 （第回） 」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

官職
民事又は

刑事の別

ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考



平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり
、

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日（月）午後零時50分

イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月）午後零時50分

（3） 宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し

た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

P，

ハ

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月13日

（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要， フ
アクシミリ 可。 ） 。

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



旅費

(1) 協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シヤチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁
判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出
席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

(2) パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。

なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日

(3)航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日

b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・提出期限6月18日
ウマイレージの取得禁止

旅券購入によるマイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は， 当研修所事務局経理課経

6

角

理係（電話番 ） となります。

7 支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者

のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。
角

提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日

（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要・フ

8

アクシミリ 可。 ） 。

（1）別紙第9－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけ

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

（2）別紙第9－2 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
い。

－2－



別紙目録

別紙第1

別紙第2

別紙第3

別紙第4

別紙第5

別紙第6

別紙第7

別紙第8

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

協議事項

日程表

司法研修所への交通案内図

バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請

〆

へ

別紙第9－1

別紙第9－2

別紙第10

角



(別紙第 1）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

今

角

高裁

管内
実務

修習地

出 原 者 数

蝿

民 。③■■

方

茅

崎判所

ヲ 茅
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京

名古屋

仙台

札幌

（計）

東京

立川支部

横浜

さいたま

千葉

水 戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長野

新潟

名古屋

岐阜

金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

札幌

函館

旭川

釧路
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

東京 1

第一東京 1

第二東京 1
(東京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(二 二葉県） 1

(ヌ 城県） 1

(栃木県） 1

(群馬) 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県） 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1
1

1

1

1

30
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9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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〔第1回〕

6月4日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

（計）

大阪

京都

神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高 知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1．

1

1

25

1

1

(兵庫県） 1

1

(滋賀） 1
1

(三重） 1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） ． 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1
25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

〔第2回〕

6月11日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 別実務修習の指導の現状と課患

（出題理由）

分野別実務修習については， 司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実

務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成

プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお

ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，

各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資質等）につ

き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，

分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

へ

2 の充実巽秋 F溌且′

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものとして， その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に

ついて協議したい。

以上

ー

燭



(別紙第3）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

八

◆

角

月 日 時間 実施内容

〔第1回〕

6月 4日 （月）

〔第2回〕

6月11日 （月）

12 ： 00

～

13 ：00

13：00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

16 ： 30

～

17 ：00

17 ： 30

～

18 ： 50

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさつ

事務局説明

(中講堂）

分科協議

民事裁判（第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

総合協議（中講堂）

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ



(別紙第4）

司法研修所への交通案内図

至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋
至川越 武蔵浦和駅

至東京

毎聴
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

和光市駅 至新宿

蓄
東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）

ミス①

。 ：

I §
●

● ●

東武バスl i
｡ ：

I §

へ

至所沢

戚蒙饗 西武バス②

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅 〔東武東上線〕－一和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕－一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕 北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約8分
南浦和駅-[JR武蔵野線〕－→北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕一→司法研修所約15分

津､

司法研修所



、

(別紙第5）

バｽ連置晴割表(最寄り駅から司法研修所まで） ．【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合がありますb

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

へ

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，

「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）

(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停

「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）

へ
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● ● ■ ■ の 其:蕊溌蕊篭霧蕊:蕊:蕊：
6 23 35 45 56 ．

7 05 ． 12 22 35 43 50 56

8 03 10 17 22 27 35 43 49 54

9 01 06 12*17*23 27*33 41 54

10 *05 2237＊47 53

11 03 13 25 40 53

12 10 23*40 54

13 10 25 40 55

14 09 25＊35 40 55

15 10 19 31＊43 50＊57

16 04 17 31･ 45 54

17 02 11 16 22 28. 34 42 48 55 .

18 00 07*14 18 24 30 34*37 43 50

19 00 13＊22 30＊40 51

20 *01 09 22 38 49

21 02 13 27 41 56

22 10 22 3547＊58

23 *11 。

*印：二軒新田行き

:麓;’ :蕊:蕊:蕊:揃光市I聴陣蕊:蕊:;:蕊：
e■･ :!:i:;:;I燃聯卿 ■ ● 蕊繍

;藤； 蕊:蕊:;:;:;:;:;:;:;栗::::韓日:蕊:蕊:燕:蕊：
6 26 43 58

7 13＊20 29 43 56

8 *05 10 21 33 47*55

9 01 15 29 44*52

10 00＊10 22 38“7 55

11 *05 19 36 54

12 *05 17 37 59

13 ”5 25 46

14 *”13 34 54

15 *05 16 30 41 54

16 *02 08 20 32 46 58

17 *05 13 25 36"

18 00*07 14 25 37 48

19 01＊06 16 29 41 55

20 *05 13 28 41 55

21 11 26 42

22 00 20 40

23 00

*印：長久保行き
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甲
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●

●
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Ｇ

●
■
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。
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●

■
■
画

緑 :蕊:蕊:;:和光甫駅 葛凰:;:蕊
■

｡

:珠;’ 職:;:蕊:蕊轆:;:蕊 ﾖ:::::::::::::::::::：の ｡ ● ● ｡ ■ ◆ ◆ ● ● ●

5

6 00 16 31 45

7 00 14 28 40 52

8 “16 30“58

9 14 29 41 54

10 06 24 37 51

11 13 31 49

12 13 36 57

13 22 45

14 10 31 48

15 01 17 30 40 52

16 04 18 34 45 57

17 12 25 36 46 57

18 09 24 37 48

19 01 17 31 45

20 00 22 44

21 06 .28 50

22 12 34

溌零 蕊:;:喪:錘大鰐園駅北口溌報:":I
蕎先 ;:蕊:;:;:蕊:褒蠅月聴創:蕊:;:;:鐙:蕊

;涛； 蕊斡蕊:蕊:;鞭:蕊:寮:蕊:蕊:蕊:蕊：
5 55

6 0515 25 35 45

7 00 10 20 31 43 56

8 09 24 38 52

9 06 20 34 49

10 04 19 35 51

11 07 23 39 55

12 10 27 43 59

13 15 32 48

14 03 18 33 48

15 03 18 32 46

16 01 16 31 46

17 01 16 31 46

18 01 16 31 46

19 01 16 31 50

20 09 28 46

21 05 25 46

22 09



バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで）

l東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

八

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，

「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）

(2) 西武パス「成増駅南口行き」に乗車，

｢司法研修所」にて下車 （所要時間

侭、

q

d

q :%:I
■ ● ■ ① ● ■ ● ■ ● ● △ ● ■ ｡ ■ ■ ● ● ■ 凸

ロタ｡･･･・････巳・◇････■｡.■････0．．．．0・・・0．o･ﾛ
巳 ● e ● ● 坤 ｡ ● ｡ ■ ● ■ ● ■ 車 ｡ ■ ■ ○ q
O G ● ● ■ ■ ● ● ■ 凸 ■ ■ ■ ■ ▲ ｡ ▲ ▲ ■ ▲ 和光嗣畷南口韓鐙:蕊:;:塗:塗:;:;::::::::::：

■
ｄ
・
８
８
二
■
日

蕊斡蕊:鯨 0F■ 口元■宮色 頃環ji:又躍:;飼法研儀所入勘！
:篭:# :;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::土曜:h::日曜:薮祝日蕊:蕊:蕊:蕊:蕊:鐙:蔓：
6 43 55

7 07 16 26 35 44 56

8 04 13*22 32 43 53

9 03 14 28*34*47 56

10 10 24 40＊54

11 08 19 31*40 49

12 04 18 31 40 54

13 09 17 27 40 48

14 00 17 32 47

15 00＊04 17 31 42＊51

16 02 17 31 47

17 03 13 26*34 4456

18 09 19 27 37 45 56
｡

19 *02 11 19 30*39 49●

20 04*19 33 48

､21 03 18 33 48

22 03 17*26*42

23

*印：二軒新田行き

:;鵜 :;:蕊:蕊:蕊和光市畷南
●■■ :;:;:;:;I燃庫暇1:棄圃 長蕊繍:蕊：
:詩;’ §:;:遂綴燕

心 ◆

擁日蕊:蕊斡
6 40

7 01＊12 23 42 ．

8 01*12 23 42

9 01*11 21 35 48

10 01＊11 21 35 48

11 01＊12 24 42

12 01*12 23 42 ･

13 01＊12 23 42

14 01＊12 23 42

15 01*12 23 42

16 01＊12 23 42

17 01*12 23 42

18 .01*11 21 35 48

19 04 21 41

20 01 21 41

21 01 21 41

22 07 37

23

*印：長久保行き

§:寵:，
、 ● － ■

蕊:燕:燕泉学園駅北斑:葱:蕊

:;:蕊:蕊:和光市醗蕩凰:蕊:;:蕊：
:時;’ 韓蕊:蝿:§;:日:畷:§:御
5

6 13 29 43 56

7 14 29 44

8 04 23 43

9 01 16 30 43

10 03 17 30 44

11 06 25 44

12 05 24 44

13 05 24 44

14 05 24 44

15 05 24 44

16 05 24 44

17 05 24 43

18 02 18 36

19 01 20 42

20 "2650

21 14 40

22 10

▽
の
●

■
●
●

手
●
の

合
●
。

》
ｑ
■

ｂ
む
ら 大泉学 閣鰯

■ 色 ■ 凸

瞳風:蕊:蕊:蕊
■ ● ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ＝ ■ ■

藏先 蕊:;:;:;:;:;:;:蕊獺 隈南1 ｡::::::::::::::::：● e ● ･ ● ● ● ■ 巴

;:薄； ;:蕊:蕊:;:牽畷繩 :曜:§魏日:;:蕊:§:蕊
5 55

6 10 25 40 .55

7 10 25釦55

8 10 25 40 55

9 "10 25 40 55

10 10 25 40 58

11 18 38 58

12 14 31 51

13 11 31 51 ，

14 09 27 45

15 02 18 34 50

16 06 22 38 54

17 10 24 38 52

18 06 20 36 56

19 16 36 56

20 16 36 56

21 18 42

22 09
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壱司法石汗イ彦戸斤酉己置図

｢樹林公園」バス停○

和光樹林公億

｡『樹県面丁二聖上門

第2駐車場 体育

い

ず

み

寮

(A棟

(B棟）

↑

側

東
京
外
郭
環
状
道
路

側

へ

ひ
か
り
寮

グラウンド 道 道

↓

東
館

日日
○「司法研修所」） 「司法研修所」バス停
東武・司法研修所循環

西武i和光市駅i"
｢司法研修所入口」バス停○
東武･司法研修所循環
｢司法研修所」バス停○

図
書
図
書

テニスコート 中庭中庭中庭

日
本館本館本館

角

大講堂 ①．大泉学園駅西武 行き

日
前庭

西 館 正P喝

一一
南門第1駐車場

○「司法研修所」バス停
西武②成増駅行き一

〒

e－f司法研修所」バス停
西武②大泉学園駅行き越後山通り
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司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1）寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

へ

瓜

－1－



(別紙第7） ‘

5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で110番又は119番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。

8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は，北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

内

0

/壷､

-2－



(別紙第7）

込旬

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。

14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

一

ー

-3－
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（平日のみ営業）

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。 ．

利用代金は1食300円となっております。

2昼食（平日のみ営業）一

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

．なっております。

3その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局経理課管理係

(電話番 にお問い合わせください。

一



(別紙第9－1）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅費支給手続に必要ですので，必ず記載してください。
一

丁

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，の利用等については，下記のとおりです。

記

月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

□‘食堂を利用する。

［口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

、口宿泊しない。

‐

1 6月3日 （日）

〆

へ 、

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［「口裂用遥呈職{騏鰯食〆 口食堂を利用しない。

」

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所。市区町村名まで）

［ ］

口宿泊しない。

／
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

一口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

[□＆鋤利用す魯予定は”
口出席する。

（
口出席しない。

口往復

1(口往路” ”用〃口復路のみ

口往復利用する。

蕊鰯駕≦
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用ずる。

［:蹴撫：
）号を

↑

〕ぞみ等記入 口利用しない。

●

6月4日 （月）の昼食は3

6月4日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

風

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※証明害類を添付(実施要領参照）〆、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※鉦明書頚を添付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9－2）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

号一(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）
h

※旅費支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
ー

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，下記のとおりです。

記

6月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

〆口食堂を利用する。

［穏二慨二

へ

1

口利用し， 6月11日 （月）の朝食は

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月10日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

、口宿泊しない。

〆

一 、

2 6月11日 （月）の宿泊施設として’いずみ寮を

口食堂を利用する。

［r口蔓用具臺曼脇見‘鯉朝食“ 口食堂を利用しない。

|'呂鰯菫鯆篁駕隠,用すふ
（住所・市区町村名まで）

［ ］

哩口宿泊しない。

L口利用しない。
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口食堂を利用する予定である。

［6月11日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

［□&席す‘6月11日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

口往復

｝［口往路” ”用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

口往復利用する。

菫撫&
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

［:蕊鰯鱸：
なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入 口利用しない。

3

4

5

ー､

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※鉦明書類を添付(実施要領参照）へ

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※証明書類を巌付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, ･6月11日 （月）恋談会費(4,000H)及び寮の利用料金は, ･6月11日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食

堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡〃
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※協議会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月 日

司法研修所殿

へ 研修等名

所属庁

氏 名

'私は，は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。

記

出発日 平成 年 月 日

帰着日 平成 年 月 日

旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）

□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問

□②出張地における職場関係者との懇談

□③その他（

１
２
３

）

へ

(FA×経理螺鵬一



司研総第000211号

（庶ろ－03）

平成24年3月26日

東京地方裁判所長殿

司法研修所長安井久治

一、

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係林

■あてﾒｰﾙにより回答してください。
なお，立川支部に対しては，貴庁から周知してください。

へ



(別紙様式）

（文書

（ 分類

平成24年

号
号

月

番
記

ｊ
ｊ

日

司法研修所長殿

地方裁判所長
ー､

ル平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月26日付け総第000211号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

ノ

/舞慰

(注）

1 標題の「 ､(第回） 」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2備考欄に，出席者の所属「本庁」又は'｢立川支部」を記入する。

官職
民事又は

刑事の別

ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考



平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり
fへ

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6同法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月）､午後零時50分
(3)宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には, 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

一､

八

協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点j参考意見等がありましたら， 4月13日
（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不専． フ(送付書不要， フ

3

アクシミリ 可。 ） 。

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



旅費

(1) 協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁
判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出
席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

(2)パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日

(3)航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日
b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・提出期限6月18日
ウマイレージの取得禁止

旅券購入によるマイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は， 当研修所事務局経理課経

6

へ

理係（電話番 ） となります。
垂1

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。

鍾延

、

8提出書類
、

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日
（金）までI

アクシミリ

こ当研修所事務局総務課庶務係Iに提出してください（送付書不要。フ

可。 ） 。■■■■■■■I
（1）別紙第9－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

（2）別紙第9－2「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」
9 その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
い。

－2－



別紙目録

１
２
３
４
５
６
７
８

第
第
第
第
第
第
第
第

紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙

１
１
１
１
１
１
１
１

月
月
月
月
月
月
月
月

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

協議事項

日程表

司法研修所への交通案内図

バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請

〆

倖､

別紙第9－1

別紙第9－2

別紙第10

ノー、



(別紙第1）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

I
罰一麺、

口
〔第1回〕

6月4日
（月）

へ

毎

●

角

高裁
管内
実務
修習地

士 謂 者 ；
４
冊 〔

地方ヨ

昊事

僻 1所

ヲ 1事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京 2 2 2 東京 1

第一東京 1
第二東京 1

一

＞ 9

立川支部 1 1 1 棟京三多摩支部） 3 6
横浜 1 1 1 1 4
さいたま 1 1 1 (埼玉） 1 4
千葉 1 1 1 (千葉県） 1 4
水 戸 1 1 1 (茨城県） 1 4
宇都宮 1 1 1 (栃木県） 1 4
前橋 1 1 1 (群馬） 1 4
静岡 1 1 1 (静岡県） 1 4

甲府． 1 1 1 (山梨県） 1 4
長野 1 1 ・ 1 (長野県） 1 4
新潟 1 1 1 (新潟県） 1 4

名古屋 名古屋

岐阜

金沢

富山

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

4

4

4

4
仙台 仙台

福島

山形

盛岡

秋田〃

青森

1

1

6 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

4

4

4

4

4

・ 4
札幌 札幌

函館

旭川

釧路

1

‐ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

(計） (26） 27 27 27 30 111

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

（言 ｡ ）

大阪

京都

神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福．井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高 松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ー
1

1

1

1

1

1

1｡

1

1

25

' l

1

1

1
9

1

1

1

l
U

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1．

1

1

25

1
●

1

(兵庫県） ‘ 1

1

(滋賀） 1

1

(三重） 1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） ． 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1
・ 25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

〔第2回〕

6月11日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

一

1 ￥別実務催 の拒 掌の現状と割

（出題理由）

分野別実務修習については， 司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実
務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成

プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお
ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，
各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資寳等）につ
き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，

分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

~､

2 苔の充婁

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものとして， その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に
ついて協議したい。

以上

ハー



(別紙第3）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

凶」

4円

念､

･

祠何泊

四筒旧

萸 察（第7教豐

牛 護（第8教曼

四酢

角
祠禰旧

月 日 時間 実施内容

11 ：00

～

13 ： 00

13：00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

● b

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさつ

事務局説明 1 (中講堂）

16： 30

～

17 ： 00

総合協議（中講堂）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ



(別紙第4）

司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋至ノ II越
武蔵浦和駅

至東京

踊薙
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

和光市駅 至新宿

I 蕊㈱
ｏｏｏｏｏｐｏ蝿。口

ｏ
ｏ
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ｏ
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》
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〕
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》
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…
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》
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■
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●
●
●
ｇ
ｇ
ｇ
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●
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●
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■
■
●
●
■
巳
●
口
■
■
●ス
一
一
西

心
・
噸
妙

ミノ武東

■

己

ノ武西

P，

至所沢

至池袋、

～～
~

淋持 東京メ
東京メﾄ

池袋）
渋谷）ﾛ副都心線(至

大泉学園駅

至池袋西武池袋線

西国分寺駅至人王
至新宿

JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕 和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕－→和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕－－→大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕－－北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕－→北朝霞駅約8分
南浦和駅-0R武蔵野線〕一一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－→和光市駅約6分
･バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕－－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕一一→司法研修所約10分
（和光市駅 徒歩一→司法研修所約25分(約2hn))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－÷司法研修所約15分

角

〃



(別紙第5）
、

バｽ誓騨割毒1最壹職から司法研修所まで)」平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上綴，東京メトロ有楽町隷，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約i0分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車,バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

魚

一

2西武池袋線大泉学園駅北口発

(1)西武パス｢和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停
C

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで）

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き』に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス『大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

浄､

2西武池袋線大泉学園駅北ロ発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停

「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）
(2) 西武バス「成増駅南口行き」に乗車,バス停

｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
角
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(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで,協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2） 寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンスゥ タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。 ・

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

P、

角

9

－1‐



(別紙第7），

5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で110番又は119番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。
8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について ，

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は，北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

緯､

急

-2－



(別紙第7）

＜

寮室及び灰Ⅲが設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

へ

へ

‐3 ー
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（平日のみ営業）

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。 ‘

利用代金は1食300円となっております。

2昼食（巫日のみ営業）‐

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。

3その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局経理課管理係

（電話番号■■■■■■■にお問い合わせください。
へ

声



(別紙第9－1）

平成24年 月 日
司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅養支給手続に必要ですので，必ず妃舷してください。
－

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，}の利用等については， 下記のとおりです。

記

月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を
口食堂を利用する。

［口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を1
（住所・市区町村名まで）

［

、口宿泊しない。

を利

今

1 6月3日 （日）

「

〔冬

用する。

］

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月5日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付伽"-です 口食堂捌肌な,、

'唱鰯裳鱸更駕聡’用する。

（住所・市l.tuj･]I ［ ］
口宿泊しない。

L口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

［
口出席しない。

口往復

｝(口往路” ”用〃口復路のみ

口往復利用する。

撫隙：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

［:麓鰯駕≦
）号を

↑

)ぞみ等記入 口利用しない。

0

3 6月4日 （月）の昼食は

6月4日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

風

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ□復路のみ） 。
※歴明書類を添付(実施要領参照）A,

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※旺明書類を添付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注)①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は，

徴収します（旅費から利用料金等を差し弓I蛍

恋球云賓(4,000Hノ及び寮の利用料金は, 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂
の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

、

※旅養支給手続に必要ですので，必ず記舷してください。
－

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，下記のとおりです。

記

1 6月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

一

口食堂を利用する。

（口利用し， 6月11日 （月）の朝食は

「 口食堂捌肌ない。
※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月10日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

r:菖顛菫繊喪駕獺利用しない。 U 白毛等（親戚，知人宅を含む。 ）を利
、 ■‐

用する。

（住所・市区町村名まで）

． ［ ］

、口宿泊しない。

2 6月11日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［〆口利用し， 6月12日 （火）の朝食は

※入寮受付は12:00～です。 口食堂を利用しない。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

「□・宅等(親戚知人宅を含む｡ )を利用する－口利用しない。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

哩口宿泊しない。

白



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［6月11日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

［□&席す．6月11日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

口往復

｝［口往路” ”用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

口往復利用する。

鰯鱸：
グリーン車を

口利用しない。

E往復利用する。:職撫：
なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入 口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※鉦明書類を潅付(実施要領参照）

3

4

5

-偽

偽

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※証明書頚を潅付(実施要傾参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は,6月11日 （月）恋訣云賛(4,000Hノ及び寮の利用料金は,6月11日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食

堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡‐



一

(別紙第10)

※協議会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月 日

司法研修所殿

《

“
研修等名

所属庁

氏 名

・私は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。
記

1 出発日 平成 年 月 日

2帰着日 平成 年 月 日

3旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）

□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問

□②出張地における職場関係者との懇談

□③その他（ ）

一、

(FAX経理雛理一

（



司研総第000215号

平成24年3月26日

地方検察庁検事正殿（東京を除く。 ）

弁護士会会長殿（在京弁護士会を除く。 ）

司法研修所長安井久治

‐､

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください(送付書不要，

ファクシミリ 可） 。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は，当研修所が行いま

す。
ー､



(別紙様式）

平成24年月 日

司法研修所長殿

(庁
今
云 長）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月26日付け司研総第000215号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

へ

ｰ､

(注）

1 標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2 「俸給の号」は，検察庁のみ記入する。

官職
ふりがな

氏 名
男女の別 俸給の号

司法修習

の期別
備考

I



平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6同法研修所配置図」を
御参照ください。

． なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

一

へ

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月13日

（金）までに当研修所事務局懲蓬課庶務係に提出してください（送付書不要，フ

ｸｼﾐﾘ■■■■■■■■■■■■■■i可｡ ） 。アクシミリ

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

、

－1－



6旅費

（1） 協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シヤチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁
判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出
席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので,御注意ください。
なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日

（3）航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日
b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・提出期限6月18日
ウマイ･レージの取得禁止 ’

旅券購入によるマイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は，当研修所事務局経琿課経問先は，当研修所事務局経理課経

へ

となります。理係（電話番 ■■ ）
コ
ー

ヨ ． ，

7支払関係

・ いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。

へ

8提出書類

出席者及び参列者は, (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日
（金）までI

アクシミリ

(1)別紙第’（1）別紙第9

こ当研修所事務局総務課庶務係に提出してください

■ 可｡ ） 。
(送付書不要。フ

－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」
（2）別紙第9－2 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」
い･

(第1回）におけ

(第2回）におけ

を御参照くださ

－2－



別紙目録
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紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙
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１
１
１
１
１
１
１

月
月
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月
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

協議事項

日程表

司法研修所への交通案内図

バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請

〆

角

別紙第9－1

別紙第9－2

別紙第10

風



(別紙第1）
ー

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

ノー､

偽

高裁
管内
実務

修習地

仕 雁 菅 数

地方

民事

6』鞭

卵

『
。
← 犀
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京

名古屋

仙台

札幌

(計）

東 京

立川支部

横浜

さいたま

千葉
水 戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長・野

新潟

名古屋

岐阜

金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6

、 1

1

1

1

1

・ 1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

･1

1

27

東京 1

第一東京 1

第二東京 1
(東京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県) 1

(群馬） 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県） 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1
1

(富山県） ’1
1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1
1

1

1

1

･30

二

＞ 9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

111

〔第1回〕

6月4日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

（計）

大阪

京都

神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1●

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11
1

11
11
1

1

1

1

1．

1

1

25

1

1

(兵庫県） 1
1

(滋賀） 1

1

(三重） 1

1

1

(山口県） 1
1

(鳥取県） 1

(島根県） 1
(福岡県） ． 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、 4

4

4

4

4

4

4

4

100

〔第2回〕

6月11日

(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 ﾐ務修習の托 塁の現状と割

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実
務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績,新しい法曹養成
プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお

ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，
各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資質等）につ

き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，
分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

一、

2 巽秋 菖務修習の充圭

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものとして， その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に
ついて協議したい。

以上

岸､‐



(別紙第3）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会
』

日 程 表
〆､

月 日 時間 実施内容

12 ： 00

～

13 ： 00

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手
続等〕

〔第1回〕

6月 4日 （月）

戸、
〔第2回〕

6月11日 （月）

l "中”
13： 00

～

13 ：40

司法研修所長あいさつ

事務局説明

9

分科協議

民事裁判（第5教室

刑事裁判（第6教室

検 察（第7教室

弁 護（第8教室

13 ： 50

～

16 ： 15

西館2階）

西館2階）

西館2階）

西館2階）
魚

16： 30

～

17 ：00

総合協議（中講堂）

17： 30

～

18 :50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）
※希望者のみ



(別紙第4）

司法研修所への交通案内図

至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋
至川越 武蔵浦和駅

‘至東京

令露
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

和光市駅 至新宿

穿鑿菫『
一、

至所沢

錨霞祷 西武ノ

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）
つ●■■●｡●p■■●●●■■●
●

西武バス①
■

●

■

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕－－→和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕－→和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕－－→和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕一一大泉学園駅約15分(準急)
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕一一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅一一UR武蔵野線〕－→北朝霞駅約8分
南浦和駅-0R武蔵野線〕一一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－一和光市駅約6分
･バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一→司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－→司法研修所約15分

ー、



、

(別紙第5）

バｽ連行時刻表(最寄り駅から司法研修所まで) 【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車,バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

ー､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス｢成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで） 呪上

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南ロ発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

ー､

2西

（1）
「

バス停

約12分）

(2) 西武パス「成増駅南口行き」に乗車，バス停

｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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壱司法石汗イ彦所酉己罷臺厘固

ホノ、隙

【) 1耐方

ー、

西武（

司法鮒修所入口」ハ

東武・司法研修所
司法研修所」ハ
西武①・大泉学園野

ス停C

循環
ス停0

P,

百｣法研修所」
型 .②大泉学園跡



(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2） 寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス，タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2） 発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください 。

(3) 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

ー､

P,

、

－1‐



(別紙第7）．
、

5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7 緊急時等の対応について
（ ・

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で110番又は119番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。
8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。
10給湯について

各寮室に,洗面用文は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は，北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

倖、

6

/‐､

－2－
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ヘ記

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

へ

へ

-3 ー
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（巫日のみ営業）

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。 、

利用代金は1食300円となっております。

2昼食（聖日のみ営業）
へ

午前11時30分から午後1時までの間図書館棟2階の第2食堂を御利用

一いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。

3その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局経理課管理係

（電話番 ■にお問い合わせください。
一
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平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

号1 ■(FAX番 拠司
幸

二

(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
一

丁

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，,の利用等については，
へ

下記のとおりです。

記

月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。 口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
．、口宿泊しない。

1 6月3日 （日）

〆

全
、

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［戸口利用し， 6月5日 （火）の朝食は

※入寮受付は12:00～です。 口食堂を利用しない。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

「□・宅等(親戚知人宅を含む｡ }を利用する－口利用しない。

（住所・市l.t:T-]I 〔 ］
口宿泊しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

｛
口食堂を利用する予定はない。

(□＆席す＆
口出席しない。

口往復

(口往路” ボ帆｝口復路のみ

口往復利用する。

蕊鰯驍：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

:競蛎≦
）号を

↑

Iぞみ等記入 口利用しない。

0

6月4日 （月）の昼食は3

4 6月4日 （月）の懇談会に

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

声、

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※鉦明書顕を遥付(実施要領参照）一、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※柾明書類を濯付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注） ①該当する口内にし印を付してください｡、

②懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は，
徴収します（旅費から利用料令等葬善1月l費

密啄云宜(4,UUU同ノ及び寮の利用料金は, 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂
の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9－2）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅費支給手続に必要ですので，必ず配鮫してください。
－

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，,の利用等については， 下記のとおりです。

記

月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

（口利用し， 6月11日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15;00～19:00です。

※6月10日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

．①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「呂墓鰯繊駕喜鞭墓〃口利用しない。 1－1 日毛寺（親戚，知人宅を含む。 ）を利用

一

1 6月1

〆

（
へ

する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、口宿泊しない。

2 6月11日 （月）の宿泊施設として， いずみ寮を

口食堂を利用する。

｛
口食堂を利用しない。

〃口利用し, 、6月12日 （火）の朝食は

※入寮受付は12:00～です。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

口宿泊しない。

「一口利用しない。

I



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［6月11日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

［□㈹席す｡6月11日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

口往復

｝（口往路” 利用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

口往復利用する。

:麓撫：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

:麓鰯駕≦
なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入 口利用しない。

3 6月11日 （月）の昼食は

4

5

-戸、

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※柾明害顛を潅付(実施要鬮参照）/一、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※鉦明害顛を潅付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は'

て徴収します（旅費から利用料金等を差1,弓I

志融云賀（4,000門ノ及び寮の利用料金は,6月11日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡．

4



(別紙第10)

※協議会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月
一

‘■
■
一

司法研修所殿

へ

研修等名

所属庁

氏 名

私は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。
記

1 出発日 平成 年 月‘ 日

2帰着日 平成 年 月 日

3旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）
□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問
□②出張地における職場関係者との懇談
□③その他（ ）

へ

(FAX経理課経理

《



司研総第000216号

平成24年3月26日

東京地方検察庁検事正殿

司法研修所長安井久治

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください(送付書不要，

/垂､

ファクシミリ 可） 。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま

す。

おって，立川支部に対しては，貴庁から周知してください。
『f~、



(別紙様式）

平成24年 月 日

司法研修所長殿

今
云(庁 長）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月26日付け司研総第000216号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

壷、

偽

(注）

1 標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2備考欄に，出席者の所属「本庁」又は「立川支部」を記入する。

0

官職
ふりがな

氏 名
男女の別 俸給の号

司法修習

の期別
備 考



平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり
rへ

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
(2)集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月） .午後零時50分
(3)宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には, 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも；寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

岸、

侭

協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月13日
（金）までに当研修所事務局総蓋課庶務係に提出してください(洪付書不專. ブ(送付書不要， フ

3

アクシミリ 可。 ） 。

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

1

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日,受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁
判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出
席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日
（3）航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日
b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・提出期限6月18日
ウマイレージの取得禁止

旅券購入によるマイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は，当研修所事務局経理課経問先は，当研修所事務局経理課経

へ

となります。理係（電話番 ）

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。

へ

8提出書類
G

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日
(金） までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要。フ

可。 ） 。ｱｸｼﾐﾘ■ 可｡ ) ・ ~ ~~~~~｡ ~
(1)別紙第9－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

（2）別紙第9－2 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
い。

－2－



別紙目録

別紙第1

別紙第2

別紙第3

別紙第4

別紙第5

別紙第6

別紙第7

別紙第8

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

協議事項

日程表

司法研修所への交通案内図

バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

〆

/一、

別紙第9－1

別紙第9－2

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請 ．別紙第10

P，



(別紙第1）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

’
〆ﾛ、幻

、

禽

|…角

高裁
管内
実務
修習地

1 雨 百致

地方

民事

E判所

刑 Tー← 矛
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東 京 2 2 Z 果昆 1

第一東京 1

第二東京 1 す
9

立川支部 1 1 1 (東京三多摩支部） 3 6
横浜 1 1 1 1 4
さいたま 1 1 1 (埼玉） 1 4
千葉 1 1 1 (千葉県） 1 4
水 戸 1 1 1 (茨城県） 1 4
宇都宮 1 1 1 (栃木県） 1 4
前橋 1 1 1 (群馬） 1 4
静岡 1 1 1 (静岡県） 1 4
甲府 1 1 1 (山梨県） 1 4
長野 1 1 1 (長野県） 1 4
新潟 1 1 1 (新潟県） 1 4

名古屋 名古屋

岐阜
金沢

富山

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

4

4

4

4
仙台 仙台

福島，

山形

盛岡

秋田

青森

1

1

● 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

4

4

4

4

4

4
札幌 札幌

函館

旭川

釧路

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4
（計） (26） 27 27 27 30 111

ー

ノく阪 1 1 ・ 1 1 4
京都 1 1 1 1 4
神 戸 1 1 1 (兵庫県） 1 4
奈良 1 1 1 1 4
大津 1 1 1 (滋賀） 1 4
和歌山 1 1 1 1 4

名古屋 津

福井

1

1

1

1

1

1

重） 1

1

4

4
広島 広島
山口

岡山

鳥取

松江

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

4

4

4

4

4
福岡 福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那覇

1

1

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

◆ 1

1

1

1

1

1

(福岡県） 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

4

4

4

4

4

4

4

4
高 松 高松

徳島

高知

松山

1

1

1

1

1

1｡

1

1

1

1．

1

1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

4

4

4

4
（計） (25） 25 25 25 25 100
合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 当の托 の現状と割

（出題理由）

分野別実務修習については， 司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実

務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成

プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお

ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，

各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資質等）につ

き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，

分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

魚

､

2 巽赫 苫の充実

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものとして， その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に
ついて協議したい。

以上

ハミ



(別紙第3）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

国」

4F

今、

，

廻詐

弟7教室西鎌

第8教室西能
角

月 日 時間 実施内容

12 ： 00

～

13 ：00

13： 00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさつ

事務局説明 1 (中講堂）

16 ： 30

～

17 ： 00

総合協議（中講堂）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図

至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋
武蔵浦和駅至川越

至東京

心蕊
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

和光市駅 至新宿
唾

r¥g""*
Ⅷ

・ 8

1 §
●

● ●
①

東武バス0§
。：●

I§
●

● ●｡

E壷詞ご
b

r...○･･…~…”
西武バｽ②； ；

練､

至所沢

錨霞糯
東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）

P●■■●■●●●●●■｡●●●
●

西武バス①
●

、

■

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町 ‘

角
【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕 和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕－÷和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕－→大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕 北朝霞駅.約8分
南浦和駅-[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－→和光市駅約6分
･バス

和光市駅‘－〔東武バス司法研修所循環〕一一司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－÷司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－→司法研修所約15分

一
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バｽ導宜礎瞳(最寄り駅から司法研修所まで）【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合がありますb

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

(所要時間約10分）

戸、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）

(2)西武パス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）

/今

－

;:頚:！
= ~ マ ▽ 守 口 ■ ■ ■ ‐ ■ 毎 ■ ● e 合 ● ● ● の ◆ ■ ●｡
■ D C ● ■ ● ● D ● ■ の 舎 芭 ■ 争 ● O ● ■ ■ ● ●■

･･･■.｡.･･･.｡･･･････.....｡.｡.･･･.｡.｡.｡.･･･。･･･1申 ｡ ｡ ① ■ ・ 畢 凸 全 一 凸 一 一 職顕緊南瞑
b● ●
○ ● q

･ 争

争 ● ■

･ 由

● 由 ■

の ● ● q

● ● ●

■ □ ① ■

e ● ●

宇 宇 岳 ■ ● ● ● ■ ● ● 寺 ■ ■ ■ 早
● ● ■ b e ■ ■ 車 ● O ● ■ ■ ● ● ●
■ ■ ● ● の ● ● ● ■ ■● ● ･ ■ ●
｡ ● ● 合 ● ｡ ⑪ ● 早 ● の ■ ■ 申● ●
● ● ■ ■ ● ■ の ｡ ▲ . ＝ = 二 一

■▲■ e－4

■▽一一■ ::::::::::::::::j:刺識…！ 』 :又躍:鰯 ●ﾏウ

凸
■
二
口
■
■
０ 廓添削蕊:；

ﾐ畷 :蕊:;:鐙:::::::::::::::蕊:蕊報輔 :蕊:蕊:日:蕊： ●
■
■

●
、
●

●
●
・

■
■
■

●
●
・

ゆ
ゆ
■

●
■
■

①
■

一
●
ｇ

■
■

一
●
の

⑧
①

一
■
■

■
①

》
●
■

由
ら■

●

◆
■◆
●

■
■●
早

●
●■

■

●
●■
●

●
申由
●

●
■等
ｐ

■
。
■
●

■
○
■
●

●
●
凸

の
●

○
台
一

●
り

ゆ
命
■

6 乙団 証⑨ 45 56 . 。

7 UD . 1Z ZZ 35 43 50 ･56

8 u3m n7 22 27 35 43 49 54

9 uI Ub lZ*17*23 27*33 41M

10 平UD zZ ・37"7 53

11 u団一 』団 Zb 40 53

12 lU Z3＊40 54 ， ，

13 LU zb 4U 65 ‘

14 uり zb*35 40 55 ･

15 八U 13 31*43 50*57

16 U昼 』T .31. 45M･

17 u乙皿 16 22 28. 34 4248 55 .

18 uu Uy率14 -1824 30 34*37 43 50

19 UU Ⅱ団率ZZ 30*40 51

20 平U1 U9 ZZ 38 49

21 U圏 la Z7 41 56

22 』U 乙乙 3⑨ 47＊58

23 平』』 。

*印：二1 、 勅因丁丁さ

:;籍I :蕊:蕊:蕊:荊光市I i 砿:::::::::::::::::::：
■ ｡ ｡ ● ゆ ■ ■ ■ の ｡ ● ｡

稔 :蕊:;柵撫1： ０
■ I 胸

■

■
■ 壕蕊繍:蕊：

:溝;’ ;:蕊;蕊;蕊露聡： :::::F
■

0

■
■

口
●
○

ｅ
■

■
●
？

。Ｃ守●。

●●■印■

●●一■●

●
■
』

ご
■
●

●
●
一

一
ｑ
■

争
●
凸

一
○
◆

の
合
口

一
○
●

●
●
・

一
■
■

Ｇ
●
邑

画
。
●

、
■
■

6 26 43 58

7 13＊20 29 4356 ．

8 *05 10 21 33 47＊55

9 01 1529 44.*52

10 00*10 22 38*47 55

11 ”5 19 36 54

12 *05 17 37 59

13 ”5 25 46

14 *"13 34 54

15 *05 16 30 41 54

16 *02 08 20 32 46 58
17 *05 13 25 36 49 ．

18 "*07 14 25 37 48

19 01＊06 16 29 41 55

20 *05 13 28 41 55 ．

21 11 26 42

22 "20 40

23 00

*印：長久保行き ．

。
Ｉ
Ｑ
ｑ
ｔ

Ｑ
ｅ
■

》
申
●

■
●

一
ｂ
ｄ
ｒ
ｌ
Ｄ :蕊蕊犬疑 眺厩:蕊:頚

341 ｡､0.........･.､釦.曜壌学uU F咽
B ■ 夜頃｡:｡:｡:｡:｡:｡:．:。

::！
●

I． :謡:蕊:蕊:準 ﾖ;::::::::::::::::::：
ﾛ り ● G ■ の ■ p e ■ ●

5

6 00 16 31 45

7 "14 28 40 52

8 “16 30“58

9 14 29 41“

10 06 24 37 51

11 13 31 49
■
■

12 13 36 57

13 22 45

14 10 31 48

15 01． 17 30 40 52

16 04 18 34 45 57

17 12 25 36 46 57

18 09 24 37 48

19 01 17 31 45

20 00 22 44

21 06 ．28 50

22 12 34

;篭； ;:蕊:蕊溌弗蕪
げ
こ
戸
■
●
，
､駅＃ 調::::::::::::::::::：

● ■ ■ 凸 ▲ 一 一 一 一 一 二

誘茄 蕊:蕊:蕊:塗蝿 1 彌刺:蕊:遥:蔓:窪’
;:;職

■
種
●

巳
●

■
苧
争

●
●

ロ
■
■

■
●

句
■
合

●
●

亨
Ｇ
Ｂ 蕊:無 :::蕊旧

● ●

合 申

｡

■ ●

6 55

6 05 15 25 35 45

7 00 10 20 31 43 56

8 09 24 38 52

9 06 20 34 49

10 04 19 35 51

11 07 23 39 55

12 10 27 43 59

13 15 32 48

14 03 18 33 48

15 03 18 32 46

16 01 16 31 46

17 01 16 31 46

18 01 16 31 46

19 01 16 31 50

20 09 28 ．46

21 05 2546

22 09



バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所まで）
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります6

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武バス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

~､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，

「司法研修所」にて下車 （所要時間
バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，

． 「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約15分）
/凸､
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壱司法石汗イ彦戸斤酉己置図

‐ノ、臆

角

Ol司法研修

東武・司法
西武①・和

■■■■■■

ス停C

循環
ス停○

魚

画一 潮目

司法研修所」
西武②大泉学園
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司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで,協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2） 寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

(1) 寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください O

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

角

角

-l-



(別紙第7）‘

5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7 緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で110番又は119番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。
8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は，北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

角

●

風
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足＝

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

へ

皇

－3 ー
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（平日のみ営業）

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。 ．

利用代金は1食300円となっております。

桑 2昼食（平日のみ営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局経理課管理係

－(電話番 にお問い合わせください。
へ
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平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅養支給手続に必要ですので，必ず妃戦してください。
ー

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

桑

標記の利用等については，下記のとおりです。
記

6月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

戸口食堂を利用する。

に……'・

1

口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆口いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、口宿泊しない。

〆

~
〔

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

｛口利用し， 6月5日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付伽"-です。 口食堂を利用し軸、
r□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
｜口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

～口宿泊しない。

一口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

｛
口出席しない。

口往復

｝[口往路〃 "用“口復路のみ

口往復利用する。

目麓鰯駕≦
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

:麓鰯鱸：
）号を

↑

)ぞみ等記入 口利用しない。

0

3 6月4日 （月）の昼食は

4 6月4日 （月）の懇談会に

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

角

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※鉦明書類を添付(実施要領参照）魚

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※歴明害顛を遥付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月4日 （月）芯啄＝貢{4,UUU同ノ旗U,蓑の不U用料金は, 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂
の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9－2）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

！

※旅賛支給手続に必要ですので，必ず妃載してください。
一

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

桑

標記の利用等については，下記のとおりです。

記

6月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を ．

「口食堂を利用する。

に｡……

1

口利用し， 6月，，日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※6月10日 （日） .入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃） ’

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「：懸駕?宴更菫鴬獺Ⅲ口利用しない。 U 目毛等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用

〆

』癌
、

する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

、口宿泊しない。

2 6月11日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

「口贄用具臺皇具蝋‘鯉朝食｡ ［ 口食堂を利用しない。
r□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まLt:'~.''！ ［ 1
口宿泊しない。

一口利用しない。

0



(別紙第9-2)

口食堂を利用する予定である。

」

仁
仁
□
□
□
□

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
〆
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｌ
一
ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

口

口

口

3 6月11日 （月）の昼食は

食堂を利用する予定はない。

出席する。

6月11日 （月）の懇談会に4

出席しない。

交通機関の利用について5

往復

往路のみ

復路のみ

□
□
□
□
□
□
□
□

１

１

１口新幹線（特急）を 利用し，

一心

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

グリーン車を

I

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※腔明害類を巌付(実施要領参照）角

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※証明害顕を添付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は,6月11日 （月）恋駅云貢(4,UUU同ノ及び宗の利用料金は,6月11日 （月） の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡．



(別紙第10)

※協礒会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月 日

司法研修所殿

緯､
研修等名

所属庁

氏 名

・私は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。
記

1 出発日 平成 年 月 日

2帰着日 平成 年 月 日

3旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）
□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問
□②出張地における職場関係者との懇談
□③その他（ ）

“

(FAX経理螺経理一

《

0



司研総第000219号

平成24年3月26日

東京弁護士会会長

第一東京弁護士会会長

第二東京弁護士会会長

殿
殿
殿

司法研修所長安井久治
P,

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ファクシミリ 可） 。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま

す。

おって，東京三弁護士会多摩支部に対しては，貴会から周知してください｡

畠



(別紙様式）

平成24年 月 日

司法研修所長殿

、

(庁
今
云 長）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月26日付け司研総第000219号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

岸、

畠

(注）

1 標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2多摩支部所属の出席者の場合は,備考欄に「多摩支部」と記入する。

官職
ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習の

期別
備 考



平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり
r,

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月）.午後零時50分
(3)宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には，当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

~

~

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月13日
(金)までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください(送付書不要,ﾌ
ｧｸｼﾐﾘ 可｡ ) ｡

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁

判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出

席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。

なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日

（3）航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日

b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ． 。 ・ ・ ・ 。 ・ ・提出期限6月18日
ウマイレージの取得禁止

旅券購入による.マイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は，当研修所事務局経理課綿問先は，当研修所事務局経理課経

一

となります。理係（電話番 ）
凸

7支払関係

いずみ寮の利用料金･(利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。

αー

8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日

（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要。ﾌ
ｧｸｼﾐﾘ■■~ 可｡ ) ｡
（1）別紙第9－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

（2）別紙第9－2 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」
9その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
い。

－2－



別紙目録

１
２
３
４
５
６
７
８

第
第
第
第
第
第
第
第

紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙
紙

１
１
１
１
１
１
１
１

月
月
月
月
男
月
月
月

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

協議事項

日程表

司法研修所への交通案内図

バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請

／

‐､

別紙第9－1

別紙第9－2

別紙第10

蝋



(別紙第1）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

’
〆B，“

角

|”角

高裁
管内
実務
修習地

士 i 者 致

地方

民事

隊 瑚所

刑事
検察庁 弁護士会 計

･開催月日

東 京 2 2 2 果黒 1

第一東京 1

第二東京 1
一

ｰ 9

立川支部 1 1 1 (東京三多摩支部） 3 6
横浜 1 1 1 1 4
さいたま 1 1 1 (埼玉） 1 4
千葉 1 1 1 (千葉県） 1 4
水 戸 1 1 1 (茨城県） 1 4
宇都宮 1 1 1 (栃木県） 1 4
前橋 1 1 1 (群馬 ） 1 4
静岡 1 1 1 (静岡 県） 1 4
甲府 1

●

1 1 (山昇 県） 1 4
長野 1 1 1 (長閏県） 1 4
新潟 1 1 1 (新潟県） 1 4

名古屋 名古屋

岐阜

金沢

富山

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1、

1
J

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

4

4

4

4
仙台 仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

1

1

6 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

4

4

4

4

4

・ 4
札幌 札幌

函館

旭川

釧路

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4
(計） (26） 27 27 27 30 111
大阪 1 1 1 1 4
京都 1 1 1 1 4
神 戸 1 1 1 (兵庫県） 1 4
奈良 1 1 1 1 4
大津 1 1 1 (滋賀） 1 4
和歌山 1 1 1 1 4

名古屋 津

福井
1

1

1

1

1

1

(三重） 1

1

4

4
広島 広島

山口

岡山

鳥取

松江

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

4

4

4

4

4
福岡 福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那．覇，

1

･1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

’ 1

1

1

(福岡県） 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

4

、 4

4

4

’ 4

4

4

4
高松 高松

徳島

高知

松山

1

1

1

1

1

1●

1

1

1

1．

1

1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

4

4

4

､4
（計） (25） 25 25 25 25 100

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会
グ

ー

協議事項

1 匪別実務修習の指導の現状と課題

（出題理由）

分野別実務修習については， 司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実

務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成

プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお

ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，

各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資質等）につ

き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，

分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

魚

2 謁秒 菖務修習の布実

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものとして， その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に
ついて協議したい。

以上

角息
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

国」

4F

肉

9

温議

7口憎憎

竪弟 四酢

四何膳

ー
廻詐

月 日 時間 実施内容

12 ：00

～

13 ：00

13： 00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

■

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさ

事務局説明

ザつ

(中講堂）

16 ： 30

～

17 ：00

総合協議（中講堂）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会 (図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋
至川越

武蔵浦和駅

至東京

必埼
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

和光市駅 至新宿

袋
ｊ
池
袋池

至

、
唯

■
■
一
■
ロ
ロ
●
●■

畦（、））『。。●●》ｏｏｏｏｏｏｏ－●●●ｅ●●●●●
●●●●●●●●●●●●

■
■
●
・
■
■
●
凸
■
■
●
■
■
●
●ス
恥心
噸

くノ武東
タ

ノ武西

ドー、

所沢

躰特
東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）

ゆ●■●■●●●■■●●●●■●
●

西武バス①
■

●

■

大泉学園駅I

至池袋西武池袋線

西国分寺駅至八王子
至新宿

JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕－→和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕－→和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕－→和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕－→大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-UR武蔵野線〕－→北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕－→北朝霞駅約8分
南浦和駅-0R武蔵野線〕－－北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕一一→司法研修所約15分

ー､
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バス運行時刻表(最寄り駅から司法研修所まで） ‐【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南ロ発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車,バス停『司法研惨所」
にて下車

（所要時間約10分）

#公

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車（所要時間約15分）

戸､
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで） 土E鬮旦日曜9'祝旧

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南ロ発
（1）東武パス「司法研修所循環｣又は｢二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

〆ー、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）

(2)西武パス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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壱司法石汗イ彦戸斤酉己置厘ヨ
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○「司法研修所」l司法研修所」 バス停
東武・司法研修所循環
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西武①・大泉学園駅行き

日
前庭

1

西 館 正門

一
南門第1駐車場

○「司法研修所」バス停
西武②成増駅行き一

－

丁

e－f司法研修所」バス停
西武②大泉学園駅行き越後山通り
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司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です｡洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス，タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は, 3, 030円で, 2泊目以降は, 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで‘

きます。

（2） 発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください 。 ．

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

〆へ

ー、

、

－1－
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5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7 緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で110番又は119番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。

8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北･門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は，北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

/一、

'‐、

－2－



(別紙第7）

． Lく

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

へ

餌里

-3



(別紙第8）

司法研修所食堂の利用について

1 朝食（平日のみ営業）

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。 、

利用代金は1食300円となっております。

2昼食（平日のみ営業）
へ

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。

3その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局経理課管理係

(電話番一 にお問い合わせください。
へ



(別紙第9－1）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

号1(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず配戦してください。
l■■■■■

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，下記のとおりです。
記

6月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を
〆□．食堂を利用する。

に~……

へ

1

口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19;00です。

※6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「：鰹鴛鯛鴛黒寵口利用しない。 U日毛等（親戚，知人宅を含む。 ）を利

〆

Lへ

用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、口宿泊しない。

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し』 6月5日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付伽"~です。 口食堂棚しない
|〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

|、口宿泊Lない。［ ］

一口利用しない。

ノ
〆



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

{口出席す＆
口出席しない。

口往復

｝{口往路” ”肌口復路のみ

口往復利用する。

呂競職
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

:麓鰯駕≦
）号を

↑

)ぞみ等記入 口利用しない。

0

6月4日 （月）の昼食は3

6月4日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

ﾉヘ

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
． ※歴明書類を巌付(実施要傾参照）

/‐、

6 パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※鉦明害頚を潅付(実施要領参照）

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は，

徴収します（旅費から利用料令等を差1-弓|会

藩球云賓(4,00UHノ及び寮の利用料金は, 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂
の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9－2）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）
t

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記載してください。
■■■■■■

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，‘の利用等については， 下記のとおりです。

記．

月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月11日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月10日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「目鰹鴛鱸鴛髻鞭墓〃口利用しない。 U日毛寺（親戚，知人宅を含む。 ）を利用

一

1 6月1

〆

（一

する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、口宿泊しない。

2 6月11日 （月）の宿泊施設として， いずみ寮を

口食堂を利用する。

［
口食堂を利用しない。

一口利用し， 6月12日 （火）の朝食は

※入寮受付は12:00～です。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

I□・宅等‘親戚"人溌含…利用す｡（住所・市区町村名まで）

！ ［ ’
口宿泊しない。

L口利用しない。



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［6月11日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

［□＆席す‘6月11日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

口往復

）［口往路” ”用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

口往復利用する。

:競撫：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

:蕊鰯駕:；
なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入 口利用しない。

3

4

5

-／‐、

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※脛明書類を巌付(実施要領参照）/曇、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※歴明書顛を潅付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金はj6月11日 （月）究齢啄云箕慨,UUUI』ゴノ灰U、乗の不U用料金はj6月11日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡．



(別紙第10)

※協議会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月 日

司法研修所殿

へ

研修等名

所属庁

氏 名

・私は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。
記

1 出発日 平成 年 月‘ 日

2帰着日 平成 年 月 日

3旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）
□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問
□②出張地における職場関係者との懇談
□③その他（ ）

一

(FAX経理課経理

1



司研総第000220号

平成24年3月26日

日本弁護士連合会会長殿

司法研修所長安井久治

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

標記の協議会を当研修所において別添「実施要領」のとおり開催しますから，貴

連合会司法修習委員会委員1人が参列されますよう御配慮ください。

ついては，参列者の氏名を別紙様式により4月13日 （金）までに当研修所事務

局総務課庶務係に送付してください(送付書不要, ﾌｧｸｼﾐﾘ

■■■■■)可) 。
なお，標記の協議会の開催につき，実務修習地の弁護士会会長に対し，別添のと

おり通知しました。

『~､

/索､



(別紙様式）

平成24年 月 日

司法研修所長殿

(会長）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の参列者について

（3月26日付け司研総第000220.号に対する回答）

標記の参列者については，下記のとおりです。

記

ノー、

/‐、

(注） 「備考」欄に， 「第1回」又は「第2回」 と記入する。

？

役職名
ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考



｛

平成24年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4‘｢司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
(2)集合時刻

ア第1回出席者及び参列者6月 4日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月11日 （月）､午後零時50分
(3)宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には,当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について」
参照） 。

、 なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

ー

へ

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月13日
（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（ぅ美付妻不璽ヲください (送付書不要， フ
アクシミリ 可。 ） 。

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



旅費

(1)協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給しますので印鑑
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）を御持参ください。ただし，東京地方裁
判所（立川支部を含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出
席者は，所属庁のICカード等を利用してください（当研修所において旅費の
支給はいたしません。 ） 。

(2)パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。

なお，パック旅行を利用した際には,その金額及び内容の分かる書類を提出
してください。 ・ ・ ・提出期限5月14日

(3)航空機の利用

ア航空機利用の場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等特別座席
の利用に要する料金を除く。 ）で，現に支払った金額を支給します。
イ提出書類

a金額と便を確認する書類（領収書と航空券写し） ・ ・提出期限5月14日
b搭乗を確認する書類（搭乗半券等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・提出期限6月18日
ウマイレージの取得禁止

旅券購入によるマイレージの取得はできません。ご購入の際にはご注意く
ださい。

(4)上記(2)と(3)の提出，及び旅費についての質問先は，当研修所事務局経理課経

6

一

理係（電話番
Y産 I

蟠紬 ） となります。rrd
r毒

7支払関係

・いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します。

へ

8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月13日
（金）までに当壁修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要。フ
ァクシミリ■ 可｡ ） 。

（1）別紙第9－1 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

（2）別紙第9－2 「平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
い。

－2－
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バス運行時刻表

司法研修所配置図

司法研修所いずみ寮の利用について

司法研修所食堂の利用について

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

旅行日等変更承認申請

〆

/亀

別紙第9－1

別紙第9－2

別紙第10

/録、



(別紙第1）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会実施表

’
〆U、釦、

口
〔第1回〕

6月4日
（月）

/一､

角

高裁
管内
実務
修習地

出 席 者 曹 〔
蝿

民Z

方ヨ

茅

隠判
■■■■I■■■

〕

画
Ｆ
腸
，
や
■
叱
日
哺
〃
。

『

事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京 2 2 乙 皐尿 1

第一東京 1

第二東京 1 す
9

立川支部 1 1 1 (東京三多摩支部） 3 6
横浜 1 1 1 1 4
さいたま 1 1 1 (埼玉） 1 4

千葉 1 1 1 (二
ｐ
一

葉県） 1 4

水戸 1 1 1 (： 信城県） 1 4

宇都宮 1 1 1 (ホ 『木県） 1 4

前橋 1 1 1 (間鱸 ） 1 4

静岡 1 1 1 (静間 県） 1 4
甲府 1 1 1 (山課 県） 1 4
長野 1 1 1 (長野県） 1 4
新潟 1 1 1 (新潟県） 1 4

名古屋 名古屋

岐阜

金沢

富山

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

4

4

4

4
仙台 仙台

福島．

山形

盛岡

秋田

青森

1

1

● 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

4

4

4

4

4

4
札幌 札幌

函館

旭川

釧路

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
，

1

4

4

4

4

(計） (26） 27 27 27 30 111
大阪

名古屋

広島

福岡

高松

（計）

大阪

京都
神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分
熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1●

1

1
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1

1

(兵庫県） 1

1

(滋賀） 1

・ 1

(三重） 1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） ． 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1
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4

・ 4
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、 4
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4

4

4
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4

100

〔第2回〕

6月11日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 分野別実務修習の指導の現状と課顧

（出題理由）

分野別実務修習については， 司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実
務修習における各分野の指導準則等に基づいて，御指導をいただいてい

るところである。新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成

プロセスにおける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習にお

ける分野別実務修習の位置付け（導入的教育の在り方，集合修習との関

係等を含む｡）等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，
各配属庁会における新第65期司法修習生の実情（能力，資質等）につ

き，これまでの司法修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，
分野別実務修習における指導内容や方法について協議したい。

/‐､

2 習の充実

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会にお

いて，選択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログ

ラムを策定，実施していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体

現するものと･して, その成果を積み重ねているところであるが， さらに

昨年1月19日付けの司法研修所長書簡により， 司法修習生の自発的な

取組を促すための選択型実務修習の運用イメージを提案するなどしたと

ころである。 この機会に，上記運用イメージも踏まえた各配属庁会にお

ける選択型実務修習の運用の実情を確認するとともに，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含め，各配属庁会

における選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等に
ついて協議したい。

以上

A-
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

L第1回j

SR 4E

風

0

混一

型詐

祠何旧

萸 察（第7教室西館

中 護（第8教室西館
像、

月 日 時間 実施内容

12 ： 00

～

13 ： 00

13：00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさつ

事務局説明

(中講堂）

16 ： 30

～

17 ： 00

総合協議（中講堂）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 橋至西船
至川越 武蔵浦和駅

至東京

盆露
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線 …

■■

至新宿

/垂､

至所沢
■
●
●
●
９
，
●
●
■
●
●
の●●●●●●●●■■

塵
（
い
）
一
●
●
ロ
●
》
。
。
。
●
●
。
．

●

●●心
噸

至池袋～~～
～

鈷祷 至池袋）東京メ西武ノ

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）
P■●旬●●p●●●●●●●■●
●

西武バス①
■

Q

■

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】

』

八 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】

･電車

池袋駅一〔東武東上線〕－－÷和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一一し和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕一一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕 北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕一一北朝霞駅約8分
南浦和駅-UR武蔵野線〕 北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－→和光市駅約6分
･バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕一一司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一一一一一ケ司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－→司法研修所約15分



(別紙第5）

バｽ連宜暗割麦(最寄り駅から司法研修所まで）_【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町綴，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

伊､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）

(2)西武パス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）

風

;:棗:！
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7 uD . 1Z ZZ 35 43 50 56

8 u3 10 17 22 27 35 43 49 54

9 ul Ub lZ*17*23 27*33 41 54

10 平Ub Z乙・37*47 53

11 ua 13 25 40 53

12 lU Z副蝿0 54 ， ．

13 lU Zb 40 55

14 u9 Zb*35 40 55

15 lU 19 31*43 50*57 ･

16 U4 lV 、31． 45塁．

17 uz皿 16 22 28. 34 4248 55 ･

18 uu UV*14 1824 30 34*37 43 50

19 uu .13*Z2 30*40 51

20 率UI U9･22 38 49

21 UZ 13 27 41 56
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■ ■ ■ 等 ■ ● ◆ ● ｡ ｡ ●

6 26 43 58

7 13＊20 29“56

8 *05 10 21 33 47＊55

9 01 1529 44*52

10 00.*10 22 38*47 55

11 *05 19 36 54 ．

12 *05 17 37 59

13 *05 25 46

14 *”13 34“

15 *05 16 30 41 54

16 *02 08 20 32 46 58

17 *05 13 25 36 49

18 “＊07 14 25 37 48

19 01*06 16 29 41 55
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*印：長久保行き ．
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5

6 00 16 31 45

7 00 14 28 40 52

8 04 16 30“58

9 14 29 41 54

10 06 24 37 51

11 13 31 49 ．

12 13 36 57

13 22 45

14 10 31 ．48

15 01. 17 30 40 52守

16 04 18 34 45 57

17 12 25 36 46 57

18 09 2437 48

19 01 17 31 45

20 00 22坐

21 06 .28 50

22 12 34
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､=● §:蕊騨壇駅雨画::::::::::::::::::::::：

;簿； :;:;:::堂:::::::::::::弓:罪蕊:§:擾:蕊:蕊:;:鑿溌
5 55
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7 00 10 20 31 43 56

8 09 24 38 52
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9 06 20 34 49

10 04 19 35 51

11 07 23 39 55

12 10 27 43 59

13 15 32 48

14 03 18 33 48

15 03 18 32 46

16 01 16 31 46

17 01 16 31 46

18 01 16 31 46

19 01 16 31 50

20 09 28 46 '

21 05 25 46

22 09



バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで） 濯・日曜Q'祝E

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」に乗車，
バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

P、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停

「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）
(2)西武パス「成増駅南口行き」に乗車，

． 「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約15分）
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15 02 18 34 50
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17 10 24 38 52
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司夛去石汗イ麿所酉己置匡ヨ

バス停C圃林公園」

和光樹林公屋

馬丁=二塁○「樹
北P

第2駐車場 体育館

棟）

↑

側

東
京
外
郭
環
状
道
路

側

岸、

ひ
か
り
寮

グラウンド 道 道

↓

東
館

日日
○「司法研修所」○I司法研修所」バス停
東武・司法研修所循環

"i和光市駅i"東
門

「司法研修所入口」バス停
東武･司法研修所循環
「司法研修所」バス停
西武①．大泉学園駅行き

図
書
図
書

テニスコート 中庭中庭中庭

本館本館本館

A

大講堂

前庭

西 館

南門一正門第1駐車場

○「司法研修所」バス停
西武②成増駅行き一

〒

e－f司法研修所」バス停
西武②大泉学園駅行き越後山通り
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司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2） 寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1）寮室備付けの電話機は, ･着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

/ー､

角

』

-1-



(別紙第7）．

5エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には,寮室備付けの電話機で，，0番又は，，9番を

押してください。中央監視盤室に繋がりますので，その指示に従ってください。
8食事について

朝食・昼食とも平日のみ利用可能です。詳しくは別紙第8 「司法研修所食堂の

利用について」を参照してください。

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで) ,東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

なお， 日曜日の入構は,北門を利用してください（バスで来られる場合は「樹

林公園」バス停を利用してください。 ） 。

13喫煙について

/一､

0

瓜

0
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坐く

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

にお問い合わせください。

一

苧

‐

－3



(別紙第8）

司法研修所食堂の利用について

1朝食（聖日のを営業）

午前8時から午前9時30分までの間図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食300円となっております。

2昼食（聖日の丑営業）
一

午前11時30分から午後1時までの間図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

．なっております。

3その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局経理課管理係

(電話番 にお問い合わせください。
皇

｣



(別紙第9－1）

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

号■(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅費支給手続に必要ですので‘必ず記戦してください。
一

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

一

標記の利用等については，の利用等については，下記のとおりです。

記

月3日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月4日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※6月3日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 6月3日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、＝口宿泊しない。

1 6月3日 （日）

〆

一

、

2 6月4日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［「口利用…‘‘ (火'の朝食．※入寮受付は12:00～です。 口食堂を利用しない。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

| □・宅等{親戚知人宅を含む)を利用する。
（住所･市区町村名まで）

I_t:W"' ]
口宿泊しない。

L口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

｛
口出席しない。

口往復

｝{口往路” ・帆口復路のみ

口往復利用する。

目競撫：
グリーン車を

口利用しない。

I;往復利用する。:競撫：
）号を

↑

)ぞみ等記入 口利用しない。

●

6月4日 （月）の昼食は3

6月4日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

/■、

なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※鉦明書頚を猛付(実施要領参照）

/垂、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※腔明書頚を濯付(実施要傾参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注)①該当する口内にし印を付してください｡

②懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は，

徴収します（旅費から利用料金等左差し弓|誉

恋球云賓(4,000Hノ及び寮の利用料金は, 6月4日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂
の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成24年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中

(FAX番

(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので。必ず記舷してください。
－

T

(氏 名）

平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

一

標記の利用等については，下記のとおりです。

記

1 6月10日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［戸口利用し， 6月11日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※6月10日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月10日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「：鰹毒篝繊更菫鑿噸室利用しない。 U目宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利

一
、 □ 用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

、口宿泊しない。

2 6月11日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月12日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付…-です。 口食堂棚しない。
／□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

｜ ［ ］

L口宿泊しない。

一口利用しない。



(別紙第9-2)

口食堂を利用する予定である。

［6月11日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。 ､

［□＆席す＆6月11日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

口往復

｝（口往路〃 Ⅵ用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

口往復利用する。

臺二菫撫：
グリーン車を

口利用しない。

E往復利用する。:薑鰯鱸：
なお， （ ）号を

↑

※のぞみ等記入 口利用しない。

3

4

5

‐／‐、

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
※歴明書類を還付(実施要領◆照）

/~、

パック旅行利用について

ロパック旅行を利用する代金 円
※匠明害類を添付(実施要領参照）

6

(口食事なし口朝食付口夕食付 ）

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は,6月11日 （月）志琢云黄(4,UUU尚ノ及び寮の利用料金は,6月11日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります｡′



(別紙第10)

※協議会の前後に私事旅行等をする場合に提出してください。

旅行日等変更承認申請

平成 年 月 日

司法研修所殿

/一､

研修等名

所属庁

氏 名

･私は，下記のとおり，旅行日等の変更を申請します。
記

1 出発日 平成 年 月 日

2帰着日 平成 年 月 日

3旅行の目的（該当する□にチェックしてください。 ）
□①自宅等への帰宅又は実家、親戚宅への訪問
□②出張地における職場関係者との懇談
□③その他（ ）

/ー、

(FAX経理課鵬一

１

《



司研総第000215号

平成24年3月26日

地方検察庁検事正殿（東京を除く。 ）

弁護士会会長殿（在京弁護士会を除く。 ）

司法研修所長安井久治

戸、

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください(送付書不要，

ファクシミリ 可） 。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は，当研修所が行いま

す。
/一､



司研総第000219号

平成24年3月26日

東京弁護士会会長

第一東京弁護士会会長

第二東京弁護士会会長

殿
殿
殿

司法研修所長安井久治
/垂､

平成24年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

13日（金）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください(送付書不要，

ファクシミリ 可） 。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は，当研修所が行いま

す。

おって，東京三弁護士会多摩支部に対しては，貴会から周知してください｡

へ



平成24年6月4日 （月） 開催

一
〔

平成24年度

司法修習生指導担当者協議会（第1回）出席者名簿
※外字を含む氏名の方につき，一般的な漢字の表記にさせていただきました。御了承ください。

ｰ､

司法研修所
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オザヮョシヒコ

ヤマモトタケシ

タカギジュンコ

庁
一
会

奥
一
洞
一
林
一
深
一
片
一
小
一
山
一
高

癖
一
江
一
正
一
確
一
山
一
鐸
一
鋤
一
繩

世
一
秀
一
宏
一
之
一
巌
彦
一
史
子

期
－

甲府地方裁判所

〃

甲府地方検察庁

霊
一
癖

詞山梨県
一

長野地

弁
一
方
一
〃

護士
一

裁判

会
所 露

一
癖

2
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庁 名 官職 担当 氏 名 ‘ フリガナ 備 考

長野地方検察庁 検 、事 小池 充夫 コイケミチオ ■■期
長野県弁護士会 弁護士 柳澤修飼 ヤナギサワシュウジ ■酌
新潟地方裁判所 判 事 民事 三浦隆志 ミウラタカシ ■砂

一

〃

新潟地方検察庁

〃

検 事

刑事 藤井俊郎

栃倉 信

フジイ トシロウ

トチクラマコト

■
■
四
砂

新潟県弁護士会 弁謹士 和田光弘 ワダミツヒロ ■砂
名古屋地方裁判所 判 事 民事 谷 口 豊 タニグチユタカ ■砂

〃 〃 刑事 田邊三保子 タナベミホコ ■■期
名古屋地方検察庁 検 事 山 口順子 ヤマグチジュン． 、
愛知県弁護士会 弁謹士 萱垣 建 カヤガキタテル 田
岐阜地方裁判所 判 事 民事 針塚 遵 ハリヅカジュン 圃

〃け 〃 刑事 山田耕司 ヤマダコウジ 圃
岐阜地方検察庁 検 事 田澤博司 タザワヒロシ ■■■期
岐阜県弁護士会 弁謹士 竹中雅史

■

タケナカマサシ ■■■期
金沢地方裁判所 判 事 民事 源 孝治 ミナモト タカハル ■■期

〃 〃 刑事 手崎政人 テサキマサト ﾛ■■期
金沢地方検察庁 検 事 金山陽一 カナヤマヨウイチ ‐
金沢弁溌士会 弁護士 西 徹夫 ニシテツオ

■■■■■■■■■■■■■

富山地方裁判所 判 事 民事 阿多麻子 アダアサコ ー
〃 〃 刑事 田中聖浩 タナカキヨヒロ ‐

富山地方検察庁 検 事 眞田寿彦 サナダトシビコ ー
富山県弁護士会 弁護士 大浦清和 オオウラキヨカズ ■■■期
仙台地方裁判所 判 事 民事 畑 一郎 ハタイチロウ ー

〃 〃 刑事 渡邊英敬 ワタナベヒデタカ ‐
仙台地方検察庁 検 事 山 口英幸 ヤマグチヒデユキ ■■■期
仙台弁鯉士会 弁護士 官澤里美 カンザワサトミ ー
福島地方裁判所 判 事 民事 、潮見直之 シオミナオユキ F一一

〃 〃 刑事 加．藤 亮 カトウリョウ ー
福島地方検察庁 検 事 小池 隆 コイケタカシ 回
福島県弁讃士会 弁謹士 荒木 貢 アラキミツギ ■■期
山形地方裁判所 判 事 民事 石垣陽介 イシガキヨウスケ ■■期

〃 〃 刑事 矢数昌雄 ヤスマサオ ■■■期
山形地方検察庁 検 事 中島泰徳 ナカジマヨシノリ I■■期
山形県弁護士会 弁護士 田 中 暁 タナカアキラ 、
盛岡地方裁判所 判 事 民事 貝原信之 カイハラノブユキ回

〃 〃 刑事、 中島真一郎 ナカジマシンイチロウ ■■期
盛岡地方検察庁 検 事 小島直久 コジマナオヒサ ■■■期
岩手弁謹士会 弁護士 石川 哲 イシカワサトシ ■■■期
秋田地方裁判所 判 事 民事 棚橋哲夫 タナハシテツオ ■■■期

〃 〃 刑事 福士利博 フクシトシヒロ ■■■期
秋田地方検察庁 検 事 森 正史 モリマサシ ■■期
秋田弁畿士会 弁護士 三浦 清 ミウラキヨシ ■■朔
青森地方裁判所 判 事 民事 浦野真美子 ウラノマミコ 回

〃 〃 刑事 武田 正 タケダタダシ Ⅱ■■胸

青森地方検察庁 検 事 加藤雄三 カトウユウゾウ 田
青森県弁護士会 弁護士 石岡隆司 イシオカリュウジ 砂
札幌地方裁判所 判 事 民事 本間健裕 ホンマケンユウ 回

〃 〃 刑事 加藤 学 カトウマナプ 田
札幌地方検察庁 検 事 堤 義崇 ツツミ ヨシタカ ー
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庁 名 官職 担当 氏 名
r

フリガナ 備 考

札幌弁溌士会 弁護士 舛田雅彦 マスダマサヒコ ■■期
函館地方裁判所 判 事 民事 鈴木尚久 スズキナオヒサ ■■期

〃 〃 刑事 中桐圭一 ナカギリケイイチ ■■期
函館地方検察庁 検 事 田中知子 、 タナカ トモコ． ■■期
函館弁鐙士会 弁護士 井口直樹 イグチナオキ ■砂
旭川地方裁判所 判 事 民事 田口治美 タグチハルミ ■■期

〃 〃 刑事 佐伯恒治 サエキコウジ ■砂
旭川地方検察庁 検 事 大野一樹 オオノカズシゲ ■恥
旭川弁鍾士会 弁護士 中村 元 弥 ナカムラモトヤ 砂
釧路地方裁判所 判 事 民事 河本晶子 カワモトアキコ 回

〃 〃 刑事 丸山哲巳 マルヤマテツミ 回
釧路地方検察庁 検 事 加藤匡倫 カトウマサトモ． 砂
釧路弁護士会 弁護士 簑島弘幸 ミノシマヒロユキ ⑩

日本弁謹士連合会

(東京弁謹士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

藤原 浩 フジワラヒロシ ⑭

所 長 安井久治 ヤスイヒサハル

教官 （判事） 民事裁判担当 村田 渉 ムラタワタル

〃 〃 岸 日出夫 キシヒデオ
0

〃 刑事裁判担当 秋吉淳一郎 アキヨシジュンイチロウ

〃 〃 伊藤 寿 イトウヒサシ

教官 （検事） 検察担当 大谷晃大 オオタニコウダイ

〃 〃 畑野・隆二 ハタノ リュウジ

教官 （弁護士） 民事弁謹担当 天海義彦 アマガイヨシヒコ

〃 〃 石黒滑子 イシグロキヨコ

〃 刑事弁護担当 谷 風人 ダニマサト

〃 〃 原田 勉 ハラダシトム

事 務 局 長 笠井之彦 カサイユキヒコ

事務局 次長 中須賀亮子 ナカスカ リョウコ

事務局所付 小野裕信 オノ ヒロノブ
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考
全

大阪地方裁判所 判 事 民事 森 純子 モリジュンコ ■■期
〃 〃 刑事 齋藤正人 サイトウマサト ■砂

大阪地方検察庁 検 事 中田光治 ナカタコウジ ■砂
大阪弁醗士会 弁護士 西浦克明 ニシウラヨシアキ ■砂
京都地方裁判所 判 事 民事 瀧華 聡之 タキハナサトシ ■■期

〃 〃 刑事 小倉哲浩 オグラアキヒロ ■■期
京都地方検察庁 検 事 藤田信宏 フジタノブヒロ ■ ■期
京都弁篭士会 弁護士 南 聡 ミナミサトシ ■■期
神 戸 地方裁判所 判 事 民事 栂村明剛 ツガムラアキヨシ 砂

〃 〃 刑事 宮崎英一 ミヤザキエイイチ ■■■期
神 戸 地方検察庁 検 事 仁田裕也 ニッタヒロヤ ■■期

会
一
所

士
一
判

護
一
裁

吟
一
転

庫
一
良

兵
一
奈

弁護士
ー－－句

判 事 民事

浅田修宏

牧 賢二

アサダノプヒロ

マキケンジ

■■期
⑩

〃 〃 。 刑事 橋本 一 ハシモトハジメ 砂
奈良地方検察庁 検 事 小原浩司 コハラコウジ ■■期
大津地方裁判所 判 事 民事 長谷部幸弥 ハセベサチヤ 回

〃 〃 刑事 飯島健太郎 イイジマ、ケンタロウ 回
大津地方検察庁 検 事 矢本忠嗣 ヤモトタダツグ 回
滋賀弁甑士会 弁護士 森野有香 モリノユカ ■
和歌山地方裁判所 判 事 民事 高橋善久 タカハシヨシヒサ い

〃 〃 刑事 柴山 智 シバヤマサトシ 励
和歌山地方検察庁 検 事 金木秀文 カネキヒデフミ 帥
和歌山弁鍍士会 弁護士 田中 ．祥博 タナカヨシヒロ ■
津地方裁判所 判 事 民事 戸 田彰子 トダアキコ ⑩

〃 〃 刑事 岩井隆義 イワイタカヨシ ■■期
津地方検察庁 検 事 作原大成 サクハラタイセイ 回
三重弁霞士会 弁霞士 長谷部拓哉 ハセベタクヤ 皿
福井地方裁判所 判 事 民事 樋口英明 ヒグチヒデアキ 四

〃 〃 刑事 鵜飼祐充 ウカイ ヒロミツ 帥
福井地方検察庁 検 事 橋本修明 ハシモト ノプアキ 回
福井弁護士会 弁護士 峯金克弥 ミネカネカツヤ 田
広島地方裁判･所 判 事 民事 梅本圭一郎 ウメモトケイイチロウ い

〃 〃 刑事 伊名波宏仁 イナパコウジ 田
広島地方検察庁 検 事 坂本順彦 サカモト ノブヒ． 四
広島弁護士会 弁謹士 水中誠三 ミズナカセイゾウ

｡ ’■■■■■■■■■■

山口地方裁判所 判 事 民事 山本善彦 ヤマモト ヨシヒ． 、
〃 〃 刑事 長倉哲夫 ナガクラテツオ 田

山口地方検察庁 検 事 澤． 田康広 サワダヤスヒロ ⑩
山口県弁霞士会 弁霞士 黒川裕希 クロカワユウキ 砂
岡山地方裁判所 判 事 民事 山 口浩司 ヤマグチコウジ 砂

〃 〃 刑事 田尻克巳 タジリ カツミ 田
岡山地方検察庁 検 事 山下裕之 ヤマシタヒロユキ 励
岡山弁護士会 弁製士 種田和英 タネダカズヒデ 回
鳥取地方裁判所 判 事 民事． 和久田 斉 ワクダヒトシ い

〃 〃 刑事 野口卓志 ノグチタクシ 四
鳥取地方検察庁 検 事 宮地佐都季 ミヤジサツキ 田
鳥取県弁鐙士会 弁霞士 松本啓介 マツモトケイスケ 囚
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

松江地方裁判所 判 事 民事 河村 浩 カワムラヒロシ 画
〃 〃 刑事 横山泰造 ヨコヤマタイゾウ 砂

松江地方検察庁 検 事 森田邦郎 モリタクニオ 砂
島根県弁霞士会 弁蔑士 安藤有理 アンドウアリミチ 町
福岡地方裁判所 判 事 民事 岩木 宰 イワキオサム 田

〃 〃 刑事 田 口直樹 タグチナオキ 砂
福岡地方検察庁 検 事 秋山仁美 アキヤマヒトミ 回
福岡県弁識士会 弁護士 松‘ 本佳郎 マツモト ヨシロウ ■■期．
佐賀地方裁判所 判 事 民事 波多江真史 ハタエマサシ ■■期

〃 〃 刑事 若宮利信 ワカミヤトシノブ ■■期
佐賀地方検察庁 検 事 森永太郎 モリナガタロウ ■■期
佐賀県弁謹士会 弁霞士 松尾弘志 マツオヒロシ ■■期
長崎地方裁判所 判 事 民事 井田 宏 イダヒロシ ■■期

〃 〃 刑事 重富 朗 シゲトミアキラ ■■期
長崎地方検察庁 検 事 原山和高 ハラヤマカズタカ ■■期
長崎県弁護士会 弁護士 中西祥之 ナカニシヨシユキ ■■期
大分地方裁判所 判 事 民事 中平 健 ナカダイラケン ■■期

〃 〃 刑事 真鍋秀永 マナペヒデナガ ■■期
大分地方検察庁 検 事 田中宏明 タナカヒロアキ ■■期
大分県弁護士会 弁謹士 大森克麿 オオモリカツマ ■■期
熊本地方裁判所 判 事 民事 原 克也 ハラカツヤ 帥

〃 〃 刑事 鈴木浩美 スズキヒロヨシ い
熊本地方検察庁 検 事 久保 浩 クボヒロシ ■■期
熊本県弁護士会 弁護士 山下永壽 ヤマシタエイジュ ■■期
鹿児島地方裁判所 判 事 民事 吉村真幸 ヨシムラサネユキ ■■期

〃 〃 刑事 中牟田博章 ナカムタヒロアキ ■■期
鹿児島地方検察庁 検 事 今村智仁 イマムラ トモヒト ■■■期
鹿児島県弁霞士会 弁護士 大脇通孝 オオワキミチタカ ■■期
宮崎地方裁判所 判 事 民事 島岡大雄 シマオカヒロオ ■■■期

〃 〃 刑事 中田幹人 ナカタマサト ■■■期
宮崎地方検察庁 検 事 加藤直人 カトウナオト ■■■期
宮崎県弁護士会 弁謹士 萩 元 重喜

9

ハギモトシゲキ 囚
那覇地方裁判所 判 事 民事 酒井良介 サカイ リョウスケ． ■■期

〃 〃 刑事 鈴木秀行 スズキヒデユキ 回
那覇地方検察庁 検 事 平光信隆 ヒラミツノプタカ ⑪
沖縄弁渡士会 弁鍾士 池田 修 イケダオサム ■■期
高松地方裁判所 判 事 民事 横潤邦彦 ヨコミゾクニヒコ 砂

〃 .〃 刑事 幅田勝行 ハバタカツユキ 帥
高松地方検察庁 検 事 浅沼雄介 アサヌマユウスケ ■■期
香川県弁護士会 弁護士 関谷利裕 セキヤトシヒロ 帥
徳島地方裁判所 判 事 民事 齋木稔久 サイキ トシヒサ 励

〃 〃 刑事 佐藤晋一郎 サトウシンイチロウ 、
徳島地方検察庁 検 事 田代英明 タシロ ヒデアキ ■■期
徳島弁霞士会 弁謹士 島内保彦 シマウチヤスヒコ ■■期
高知地方裁判所 判 事 民事 松田典浩 マツダノリヒロ 田

〃 〃 刑事 平出喜一 ヒライデキイチ 、
高知地方検察庁 検 事 橋本 晋 ハシモトシン い
高知弁謹士．会 弁謹士 重松健二郎 シゲマッケンジロウ 回
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

松山地方裁判所 判 事 民事 濱 口 浩 ハマグチヒロシ 蔀
〃 〃 刑事 足立 勉 アダチベン ■■■期

松山地方検察庁 検 事 島 宣満 シマノプミツ ■■■期
愛媛弁護士会 弁護士 水 口 晃 ミズグチアキラ ■期

日本弁護士連合会

(東京弁甑士会）

日弁連司法修習
委員会委員長 藤原 浩 I フジワラヒロシ ■期

所 長 安井久治
３

１

・

１
ヤスイヒサハル

教官 （ 判事） 民事裁判担当 村田
b
渉 ムラタワタル

〃 〃 岸 日出夫 キシヒデオ

〃 ‐
●

刑事裁判担当 秋吉淳一郎 アキヨシジュンイチロウ

〃 〃 伊藤 寿 イトウヒサシ

教官 （検事） 検察担当 大谷晃大 オオタニコウダイ

〃 〃 畑野隆二 ハタノ リュウジ

教官 （弁護士） 民事弁謹担当 天海義彦 アマガイ ヨシヒコ

〃 〃 石黒滴子 イシグロキヨコ

〃 刑事弁護担当
＊

谷 眞人 ダニマサト

〃 〃 原田 勉 ハラダツトム

事 務 局 長 笠井之彦 カサイユキヒコ
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一

新第64期集合修習A班カリキュラムの概要
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はしがき

平成22年度11月期（新第64期）司法修習生のうち,実務修習地が東京，立川，横浜，
さいたま）千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山である者(A班）を対象とする
集合修習のカリキュラムは， 13クラス編成で平成23年7月29日に開始され，同年9
月19日に終了した（その後，各実務修習地等において選択型実務修習が実施された。 ） 。
新第64期A班の集合修習のカリキュラムの概要は， この資料及び別添「平成22年1
1月期採用（新第64期）司法修習生A斑集合修習日程予定表」のとおりである。
集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務
の基礎的素養等並びに分野別実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必
要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指
導要綱（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し，修習生全員に，実
務の標準的知識か技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある実務/■.、
知識や技法を修得させることを旨としている（要綱（甲）第3章第1） 。

つ

新第64期A班においても，修習記録を用いて修習生に文書を起案させ，討論，講評を
行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法修習で要求していたような法
律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわらず， より実質的に，書面の内
容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方法で出題がなされている。
なお，新第64期司法修習生のうち,A班以外の者(B班）を対象とする集合修習カリ
キュラムは15クラス編成で実施された。 これについても，後日適宜の時期に情報提供す
る予定である。

門
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第1 民事関係科目

I 民事裁判

1 講義

（1） 講義1

集合修習の冒頭に，集合修習における民事裁判科目及び民事共通科目の修習内容を
説明してその意義を理解させ，今後の学習方法に関する指導を行うことで集合修習へ
の動機付けを行うとともに，事実認定について，分野別実務修習の成果を理論的・体
系的に整理するという観点から，基礎的な事項の復習となる講義を行った。

（2） 民裁問題研究

修習記録を使用した事実認定起案への導入として，修習記録を使用し，判断の基

豐駕麓壼誌壼灘饗嘱蕊柔謹I,駕窒=鰯壽婆
た。併せて，修習記録において問題となる，市街化調整区域における開発行為の規
制についても説明し，より広い視野に立った事件の検討について，視点を提供した。
(3) 講義2

後記の民事共通演習1に引き続き，同演習におけるプリント教材を使用した主張整
理についての検討を踏まえた講評を行った。

(4) 講義3

民事裁判修習の総括を行い，実務家になるに当たっての心構えなどを講義した。

2 起案

（1） 総説

民事裁判科目の起案においては，第59期後期から，主張整理用と事実認定用の異
なる事件の2冊の修習記録を同時に与え,所定の時間内で主張整理起案と事実認定起

案を行わせてきた。新64期集合修習(A班）では，起案1は上記方法により実施P
たが，起案2では1冊の修習記録を与え，主張整理及び事実認定に加え，法規範への
あてはめや法的評価の視点も取り入れた， より高度な内容の起案を実施した。

起案1の講評では,主張整理上の問題点及び事実認定上の問題点を中心に解説した。
主張整理については，細かく技巧的な要件事実の知識の修得ではなく，実体法の基本
的な知識，考え方を基に，実務における様々な事件に応用することができる法的思考
力をかん養させるとともに，争点整理後の静的な整理に止まらず，争点整理の動的な

手続展開における主張と証拠の整理・分析力をかん養させることも意識した。また，
事実認定については，具体的な事案を通じて，事実認定における書証の成立や実質的
証拠力,証拠の評価や証明度,経験則などについて考えさせる実践的な指導を行った。
起案2の講評では，主張整理及び事実認定の基礎的能力の確認に加え，法規範への
あてはめや法的評価に関する基礎的能力のかん養に重点を置いて，実践的な指導を行

った。

また，起案’’ 2のいずれにおいても，現代社会の実相を反映した事案や事項を取

－1－



・ り上げることで， より実践的な観点を意識させることに意を用いた。
(2) 起案1

ア主張整理起案

（ｱ） 事案の概要

ZのWに対する金銭の貸付けに関して,Wの委託を受けて保証人となった原

告(X)が,Wの子である被告(Y)に対し, Zに対して保証債務の弁済をし

たと主張し，保証委託契約に基づく事後求償債務の履行として弁済した金員及

び遅延損害金の支払を求めた事案である。

Yは, Xの主張を認めた上で, XY間で上記事後求償債務の存否に争いが

あったところ,YがXに対し解決金を支払い，他方で，本件について解決金の

支払を除き相互に債権債務のないことを確認する等の和解をしたから，上記請

一 求債権は消滅した，②YはZに対して土地を売り， これに基づく所有権移転登

記手続をしており， 同代金債権と上記請求債権とを相殺したから，同請求権は

消滅した，③上記請求債権（求償債権）は，主たる債権の弁済期から5年の経

過により時効消滅した， と主張した。

Xは,Yの主張を認めた上で，上記①については，解決金の支払を遅滞した

ので催告の上和解契約を解除した，上記②については，土地売買及びこれに基

づく所有権移転登記手続がされた事実を知らず,Zから請求を受けたことを事
前に通知したので求償は制限されない， と主張した。

Yは,Xの①に関する主張を認めた上で，これについて, (a)解除前に解決金

と損害金をX方で提供したので解除の効果は発生しない, (b)WがXに置物を売

却していたので，同売買代金債権と上記①の解決金及び損害金の各債権とを対

当額で相殺したから，解除の効果は発生しない， と主張した。

以上のように，実務上よく見られる保証委託契約に基づく事後求償債務履行

請求の事案を素材として，貸金，保証，保証委託，相続，債権譲渡，和解，相

殺，消滅時効，解除，弁済の提供等の基本的な事項に関する主張を盛り込んだ。
（ｲ） 起案事項等

①訴訟物の記載,②当事者の主張を請求原因抗弁等に整理した要件事実の記
載,③請求原因についての要件事実の説明，④事後求償権の消滅時効に関する主

張が失当となる理由の説明，⑤抗弁以下の主張の実体法上の効果の記載，⑥裁判

所の主張に関する求釈明の理由並びに立証に関する求釈明事項及びそれに対する

当事者の対応策についての説明を，それぞれ求めた。

民法の基本的事項に関する要件,効果の正確な理解及びこれに基づく主張整理

の在り方に関する理解度を再確認するとともに，和解，求償における事前通知等

に関しても，実体法上の理解を基に要件事実等を分析検討させた。また，動的な

争点整理の視点から，実体法上の要件分析を前提に，主張上の問題点及びあるべ

き主張内容について書証を踏まえて検討させるとともに，立証上の問題点及び考

えられる立証活動の在り方について検討させた。

起案の講評では，単に結論を教えるのではなく，双方向，多方向の指導方法を

取り入れ，修習生に活発に意見を述べさせながら，結論に至る理由やプロセスを

倖、

魚
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考えさせることに重点を置いた。

事実認定起案

(ｱ） 事案の概要

原告(X)が，建築工事の請負,､分譲住宅の販売等を業とする被告(Y)に対
し，土地の売買契約が成立したときはその手付金として全額これに充当し，同契
約が成立しないときは全額返還するとの約定で,Yに対して買付申込金を預託し
たが，その後上記売買契約が成立しないことが確定したとして，上記寄託契約に
基づき， 買付申込金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

Yは,Xの署名のある土地売買契約書を提出し，その成立は認めたものの,X

は,Yの従業員から署名と押印が両方そろった段階で初めて売買契約が成立する
旨説明を受けた上，同人に対し後刻売買契約を締結しないこともあり得ることを
念押しした上で署名には応じたが押印はしなかったとして，本件売買契約書の作
成の趣旨を争った。 ．R

処分証書たる契約書が存在し，その成立に争いがないものの，その契約書に肩口-
載されたとおりの事実を認定することができない「特段の事情」があると主張す
るという実務上もよく見られる事案を素材とした。

（ｲ） 起案事項等

①XY間での売買契約締結の事実が認められるかの結論の記載,②認定できる
事実のうち，判断の基礎となる重要な事実とその認定根拠，各事実が要証事実と
の関係で有する意味の記載，③結論に至る判断過程の説明を， それぞれ求めた。
起案の講評では，修習生を小グループに分けて討論を行わせたり，異なる結論
に至った者にそれぞれの理由や反対意見に対する疑問を述べさせて，これに対す

る反論や再反論をさせたりするなど，修習生が主体的に参加する方法を取り入れ
た。

起案2

ア事案の概要

中古自動車販売等を業とする被告(Y)からホームページの制作等の業務を請伊、
負ったとするコンピュータソフトウエアの開発等を業とする原告(X)が，①主位
的に,XY間のホームページ制作請負契約をYが解除したために損害を被ったとし
て，民法641条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を請求し，②予備的に,Y
には契約準備段階における信義則上の義務違反があり，これによって損害を被った
として，同義務違反に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を請求した事案であ
る。

Yは，主位的請求については， (ｱ)契約交渉を担当したY従業員には契約締結の決
定権限がなかつ.た， （ｲ)契約交渉はYの決裁権者の決裁待ちの状態にあり，契約書も
作成されていない等として，本件契約の締結を否認し，また，予備的請求について
も，契約準備段階における信義則上の義務違反はないとして争っている。
実務上よく見られる事案のうち,訴訟が近時増加しているコンピュータソフトウ
エアの開発等に関する事案を素材に，訴訟物の理解の確認，主張整理，証拠による

事実認定を的確に行うことを前提としつつ，請負契約の成否，信義則上の義務違反

イ

(3)
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の有無という法規範への具体的事実のあてはめ及び法的評価という点に重点を置い

て検討させることとした。

イ起案事項等

①訴訟物の記載,@XY間でホームページ制作の請負契約が成立したといえるか

否かの結論と理由の説明，③Yに契約準備段階における信義則上の義務違反がある

かについて, (a)結論の記載, (b)認定できる事実のうち，判断に当たって考慮すべ

き事実とその認定根拠の記載, (c)結論に至った理由の説明を，それぞれ求めた。

起案の講評は,起案1の主張整理起案及び事実認定起案の講評と同様の方法で行

ったが，起案2では，特に法規範へのあてはめ及び法的評価に関する能力のかん養

に重点を置いたため，事案への適用を意識して法規範を把握すること，認定した事

実の中で法適用上着目すべき重要な事実はどれかという視点で事案を把握すること

などの実践的な指導を行った。

角
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Ⅱ 民事弁護
I

講義

(1) 講義1 （民事保全）

ア民事保全手続の概略（ビデオ教材視聴）

具体的な民事保全事件を映像化したビデオ教材を視聴させることにより，民事
保全手続の具体的なイメージを持たせた。

ビデオ教材は， ある織物屋が卸問屋に反物を納入したところ，卸問屋が手形不

渡りを出したため，織物屋が留保していた所有権に基づく動産引渡請求権を被保
全権利として，納入した反物の占有移転禁止の仮処分を申し立て，執行官保管に
至るまでの手続の流れを映像化したものである。

イ事例に基づく討論解説等

民事弁護教材「改訂民事保全（補正版） 」を参照しながら民事保全手続を概説ノー､
し， さらに，民事保全に関する基本的事項につき，実務上よく見受けられる具体一一
的事例を素材とした設問を与え，研究討論させた。

設問の内容は，①銀行預金，土地建物等複数の仮差押目的物の存在が予想され

る仮差押えの事案における事前調査方法， 目的物の選択及び執行方法等，②建物
の賃借人が賃貸人に無断で第三者に当該建物を使用収益させていた事案において
選択すべき保全命令及びその執行方法等，③所有者に無断で土地の所有権移転登
記がなされていた事案において選択すべき保全命令及びその執行方法等，④保全
手続において立てられた担保物の取戻方法，⑤起訴命令の申立て等の債務者側の

対抗手段等を問うものである｡

(2) 講義2 （民事執行等）

ア民事執行手続の概略的説明等

民事弁護教材「改訂民事執行（補正版） 」を参照しながら民事執行手続を概説

し，民事執行に関する次のような基本的事項につき，実務上よく見受けられる事
－1例を用いて研究討論させた。

設問の内容は，①不動産明渡請求を認容する引換給付判決の執行方法， .②所有

権移転登記抹消登記手続請求を認容する判決の（広義の）執行方法，③和解調書
に基づく建物収去土地明渡しの執行方法,④債権の差押え及びその取立ての方法，

⑤仮執行宣言付判決に対する控訴に伴う強制執行停止の申立て，⑥請求異議の訴
えとそれに伴.う強制執行停止の申立て，⑦担保権の実行としての競売と競売手続

停止の仮処分について問うものである。

イ破産手続の概略的説明等

実務において取り扱う機会の多い倒産手続について，債権者代理人，債務者代

理人及び破産管財人等裁判所から選任される機関のそれぞれの立場で関与する場

） 合の対応や注意点等について指導を行った。

（3） 講義3 （弁護士の職責と倫理）

法律実務家としての活動開始を目前にした修習生に，社会から負託された弁護士

の職責，使命を再確認させ，弁護士活動における職務上の倫理の重要性を理解させ

1
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ることを目的とし，教官から実務法曹としての心構えについて指導した。なお，職

責・倫理問題にアプローチする基本的な視座は，法曹を志す者全体に共通するもの
という意識を持たせるよう留意した。

2 問題研究

問題研究（準備書面）

（1） 実施内容

起案1， 2の実施に先立ち，準備書面に関する問題研究を行うことにより，事案

の法的な分析，事実や証拠の把握，分析に関する能力のかん養を図るとともに，法

律書面の作成に関する一般的な留意事項，訴訟手続における最終準備書面の果たす

役割等についての理解を深め， さらに，説得的な法律文書を作成するために必要な

技法と思考方法を体得させることを目的として，修習記録を用いた最終準備書面起
案を題材に問題研究，解説を行った。

（2）事案の概要

原告は，転勤のため空き家となった自己所有の建物を，被告の亡夫に普通借家契

約で賃貸していた。その後，原告は，退職を機に帰郷を希望し， 当該建物を自己使
用する必要性があるなどとして，亡夫から相続により賃借人の地位を承継していた

被告に対じ， 当該賃貸借契約の解約を申し入れ，建物の明渡しを求めた。原告は解
約申入れに正当事由が認められると主張したのに対し，被告がこれを争った事案で
ある。

(3) 研究事項等

上記事案において，被告の立場から準備書面を起案するに当たっては，被告が本

件建物を使用する必要性が高いことなど正当事由を阻害する方向に働く事情，正当

事由の評価根拠事実を弾劾する事情などを修習記録から的確に抽出し,被告の主張

を説得的に論証することが求められる。 これらを修習生に検討させた上，解説等を
行った。

八

角

3 起案

（1） 起案1

ア事案の概要

履物卸売業者の原告が，製造メーカーの被告との間で，訴外第三者である小売

業者が民事再生手続開始の申立てをした場合には，原告が回収不能となった売掛

金債権の半額を被告が負担する旨の損害担保契約を締結しており，上記民事再生

手続開始の申立てがなされたとして,被告に対して，本契約に基づく損害担保金

の支払を求めて提訴したが，被告が､これを争い，損害担保契約の成否，被告担当

者の権限の有無及び表見代理の成否が争点となった事案である。
イ起案事項等

（ｱ） （最終）準備書面

具体的事案を通して，法的問題の解決に必要な技法や思考方法，説得的な法

律文書の作成方法等を体得させることを目的として,原告最終準備書面を題材
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とする起案をさせた。

修習記録中に現れた証拠や間接事実から，原告の申込みと被告の承諾により

同契約が成立したこと及び同契約の具体的な内容， さらに被告担当者が同契約

の締結権限を有していたこと又は表見代理が成立することを，説得的に論証さ

せることを主眼とした。

（ｲ） 小問

上記事案を前提として，原告から被告に対して不法行為に基づく損害賠償請

求をする場合の請求原因，逆に被告が過失相殺の抗弁を主張する場合の具体的

な事実をそれぞれ検討させ，不法行為・使用者責任の各要件についての実体法

の基本的理解を確認するとともに，それぞれの立場から各要証事実に関する具

体的な事実を的確に抽出する能力の体得を目的とした指導を行った。

また，上記事案における被告の立場からの和解条項案や， これに対する原告

の立場からの修正案を検討させることにより，和解条項作成時の思考方法や配角

慮を要する事項について指導すると共に，和解調書に基づく債権執行に関して－

問うことで，民事執行の基本について理解が深まるよう指導した。

さらに，上記事案において，被告訴訟代理人の立場において，被告側証人の

尋問直前の打合せの際，同証人から被告にとって不利な事実の告白があった場

合に,弁護士としてとるべき同証人,被告及び裁判所に対する対応を検討させ，

立証活動や弁護士倫理についての基本的な事項について理解が深まるよう指導

した。

(2) 起案2

ア事案の概要

金融機関が被告の父親に対して行った貸付について，原告である信用保証協会

が，父親との信用保証委託契約に基づき連帯保証した上で，金融機関に対して代 ‘

位弁済を行ったところ，父親に対して生じた求償債権について被告が連帯保証し

ていると主張して，被告に対してその支払いを請求したのに対して，被告は当該

連帯保証は父親が被告に無断で被告の署名を偽造し,かつ,被告の実印を盗用,ら
て行ったものであるとして，保証契約の成立を否認し， その支払いを拒否した事

案である。

イ起案事項等

（ｱ） （最終）準備書面

具体的事案を通して, ‐法的問題の解決に必要な技法や思考方法，説得的な法

律文書の作成方法等を体得させることを目的として，被告最終準備書面を題材

とする起案をさせた。

原告・父親間の信用保証委託契約書の連帯保証人欄に被告の署名や実印によ

る印影があることから， これによる文書成立の推定（二段の推定）をいかにし

て破るかがポイントとなる。そのためには，署名が偽造であることや実印が被

告の意思に基づかずに押捺されたものであることをうかがわせる具体的事実を

詳細に主張する'ことが必要となるため，適切な間接事実を抽出し，証拠に基づ

く説得的な論証をすることが求められる。
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(ｲ） 小間

上記事案において，書証の認否の方法について問うことにより，民事訴訟に

おける訴訟代理人としての活動の基本について理解ができているかどうかの確

認を行った。また，被告が不動産を所有していることが判明した場合の原告に

よる訴訟前の不動産仮差押えに関する手続や第一審での仮執行宣言付判決によ

る強制執行を回避するために被告訴訟代理人としてとるべき手続を， さらに証

人の事情から，その証言を早急に証拠化する必要がある場合にとるべき方法を

複数挙げさせ，それらの方法の長所と短所を問うことで，民事保全，民事執行

及び立証活動の基本について理解が深まるよう指導した。

4 演習（立証活動）

(1) 総説

弁護士の活動において，訴訟の内外を問わず，事案の正確な把握と調査．証拠収

集活動が極めて重要であることは論をまたない。事前の調査・証拠収集活動を迅速

かつ適切に行うことが，事案にふさわしい紛争解決手段の選択につながり， また，

提訴事案においても訴訟の帰すうを決することになる。他方，弁護士の調査・証拠

収集活動には様々な制約や限界，費用の問題もある中で，いかに迅速かつ的確に調

査をし，証拠収集を行うかは，ひとえに個々の弁護士の創意工夫とイマジネーショ

ン，熱意に裏打ちされた不断の努力に依拠している。

演習では， このように，民事弁護実務において極めて重要な立証活動について，

総論として，裁判外及び裁判上の証拠収集活動の方法・手続を確認した上で，各論

として，具体的な事例を題材に，弁護士が依頼者から相談を受け，事案を把握し，

対応を検討するに際し，いかなる調査・証拠収集活動を行うのか，収集した内容を

どのように証拠化していくのかといった点や,訴訟提起後の証拠申出方法について，

双方向の演習を通じて，修習生に修得させることを目的として指導を行った。
（2） 事案の概要

一棟マンションの所有者兼賃貸人であるXは， 当該マンションの居室の賃借人で

あるYが，居住用と定める契約上の使用目的に反して， 同居室を事務所として使用

していることを知った。Xから依頼を受けた甲野弁護士が事務所使用を止めるよう

内容証明郵便を送付したところ, Yは乙野弁護士に依頼して，反論の内容証明郵便
を送付した。

・ 上記やり取りの直後に,Y不在の当該居室から出火し，当該居室がほぼ全焼した。

出火原因について, XはYが当該居室の室内を改造して取り付けた照明設備が原因

と主張しており，他方, Yは賃借する以前から当該居室に備え付けられていた空調
機が原因と主張している。

(3) 実施内容

事案の概要（出火の前と後の甲野弁護士と乙野弁護士による各事情聴取の形式に

よるも’の） ，賃貸借契約書及び図面等を資料として事前配布し，当該事例に関して，

設問1では， 乙野弁護士が当該居室の事務所使用につき賃貸人の承諾があったとい

う事実を立証するために行うべき証拠収集活動を問い，設問2では，出火に関連し

角
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Ⅲ民事共通

1 民事共通演習1

（1） 総説

言い分方式の設例に書証が添付されたプリント教材を使用して，主張整理と主張

整理に当たって生じる問題点を検討させ，講評を行った。
（2） 事案の概要

原告(X)は, Zに対して機械を売ったが, Zがその代金を支払わないとして，
Zから同機械の転売を受けたとする被告(Y)に対し，動産売買の先取特権に基づ

く物上代位権の行使として, ZのYに対する売買代金債権を差し押さえ，取立権を
行使したという事案である。

これに対し, Yは，①被差押債権をすでにWに譲渡し,Wが対抗要件を備えた，

②XZE,ZY間の売買契約にはいずれも錯誤があり，無効であると主張している。
（3） 実施内容等

(2)の設例を基に，①訴訟物の記載，②当事者の主張について, (a)請求原因の要件
事実の記載, (b)抗弁以下の各主張の見出し及び主張内容の簡潔な要約の記載, (c)
ZからWへの債権譲渡及び第三者対抗要件具備の主張が失当か否かとその理由の検

討, (d)被差押債権の譲受人Wの重過失を基礎付ける具体的事実の記載，③被差押債

権が売買代金債権でなく請負代金債権であった場合にも物上代位権行使を可能にず
る「特段の事情」があることを基礎付ける事実の摘示とその理由の記載， をそれぞ
れ起案させた。

この演習では，主張整理の基礎となる実体法の理解を確認するとともに，書証を

踏まえて争点整理を行うという視点を加味して検討を行わせた。起案の提出は求め

ず，起案当日に引き続き講評も行った。講評においては，双方向・多方向の議論を

通じて他の修習生の考え方を知ることによる刺激等も与えた上，その後の修習に向
けた意欲を喚起させた。

2 民事共通演習2から4まで

（1） 総説

ア趣旨

裁判官，原告代理人又は被告代理人の各役割を修習生自身に模擬的に行わせ，
争点及び証拠の十分な整理をした上で人証の集中的な証拠調べを行うという民事

訴訟法が予定している訴訟運営を実施させることによって,一つの事件について，

争点整理から判決又は和解に至るプロセスを実践的に理解させることを目標とし
た。 、

この演習では，分野別実務修習における経験を踏まえ，司法修習の総まとめと

なる集合修習において， スタンダードと考えられる手続を修習生自ら体験させる
ことにより,弁護士，裁判官等の役割や立場の違いを意識した上でのより望まし
い運用への理解を深めることとしている。

イ事案の概要

原告が，被告に対して， 山林の所有権を前主から承継取得し，又は時効取得し

へ
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たと主張して，現在の登記名義人である被告に対し，所有権に基づき，所有権移

転登記手続を請求した事案である。これに対し，被告は，①対抗要件具備による

所有権の喪失，②他主占有権原，他主占有事情等を抗弁として主張し， さらに，
原告が，①に対する再抗弁として虚偽表示，背信的悪意を，②に対する再抗弁と
して自主占有への転換を主張している。

(2) 民事共通演習2 （争点整理）

ア課題及び実演等

修習生全員に裁判官，原告代理人，被告代理人， 当事者等の役割を与え， あら
かじめ各グループに合議の結果に基づく争点整理案を作成，提出させた。その上

で，裁判官役，原告代理人役又は被告代理人役それぞれ全員による大合議又は作
戦会議での検討を経た上，争点整理手続期日を担当する各グループが事前に提出
した争点整理案に基づいて，ロール・プレイングにより争点整理手続を行った（他

の修習生はこれを傍聴した。 ） 。 ~

イ講評

民事裁判教官及び民事弁護教官において，それぞれの立場の違いを踏まえ，争
点整理の方法及び結果について問題点を指摘するなどの講評を行った｡

具体的には，例えば，主要事実レベルの争点を明確にしてこれを絞り込んだ上

で，その争点の前提となる間接事実レベルの争点まで確認することが必要である
こと，主張の構成に当たっては立証の難易も考える必要があること， 自己の主張

・ だけでなく予想される相手方の主張も考慮すべきことなどを確認じた。

ウ争点整理の講評後,民事弁護教官において,民事共通演習3 (交互尋問)に向
けた尋問技術等に関する総論的な講義を行った。

(3) 民事共通演習3 （交互尋問）

ア趣旨

演習2に引き続き，証人尋問及び当事者本人尋問を実施し，代理人としての立
， 証活動及び尋問の事前準備についての理解を深めさせるとともに，尋問技術の修

得を図ることを目指した。併せて，裁判官役の修習生には交互尋問の訴訟指揮をR
行わせ，交互尋問の進め方や補充尋問・介入尋問，異議の処理の在り方，判決の

基礎となる事実認定に関する心証形成の在り方等についても体得させることによ

って，適切な尋問期日の進行（訴訟運営）や事実認定の在り方について研究させ

た。

イ事前準備等

あらかじめ，修習生全員に各代理人の主張の概要及び書証並びに実施要領を与

えて，配役の決定を行わせた。当事者本人・証人役の修習生には，全員に配布す

る資料とは別に，各自の「言い分」を作成，配布して自己の役柄を理解させた上，

代理人役に当事者本人・証人役との面接による事前準備をさせ，事前に，証拠申
出書に記載する尋問事項と実際の尋問に用いるための詳細な尋問事項メモを提出

させた（演習2において，弁論準備手続における争点整理及び証明すべき事項の

確認を行うとともに，各人証の主尋問，反対尋問等の尋問時間の配分を，対質を

行うかどうかも含めて決定している。 ） 。
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ウ7 交互尋問等

争点整理手続を踏まえた弁論準備手続の結果陳述を冒頭に行った上,原告本人，
被告本人，原告申請証人及び被告申請証人の各尋問を実施した。
二 講評等

演習2を経て修習生全員が事案及び争点を十分に把握している事件について，
修習生自身に実際に尋問をさせたり，訴訟指揮をさせることによって，それまで

の修習で抽象的，理念的な理解にとどまっていた尋問技術や訴訟指揮について，
実際に行うことの難しさを経験させるとともに，外部講師を含む指導者側からの

多角的な指導を行い，実務に就く上での課題を確認させた。また， 当事者本人役

や証人役の修習生からも，実際に尋問を受けた感想を発表させることによって，
尋問する側からは気付きにくい視点を提供した。

一連の講評等により，争点整理の重要性を再認識させるとともに，裁判所の心
証形成に与える尋問の重要性を確認させた。

<ｱ） 外部講師（裁判所職員総合研修所教官）による講評等

尋問終了後，外部講師による講評を行った。

外部講師には，裁判所職員総合研修所教官を招へいし，尋問の問題点や全体

としての感想等を指摘する中で，裁判所書記官の観点から，聴き取りやすい尋

問,効率的な尋問の方法等を示唆するなど,多面的かつ実践的な指導を行った。
(ｲ） 教官による講評等 ，

後の(4)ウで記載するように，演習4の中で，各代理人役の修習生による主尋

問，反対尋問，相手方の尋問に対する異議（民事訴訟法上の正式な異議ではな

い。 ） ，裁判官役の修習生による訴訟指揮，補充尋問，異議に対する裁判長の

処理の適否等について， クラス全体で検討・討論を行い，その中で，民事裁判

教官及び民事弁護教官から，各場面での尋問の在り方や， あるべき訴訟指揮に
ついて指導を行った。

民事共通演習4 （和解・最終準備書面陳述・判決）

和解

実際の事件処理において重要な位置を占めている和解について，交互尋問に引

き続き，本人からの事情聴取，和解交渉を行わせることによって,実際と同様の
流れで修習生に経験させ，研究させた。

演習3の尋問終了後，和解交渉担当役の修習生が代理人として，従前の尋問結
果及び後述イの最終準備書面陳述の内容を踏まえて，改めて本人役の修習生から

事情を聴取した。本人役の修習生は，従前の尋問結果等に基づいて和解に向けて
の希望を述べ，代理人役の修習生は， これらを和解条件にまとめた上で，相手方
訴訟代理人役の修習生等と和解交渉を行った。

最終準備書面陳述及び判決

従前の尋問結果を踏まえて，原告代理人及び被告代理人の担当チームによる最
終準備書面の陳述並びに全裁判官チームによる判決言渡しを行った。

交互尋問，最終準備書面陳述，和解交渉についての検討及び事実認定等の討論
和解交渉，最終準備書面陳述及び判決言渡しの終了後，民事裁判教官と民事弁

エ

角

(4)
角

ア

イ

ウ
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護教官により， 2(3)エ(ｲ)で記載したように演習3の交互尋問の講評を行うととも
に，最終準備書面，判決，和解交渉の方法などについても講評を行い， また，事
実認定に関する研究討論を行った。

3 ．民事共通問題研究（和解条項）

実務においても比較的多いと思われる2事例（事例1 ．金銭の分割払いを受ける事

案，事例2．建物の明渡しを受ける事案）においての当事者間の合意内容を提示し，
それらをもとに和解条項を検討させた｡その後,和解条項の類型及び演習の各事例に
おける各参考和解条項案を配布して，和解条項一般について民事弁護教官が講義を行

い,和解条項作成時の思考方法や配慮を要する事項等についてその理解を深めさせた。

民事共通講義（不動産登記） 、

実務において重要な不動産登記制度及び不動産登記訴訟について，修習生全員に体点，
系的に学ぶ機会を与えるため，事前に修習生に設問（設例付き） とプリント教材を与一〃

え，講義では,土地建物の登記事項証明書の内容とその見方，登記申請における共同
申請の原則，登記申請に必要な情報等の不動産登記制度の基本的知識を解説するとと

もに，不動産登記手続請求に関する設例事案を題材にウ訴状作成段階における訴訟戦

4

略及び訴状起案における留意点等を概説した。

う
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第2 刑事関係科目

I 刑事裁判
、

1 講義

（1） 講義1

ア集合修習のガイダンス

集合修習の冒頭に，刑事裁判科目及び刑事共通科目として実施する修習内容を

具体的に説明し，集合修習において学ぶべき事柄やその意義を理解させて，動機
付けを行うとともに，今後の学習方法に関する指導を行った。
イ小テスト

V ・

分野別実務修習を経た修習生が，刑事訴訟手続に関する基本的な理解を有して

いるかどうかを確認することを目的とした小テストを実施した上,解説を加えた。

出題内容は,①勾留期間延長の裁判の回数,②主尋問における誘導尋問の禁止，
③被告人の身柄釈放手続，④判決宣告期日における弁護人の出頭の要否というよ

うな刑事訴訟手続上の基本的な問題点であり，出題形式は， これらについての制
度趣旨や意味合いを簡潔に答えさせるものとした。
ウ事実認定

事実認定の手法やその留意点として，住居侵入，現住建造物等放火被告事件を
内容とする「平成21年版刑事第一審公判手続の概要（参考記録） 」を用いるな

ど，具体的な事例に則して，争点を的確に把握することの意義，直接証拠と間接

証拠の意義，間接事実による要証事実の推認方法，供述証拠に関する標準的かつ

汎用的な信用性判断の手法，総合判断の手法やその重要性等について説明した。
（2） 講義2

最終講義として，集合修習における刑事裁判科目のまとめをしたほか，法曹とな

るに当たり必要な心構え等について,教官から,その経験談等に基づいて説明した。

/詞

偽

2 起案

（1） 総説

刑事裁判科目の起案は，基本的には，修習記録に基づいて特定の争点について事

実認定を行うことを中心とし，併せて刑事訴訟手続等に関する法律問題(以下「法
律問」 という。 ）について解答を求めるものである。

修習記録は，実在した事件の中から修習に適したものを選別し， 内容を整理して

作成されたものである。また，法律問は， 日常的に行われている刑事訴訟の諸手続
について，その根拠や法的な意味合いを理解させ， そのことを実務上の様々な場面

で応用することができるように，汎用性のある問題を出題するように内容を吟味し
ている。

（2） 起案1

アー事案の概要

・ 被告人が，夜間，介護老人保健施設に侵入して現金等を窃取したとして起訴さ
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れた建造物侵入，窃盗の事案（第1）及びその後，民家の駐車場から自動車を窃

取したとして起訴された窃盗の事案（第2）である。

被告人は，第1の事件について，公訴事実記載の場所に行ったこともないとし

て,第2の事件について,被害品である自動車を自分が運転したことは認めるが，
これは盗まれた物と知らずに知人から預かったものであるとして，いずれの公訴

事実も否認している。

イ起案事項

（ｱ） 事実認定に関する起案

被告人と各事件の犯人との同一性という争点について，各自の結論を示させ

るとともに,結論に至る心証形成過程を証拠に基づいて説明するように求･めた。

供述の信用性については，重要証人1名及び被告人の各供述に限ってその検討

過程を記載させた。

㈹法律間に関する起案 、 侭

刑事訴訟法の基本的事項や，実務修習で日常的に起こる通常の刑事訴訟手続一〃

に関する事項について，その根拠や法的な意味合いの理解を再確認するため，

①勾留と接見等禁止の要件の異同，②被害者特定事項秘匿決定,③裁判員裁判
における公判前整理手続に付する決定の手続，④主刑や罪となるべき事実等を

具体的に設定した事案についての処断刑の範囲，⑤被害状況を再現した実況見

分調書の証拠能力に関する問題を出題した。

ウ講評

教官において起案を通覧し，評価した上で，起案から約2週間後，事実認定及

び法律間の解説，講評を行った。

講評に際しては，特に争点である要証事実く被告人と各事件の犯人との同一性〉

の証明が合理的な疑いを超えてなされているかどうかについて，結論を左右する

重要な事実は何かを踏まえて，証拠から間接事実を的確に認定した上， その位置

付けや争点である要証事実を推認させる力の程度等に留意しながら，総合的に判
角

断することが必要であることを理解してもらうように努めた。

(3) 起案2

ア事案の概要

被告人が，実行犯2名及び見張り役1名と共謀の上， 2回にわたり，民家から

現金等をそれぞれ窃取したとして起訴された窃盗2件の事案である。

被告人は，実行犯らを自己の運転する自動車に乗せて犯行現場付近まで赴いた

ことは争いがないが，実行犯が窃盗に及んだことは知らなかったとして，共犯者

らとの間の共謀の成立を争っている。

イ起案事項

（ｱ） 事実認定に関する起案

共謀共同正犯における共謀の成否につき，各自の結論を示させるとともに，

その結論に至る判断過程を具体的に説明するように求めた。供述の信用性につ

いては，見張り役の共犯者である証人1名及び被告人の各供述の検討過程を記

載させた。
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（ｲ） 法律間に関する起案

起案1と同様の目的から，①新たな法益侵害と不可罰的事後行為の関係，②
被告人質問の手続，③判決の確定日，④反対尋問を経ていない証言の証拠能力
に関する問題を出題した。

ウ講評

起案1と同様の方法で実施した。

特に,共謀共同正犯における共謀という法律概念に関する事実認定においては，
その法律概念の意義，趣旨等を意識して間接事実を指摘する必要があること，本
件に即して，積極方向及び消極方向の各間接事実を総合考慮して適切な判断をす
る必要であること，共犯者の供述の信用性判断について，十分に説明した。

3 問題研究1及び2

（1） 指導目標

間接事実による事実認定においては，科学的証拠が重要な位置を占めており，適
切な事実認定をするためには，科学的証拠を理解する上で必要となる基本的視点を
有していることのほか，科学的証拠により導き出される事実が争点判断に対し持つ
意味を解明することが重要である。そこで，問題研究1では，修習生に対し，具体
的事例に基づいて問題を提起し，科学的証拠を理解する上で持つべき基本的視点を
修得させるとともに，争点に対して科学的証拠が持つ意味を研究させることを目標
とした。 ｝

また，裁判員裁判が平成21年5月に実施され，争点中心の分かりやすい公判審
理を実現することが実務で現実に求められるようになり，その成否の鍵となる公判
前整理手続の的確な運用が極めて重要なものとなってきている。そこで，問題研究
2では,将来における裁判員裁判の中核を担う修習生に対し,証拠開示制度に関し，
具体的事例に基づいて問題を提起し，同制度の基本的な理解のほか，実務上重要な
問題点について研究させることを目標とした。

（2） 実施内容

問題研究1は，犯人性が争われている殺人，死体遺棄の2事例を取り上げ, DN
A型鑑定を含む証拠により明らかにされた事実の概要に関する資料を配布し，研究
を行った。

具体的には，各事例で問題となる間接事実，それが要証事実を推認させる理由に
ついて問題を提起し， グループ別討論を実施した上で， クラス全体による討論を行
った。研究討論の際には，上記指導目標を意識し，科学的証拠により導かれた事実
と要証事実との結び付きについて検討することの重要性について，修習生が理解で
きるよう配慮した。また， その冒頭において, DNA型鑑定を題材として，科学的
証拠が問題となる事実認定に関する注意点などについて，説明を加えた。
問題研究2は，住居侵入，現住建造物等放火の事例を取り上げ，公訴事実，検察
官の証明予定事実記載書，証拠等関係カード（検察官請求分） ，検察官請求証拠，
弁護人の予定主張記載書面からなる一件資料を配布し，研究を行った。
具体的には，弁護人が類型証拠及び主張関連証拠として，それぞれどのような証

'一､

角
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拠の開示を求めるかについて， グループ別討論を実施した上で， クラス全体による
討論を行った。また，修習生が証拠開示制度の基本的在り方を理解し，実務上の重
要な問題についての現状やあるべき方向性などについても深い研究を行えるように，
全体討論の際には検察教官，刑事弁護教官の参加を得て， 当事者的立場を踏まえた
多角的視点からの助言も行うなどした。

〆､
一
｝

肉
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Ⅱ 検 察

1 講義

（1） 講義1 （2コマ連続）

ア集合修習のガイダンス等‘

集合修習の冒頭に，集合修習における検察科目のカリキュラムの概要及び修得
目標を説明した。

イ総括的復習等

また， これまで行ってきた実務修習の総まとめとして，検察官が捜査結果に基
づいて当該事件の終局処分を決定する際の検討事項や思考過程に関する総括的な
復習を行い，その中で，①証拠による事実認定の意義，②間接事実を用いた事実
認定の手法，③特に客観的証拠を重視した犯人性推認の考え方，④犯人目撃識別
供述，共犯者供述及び被疑者供述等の供述証拠の信用性判断の方法，⑤訴因構成
の考え方，⑥個々の犯罪構成要件の意義を正確に把握して， これに該当し得る具
体的な事実関係を証拠によって認定した上，その法的評価（要件該当性）を的確
に検討するなどの犯罪の成否に関する検討の手法等について，改めて説明した。
さらに， こうした検討結果を正しく文章表現するとの観点から，起訴状の公訴

事実等の法的文章につき修習生が陥りがちな用語の誤解,誤用などに言及しつつ，
改めて指導した。

（2） 講義2‘

最終講義として，集合修習における検察科目の総まとめを行い， さらに，法曹と
なるに当たっての心構え等について講義を行った。

/へ

2 起案

（1） 検察起案の概要

検察科目の起案は，修習記録に基づいて検察官として適切と考える終局処分の内
容を決定させて，起訴状あるいは不起訴裁定書を起案させた上，その思考過程につ
いて論述させるものである。犯人性及び犯罪の成否等の両方を論述させるもの， あ
るいは，主問として，その終局処分に至る思考過程のうち犯人性に係る部分又は犯

罪の成否に係る部分のいずれかについて論述させ， さらに，小間として，①主問で
問わなかった犯人性又は犯罪の成否のいずれかに関する問題，②刑事手続に関する
問題について解答を求めるものである。

いずれも，新司法修習における指導理念に対応し，法曹としての汎用性のある基

礎的な能力を修得させることに重点を置いた出題であり，刑事手続に関する小間に
ついても，単に法的知識を問うだけではなく，修習記録中に現れた具体的な事実関
係を正確に把握しなければ正解に達し得ない問題を出題するように配慮した。

（2） 起案1

ア事案の概要

本事件は，被疑者が被害者宅に侵入して同人を殺害した上，現金200万円在
中の文箱を奪った強盗殺人の事案である。

角
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イ起案事項等

修習記録を検討し，検察官として適切と考える終局処分の起案をさせるととも

に，その終局処分の決定に至る思考過程として犯人性及び犯罪の成否等の両方に
ついての論述を求めた。

犯人性の検討に係る部分については，①犯人性を推認させる間接事実，②その
間接事実が犯人性を推認させる理由やその推認力の程度，③間接事実の認定根拠
である証拠の検討，④被疑者供述の評価について，それぞれ論述を求めた。犯罪

の成否の検討に係る部分については，構成要件該当性（客観面・主観面）に関し，

証拠に即した具体的事実認定及びその法的評価について論述を求めた。

ウ講評

起案実施日の約2週間後に，起案を修習生に返却して内容を確認させ，記憶を
鮮明にさせながら，修習生の理解が不十分であった部分を入念に解説し，各修習
生の理解を深めることに努めた。 ／＝､

講評に当たっては，犯人性を推認させる間接事実のうち証拠物等の客観的証拠一
に基づいて構成される間接事実の重要性，証拠とそれによって立証し得る事実と

の関係， さらには直接証拠と間接証拠の意義等について説明した。犯罪の成否に
ついても，構成要件要素ごとにその意義を確認し，その該当性判断に必要かつ十

分な事実としてどのような事実を認定し，法的評価をすべきかを解説した。
） 起案2

ア事案の概要

一本事件は，被疑者両名が共謀の上，被疑者のうちの一人がスキャナーで一万円

札の真券の画像をパソコンに取り込んで画像調整等を行った上, A4用紙に一万
円札の画像を3つずつ並べて印刷したが，その途中でもう片方の被疑者と喧嘩別
れをし，その後， 同被疑者がその一部を裁断して偽一万円札を完成させ持ち歩い
ていたところ，交通事故に遭い，犯行が発覚したという通貨偽造の事案である。

イ起案事項等
円

嗣主問

・犯罪の成否に係る部分についての論述を主問として出題した。

修習記録を検討し，検察官として適切と考えられる終局処分の起案をさせる ．

とともに，その終局処分の決定に至る思考過程のうち，犯罪の成否の検討に係

る部分につき，構成要件該当性（客観面・主観面・共犯性）を中心に，証拠に
即した具体的事実認定及びぞの法的評価について論述を求めた。

（ｲ） 小問

主問として問わなかった犯人性の検討に係る部分に関して，被疑者のうちの

一人が犯人であることを椎認させる間接事実のうち，最も推認力の高いものに

ついて論述を求めた。

また，刑事手続に関する問題として，検察官が，被疑者のうちの一人につき
その勾留を請求するのを相当と判断した理由について論述させた。

ウ講評

起案1と同様に起案を修習生に返却した上で，修習生の理解が不十分であった

(3)
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部分を入念に解説し，各修習生の理解を深めることに努めた。

本事件では，被疑者両名のうち，通貨偽造への関与を否認する被疑者の供述及

び同被疑者と一緒に通貨偽造を行ったというもう片方の被疑者の供述の各信用性

を，客観的な証拠を踏まえて検討するとともに，間接事実によって裁断行為者を

認定することが求めら‘れ,その上で,行使の目的の有無や共犯関係からの離脱の
有無等についての検討を経て，偽造通貨収得という当初の送致事実を通貨偽造に

認定替えして起訴することが求められるところ，修習生に対しては，的確な証拠

判断をし，送致事実に拘泥することなく適切な事実認定を行って，終局処分をす

ることの必要性を説明した。

また，小間の解説を通じて，犯人性を検討する際の着眼点を理解させるととも

に，刑事手続に関する問題においても，問題の所在を念頭に置きつつ，条文を参

照させ，記録に現れた具体的な事実関係に照らして検討ずることの重要性を改め

て解説した。倖､

3 問題研究（被害者保護）－刑事三教官による共同講義

修習生に対し,被害者保護に関する制度及び手続の概要を具体的事例に即して理解
させ，被害者保護に関する問題に直面した場合に自ら調査し解決策を考えることがで

きるようにするための手掛かりを与えることを目標とした。

具体的には,女性が強制わいせつの被害に遭った事例を事前に修習生に呈示した上,

事件送致を受けた検察官が捜査を行う上で被害者に対し配慮すべき事項，公判請求後

の被害者の証人尋問に当たり配慮すべき事項等についての設問を示し，関係する法条

を確認させつつ，具体的事例に即して検討させるなどした。その上で，刑事三教官が

各立場より，被害者保護に関する基本的事項はもとより，被害者保護に関する問題に

直面した際の注意事項等について説明を行った。

角
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Ⅲ刑事弁護

1 講義

（1） 講義1

集合修習の冒頭に，各カリキュラムが刑事弁護活動のどの場面に対応しているか

を指摘しつつガイダンスを行い，起案にあたっての注意事項などを説明した。

また,弁護活動の基礎を確認するために，出張講義の際に使用した事例を用いて，

検察官の主張と証拠構造の把握，弁護人の弾劾の基本的手法等について，講義を行

った。

（2） 講義2

最終講義として，集合修習における刑事弁護科目のまとめや実務家になるにあた

っての心構えなどについて講義を行った。また， カリキュラム中で独立して扱えな

かった一審判決後の注意点，控訴審での弁護活動について，強盗罪の共同正犯とし病
て第一審で実刑判決を受けた被告人が控訴した事案に基づき講義を行った。

2 起案

（1） 総説

2回の起案を実施し，講評を行った。

使用した修習記録は，実在した無罪事件や，いわゆる認定落ち事件の中から修習

に適したものを選別し，内容を整理した上で作成されたものである。
いずれの起案の課題も，修習記録に基づいて，主要な論点について弁論要旨の一

部を起案させる大間と， 当該事案における刑事訴訟手続上の基本的な事項に関する

小間および修習記録を離れた簡単な事案について弁護人としての対応と基礎的知識

を問う小間で構成されている。

（2） 起案1

ア事案の概要

本事案は，被告人が，被害者に対し，居酒屋の店内において，左胸部にひじｷ.へ
ちするなどの暴行を加え，加療約3週間を要する左肋骨不全骨折等の傷害を負わ

せたという傷害の罪で公訴提起されたものである。背景には，被告人と被害者間

の店の経営をめぐる紛争があり，店内には， 当時，両者の関係者等が多数出入す

る状況があった。

被告人は，捜査段階から一貫して暴行の事実を否認している。

イ設問

け） 本事案に関する設問

①弁論要旨のうち， 「被害者の供述は信用できない」 という部分についての

起案。

②起訴状に対する求釈明要求事項。

③弁護人が法328条で取調請求した証拠の同条の要件の充足性。

㈹その他の設問

脱税に関与した疑いで検察官等の事情聴取を受けている者について，捜査段
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階で行うべき弁護活動。

ウ講評

講評は，設問に即して解答を解説するのではなく，事案全体の分析，検察官の

主張・立証の構造の解明，争点の把握，対応する弁護人の弾劾のポイント，主要

な証拠の弾劾について基礎的技法の活用をテーマに，質疑応答を交えて行った。

本件では，被害者供述の信用性がもっとも争いとなる点であるため，弁護人の立

場からの信用性の検討には十分時間をかけ， さらに，診断書・診療録の信用性な

ど，本件で問題となる論点全般について解説を行うた･

起案2

ア事案の概要

本事案は,飲酒に伴うトラブルから,集団で殴る蹴るの暴行を受けた被告人が，

これらの者に気勢を示そうと自宅から包丁を持ち出して現場に戻ったところ， ト

ラブルの相手方の関係者で顔見知りの被害者から椰捻され，持参した包丁で被害

者の右脇腹を1回刺し，全治約3週間を要する肝臓刺創などの傷害を負わせたと

いう殺人未遂の罪で公訴提起されたものである。被害者は先行するトラブル後に

現場に来たもので暴行には関与しておらず， また，包丁には手ぬぐいがきつく巻

かれ，一見したところ棒状のものであり，現場には，被害者の関係者が多数居合

わせていた等の事情がある。

被告人は，逮捕直後に一旦自白し，公判段階では否認している。
イ設問

（ｱ） 本事案に関する設問

①弁論要旨のうち， 「情況証拠から殺意は認められない」 という部分につい
ての起案。

②弁論要旨のうち， 「自白をなすに至った経緯及び自白内容の変遷という視

点から論ずべき内容」についての簡潔な起案。

③証人尋問において書面の提示をなす場合の法的根拠。

（ｲ） その他の設問

住居を制限する条件を付されて保釈された被告人が，住居の変更を希望した

場合にとるべき弁護人の対応。

ウ講評

講評においては，起案1と同様に，事案全体の証拠構造や争点について説明を

行い，その上で，情況証拠による殺意の認定や， 自白の信用性及び任意性を中心

に，本件で問題となる論点全てに関して，弁護人の立場に立って主張すべき事項

につき質疑応答を交えながら解説を行った。

(3)

魚

角

‐ 3 問題研究

問題研究1

ア総説

身体拘束からの解放に関する弁護人の基本的活動を，事例に即して，模擬接見

における事情聴取を交えて修習生に研究させ，その後，刑裁教官及び検察教官の

(1)
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参加を得て，幅広い視点から，実務上の運用等について説明を行った。修習生を

11のグ>レープに分け， 3つの事例と各事例に関する研究課題をそれぞれ与えて

実施した。 ←

イ事例1

例事例の概要

被疑者は覚せい剤所持で現行犯逮捕されたが，現行犯逮捕に先立ち警察官の

職務質問を受けた際，警察官から足をかけられるなどの暴行を受けた。また，

所持品検査について承諾していないにもかかわらず，警察官にズボンのポケッ
ト内を捜索された。

（ｲ） 研究課題の内容

捜査段階において，現行犯人逮捕手続に違法性の疑いがあることが判明した
場合の弁護活動について検討させた。

ウ事例2 飼

嗣事例の概要

会社代表者を務める被疑者が，飲酒後， スナック店員と料金を巡ってトラブ
ルとなり，通報により臨場した警察官に対して暴行したとして，公務執行妨害

罪により現行犯逮捕された。被疑者は，警察官に対して暴行した事実はないと

して，被疑事実を一貫して否認している。

（ｲ） 研究課題の内容

勾留を回避するための弁護活動をテーマに，検察官及び裁判官に対する意見

書案について，補充すべき事項を検討させた。

エ事例3

（ｱ） 事例の概要

飲食店店員である被疑者が，知人2名と共謀の上，侵入盗を働き，盗んだキ
ャッシュカードを使ってAT.Mから現金を引き出したとして，住居侵入罪及び
窃盗罪で逮捕，勾留されたb被疑者は，被疑事実を概ね認めているが，侵入盗
については見張りをしていただけであると主張している。 内

（ｲ） 研究課題の内容

保釈の要件を踏まえた上で，弁護人が作成した保釈請求書案について，補充

すべき事項を検討させた。

l) 問題研究2(2) 問題研究2

ア総説

少年事件の理念と目的に基づき，一般の刑事事件と異なる配慮の必要性，少年

事件の特殊性や手続について概説したうえで，研究課題について解説を行った。

修習生を11のグループに分け，少年の共犯事件の事例と，各少年の弁護（付添
人）活動に関する研究課題を与えて討論，解答させた。

イ事例の概要

少年4名が，共謀の上， スーパーにおいて缶チューハイ10点を窃取したとし

て逮捕されたという事案である。少年らの年齢や家庭環境，非行歴等は様々であ

り，各少年の言い分は， 「少年らの弁護人，付添人に対する供述状況」 という形
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で記録上明らかになっている。

研究課題の内容

①少年の弁護人として，勾留請求を阻止するために検察官に対してなすべき主

張，勾留請求を阻止できたが家裁に送致された場合において観護措置決定を阻

止するためになすべき主張

②いわゆる年齢切迫少年の付添人が審判期日までになすべき活動及び審判期日

においてなすべき主張

③観護措置決定がなされた場合において，付添人が審判期日までの間に，少年

・家族・調査官等に対してなすべき活動及び審判期日においてなすべき主張

＄

ウ

JJ

角
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Ⅳ刑事共通

刑事共通演習1及び2

指導目標

刑事共通演習は，争点整理演習（演習1 ． 500分） とそれを踏まえた証人尋問

演習（演習2 200分） との二つの場面で構成される。

争点整理演習は，公判前整理手続を念頭に置き，具体的な事例を題材として，適

切に争点及び証拠を整理し，審理計画を策定するために，裁判官，検察官及び弁護

人Iま，それぞれどのような観点から， どのような活動をすることが必要とされるの
かについて，基本的な理解を得させることを目標とした。 とりわけ，修習生に争点

整理における当事者の果たすべき役割の重要性を認識させることを大きな目標の一

つとした。

証人尋問演習は，争点整理の結果を踏まえて証人尋問や被告人質問を実演させ， 〆卓､
争点に絞ったわかりやすい尋問の在り方を理解させることを目標とした。

なお，刑事共通カリキュラムとして争点整理を正面から取り上げるようになった

のは平成20年度からであり，その後，演習の時間枠を拡大して今日に至っている

がウ このカリキュラムは，裁判員裁判を中核とするこれからの刑事裁判を担ってい

く修習生に対し，争点整理の重要性を認識させるとともに，的確に争点整理を行う

上で必要な視点を提供するもので,今後，ますます重要度を増していくと思われる。

） 実施内容

殺人被告事件の刑事争点整理教材（本冊） ，同（別冊）を題材として，殺意の有

無，正当防衛等の成否，重要な情状事実について，争点整理を行い，かつ，争点整

理を踏まえた証人尋問と被告人質問の演習を行った。

本冊は，起訴状及び刑訴法316条の14により検察官請求証拠として弁護人に

開示された証拠で構成され，別冊は，検察官の手持ち証拠で後日弁護人に開示され

たもので構成されている。なお，今回の演習では，弁護人には全ての必要な証拠が

開示されたものと仮定し， また，裁判官役にも証拠に照らして争点を把握させる値P，
習の機会を設けさせるために，裁判官役を含め，全修習生に本冊及び別冊を配布し

て演習を実施した。

ア課題等

修習生を裁判官，検察官及び弁護人のグループに分けて，事前に刑事争点整理

教材のほか， 「証明予定事実記載書」及び「証拠等関係カード」などのプリント

資料を配布し，各自に争点整理の検討・準備を行わせた。特に， グループ内での

事前検討や書面の提出などは求めていない。

イ実施方法

争点整理演習は， 500分を3つの場面に分けた上，最初の場面と次の場面で

それぞれ殺意と正当防衛につき， 当事者間に争いのある事実関係を洗い出し，個

々の事実の位置づけについての争点整理を行い，最後の場面で最終的な争点のま

とめと証拠の採否などを行った。それぞれの場面で，各グループの代表チームが

実演による争点整理手続を行ったが，それに先立って，実演を担当するチームを

1

(1)

(2)
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中心に， グループごとに全員による作戦会議を行わせ，各グループ内で実演に向

けた対処方針についての共通認識を持たせた。実演は， この作戦会議の方針にの

っとり行わせた。最初の実演と最終の実演終了後の二度にわたって，三教官が，

それぞれの立場から，争点整理の方法や結果について問題点を指摘するなどして

講評を行った。

証人尋問演習は，争点整理演習の結果を踏まえて尋問事項を検討し,各グルー

プの代表チームが重要証人に対する尋問と被告人質問を実演し，実演終了後，三

教官が，分かりやすく，かつ，効率的な尋問の在り方という観点から問題点を指

摘するなどの講評を行った。

2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標

具体的な事例を題材として，情状に関する充実した審理を実現するため,裁判官，

検察官及び弁護人がどのような点に留意しながら活動又は判断することが必要とさ

れるのかについて，修習生に基本的な理解を得させることを目標とした。

（2） 実施内容

傷害致死被告事件について，具体的な事案を記載した書面，弁護人が接見時に被

告人から聴取した事項のメモ，量刑分布表（即日回収）を配布して演習を実施した。

修習生を裁判官，検察官及び弁護人の3グループに分けて，裁判官グループには

上記事案において量刑上最も重要な事情の分析を，検察官グループには検察官とし

ての情状に関する捜査の在り方のほか，公判における主張・立証上の留意点等を，

弁護人グループには弁護方針の確定や証拠の収集，公判における主張・立証上の留

・意点等をそれぞれのグループごとに検討させ， レポートを提出させるとともに， こ

れに基づいて発表を行わせた上，各教官から講評を行った。

(/‐

(津、
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第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

篁別壽演｢臺菫全毒菫二鶚蕊)■1氏
国際人権については，第54期まで,刑事弁護科目の講義の中で，主に自由権規約(B
規約）のうち刑事手続関係規定を取り上げていたが，国際人権の重要性に鑑み，第55
期以降は，全科目共通特別講義という形式に改めて国際人権全般にわたって講演を行っ

L
てきた。

新第64期(A班）集合修習においても， 同様の趣旨で講演を実施した。

Ⅱ弁護共通 風

演習「弁護士倫理」

民事・刑事各分野の弁護士活動における弁護士倫理の重要性に鑑み，民事弁護に関

する設例,刑事弁護に関する設例をあらかじめ検討させ,民事弁護及び刑事弁護両教
官において，各設例について討論及び解説を行うとともに，弁護士懲戒制度について
も講義した。

内
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はしがき

平成22年度11月期（新第64期）司法修習生のうち,実務修習地が東京，立川， さい
たま，横浜，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山以外である者(B班）を対象
とする集合修習のカリキュラムは， 15クラス編成で平成23年9月27日に開始され，
同年11月16日に終了した（その後，司法修習生考試が行われた。 ） 。
新第64期B班の集合修習のカリキュラムの概要は， この資料及び別添「平成22年1
1月期採用（新第64期）司法修習生B班集合修習日程予定表」のとおりである。なお，
新第64期A班の集合修習のカリキュラムの概要は，平成24年1月に配属庁会に情報提
供済みであるので，併せて御参照いただきたい。

集合修習A班のカリキュラムの説明と重複する部分もあるが，読みやすさの観点から，
其太餉lr吐割蕃廿ずに説明を加えた。なお，修習記録等でA班で使用したものと同一のと基本的には割愛せずに説明を加えた。 メ

きは，その旨を注意的に記載してある。 内
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第1 民事関係科目

I 民事裁判

1 講義

（1） 講義1

集合修習の冒頭に，集合修習における民事裁判科目及び民事共通科目の修習内容
を説明してその意義を理解させ，今後の学習方法に関する指導を行うことで集合修
習への動機付けを行うとともに，事実認定について，分野別実務修習の成果を理論
的・体系的に整理するという観点から，基礎的な事項の復習となる講義を行った。

（2） 民裁問題研究

修習記録を使用した事実認定起案への導入として，修習記録を使用し，判断の基
礎となる重要な事実をどのような証拠から認定すべきか，認定した重要な事実を踏
まえて結論に至る判断の過程をどのように考えるかについて検討させ，講評を行っ津瞳、
た。併せて，当該修習記録において問題となる,市街化調整区域における開発行為
の規制についても説明し， より広い視野に立った事件の検討について，視点を提供
した。

（3） 講義2

後記の民事共通演習1に引き続き，同演習におけるプリント教材を使用した主張
整理についての検討を踏まえ，講評を行った。

（4） 講義3

民事裁判修習の総括を行い，実務家になるに当たっての心構えなどを講義した。

2 起案

（1） 総説

民事裁判科目の起案においては，第59期後期から，主張整理用と事実認定用の
異なる事件の2冊の修習記録を同時に与え，所定の時間内で主張整理起案と事実認内
定起案を行わせてきた。新64期集合修習(B班）では，起案1は上記方法により
実施したが，起案2では1冊の修習記録を与え，主張整理及び事実認定に加え，法
規範へのあてはめや法的評価の視点も取り入れた， より高度な内容の起案を実施し
た。

起案1の講評では，主張整理上の問題点及び事実認定上の問題点を中心に解説し
た。主張整理については，細かく技巧的な要件事実の知識の修得ではなく，実体法
の基本的な知識，考え方を基に，実務における様々な事件に応用することができる
法的思考力をかん養させるとともに，争点整理後の静的な整理にとどまらず，争点
整理の動的な手続展開における主張と証拠の整理・分析力をかん養させることも意
識した。また，事実認定については，具体的な事案を通じて，事実認定における書
証の成立や実質的証拠力，証拠の評価や証明度，経験則などについて考えさせる実
践的な指導を行った。

起案2の講評では，主張整理及び事実認定の基礎的能力の確認に加え，法規範へ
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のあてはめや法的評価に関する基礎的能力のかん養に重点を置いて，実践的な指導
を行った。

また，起案1， 2のいずれにおいても，現代社会の実相を反映した事案や事項を

取り上げることで， より実践的な観点を意識させることに意を用いた。
起案1

ア主張整理起案

（ｱ） 事案の概要

原告(X)は,Rに対する貸金300万円及び利息債権・遅延損害金債権(R

への300万円の貸付け）を被保全債権として,債権者代位権により，被告(Y)

に対し,Rの所有権に基づく妨害排除請求として本件士地の抵当権設定登記(Y

名義登記）の抹消登記手続を求めた（請求原因） 。
これに対し,Yは, Sに対し500万円を貸し付けた上で，その貸金及び遅

延損害金債権(Sへの500万円の貸付け）を被担保債権として, Rとの間で

R所有の本件土地に抵当権を設定する旨の合意をしたもので,Y名義登記はそ

の抵当権設定契約に基づく有効な登記である旨主張した（抗弁） 。

Xは，上記抗弁に対し, RがSへの500万円の貸付けに係る債務の弁済に

代えて, R所有の中古車を代物弁済した旨主張した（再抗弁1) 。

また, Xは, Sへの500万円の貸付けに係る債権の消滅時効が完成したの
・ で, Rへの300万円の貸付けに係る債権を被保全権利として,Rの消滅時効

の援用権を代位行使する旨主張した（再抗弁2） 。

さらに,Xは，後順位抵当権者であるX自身の時効援用権を前提にする消滅

時効の主張（再抗弁3）や,YがKに対しSへの500万円の貸付けに係る債

権を売却して被担保債権を失ったことにより抵当権も失う旨の主張(再抗弁4）
もした。

Yは，再抗弁2に対し，被担保債権であるSへの500万円の貸付けに係る

債務を決算報告書に記載したSが,Yに対し同決算報告書を示してその内容を

説明することにより上記債務を承認したので，上記消滅時効は中断した旨主張
した（再々抗弁1） 。

また, Yは，再抗弁1との関係で，代物弁済後に,YがKに対しSへの50

0万円の貸付けに係る債権を売却した際, Sが異議をとどめることなく上記債

権譲渡を承諾した旨主張した（再々抗弁2） 。

以上のように，実務上よく見られる債権者代位権行使による抵当権設定登記

抹消登記請求の事案を素材として，債権者代位権，貸金，所有権に基づく妨害

排除，抵当権，代物弁済，消滅時効とその援用，時効中断，債権譲渡，異議を

とどめない承諾等の民法の基本的な事項に関する主張を盛り込んだ。
(ｲ） 起案事項等

①訴訟物の記載，②再抗弁1に関し，裁判所が釈明を求めた内容と理由の説

明,及びその後の事情聴取結果を踏まえて代理人弁護士が行うべき主張の説明，

③再抗弁2に関し，裁判所が釈明を求めた内容と理由の説明，及びこれを前提

として代理人弁護士が主張することのできる攻撃防御方法の説明，④当事者の

(2)
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主張を請求原因，抗弁等に整理した要件事実の記載，⑤抗弁以下の主張に関す
る実体法上の効果の記載をそれぞれ求めた。

民法の基本的事項に関する要件及び効果の正確な理解，並びにこれに基づく
主張整理の在り方に関する理解度を再確認するとともに，動的な争点整理の視
点から，実体法上の要件の分析を前提に，主張上の問題点及び構成可能な主張
内容について，具体的事実及び書証を踏まえて検討させた。

起案の講評では，単に結論を教えるのではなく，双方向，多方向の指導方法
を取り入れ，修習生に活発に意見を述べさせながら，結論に至る理由やプロセ
スを考えさせることに重点を置いた。また，その検討を通じて，実体法の要件
及び効果の正確な理解が重要であることを再認識させることにも意を用いた。
イ事実認定起案

（ｱ） 事案の概要

原告(X)は，被告(Y)がその顧客(K)に対して本件土地を売却するに
際し, Yから,相当報酬額の支払を受けるとの約定で,本件土地上に建築する~
建物（本件建物）の設計を委託され（本件委託契約) ,Kと打ち合わせた上で
基本設計・実施設計を完了し，作成した設計図書一式（本件設計図書）をYに
引き渡したとして,Yに対し，本件委託契約に基づく設計料50万円及び遅延
損害金の支払を求めた。

これに対し,Yは, Xの仕事内容が出来高50万円に相当するものであるこ
とは争わないものの,KをXに紹介したに過ぎないとして, Xとの間で本件委
託契約を締結した事実を否認し，設計料を負担するのはYではなくKであるな
どと主張して,Xの請求を争っている。

実務上よく見られる，契約当事者が誰であるかが争点になる事案を素材とし
て，処分証書たる契約書が存在しない場合において，直接証拠である供述証拠
等の信用性の有無を補助事実や間接事実を対比等することによって判断させた
上で，要証事実が認定できるかどうかを問うものである。

（ｲ） 起案事項等 ′~、

①XY間での本件委託契約を締結した事実が認められるかの結論の記載，②
認定できる事実のうち，判断の基礎となる重要な事実とその認定根拠，各事実
が要証事実との関係で有する意味の記載，③結論に至る判断過程の説明を，そ
れぞれ求めた。

起案の講評では，修習生を小グループに分けて討論を行わせたり，異なる結
論に至った者にそれぞれの理由や反対意見に対する疑問を述べさせて， これに
対する反論や再反論をさせたりするなど，修習生が主体的に参加する方法を取、
り入れた。

3） 起案2

ア事案の概要

原告(X)は，被告(Y)に対し, Xが事務所として使用する予定で建築を計
画しているという建物（延べ床面積450平方メートル以上。本件計画建物）の
敷地（本件土地）を購入するに当たり，本件計画建物の建築可能性を判断するた

(3)
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め，本件計画建物に関する設計・監理を依頼したことを前提として, Yは, Xと

の間で平成20年8月31日に締結された設計･監理契約又は信義則に基づいて，

Xに対し，誤った情報を提供してXの本件士地購入に関する判断を誤らせてはな

らない義務を負っていたのに， これを怠り，建築基準法の日影規制及び高度地区

内の斜線制限のため,本件士地上には延べ床面積450平方メートル以上の建物

を建築することはできないにもかかわらず，平成20年9月14日， これを建築

することができるかのようにXに説明したため, Xは，その旨誤信して本件土地

を購入した結果，支出した諸経費相当額の損害を被ったと主張して，設計・監理

契約の債務不履行に基づく損害賠償(請求①)又は不法行為に基づく損害賠償(請
求②）並びに各遅延損害金の支払を求めた。

また，仮にYとの間の設計・監理契約の締結日が, Xが契約書に記名押印して

Yに送付した平成20年9月17日であるとしても, Yは同契約に基づき同様の

情報提供義務を負うところ， 同月18日に日影規制等に違反した図面を送付した

行為が同義務違反に当たるとして，設計・監理契約の債務不履行に基づく損害賠

償（請求③）及び遅延損害金の支払を求めた。

Yは，請求①に対しては, Xとの間で設計・監理契約の締結に向けて交渉はし

ていたものの，設計業務の範囲や設計料の額について合意に至らず， また，契約

書はあるものの， それはXが本件土地購入の時点で自ら記名押印をして送り付け

てきたものにすぎず，平成20年8月31日の時点でば設計・監理契約は締結さ

れなかったとして,同契約締結を前提とする債務不履行責任の成立を争っている。

また，請求②に対しては，本件事案のもとで，不法行為の前提となる契約交渉

過程における情報提供義務の発生を争うとともに，仮に同義務が発生するとして

も, Xが注意義務違反行為として主張する, Yの担当者が，平成20年9月14

日, X担当者に対し，本件土地上には延べ床面積450平方メートル以上の建物
を建築することができる旨説明したとの事実を否認している。

なお，請求③に対するYの認否や主張は，記録上，記載省略とした上で，請求

③に関する法的構成の当否を問うこととしている。

実務上よく見られる,建物建築に関する設計･監理契約に関する事案を素材に，
主張整理及び証拠による事実認定を的確に行うことを前提として，立証の見通し

や主張の当否を検討させるとともに，情報提供義務違反の有無という法規範への

事実のあてはめ及び法的評価という点にも重点を置いて検討させようとするもの
である。

イ起案事項等

①訴訟物の記載，②設計・監理契約の締結に関する立証の見通し，不法行為に

基づく請求を追加した場合における設計・監理契約締結の主張を維持することの

当否，③Yに情報提供義務違反があるかについて，判断に当たって考慮すべき事

実とその認定根拠の記載を明示しつつ，結論及び理由を記載することをそれぞれ
求めた。

起案の講評は，起案1の主張整理起案及び事実認定起案の講評と同様の点に留

意したほか，特に法規範への事実のあてはめ及び法的評価に関する能力のかん養
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に重点を置いて，事案への適用.を意識して法規範を把握することや認定した事実
■
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Ⅱ民事弁護

1 講義

（1） 講義1 （民事保全）

ア民事保全手続の概略（ビデオ教材視聴）

具体的な民事保全事件を映像化したビデオ教材を視聴させることにより，民事

保全手続の具体的なイメージを持たせた。

ビデオ教材は， ある織物屋が卸問屋に反物を納入したところ，卸問屋が手形不

渡りを出したため，織物屋が留保していた所有権に基づく動産引渡請求権を被保

全権利として，納入した反物の占有移転禁止の仮処分を申し立て，執行官保管に

至るまでの手続の流れを映像化したものである。

イ事例に基づく討論解説等

民事弁護教材「改訂民事保全（補正版） 」を参照しながら民事保全手続を概説

し， さらに，民事保全に関する基本的事項につき，実務上よく見受けられる具体
的事例を素材とした設問を与え,研究討論させた。

設問の内容は，①銀行預金，土地建物等複数の仮差押目的物の存在が予想され

る仮差押えの事案における事前調査方法， 目的物の選択及び執行方法等，②建物

の賃借人が賃貸人に無断で第三者に当該建物を使用収益させていた事案において

選択すべき保全命令及びその執行方法等，③所有者に無断で土地の所有権移転登

記がなされていた事案において選択すべき保全命令及びその執行方法等,④保全

手続において立てられた担保物の取戻方法，⑤起訴命令の申立て等の債務者側の

対抗手段等を問うものである。

（2） 講義2 （民事執行等） ・

ア民事執行手続の概略的説明等

民事弁護教材「改訂民事執行（補正版） 」を参照しながら民事執行手続を概説

し，民事執行に関する次のような基本的事項につき，実務上よく見受けられる事

例を用いて研究討論させた。

設問の内容は，①不動産明渡請求を認容する引換給付判決の執行方法，②所有

権移転登記抹消登記手続請求を認容する判決の（広義の）執行方法，③和解調書

に基づく建物収去土地明渡しの執行方法,④債権の差押え及びその取立ての方法，

⑤仮執行宣言付判決に対する控訴に伴う強制執行停止の申立て，⑥請求異議の訴

えとそれに伴う強制執行停止の申立て，⑦担保権の実行としての競売と競売手続

停止の仮処分について問うものである。

イ破産手続の概略的説明等

実務において取り扱う機会の多い倒産手続について，債権者代理人，債務者代

理人及び破産管財人等裁判所から選任される機関のそれぞれの立場で関与する場

合の対応や注意点等について指導を行った。

(3) 講義3 （弁護士の職責と倫理）

法律実務家としての活動開始を目前にした修習生に，社会から負託された弁護士

の職責，使命を再確認させ，弁護士活動における職務上の倫理の重要性を理解させ
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ることを目的とし，実務法曹としての心構えについて指導した。なお，職責・倫理
問題にアプローチする基本的な視座は，法曹を志す者全体に共通するものという意
識を持たせるよう留意した。

2 問題研究

問題研究（準備書面）

（1） 実施内容

起案1， 2の実施に先立ち，準備書面を題材に問題研究を行うことにより，事案
の法的な分析，事実や証拠の把握，分析に関する能力のかん養を図るとともに，説
得的な法律書面の作成のために必要な技法と思考方法を体得させ，併せて訴訟手続
における最終準備書面の果たす役割等についても理解を深めさせることを目的とし
て，修習記録を用いた最終準備書面起案を題材に問題研究，解説を行った。

（2） 事案の概要 角

原告は，転勤のため空き家となった自己所有の建物を，被告の亡夫に普通借家契
約で賃貸していた。その後，原告は，退職を機に帰郷を希望し， 当該建物を自己使
用する必要性があるなどとしてj亡夫から相続により賃借人の地位を承継していた
被告に対し， 当該賃貸借契約の解約を申し入れ，建物の明渡しを求めた。原告は解
約申入れに正当事由が認められると主張したのに対し，被告がこれを争った事案で
ある。

（3） 研究事項等

上記事案において，被告の立場から事案を分析するに当たっては，被告が本件建
物を使用する必要性が高いことなど正当事由を阻害する方向に働く事情，正当事由
の評価根拠事実を弾劾する事情などを修習記録から的確に抽出することが重要であ
る。また， このような事案分析を前提に被告の主張を説得的に論証することも必要
となる。これらを修習生に検討させた上,’解説等を行った。

？

3 起案 声、
（1） 起案1

ア事案の概要

履物卸売業者の原告が，製造メーカーの被告との間で，訴外第三者である小売
業者が民事再生手続開始の申立てをした場合には，原告が回収不能となった売掛
金債権の半額を被告が負担する旨の損害担保契約を締結しており，上記民事再生
手続開始の申立てがなされたとして，被告に対して，本契約に基づく損害担保金
の支払を求めて提訴したが，被告がこれを争い，損害担保契約の成否，被告担当
者の権限の有無及び表見代理の成否が争点となった事案である。

イ起案事項等

（ｱ） 準備書面

具体的事案を通して，法的問題の解決に必要な技法や思考方法，説得的な法
律文書の作成方法等を体得させることを目的として，原告最終準備書面を題材
とする起案をさせた。
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修習記録中に現れた証拠や間接事実から，原告の申込みと被告の承諾により

同契約が成立したこと及び同契約の具体的な内容， さらに被告担当者が同契約
の締結権限を有していたこと又は表見代理が成立することを，説得的に論証さ
せることを主眼とした。

ﾄｲ） 小間

上記事案を前提として，原告から被告に対して不法行為に基づく損害賠償請
求をする場合の請求原因事実，逆に被告が過失相殺の抗弁を主張する場合の具
体的な事実をそれぞれ検討させ，不法行為・使用者責任の各要件についての実

体法の基本的理解を確認するとともに，それぞれの立場から各要証事実に関す

る具体的な事実を的確に抽出する能力の体得を目的とした指導を行った。

また，上記事案における被告の立場からの和解条項案や， これに対する原告

の立場からの修正案を検討させることにより，和解条項作成時の思考方法や配

慮を要する事項について指導すると共に，和解調書に基づく債権執行に関して

問うことで，民事執行の基本について理解が深まるよう指導した｡

さらに，上記事案において，被告訴訟代理人の立場において，被告側証人の

尋問直前の打合せの際，同証人から被告にとって不利な事実の告白があった場

合に,弁護士としてとるべき同証人,被告及び裁判所に対する対応を検討させ，
立証活動や弁護士倫理についての基本的な事項について理解が深まるよう指導
した。

(2) 起案2

ア事案の概要

金融機関が被告の父親に対して行った貸付について，原告である信用保証協会

が，父親との信用保証委託契約に基づき連帯保証した上で,金融機関に対して代

位弁済を行ったところ，父親に対して生じた求償債権について被告が連帯保証し

ていると主張して，被告に対してその支払いを請求したのに対して，被告は当該

連帯保証は父親が被告に無断で被告の署名を偽造し，かつ，被告の実印を盗用し

て行ったものであるとして，保証契約の成立を否認し，その支払いを拒否した事
案である。

イ起案事項等

（ｱ） 準備書面

具体的事案を通して，法的問題の解決に必要な技法や思考方法，説得的な法
律文書の作成方法等を体得させることを目的として，被告最終準備書面を題材
とする起案をさせた。

原告・父親間の信用保証委託契約書の連帯保証人欄に被告の署名や実印によ

る印影があることから， これによる文書成立の推定（二段の推定）をいかにし

て破るかがポイントとなる。そのためには，署名が偽造であることや実印が被
告の意思に基づかずに押捺されたものであることをうかがわせる具体的事実を

詳細に主張することが必要となるため，適切な間接事実を抽出し，証拠に基づ
く説得的な論証をすることが求められる。

（ｲ） 小間
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上記事案において，書証の認否の方法について問うことにより，民事訴訟に
おける訴訟代理人としての活動の基本について理解ができているかどうかの確
認を行った。また，被告が不動産を所有していることが判明した場合の原告に
よる訴訟前の不動産仮差押えに関する手続や第一審での仮執行宣言付判決によ
る強制執行を回避するために被告訴訟代理人としてとるべき手続を， さらに証
人の事情から，その証言を早急に証拠化する必要がある場合にとるべき方法を
複数挙げさせ，それらの方法の長所と短所を問うことで，民事保全，民事執行
及び立証活動の基本について理解が深まるよう指導した。

4 演習（立証活動）

（1） 総説

弁護士の活動において，訴訟の内外を問わず，事案の正確な把握と調査・証拠収
集活動が極めて重要であることは論をまたない。事前の調査・証拠収集活動を迅速
かつ適切に行うことが，事案にふさわしい紛争解決手段の選択につながり， また， '－，
提訴事案においても訴訟の帰すうを決することになる。他方，弁護士の調査．証拠
収集活動には様々な制約や限界，費用の問題もある中で，いかに迅速かつ的確に調
査をし，証拠収集を行うかは，ひとえに個々の弁護士の創意工夫とイマジネーショ
ン，熱意に裏打ちされた不断の努力に依拠している。

演習では， このように，民事弁護実務において極めて重要な立証活動について，
総論として，裁判外及び裁判上の証拠収集活動の方法・手続を確認した上で，各論
として，具体的な事例を題材に，弁護士が依頼者から相談を受け，事案を把握し，
対応を検討するに際し，いかなる調査・証拠収集活動を行うのか，収集した内容を
どのように証拠化していくのかといった点や,訴訟提起後の証拠申出方法について，
双方向の演習を通じて，修習生に修得させることを目的として指導を行った。

（2） 事案の概要‘

一棟マンションの所有者兼賃貸人であるXは， 当該マンションの居室の賃借人で
、 あるYが，居住用と定める契約上の使用目的に反して，同居室を事務所として使原/-､
していることを知った。Xから依頼を受けた甲野弁護士が事務所使用を止めるよう
内容証明郵便を送付したところ, Yは乙野弁護士に依頼して，反論の内容証明郵便
を送付した。

上記やり取りの直後に,Y不在の当該居室から出火し,当該居室がほぼ全焼した。
出火原因について, XはYが当該居室の室内を改造して取り付けた照明設備が原因
と主張しており，他方, Yは賃借する以前から当該居室に備え付けられていた空調
機が原因と主張している。

（3） 実施内容

事案の概要（出火の前と後の甲野弁護士と乙野弁護士による各事情聴取の形式に
よるもの） ，賃貸借契約書及び図面等を資料として事前配布し，当該事例に関して，
設問1では，乙野弁護士が当該居室の事務所使用につき賃貸人の承諾があったとい
う事実を立証するために行うべき証拠収集活動を問い，設問2では，出火に関連し
て， 甲野弁護士及び乙野弁護士がそれぞれの代理人として，相手方に対して，債務

－
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不履行に基づく損害賠償請求をするために行うべき立証活動を問い，

実施に先立ち検討させた上，演習実施日に討論及び解説を行った。

これらを演習

0

r~N

伊、
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Ⅲ民事共通

1 民事共通演習1

（1） 総説

言い分方式の設例に書証が添付されたプリント教材を使用して，主張整理と主張
整理に当たって生じる問題点を検討させ，講評を行った。

(2) 事案の概要

原告(X)は, Zに対して機械を売ったが, Zがその代金を支払わないとして，
Zから同機械の転売を受けたとする被告(Y)に対し，動産売買の先取特権に基づ
く物上代位権の行使として, ZのYに対する売買代金債権を差し押さえ，取立権を
行使したという事案である。

これに対し, Yは，①被差押債権をすでにWに譲渡し,Wが対抗要件を備えた，
②XZ間,ZY間の売買契約にはいずれも錯誤があり，無効であると主張している。戸､
(3) 実施内容等

(2)の設例を基に，①訴訟物の記載，②当事者の主張について, (a)請求原因の要件
事実の記載, (b)抗弁以下の各主張の見出し及び主張内容の簡潔な要約の記載, (c)
ZからWへの債権譲渡及び第三者対抗要件具備の主張が失当か否か.とその理由の検
討, (d)被差押債権の譲受人Wの重過失を基礎付ける具体的事実の記載,③被差押債
権が売買代金債権でなく請負代金債権であった場合にも物上代位権行使を可能にす
る「特段の事情」があることを基礎付ける事実の摘示とその理由の記載， をそれぞ
れ起案させた。

この演習では，主張整理の基礎となる実体法の理解を確認するとともに，書証を
踏まえて争点整理を行うという視点を加味して検討を行わせた。起案の提出は求め
ず，起案当日に引き続き講評も行った。講評においては，双方向・多方向の議論を
通じて他の修習生の考え方を知ることによる刺激等も与えた上，その後の修習に向
けた意欲を喚起させた。

／ヘ

2 民事共通演習2から4まで

（1） 総説

ア趣旨

裁判官，原告代理人又は被告代理人の各役割を修習生自身に模擬的に行わせ，
争点及び証拠の十分な整理をした上で人証の集中的な証拠調べを行うという民事
訴訟法が予定している訴訟運営を実施させることによって,一つの事件について，
争点整理から判決又は和解に至るプロセスを実践的に理解させることを目標とし
た。

この演習では，分野別実務修習における経験を踏まえ，司法修習の総まとめと
なる集合修習において， スタンダードと考えられる手続を修習生自ら体験させる
ことにより，弁護士，裁判官等の役割や立場の違いを意識した上でのより望まし
い運用への理解を深めることとしている｡

イ事案の概要
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原告が，被告に対して， 山林の所有権を前主から承継取得し，又は時効取得し

たと主張して，現在の登記名義人である被告に対し，所有権に基づき，所有権移

転登記手続を請求した事案である。 これに対し，被告は，①対抗要件具備による

所有権の喪失，②他主占有権原，他主占有事情等を抗弁として主張し， さらに，
原告が，①に対する再抗弁として虚偽表示，背信的悪意を,②に対する再抗弁と

して自主占有への転換を主張している。

(2) 民事共通演習2 （争点整理）

ア課題及び実演等

修習生全員に裁判官，原告代理人，被告代理人， 当事者等の役割を与え，あら
かじめ各グループに合議の結果に基づく争点整理案を作成，提出させた。その上

で，裁判官役，原告代理人役又は被告代理人役それぞれ全員による大合議又は作

戦会議での検討を経た上，争点整理手続期日を担当する各グループが事前に提出

した争点整理案に基づいて，ロール・プレイングにより争点整理手続を行った（他
の修習生はこれを傍聴した。 ） 。

イ講評

民事裁判教官及び民事弁護教官において，それぞれの立場の違いを踏まえ，争

点整理の方法及び結果について問題点を指摘するなどの講評を行った。

具体的には，例えば，主要事実レベルの争点を明確にしてこれを絞り込んだ上

で，その争点の前提となる間接事実レベルの争点まで確認することが必要である

こと，主張の構成に当たっては立証の難易も考える必要があること， 自己の主張

だけでなく予想される相手方の主張も考慮すべきことなどを確認した。

ウ争点整理の講評後，民事弁護教官において，民事共通演習3（交互尋問）に向

けた尋問技術等に関する総論的な講義を行った。

(3) 民事共通演習3 （交互尋問）

ア趣旨

演習2に引き続き，証人尋問及び当事者本人尋問を実施し，代理人としての立

証活動及び尋問の事前準備についての理解を深めさせるとともに，尋問技術の修

得を図ることを目指した。併せて，裁判官役の修習生には交互尋問の訴訟指揮を

行わせ，交互尋問の進め方や補充尋問・介入尋問，異議の処理の在り方，判決の

基礎となる事実認定に関する心証形成の在り方等についても体得させることによ

って，適切な尋問期日の進行（訴訟運営）や事実認定の在り方について研究させ
た。

イ事前準備等

あらかじめ，修習生全員に各代理人の主張の概要及び書証並びに実施要領を与

えて，配役の決定を行わせた。当事者本人・証人役の修習生には，全員に配布す

る資料とは別に，各自の「言い分」を作成，配布して自己の役柄を理解させた上，

代理人役に当事者本人・証人役との面接による事前準備をさせ，事前に，証拠申

出書に記載する尋問事項と実際の尋問に用いるための詳細な尋問事項メモを提出

させた（演習2において，弁論準備手続における争点整理及び証明すべき事項の

確認を行うとともに，各人証の主尋問，反対尋問等の尋問時間の配分を，対質を

/‐

ノー､
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行うかどうかも含めて決定している。 ） 。

ウ交互尋問等

争点整理手続を踏まえた弁論準備手続の結果陳述を冒頭に行った上,原告本人，
被告本人，原告申請証人及び被告申請証人の各尋問を実施した。
エ講評等

演習2を経て修習生全員が事案及び争点を十分に把握している事件について，
修習生自身に実際に尋問をさせたり，訴訟指揮をさせることによって，それまで
の修習で抽象的，理念的な理解にとどまっていた尋問技術や訴訟指揮について，
実際に行うことの難しさを経験させるとともに，外部講師を含む指導者側からの
多角的な指導を行い，実務に就く上での課題を確認させた。また， 当事者本人役
や証人役の修習生からも，実際に尋問を受けた感想を発表させることによって，
尋問する側からは気付きにくい視点を提供した。

一連の講評等により，争点整理の重要性を再認識させるとともに，裁判所の心
／一、

証形成に与える尋問の重要性を確認させた。

（ｱ） 外部講師（裁判所職員総合研修所教官）による講評等
・ 尋問終了後，外部講師による講評を行った。

外部講師には，裁判所職員総合研修所教官を招へいし，尋問の問題点や全体
としての感想等を指摘する中で，裁判所書記官の観点から，聴き取りやすい尋
問,効率的な尋問の方法等を示唆するなど,多面的かつ実践的な指導を行った。

（ｲ） 教官による講評等

後の(4)ウで記載するように，演習4の中で，各代理人役の修習生による主尋
問，反対尋問，相手方の尋問に対する異議（民事訴訟法上の正式な異議ではな
い。 ） ，裁判官役の修習生による訴訟指揮，補充尋問，異議に対する裁判長の
処理の適否等について， クラス全体で検討・討論を行い，その中で，民事裁判
教官及び民事弁護教官から，各場面での尋問の在り方や，あるべき訴訟指揮に
ついて指導を行った。

l) 民事共通演習4 (和解・最終準備書面陳述・判決） 〆l

ア和解

実際の事件処理において重要な位置を占めている和解について,交互尋問に引
き続き，本人からの事情聴取，和解交渉を行わせることによって，実際と同様の
流れで修習生に経験させ，研究させた。

演習3の尋問終了後，和解交渉担当役の修習生が代理人として，従前の尋問結
果及び後述イの最終準備書面陳述の内容を踏まえて，改めて本人役の修習生から
事情を聴取した。本人役の修習生は，従前の尋問結果等に基づいて和解に向けて
の希望を述べ，代理人役の修習生は， これらを和解条件にまとめた上で，相手方
代理人役の修習生等と和解交渉を行った。

イ最終準備書面陳述及び判決

従前の尋問結果を踏まえて，原告代理人及び被告代理人の担当チームによる最
終準備書面の陳述並びに全裁判官チームによる判決言渡しを行った。

ウ交互尋問，最終準備書面陳述，和解交渉についての検討及び事実認定等の討論

(4)

-13-



和解交渉，最終準備書面陳述及び判決言渡しの終了後，民事裁判教官と民事弁

護教官により， 2(3)ｴ(ｲ)で記載したように演習3の交互尋問の講評を行うととも
に，最終準備書面，判決，和解交渉の方法などについても講評を行い， また，事

実認定に関する研究討論を行った。

3 民事共通問題研究（和解条項）

実務においても比較的多いと思われる2事例（事例1 ．金銭の分割払いを受ける事

案，事例2．建物の明渡しを受ける事案）においての当事者間の合意内容を提示し，

それらをもとに和解条項を検討させた。その後，和解条項の類型及び演習の各事例に

おける各参考和解条項案を配布して，和解条項一般について民事弁護教官が講義を行

い,和解条項作成時の思考方法や配慮を要する事項等についてその理解を深めさせた。

~

4 民事共通講義（不動産登記）

実務において重要な不動産登記制度及び不動産登記訴訟について，修習生全員に体

系的に学ぶ機会を与えるため，事前に修習生に設問（設例付き） とプリント教材を与

え，講義では，土地建物の登記事項証明書の内容とその見方，登記申請における共同

申請の原則，登記申請に必要な情報等の不動産登記制度の基本的知識を解説するとと

もに，不動産登記手続請求に関する設例事案を題材に，訴状作成段階における訴訟戦

へ

略及び訴状起案における留意点等を概説した。

/ー、
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第2 刑事関係科目

I 刑事裁判

1 講義

（1） 講義1

ア集合修習のガイダンス

集合修習の冒頭に，刑事裁判科目及び刑事共通科目として実施する修習内容を
具体的に説明し，集合修習において学ぶべき事柄やその意義を理解させて，動機
付けを行うとともに，今後の学習方法に関する指導を行った。

イ小テスト

分野別実務修習を経た修習生が，法曹として身につけておくべき刑事訴訟手続

に関する基本的な理解を有しているかどうかを確認することを目的とした小テス/‐､
トを実施した上，解説を加えた。

出題内容は，①被害者の公判期日における意見陳述，②第’回公判期日の意義
と勾留の裁判，③書面等を用いる証人尋問における裁判長の許可，④被告人の退

廷と判決宣告の可否というような刑事訴訟手続上の基本的な問題点であり， 出題
形式は， これらについての制度趣旨や意味合いを簡潔に答えさせるものとした。

ウ事実認定

事実認定の手法やその留意点として，住居侵入，現住建造物等放火被告事件を
内容とする「平成21年版刑事第一審公判手続の概要（参考記録） 」を用いるな

ど，具体的な事例に則して，争点を的確に把握することの意義，直接証拠と間接
証拠の意義，間接事実による要証事実の推認方法，供述証拠に関する標準的かつ
汎用的な信用性判断の手法，総合判断の手法やその重要性等について説明した。

(2) 講義2

最終講義として，集合修習における刑事裁判科目のまとめをしたほか，法曹とな
るに当たり必要な心構え等について,教官から，その経験談等に基づいて説明した。 ／‐、

2 起案

（1） 総説

刑事裁判科目の起案は，基本的には，修習記録に基づいて特定の争点について事
実認定を行うことを中心とし，併せて刑事訴訟手続等に関する法律問題（以下『法
律問」 という。 ）について解答を求めるものである。

修習記録は，実在した事件の中から修習に適したものを選別し， 内容を整理して

作成されたものである。また，法律問は， 日常的に行われている刑事訴訟の諸手続
について，その根拠や法的な意味合いを理解させ，そのことを実務上の様々な場面

で応用することができるように，汎用性のある問題を出題するように内容を吟味し
ている。

（2） 起案1

ア事案の概要
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被告人が，夜間，団体事務所に侵入して現金等を窃取したとして起訴された建

造物侵入，窃盗の事案及びその後，会社事務所に金品窃取の目的で侵入し，金品

を物色したがその目的を遂げなかったとして起訴された建造物侵入，窃盗未遂の
事案である。

被告人は，知人を捜して上記会社事務所前にいたことは認めるが，本件各犯行

には関与していないとして，いずれの公訴事実をも否認している。
イ起案事項

（ｱ） 事実認定に関する起案

被告人と各事件の犯人との同一性という争点について，各自の結論を示させ

るとともに,結論に至る心証形成過程を証拠に基づいて説明するように求めたも

供述の信用性については，重要証人1名及び被告人の各供述に限ってその検討
過程を記載させた。

（ｲ） 法律間に関する起案．

刑事訴訟法の基本的事項や，実務修習で日常的に起こる通常の刑事訴訟手続

に関する事項について，その根拠や法的な意味合いの理解を再確認するため，

①勾留状に勾留請求年月日を記載しなければならない理由，②証人に図面を示

して尋問する際における証人に不当な影響を与えないようにするための配慮，

③主刑や罪となるべき事実等を具体的に設定した事案についての処断刑の範囲，

④裁判所が検察官の釈明内容と異なる心証を得た場合の訴因変更の要否に関す
る問題を出題した。

ウ講評

教官において起案を通覧し，評価した上で，起案から約2週間後，事実認定及
び法律間の解説，講評を行った。

講評に際しては，特に争点である要証事実く被告人と各事件の犯人との同一性〉

の証明が合理的な疑いを超えてなされているかどうかについて，結論を左右する

重要な事実は何かを踏まえて，証拠から間接事実を的確に認定した上，その位置

付けや争点である要証事実を推認させる力の程度等に留意しながら，総合的に判

断することが必要であることを理解してもらうように努めた。
起案2

ア事案の概要

被告人が，実行犯2名と共謀の上，会社事務所駐車場において，従業員の給料

を積載した自動車の運転手にけん銃様の物を突き付けるなどして脅迫し，その反

抗を抑圧して，現金等を強取したとして起訴された強盗の事案である。

被告人は，実行犯2名が窃盗をするとは聞いていたが，本件強盗には関与して

いないとして，両名との間の共謀の成立を争っている。
イ起案事項

〈ｱ） 事実認定に関する起案

共謀共同正犯における共謀の成否につき，各自の結論を示させるとともに，

その結論に至る判断過程を具体的に説明するように求めた。供述の信用性につ

いては，共犯者である証人1名及び被告人の各供述の検討過程を記載させた。

風
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(ｲ） 法律間に関する起案

起案1と同様の目的から，①後に尋問を予定している証人の退廷，②弁論併
合と国選弁護人選任の効力，③被告人に第1回公判期日を知らせる方法，④逮
捕に伴う捜索差押え，⑤証拠の関連性の意義，関連性の証明の種類，程度，そ
の判断資料に関する問題を出題した。

ウ講評

起案1と同様の方法で実施した。

共謀共同正犯における共謀という法律概念に関する事実認定においては，その
法律概念の意義，趣旨等を意識して間接事実を指摘する必要があること，本件に
即して，積極方向及び消極方向の各間接事実を総合考慮して適切な判断をする必
要があること，共犯者の供述の信用性判断について，十分に説明した。

3 問題研究1及び2 へ

（1） 指導目標

裁判員裁判が平成21年5月に実施され，争点中心の分かりやすい公判審理を実
現することが実務で現実に求められるようになり，その成否の鍵となる公判前整理
手続の的確な運用が極めて重要なものとなってきている。そこで,問題研究1では，
将来における裁判員裁判の中核を担う修習生に対し，証拠開示制度に関し，具体的
事例に基づいて問題を提起し，同制度の基本的な理解のほか，実務上重要な問題点
について研究させることを目標とした。 ．

また， 間接事実による事実認定においては，科学的証拠が重要な位置を占めてお
り，適切な事実認定をするためには，科学的証拠を理解する上で必要となる基本的
視点を有していることのほか，科学的証拠により導き出される事実が争点判断に対
し持つ意味を解明することが重要である。そこで，問題研究2では，修習生に対し，
具体的事例に基づいて問題を提起し，科学的証拠を理解する上で持つべき基本的視
点を修得させるとともに，争点に対して科学的証拠が持つ意味を研究させることを
目標とした。 ／－､

（2） 実施内容

問題研究1は，住居侵入，現住建造物等放火の事例を取り上げ，公訴事実，検察
官の証明予定事実記載書，証拠等関係カード （検察官請求分） ，検察官請求証拠，
弁護人の予定主張記載書面からなる一件資料を配布し，研究を行った｡
具体的には，弁護人が類型証拠及び主張関連証拠として，それぞれどのような証
拠の開示を求めるかについて， グループ別討論を実施した上で， クラス全体による
討論を行った。また，修習生が証拠開示制度の基本的在り方を理解し，実務上の重
要な問題についての現状やあるべき方向性などについても深い研究を行えるように，
全体討論の際には検察教官，刑事弁護教官の参加を得て， 当事者的立場を踏まえた
多角的視点からの助言も行うなどした。

問題研究2は，犯人性が争われている殺人j死体遺棄の2事例を取り上げ, DN
A型鑑定を含む証拠により明らかにされた事実の概要に関する資料を配布し，研究
を行った。
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具体的には，各事例で問題となる間接事実，それが要証事実を推認させる理由に

ついて問題を提起し， グループ別討論を実施した上で， クラス全体による討論を行

った。研究討論の際には，上記指導目標を意識し，科学的証拠により導かれた事実

と要証事実との結び付きについて検討することの重要性について，修習生が理解で

きるよう配慮した。また，その冒頭において, DNA型鑑定を題材として，科学的

証拠が問題となる事実認定に関する注意点などについて，説明を加えた。

~､

』
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Ⅱ検 察

1 講義

（1） 講義1 （2コマ連続）

ア集合修習のガイダンス等

集合修習の冒頭に，集合修習における検察科目のカリキュラムの概要及び修得
目標を説明した。

イ総括的復習等

これまで行ってきた実務修習の総まとめとして，検察官が捜査結果に基づいて

当該事件の終局処分を決定する際の検討事項や思考過程に関する総括的な復習を
行い， その中で，①証拠による事実認定の意義，②間接事実を用いた事実認定の ′
手法，③特に客観的証拠を重視した犯人性推認の考え方，④犯人目撃識別供述，
共犯者供述及び被疑者供述等の供述証拠の信用性判断の方法，⑤訴因構成の考え

方，⑥個々の犯罪構成要件の意義を正確に把握して， これに該当し得る具体的な/ﾛロ､
事実関係を証拠によって認定した上，その法的評価（要件該当性）を的確に検討
するなどの犯罪の成否に関する検討の手法等について，改めて説明した。

さらに， こうした検討結果を法的に正しく文章で表現するとの観点からの指導
も行った。

（2） 講義2

最終講義として，集合修習における検察科目の総まとめを行い， さらに，法曹と
なるに当たっての心構え等について講義を行った。

2 起案

（1） 検察起案の概要

検察科目の起案は，修習記録に基づいて検察官として適切と考える終局処分の内
容を決定させて，起訴状あるいは不起訴裁定書を起案させた上，その思考過程につ
いて論述させるものである。犯人性及び犯罪の成否等の両方を論述させるもの， 友へ
るいは，主問として，その終局処分に至る思考過程のうち犯人性に係る部分又は犯

罪の成否に係る部分のいずれかについて論述させ， さらに，小問として，①主問で
問わなかった犯人性又は犯罪の成否等のいずれかに関する問題，②刑事手続に関す
る問題について解答を求めるものである。

いずれも，新司法修習における指導理念に対応し，事実認定能力や法的分析能力

といった法曹としての汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を置いた

出題であり，刑事手続に関する小間についても，単に法的知識を問うだけではなく，

修習記録中に現れた具体的な事実関係を正確に把握しなければ正解に達し得ない問
題を出題するように配慮した。

（2） 起案1

ア事案の概要

本事件は，被害者から，被害者の妹である女子中学生と淫行したことを理由に

現金を要求され，移動中の車内で包丁を突き付けられるなどした被疑者が，包丁
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を置いて車外に出た被害者に対し，包丁を手にして背後から近付き，被害者の背

部等を多数回突き刺すなどして殺害し，その死体を雑木林内に遺棄した事案であ
る。

イ起案事項等

（ｱ） 主問

修習記録を検討し，検察官として適切と考える終局処分の起案をさせるとと

もに，その終局処分の決定に至る思考過程として犯人性及び犯罪の成否等の両

方についての論述を求めた。

犯人性の検討に係る部分については，①犯人性を推認させる間接事実，②そ

の間接事実が犯人性を推認させる理由やその推認力の程度，③間接事実の認定

根拠である証拠の検討，④共犯者供述の評価，⑤被疑者供述の評価について，

それぞれ論述を求めた。犯罪の成否の検討に係る部分については，構成要件該

当性（客観面・主観面）に関し，証拠に即した具体的事実認定及びその法的評

価について論述させた。

（ｲ） 小問

刑事手続に関する問題として，記録中にある目撃者の見通し状況を明らかに

した同人立会の実況見分調書について，公判で弁護人からの証拠意見が不同意

であった場合の対応方針及び証拠採用の見込みを論述させた。

ウ講評

起案実施日の約2週間後に，起案を修習生に返却して内容を確認させ，記憶を

鮮明にさせながら，修習生の理解が不十分であった部分を入念に解説し，各修習

生の理解を深めることに努めた｡

講評に当たっては，犯人性を推認させる間接事実のうち証拠物等の客観的証拠

に基づいて構成される間接事実の重要性，証拠とそれによって立証し得る事実と

の関係について説明した。犯罪の成否等についても，殺人罪における正当防衛等

の成否，死体遺棄罪の構成要件該当性等の問題を様々な証拠から具体的事実を認
定し， どのように法的評価すべきかを解説した。

刑事手続に関する小問では，判例を正確に理解した上で要証事実を検討するこ

との重要性を説明した。

(3) 起案2

ア事案の概要

本事件は， 内縁関係にある被疑者両名が，飲食店の債権を取り立てようと被害

者の下に赴いた際，男性被疑者が女性被疑者に持って来させたレンガで被害者の

頭部を強打して負傷させ，女性被疑者が路上に落ちていた被害者のかばんから現
金入りの封筒を持ち去った事案である。

イ起案事項等

（ｱ） 主問

修習記録を検討し，検察官として適切と考えられる終局処分の起案をさせる

とともに，その終局処分の決定に至る思考過程のうち，犯罪の成否等について

論述を‘求め，構成要件該当性（客観面・主観面・共犯性）に関し，証拠に即し

~、
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た具体的事実認定及びその法的評価について論述させた。

（ｲ） 小間

主問として問わなかった犯人性の検討に係る部分に関して，男性被疑者が犯

人であることを推認させる間接事実のうち，最も推認力が高いものについて論
述を求めた。

また，刑事手続に関する問題として，検察官が女性被疑者について接見禁止
請求するのを相当と判断した理由を論述させた。

ウ講評

起案1と同様に起案を修習生に返却した上で，修習生の理解が不十分であった
部分を入念に解説し，各修習生の理解を深めることに努めた。

本事件では，男性被疑者につき，現場で金品奪取に向けた言動を何ら行わなか
ったこと，暴行の動機が大切にしていたサングラスを壊されたことにあること，

女性被疑者が現金を奪取したことを後で知った際に責めたことなどの事実が認め
られることから，財物奪取に向けられた暴行とは評価できず，強盗の事前共謀もP，
認められないことから，終局処分としては送致罪名である強盗殺人未遂罪ではな
く，殺人未遂罪として処理すべきであり，女性被疑者については，殺人未遂罪の
正犯意思を認めがたいことなどから，殺人未遂常助罪及び窃盗罪として処理すべ
き事案であり，修習生に対しては，的確な証拠判断をし，送致事実に拘泥するこ
となく適切な事実認定を行って，終局処分をすることの必要性を説明した。

また，小間の解説を通じて，犯人性を検討する際の着眼点を改めて理解させる
とともに，刑事手続に関する問題においても，具体的事実関係に即して罪証隠滅
のおそれを検討することの重要性を説明した。

3 問題研究（被害者保護）一刑事三教官による共同講義

修習生に対し，被害者保護に関する制度及び手続の概要を具体的事例に即して理解
させ，被害者保護に関する問題に直面した場合に自ら調査し，解決策を考えることが
できるようにするための手掛かりを与えることを目標とした。 ／‐

具体的には，深夜，帰宅途中の女性が駐車場に連れ込まれて強制わいせつの被害に
遭った事例を事前に修習生に呈示し，事件送致を受けた検察官が捜査を行う上で被害
者に配慮すべき事項，公判請求後の被害者の証人尋問に当たり配慮すべき事項等につ
いての設問を通じて， 関係する法条を確認しながら，具体的事例に即して解説した。

なお，本問題研究では，刑裁教官及び刑事弁護教官の参加を得て，修習生の理解を
深めさせることとした。

、
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Ⅲ刑事弁護

1 講義

（1） 講義1

集合修習の冒頭に各カリキュラムが刑事弁護活動のどの場面に対応しているかを

指摘しつつガイダンスを行い．，起案に当たっての注意事項などを説明した。

また,弁護活動の基礎を確認するために，出張講義の際に使用した事例を用いて，
検察官の主張と証拠構造の把握，弁護人の弾劾の基本的手法等について，講義を行
った。

（2） 講義2

最終講義として，集合修習における刑事弁護科目のまとめや実務家になるに当た

っての心構えなどについて講義を行った。また， カリキュラム中で独立して扱えな

かった一審判決後の注意点，控訴審での弁護活動について，強盗罪の共同正犯とし

て第一審で実刑判決を受けた被告人が控訴した事案に基づき講義を行った。
P,

2 起案

（1） 総説

2回の起案を実施し，講評を行った。

使用した修習記録は，実在した無罪事件や， いわゆる認定落ち事件の中から修習
に適したものを選別し，内容を整理した上で作成されたものである。

いずれの起案の課題も，修習記録に基づいて，主要な論点について弁論要旨の一

部起案を題材に事案分析能力等法曹に共通して必要とされる能力を確認する大間と，
当該事案における刑事訴訟手続上の基本的な事項に関する小間および修習記録を離
れた簡単な事案について弁護人としての対応と基礎的知識を問う小間で構成されて
いる。

（2） 起案1

ア事案の概要

本事案は，駐車場管理人である被告人が，駐車場利用客との口論の仲裁に入っ

た被害者に対し，右腕を数回つかんで押しやる暴行を加え，加療約1週間を要す
る右上肢打撲・捻挫の傷害を負わせたとして起訴されたものである。
イ設問

（ｱ） 本事案に関する設問

①弁論要旨のうち， 「被害者の供述は信用できない」 という部分についての
起案。

②弁論要旨のうち， 「自白に至った経緯が不自然・不合理」 という部分につ
いての簡潔な起案。

③弁護人が法328条に基づき証拠調べ請求をした意味。
（ｲ） その他の設問

弁護人が即決裁判手続について被疑者に説明すべき事項。また，被疑者が即

決裁判手続に同意した後に即決裁判をやめることを希望した場合に，弁護人が

/一、
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なすべきアドバイス及び対応。

ウ講評

講評は，設問に即して解答を解説するのではなく，事案全体の分析，検察官の
主張．立証の構造の解明，争点の把握，対応する弁護人の弾劾のポイント，主要
な証拠の弾劾について基礎的技法の活用をテーマに，質疑応答を交えて行った。
最大の争点である被害者供述の信用性の分析，検討には十分時間をかけ， メリハ
リのある解説を行った。

起案2

ア事案の概要

本事案は，職場の同僚である被告人と被害者が，仕事上のトラブルからけんか
となり，一旦はけんかが収まったものの， その後，被害者が棒で被告人に殴りか
かってきたことから，被告人が殺意を持って予め用意した包丁を振り回して，全

治約1か月間を要する両前腕切創などの傷害を負わせたとして起訴されたもので/一、
ある。

被告人は，取調べ段階で殺意を認めたが，公判では否認している。
イ設問

け） 本事案に関する設問

①弁論要旨のうち， 「被告人には殺意がなかった」 という部分についての起
案。

②弁論要旨のうち，正当防衛に関して法律要件上重要と考える点についての
簡潔な起案。

③実況見分調書の証拠調べ請求に対してとるべき弁護人の対応。また，検察一 ・
官が証人に写真を示して尋問を行った際にとるべき弁護人の対応。

（ｲ） その他の設問

被告人の保釈許可の裁判がなされた場合に，保釈保証金を減額するために弁
護人がとりうる対応等。

ウ講評 ／ーヘ
講評においては，起案1と同様に，事案全体の証拠構造や争点について説明を
行い，その上で，情況証拠による殺意の認定や，正当防衛の成否を中心に，弁護
人の立場に立って主張すべき事項につき質疑応答を交えながらメリハリのある解
説を行った。

(3)

3 問題研究

（1） 問題研究･1

ア総説

身体拘束からの解放に関する弁護人の基本的活動を，事例に即して，模擬接見
における事情聴取を交えて修習生に研究させ， その後，刑裁教官及び検察教官の
参加を得て，幅広い視点から，実務上の運用等について説明を行った。修習生を
11のグループに分け，三つの事例と各事例に関する研究課題をそれぞれ与えて

実施した。

？
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イ事例1

（ｱ） 事例の概要

被疑者は覚せい剤所持で現行犯逮捕されたが，現行犯逮捕に先立ち警察官の

職務質問を受けた際，警察官から足をかけられるなどの暴行を受けた。また，

所持品検査について承諾していないにもかかわらず，警察官にズボンのポケッ
ト内を捜索された。

㈹研究課題の内容

捜査段階において，現行犯人逮捕手続に違法性の疑いがあることが判明した
場合の弁護活動について検討させた。

ウ事例2

（ｱ） 事例の概要

会社代表者を務める被疑者が，飲酒後， スナック店員と料金を巡ってトラブ

ルとなり，通報により臨場した警察官に対して暴行したとして，公務執行妨害

罪により現行犯逮捕された。被疑者は，警察官に対して暴行した事実はないと

して，被疑事実を一貫して否認している。

（ｲ） 研究課題の内容

勾留を回避するための弁護活動をテーマに，検察官及び裁判官に対する意見
書案について，補充すべき事項を検討させた。

エ事例3

（ｱ） 事例の概要

飲食店店員である被疑者が，知人2名と共謀の上，侵入盗を働き，盗んだキ

ャッシュカードを使ってATMから現金を引き出したとして，住居侵入罪及び

窃盗罪で逮捕，勾留された。被疑者は，被疑事実を概ね認めているが，侵入盗
については見張りをしていただけであると主張している。

（ｲ） 研究課題の内容

保釈の要件を踏まえた上で，弁護人が作成した保釈請求書案について，補充
すべき事項を検討させた。

(2) 問題研究2

ア総説

少年事件の理念と目的に基づき，一般の刑事事件と異なる配慮の必要性，少年

事件の特殊性や手続について概説したうえで，研究課題について解説を行った。
修習生を11のグループに分け，少年の共犯事件の事例と，各少年の弁護（付添
人）活動に関する研究課題を与えて討論，解答させた。
イ事例の概要

少年4名が，共謀の上， スーパーにおいて缶チューハイ1!O点を窃取したとし

て逮捕されたという事案である。少年らの年齢や家庭環境，非行歴等は様々であ

り，各少年の言い分は， 「少年らの弁護人，付添人に対する供述状況」 という形
で記録上明らかになっている。

ウ研究課題の内容

①少年の弁護人として，勾留請求を阻止するために検察官に対してなすべき主

岸、
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張，勾留請求を阻止できたが家裁に送致された場合において観護措置決定を阻
止するためになすべき主張

②いわゆる年齢切迫少年の付添人が審判期日までになすべき活動及び審判期日
においてなすべき主張

③観護措置決定がなされた場合において，付添人が審判期日までの間に，少年付添人が審判期日までの間に，少年③
き主張審判期日においてなすべ･調査官等に対してなすべき活動及び･家族・調

、

P,

'
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Ⅳ刑事共通

1 刑事共通演習1及び2

（1） 指導目標

刑事共通演習は，争点整理演習（演習1 500分） とそれを踏まえた証人尋問
演習（演習2 200分） との二つの場面で構成される。

争点整理演習は，公判前整理手続を念頭に置き，具体的な事例を題材として，適
切に争点及び証拠を整理し，審理計画を策定するために，裁判官，検察官及び弁護
人は，それぞれどのような観点から， どのような活動をすることが必要とされるの

かについて，基本的な理解を得させることを目標とした。 とりわけ，修習生に争点

整理における当事者の果たすべき役割の重要性を認識させることを大きな目標の一
つとした。

証人尋問演習は，争点整理の結果を踏まえて証人尋問や被告人質問を実演させ，
争点に絞ったわかりやすい尋問の在り方を理解させることを目標とした。
なお,刑事共通カリキュラムとして争点整理を正面から取り上げるようになった
のは平成20年度からであり，その後，演習の時間枠を拡大して今日に至っている

が， このカリキュラムは，裁判員裁判を中核とするこれからの刑事裁判を担ってい

く修習生に対し，争点整理の重要性を認識させるとともに，的確に争点整理を行う

上で必要な視点を提供するもので,今後,ますます重要度を増していくと思われる。
（2） 実施内容

殺人被告事件の刑事争点整理教材（本冊） ，同（別冊）を題材として，殺意の有
無，正当防衛等の成否，重要な情状事実について，争点整理を行い，かつゥ争点整
理を踏まえた証人尋問と被告人質問の演習を行った。

本冊は，起訴状及び刑訴法316条の14により検察官請求証拠として弁護人に
開示された証拠で構成され，別冊は，検察官の手持ち証拠で後日弁護人に開示され

たもので構成されている。なお，今回の演習では，弁護人には全ての必要な証拠が

開示されたものと仮定し， また，裁判官役にも証拠に照らして争点を把握させる修

習の機会を設けさせるために，裁判官役を含め，全修習生に本冊及び別冊を配布し
て演習を実施した。

ア課題等

修習生を裁判官，検察官及び弁護人のグループに分けて，事前に刑事争点整理
教材のほか， 「証明予定事実記載書」及び「証拠等関係カード」などのプリント

資料を配布し，各自に争点整理の検討・準備を行わせた。特に， グループ内での
事前検討や書面の提出などは求めていない。
イ実施方法

争点整理演習は, 500分を三つの場面に分けた上，最初の場面と次の場面で

それぞれ殺意と正当防衛につき， 当事者間に争いのある事実関係を洗い出し，個
々の事実の位置づけについての争点整理を行い，最後の場面で最終的な争点のま

とめと証拠の採否などを行った。それぞれの場面で，各グループの代表チームが

実演による争点整理手続を行ったが，それに先立って，実演を担当するチームを

~、
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中心に， グループごとに全員による作戦会議を行わせ，各グループ内で実演に向

けた対処方針についての共通認識を持たせた。実演は， この作戦会議の方針にの

っとり行わせた。最初の実演と最終の実演終了後の二度にわたって，三教官が，

それぞれの立場から，争点整理の方法や結果について問題点を指摘するなどして

講評を行った。

証人尋問演習は，争点整理演習の結果を踏まえて尋問事項を検討し；各グルー
プの代表チームが重要証人に対する尋問と被告人質問を実演し，実演終了後，三

教官が，分かりやすく，かつ，効率的な尋問の在り方という観点から問題点を指

摘するなどの講評を行った。

2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標

検識鰯憲蹴言灘蓄灘駕謡繍裏鶏蕊皇角
れるのかについて，修習生に基本的な理解を得させることを目標とした。

実施内容

傷害致死被告事件について，具体的な事案を記載した書面，弁護人が接見時に被

告人から聴取した事項のメモ，量刑分布表（即日回収）を配布して演習を実施した。

修習生を裁判官，検察官及び弁護人の3グループに分けて，裁判官グループには

上記事案において量刑上最も重要な事情の分析を，検察官グループには検察官とし

ての情状に関する捜査の在り方のほか，公判における主張・立証上の留意点等を，

弁護人グループには弁護方針の確定や証拠の収集，公判における主張・立証上の留

意点等をそれぞれのグループごとに検討させ， レポートを提出させるとともに， こ

(2)

れに基づいて発表を行わせた上，各教官から講評を行った。

』
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第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講演「国際人権法の理論と実践」

講師 弁護士(第二東京弁護士会)■■■■■■■■■'氏
国際人権については，第54期まで，刑事弁護科目の講義の中で，主に自由権規約(B

規約）のうち刑事手続関係規定を取り上げていたが，国際人権の重要性に鑑み，第55

期以降は，全科目共通特別講義という形式に改めて国際人権全般にわたって講演を行っ
てきた。

、新第64期(B班）集合修習においても，同様の趣旨で講演を実施した。

Ⅱ弁護共通
へ

演習「弁護士倫理」

民事・刑事各分野の弁護士活動における弁護士倫理の重要性に鑑み，民事弁護に関

する.設例，刑事弁護に関する設例をあらかじめ検討させ，民事弁護及び刑事弁護両教

官において，各設例について討論及び解説を行うとともに，弁護士懲戒制度について
も講義した。

一

〃

－28－



(質料2）

》 ，
一

月

~忌頭元~｢~忘霧扇壼丁壼蒸蒄."‐〃
日
一

体冑の日10

－

．
》
｜
鱸

起案1(即日）11

－

起案1(即日）12。

Ⅱ■■■■■■■■■■■

~－－頭壼雨一｢~雨雨一13

－

演習2民共
缶

14

－

17

－

18

－

刑共演習19

－雨扉一F冥雨悪一
－

20

－

民裁起案1鱗評(1)21

平成22年1 1月期採用（新第64期）司法修習生

B班集合修習日程予定表

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

月
／
日
曜

1限目
(gg50～11:40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14245～16:36）

24 月 刑裁問題研究2 民弁起案1鱗胖 21 月 考賦

９
ノ
”
火 民裁購稜1 刑薮虜鞍1 刑弁議麓1 25 火 民裁起案1鱗評(2) 22 火 考賦

28 水

◇①

民弁問固研究(1) 26 水 民弁起案2(即日） 23 水 勤労感開の日

29 木 検察購稜1 民弁演習 27 木 民裁起案2(即日） 24 木 考賦

30 金 刑裁起案1(即白） 28 金 検察起案2(即日） 25 金 考賦

、
ノ
３

4

5

6

ア

月

火

水

木

金

民蔵問題研究

検察起案1(即日）

民弁鱗義1 民弁問題研究(2)

民共演習1 民裁講稜2

民裁起案1(即日）

31

11

／

1

2

3

4

月

火

水

木

金

刑裁起案2(即日)．

民共頗纏 刑弁起案1麟胖

刑弁起案2(即日）

文化の日 、

民共演習3

i~…~……一一一:~……月衞~一……………一リ1 2－J潔1"………一………=_……I

民裁…民事裁判 民共…民事共通

刑戴…刑事載判 刑共･･･刑事共通

民弁…民事弁踵 全共…全科共通

刑弁･･･刑事弁瞳 弁共･･･弁限共通
｡

(即日)…即日起案

(23.4.22 司研企2印）

曜
一
月
一
火
一
水
一
木
一
金
一
月
一
火
一
水
一
木
一
金

月
／
日
－
７
－
８
’
９
－
拘
一
例
一
脚
一
幅
一
帽
一
打
一
旧

曜
一
月
一
火
一
水
一
木
一
金
一
月
一
火
一
水
一
木
一
金

民薮起案2鱗酔

民裁議鞍3

－

自由研究日

●

考賦

－

､自由研究

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

刑裁膜稜2 検察鱗鞍2 民弁購鞍3 刑弁購絃2



） 》
月

／ 曜
日 ' ㈹2､綱:", ’

2眼目
(12?40～14$30） ’

月
／
白

1限目
(9;S0～11:40)

3限目
(・14:45～16835)

1限目
(g:50～11:40）

2眼目
(12:40～14:30）

3眼目
(14F45～16:35）

曜

鍵鍵義
20 月 17 月

21 火 火18

撚鰯蝿患鶴蜘職織§縄＆平成23年11月期（新第65期）司法修習生
b●

かぶ ﾛロ

#鵜鰯灘水22 19 水

, 冒砦一己＝起毛＝■壱声． 壷!△

A班集合修習日程予定表 刑共問題研究(情状) ’

蕊
23 木 民共演習2（弁溌準備期日）

四一 一一 ●◆－ 守 ●

20 木

■■ﾛ■■■■■

,'“雪
P勺

職､『
▲.

宮

|溌耀職瀧§金24 寺寸吻 21 金

民共問題研究
(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は‘毎週最終登庁日に配布する。

27 月 (和解）
己

＝【q

｜

’

｜

‘2 鷲火28 全共特別臓稜全共特別猟稜

29 水 選択型実務修習

月
／
日

_

1限目
(9:50～11:40）

2限目
(12:40～14230）

3眼目
(14:45～16Ras）

理 木30 険裳起案姉甜胖険裳起案姉甜胖
■型里＝

Ｔ
１
Ｅ
Ｉ
ぐ
り
一

一■

Ｐ８
ノ
７
３
金 31 金

９
Ｊ
／
３ 蕊蕊蕊

Ⅱ
ｊ
Ｊ
側

6 月 月 月
…蕊錘埋i垂

霧 蝿’蝿’蕊鯉譲
火7 4 火 民共演習3

Lー

民共演習3
Lー

癖贋謝圃珊 火20
Ｉ

議鍵議鍵騨鰯蕊議蕊蕊
8 水 5 水 21 水

P ? － ＝一一 ｴー一 己

‘民共演習1準備民共演習1準備

二

’木9 6 木 22 木

金10 7 金 民共演習3（交互界間）
一五 一 全 一一一一◆

金23

13 月 10 月 弁共演習 26 月
P
山 一 季』 －ぜ、 ザー 一一 毎ヘーマ

刑共演習14 火 火 民共演習4(瀕評）11

凡例
一一辱一

民践・ ・ ・民事租判

刑栽・ ・ ・刑事餓判

民弁・ ・ ・民事弁眼

刑弁. . ，刑事弁眼

I
民共・ ・ ・民事共通

刑共・ ・ ・刑事共遥

全共・ ・ ・全科共通

弁共・ ・ ・弁護共通

（即日） ・ ・ ・即日起本

23司研企2印）

15 水 12 水 刑共演習
ー寺 凸◆

聴鯉蕊聴鯉蕊木'6 ､R麺魏 木13 刑共演皆

鍵職雛騨金17 金14 民共膿軽（契約）
職蕊謹 (24ゞ 3ー一一一一

（
嫡
誰
巴



』
Ｂ
グ

』
且
』

月
／
日 |鱸’暇 ’ ｜

’

’
1限目

（g:50～11:4‘O） ":".:｡JJ
3眼目

(14845～16:35〉

月
／
日

1限目
(9:50～11：40） ’

1

2限目
(12$40～14:30）

3限目
(14245～16235）

2限目
(~12:40～14：30）

昭

罫胃藷一

蕊鍵
15 画

周 12 月 弁共演習

一一完

一

判 ．
‐

甲

---_亡≦-÷二 "＝ゞ

罰 ・
草 一

＝＝一F

錘火 全共特別胴較16 13 火
平成23年7月期（現行第65期）司法修習生

三一■ 一

後期修習日程予定表

平成23年11月期（新第65期）司法修習生

B班集合修習日程予定表

17 水 刑共間麺研究（愉状） 民共演厨1 （口頭弁鯰期日） 水14

晶瞠=暑』＝．－

蘂繍灘蕊18 木 木15

鐸創
金19

譲畿鱗
16 金 自由研究日 く F‘0

口

曲

“ぬ．望、

r

6盟 月 19 月

鱗鍵騨鶴溌灘騨譲灘騨
(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は．毎週最終登庁日に配布する。 火23 20 火”丑二

二垂勺' 一一一■ 一

顎

ー

’ ’
【
Ｈ
／
日

1限目
(9350～11W40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

喝 水24 水21

‘…鼠I
＝9

／
27

一

「木 25 木 22 木

’ 一ヨーーーー一一一一 一 三一一＝言 ユーー 心 配

’
28
《
、 26 金 民共演習2（弁賄皐伽期日） 民共問題研究（和解） 金 勤労感鮒の日

遜患蕊
23

１
１

｜
卿
惑
鑿

10

／
1

検察鋼嚢1月 29 月 26 月

2 火 30 火

3 水 31 水

’
11

／
1

4 木 木 民共演習3準燗 刑共演雷

5 金 2 金 刑共演習

一宗一一 ＝l ぱ＝･舌 ＝－ －廷 一一一司
り蛍と‘ 〃 G・ ｡, ‐ 』 号鑑,垂1

‘ ． 偉肴の白:;，ダ ￥ ‘ 2 ..毛 ‐ .､戸睦凄
■ ■ ． ロf…鯉｡浬乾_ ‘．~蝋額“"珍書墾懸蕊垂…堂:陶細鼠瞳懲騨鍾一

｜ 鋪鯉騨
8 月 5 月 刑共演習

火9 6 火 民共演習a (交互尋問）
■ 1 －－－← ■ 一 ’

叶

■■■■■■■■■■■■■

灘:I恒』 、

，電想

民救・ ・ ・民事栽判

刑践・ ・ ・刑本裁判

艮弁・ ・ ・民束弁腹

刑井･ ･ ･刑事弁腹

民共・ ・ ・民享共通

刑共・ ・ ・刑市共通

全共・ ・ ・全科共通

弁共・ ・ ・弁隈共通

（即日） ・ ・ ・即日起索

11 司研企2印）

10 水 水7 民共綱蛙（契約）
し盛

j －－曇一 一ﾆｰｰ一.‐＝‐塁… ‐P, 凸 ▲
。病 ヰー ローー』ぐ’－2レ 君一・一 一可 『~ 世‐弓 －－ 奎包 -.

●

堂聖勾ゥ●、魚

～圧

木11 餌 木 民共演習4（鯛酔）8

鱗鍵蕊 …亀脳
（
蹄
逵
．
と

．壷 一

｜
Q

uD

e

－ 芭

12 金

蕊鯉蝿
0 金

(24．5

総溌 I蕊識騨

凡例



(資料5）

選択型実務修習全国プログラム集計(新第65期A班｡B班の合計）

倖、

凸

】h【

庁会 実施庁会 プログラム名 プログラム数 募集人数 応募人数 決定人数

裁判所
東京地裁

大阪地裁

知財

知財

4

4

80

32

97

28

80

28

検察庁 法務省 法務行政 2 40 237 40

弁護士会

《
室
一
一
一

｛
泉東

大阪

大規模事務所

渉外

知財

、企業法務

渉外

知財

8

6

2

2

22

17

21

6

4

2

32

18

43

9

6

12

32

13

19

4

3

2

29

13

法テラス 37 73 320 66

外務省 1 ． 1 ． 5 1

UNHCR 2 4 4 3

IOM 2 2 6 1

JICA 2 4 40 4

ILO 2 2 5 4

計 113 321 857 297

修習地 応募人数 決定人数

東京 106 39

横浜 40 15

さいたま 38 15

千葉 41 16

水戸 5 1

宇都宮 8 3

前橋 12 2

静岡 13 5

甲府 5 1

長野 7 2

新潟 5 1

大阪 87 26

京都 29 13

神戸 34 6

奈良 、 16 7

大津 13 4

和歌山 6 2

名古屋 50 21

津 9 4

岐阜 16 8

福井 6 2

金沢 7 2

富山 2 2

､広島 35 12

山口 9 4

修習地 応募人数 決定人数

岡山 14 3

鳥取 2 0

松江 2 1

福岡 43 13

佐賀 6 0

長崎 11 4

熊本 12 6

大分 18 4

、鹿児島 10 2

宮崎 ． 9 5

那覇 12 6

仙台 32 9

福島 3 1

山形 6 2
●

盛岡 2 1

秋田 5 2

青森 4 3

札幌 20 6

函館 10 4

旭川 1 0

釧路 3 0

高松 7 2

徳島 9 4

高知 9 4

松山 8 2

計 857 297



(資料6）

新第65期個別修習プログラムの実情

へ

魚
ｒ

裁判所提供

○医療・労働・行政事件○医療観察事件○令状事務日唇遼？万働旦汀政事件○医療観察事件○令状事務 ○少年院・児童相談所等見学
○書記官事務見学○執行現場見学
検察庁提供

○法医学・精神医学講義○DNA型薬物等鑑定講義
弁護士会提供

○医療・知財事件○登記事務O環境・公害問題○弁護士倫理○民事弁護○刑
○企業法務○他士業修習（司法書士，税理士，公認会計士，不動産鑑定士，土地家屋

※各庁から報告されたプログラム案内から分析したものであり，集計された提供
である。

○刑事
濫定士，土地家屋調

弁護
査士等）

集計された提供庁数は概数

プログ ラ ムの概要 提供庁数

裁判所

(1腫常事件

(2)特殊事件 保全

執行

破産

(3)家庭裁判所

50

38

42

42

50

検察庁

(1艘査・公判（1箇月）

(2腔査・公判（2週間）

(3俔学等

50

39

49

弁護士会

(1他事務所修習

(2階殊事件 保全

執行

倒産

行政

労働

家事

少年

(3溥門分野 消費者問題等

民事暴力

交通事故

人権

高齢・障害

犯罪被害者

(4)公益的活動

(5)その他 法テラス

民間

自治体等

32

16

12

35

13

33

25

33

39

16

27

20

29

17

24

26

16

18

共同
民事模擬裁判(模擬和解を含む｡）

刑事模擬裁判

21

50



(資料7）

司研企第002938号

ル

（組ろ－04）

平成23年12月15日

地方裁判所事務局長殿

司法研修所事務局長笠井之彦

八
魚

平成22年度11月期（新第64期）司法修習生の選択型実

務修習における自己開拓プログラムの修習先及び審査結果等

について（通知）

標記の自己開拓プログラムの修習先及び審査結果等について，別紙のとおり取り

まとめましたので，執務の参考にしてください。

なお，貴地所在の地方検察庁及び弁護士会に対しては，貴庁から通知してくださ

い。

へ



(別紙）

選択型実務修習における自己開拓プログラム修習先と審査結果等 (新第64期）

【承認された修習先】

･官公庁及びその関係機関等

①厚生労働省

②中央労働委員会

③総務省

④財務省

⑤内閣府

⑥消費者庁

⑦海上保安本部

⑧参議院法制局

⑨法務局

⑩県庁・市役所

⑪陸上自衛隊

⑫県警察本部

⑬税関

⑭入国管理局

⑮児童相談所

声

~

⑯国連機関（駐日代表事務所）

⑰生活支援センター

⑱女性相談センター．

⑲国立大学

⑳独立行政法人

･民間企業等

①一般企業（銀行・信用組合， (自動車，飲料，IT･企業， メーカー保険会社，



電気機器等） ，鉄道会社，シンクタンク，プロ野球球団運営会社，広告代理店，

投資ファンド，技術開発型事業， アニメ制作会社等）

②新聞社，放送局

③会計事務所（税理士，公認会計士）

④監査法人

⑤特許事務所

⑥司法書士事務所

⑦社会保険労務士事務所

⑧不動産鑑定事務所

⑨医療機関（病院）

⑩社会福祉法人

⑪公益社団法人（犯罪被害者支援）

⑫一般財団法人（スポーツ仲裁機構， 中小企業総合支援）

⑬特定非営利活動法人(NPO法人) (薬物依存リハビリ施設，市民活動サポ

ート，女性自立・参画支援）

⑭人権NGO

⑮私立中学校・高等学校

【不承認とされた修習先】

①弁護士事務所

司法修習生と弁護士の合意により弁護修習先を選択することを認めること

になるため，弁護士事務所を自己開拓プログラムの修習先とすることは原則と

して認められない（選択型実務修習の運用ガイドラインに関するQ&AのQ1

9参照） 。

②配属修習地外の市役所，放送局

いずれも修習先が配属修習地外であるところ， 「配属修習地では履修が不可

能な修習内容」があるとは認められない（選択型実務修習の運用ガイドライン

瓜

角

＝



第2参照） 。

③配属修習地外の刑事収容施設

個別修習プログラムとして，矯正の実情に関する知識を深化させることを目

的として「刑務所見学・業務内容修習」を内容とする見学プログラムが提供さ

れており，司法修習生が将来法曹として犯罪者更生のための活動を行っていく

上で必要な知識等の習得という観点から見た場合に，同プログラムに加えて本

件プログラムを別途実施しなければならないだけの必要性がない。

※注意事項

ここで承認された修習先として掲げた修習先と同業種の修習先であれば,直蛎
に承認がなされるものではない。修習先の業種のみならず，修習の内容， 当該司

法修習生と修習先との関係等を個別に検討した上で，承認又は不承認が判断され

るものであることに留意する必要がある。

へ



(資料8）

1第66期修習日程

B班 A班
修習区分

修習期間 修習期間移動日 移動日

第1クール開始
日

第1クール開始
日

24. 11.27. (火）

25.1.30. (水）

41

24.11.27.（火）

第1クール 終了日

実日数

終了日 25.1.30.（水）

実日数 41

第2クール開始
日

第2クール開始
日25.1.31 （木） ’

25330(土) ’

25.1.31. （木）

第2クール 終了日

実日数

分
野
別
実
務
修
習

終了日 25.3.30.（±）

40 1 実日数 40

第3クール開始
日

終了日

第3ｸｰﾙ開始' 25331 （日）日 ’25.3.31.（日）

25.5.30. (木）第3クール 終了日 25.5.30. （木）

実日数 実日数41 41

ー
■

第4クール開始
日

カリキュラム終
了日

終了日

実日数

第4クール開始
日

カリキュラム終
了日

25.5.31. (金）

25.7.29.（月）

25.5.31. (金）

25.7.29.（月）
第4クール

25.7.30. (火） 終了日7.30は自由研究日 25.7.30.（火）

実日数41 41

， 選択型修習
開始日

選択型修習カリ
キュラム開始日

カリキュラム終
了日

終了日

実日数

25.7.31. (水） 集合修習開始日 25.7.31． （水）

集合修習カリ
キュラム開始日

25.7.31. (水） 25.8.2.（金）

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

カリキュラム終
了日

25.9.20. (金） 25.9.20.（金）

難繍
25.9.26.(木） 終了日 25.9.23.（月）

実日数 35

選択型修習
開始日

選択型修習カリ
キュラム開始日

集合修習開始日

集合修習カリ
キュラム開始日

25.9.27. （金） 25.9.24.（火）

25.9.27.（金） 25.9.25.（水）

カリキュラム終
了日

終了日

カリキュラム終
了日

25.11. 18.（月） 25.11.18.（月）
今

25.11.19.(火） 終了日 25.11.19.（火）11.19は自由研究日 11.19は自由研究日

|早稲究日をあわせ実日数 35

※なお,A狂の選択型実務修習及びB斑の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

2第66期配属地

東京（立川支部を含む。 ） ，横浜， さいたま，千葉，水戸，宇都宮，前橋，静岡，甲府，
長野，新潟，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山，名古屋，津，岐阜，福井，金沢，
富山，広島，山口，岡山，鳥取，松江，福岡，佐賀，長崎，大分，熊本，鹿児島宮崎
那覇，仙台，福島，山形，盛岡秋田，青森，札幌函館，旭川，釧路，高松，徳島，
高知，松山



夢 》

第66期事務日程 平成24年6月4日

H24 H25

？9/11
の

●
の

O

d
d

G
q
G
d

4
■

J●■●■●ｰ■●■●巳

;箇文式；
;賦験合；
;格発舞～9
も｡････････ﾛG2

◆
･

鞘涌謹薯§
;申込期雛
“O0q0Q・・・・・・◆零

◆･●

26９
９
Ｆ
■
■
■
■
■
蛤

●
。
、
■
Ｕ
■
■
■

？
■

繍
嚥
．
・
・
・
叩２

８１
０
ヂ
■
●
●
ｐ
旬
叱
ｏ
Ｉ

ｆ

7/31～
～ 渦

◆
●
・
●
●
．
．
．
．
．
．
．
●
…
・
・
鋤
●
●
●
：

／１１－◆
！
§
8
8
8
，

●

巳

2

；

ｂ
■
■
■
●
■
町
ｐ

●
…
・
》
辮
錠
』

12月
◆

i

: (A班）
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Ｉ各配属修習地で修習開始
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０
０
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合
中
。
●
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Ｏ
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●

集合修習

（2箇月）
7/31～9/23

選択型実務修習

（2箇月）
9/24～11／19

分野別実務修習8箇月(各2箇月×4分野）
修
習
終
了

今考
試I

第1ｸｰﾙ
11/27～1/30

第2ｸｰﾙ
1/31～3/30

第3ｸｰﾙ
3/31～5/30

第4ｸｰﾙ
5/31～7/30

●

選択型実務修習
（2箇月）
7/31～9/26

集合修習
（2箇月）
9/27～11/19

申
申
●
●
ｅ
●
●
●
●

(B班）

10/12頃

？

’
I

第66期における集合修習と選択型実務修習の順屑

修習地内定通知（修習生あて）
配属予定者通知（配属庁あて）

(A班）東京(立川支部を含む。 ),横浜， さいたま，千葉
大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山

(B班） 水戸，宇都宮，前橋，静岡， 甲府，長野，新潟，
名古屋，津，岐阜，福井，金沢，富山．
広島，山口，岡山，鳥取，松江,、
福岡，佐賀，長崎，大分，熊本，鹿児島，宮崎，那覇，
仙台，福島，山形，盛岡，秋田，青森, ・
札幌函館．旭川，釧路，
高松，徳島，高知，松山

10/19頃

！
組番号･班･集合場所通知(修習生あて）
教材等発送

（
鴻
謹
巴

※チャートの置き位置･日付は,あくまでイメージであり,確定したものではない。

修習順序･集合
場所報告



(資料10）

全国プログラムの募集から決定まで(第66期）
ノ

菫国プログラム提供霜

に対し全国プログラム
の提供依頼を送付唖迩

司 法 研 修 所

全国プログラムを司法
研修所に対し送付

全国プログラム提供者全国プログラム提供者全国プログラム提供者

,~

に罰月中旬一
報翠署旬ユ 司法修習生

全国ブﾛグﾗﾑ名簿(応募
者)に入力 地方戴判贋 検察庁庁 1 11弁哩士会

地方裁判所

理上創#（
全国プログラム名嫁(応募
者)を全国プログラム提供
者に送付 司 法 研 修 所

↓全国プログラム名簿(決定一
者)に,修習対象決定者を入園、

を送付 全国プログラム提供者全国プログラム提供者全国プログラム提供者

'翌鵜（

司法修習生



(資料11）

弁護実務修習における導入的教育について

(第20回委員会における議論の取りまとめ）

1．導入的カリキュラムの実施及び期間

（1）少なくとも現状において，分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入
的教育を実施する必要性は否定されない。

（2）裁判所・検察庁は，それぞれ分野別実務修習の中でクール毎に導入的教育を
実施しており，改めて共通の導入的教育を行う必要はない。
（3）弁護士会は，組織的な対応が困難である上，会ごとに規模等に差があり，特
に小規模会においてはクール毎の導入的教育の実施が困難なところもあって，
修習生にとっては配属された単位会によって扱いが大きく異なりかねない。こ
の問題を解消するために，全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして，各実
務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施する必要がある。
（4）共通カリキュラムをクールごとに実施することは，実施主体である単位会の
負担が大きいので，その回数を1回とし，最も効果的な第1クールの早い段階
で行う。

（5）裁判所・検察庁の協力が必要となるので，期間は必要最小限の2日 （民事弁
護・刑事弁護各1日）程度とし，第1クール中の具体的な日程の設定について
は，できる限り弁護修習以外の修習への影響を少なくするための工夫を行う。
そして，修習区分ごとの期間設定に当たっては，選択型実務修習や集合修習の
日程への影響も最小限に止めるよう留意しながら，第1クールの日数を，他ク
ールよりも導入的カリキュラム分（2日程度）多く確保し，同日数を除いた第
1クールの日数と他クールの日数は，可能な限り均等になるようにする。
2導入的カリキュラムを実施する場合の検討事項

（1）導入的ｶﾘｷｭﾗﾑは,出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内
容にする必要がある。

（2）導入的講義の内容としては，①弁護士の活動全般について具体的なイメージ
を持たせるとともに，分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確に
するガイダンスや，②法科大学院で履修した内容を確認するとともに，比較的
簡単な事案を用いて実際の法的分析，事実認定等に触れる機会を与えることな
どが考えられる。

（3）導入的カリキュラムの内容に関しては，起案にこだわるのではなく，法科大
学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか， どのようにし
て具体的事実を分析，検討していくのかという基本的な考え方を指導するな
ど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい，
効果的なものを検討すべきである。

(4)導入的カリキュラムの内容の検討，教材の作成等については， 日弁連と司法
研修所が協力して行うのが相当である。
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(参考)経済状況調査の結果慨劉

O弁證士6年目(貸与制の下で修習資金の返還が開始される時期)平成22年分所得、
平均値1073万円,中央値957万円

○弁鐘士6年目～15年目(貸与制の下で返還を行う期間)の平成22年分所得分布
600万円以上79%200万円以上400万円未満6．7%200万円未満5.5%

O法科大学院･大学在学中の奨学金利用率48．3%
○利用者の合計平均額(法科大学院の奨学金等の返還開始時点）
347万円(毎月合計返還額2万1000円）

ム

O司法制度改革では,今後の社会の法曹に対する需要が量的に増大するととも
に,質的にも一層多様化･高度化すると予想｡社会の様々な方面に法曹が進出
し,多様なニーズに即した良質な法的サービスを提供する必要から,法曹人口・
拡大の目標を掲げ,新しい法曹養成制度を創設。

O現状では,想定したほどには,法曹有資格者の社会進出は進んでおらず,法
曹の養成に閨する制度の在り方についても,様々な問題点が指摘されている。

○これらを踏まえて,フオーラムにおいては,法曹の活動領域の在り方,法曹養
成制度の在り方,法曹人口の在り方等について意見交換｡第一次取りまとめ以
降も,引き続き検討。



法曹の養成に関するフォーラム検討経過

【会議の経過】

/一1

へ

【司法修習終了者等の経済的な状況に関する鯛査】

平成23年5月中旬～同年6月中旬にかけて実施。

1

開催日 溌 事

第1回

平成23年5月25日

1 法務大臣あいさつ

2 委員の紹介

3 会蟻の進め方等について

4新しい法曹養成制度について．

5章.貝交換

第2回

平成23年6月15日

1 ．会溌の公開について

2関係者の取組について

(1) 法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム
について

(2) 法科大学院教育について

(3) 法曹有資格者の活動領域の拡大について
3章･貝交換

第3回

平成23年7月1 3日

1 貸与制について

2 日本弁護士連合会の取組について

3 ｢司法修習終了者等の経済的な状況に関する調査』

集計結果報告．

4毒見交換

第4回

平成23年8月4日

1 鋪点整理（第一次取りまとめの骨子） （たたき

台）について

2 司法修習について 。

3 鐘一次酌りまために向けた意見交換

第5回

平成23年8月31日

1 第一次取りまとめ（案）について

2 箪一次取りまとめに向けた意見交換



法曹の養成に関するフォーラム構成員名簿

(平成23年8月31日現在）
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我が国の司法制度の抜本的な改革ともいうべき司法制度改革は，国民
に身近で頼りがいのある司法の実現を目指し，その人的基盤の整備のた
めに法曹人口拡大の目標を掲げるとともに，法科大学院を中核とする新
しい法曹養成制度を創設した。法科大学院は平成16年から学生の受入
れを開始し，平成18年からは法科大学院修了者を対象とした新司法試
験が実施され，新しい法曹養成制度を経た多くの有為な人材が法曹とし
て活躍するに至っている。その一方で， この制度に関する様々な問題点
も指摘されるようになり，現状を放置すれば，質9量ともに豊かな法曹
を養成するという司法制度改革の理念の実現が困難になるのではないか
との懸念が示されている。

このような状況の下，法務省及び文部科学省が， 「法曹養成制度に関
する検討ワーキングチーム」を開催して法曹養成制度に関する問題点・
論点とこれに対する改善方策の選択肢の整理を行い，平成22年7月に
その検討結果を取りまとめるとともに，問題点・論点に対応するための
方策について更に具体的な検討をする必要があるとされた。また，司法
修習生に対する貸与制の導入を1年延期する『裁判所法の一部を改正す
る法律｣の成立に伴い，同年1 1月24日，政府及び最高裁判所に対し，
①平成23年10月31日までに，個々の司法修習終了者の経済的な状
況等を勘案した措置の在り方について検討を加え，その結果に基づいて
必要な措置を講ずること，及び②法曹の養成に関する制度の在り方全体
について速やかに検討を加え,その結果に基づいて順次必要な措置を講
ずることを求める「裁判所法の改正に関する件」が衆議院法務委員会で
決議された。

これらを踏まえ，平成23年5月13日,内閣官房長官，総務大臣，
法務大臣，財務大臣，文部科学大臣及び経済産業大臣の申し合わせによ
り「法曹の養成に関するフォーラム」 （以下「本フォーラム」という｡）
の開催が決定した（構成員は別紙1参照)。

本フォーラムは，司法制度改革の理念を踏まえるとともに，前記ワー
キングチームの検討結果及び前記決議の趣旨を踏まえつつ， (1)個々の
司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方， (2)法曹の
養成に関する制度の在り方について検討することを使命とし，本年5月
から会議を重ねて検討を行い，今般，その結果を第一次取りまとめとし
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て公表するに至った。

篁呈一鐘駐里鐙型

本フオーラムは，検討課題(1)については，平成23年8月末までに
検討結果を第一次取りまとめとして公表し，検討課題(2)については第
一次取りまとめまでに可能な限りで検討し，その後も引き続き検討を行
うというスケジュールを設定して検討を行った。また，同年5月中旬か
ら6月中旬にかけ，本フオーラム事務局において，検討課題(1)に関す
る「司法修習終了者等の経済的な状況に関する調査」 (以下「経済状況
調査」という｡）を行った。

第一次取りまとめに至るまでの本フォーラムの検討経過は，別紙2の
とおりである。

肉

篁些週竺堕亘雄潭豊工這堕謹迦蓮逗笠査勘塾圭措置里迄塑三2LiX

1 司法修習の意義と経済的支援の必要性

司法修習は，新しい法曹養成制度においては，法科大学院教育との有
機的連携の下に実務教育（法曹として実務に必要な能力を修得させるた
めの教育）の主要部分を担うという重要な位置付けを与えられている。
司法修習においては,社会で実際に起きている生きた事件を素材として，
臨床的に実務的なスキルやマインドを磨くことがその主眼とされてお
り，裁判所，検察庁，弁護士事務所に籍を置いての実務修習を中核とし
．てカリキュラムが構成されている。修習は法曹として活動するための共
通の基礎となるものであり，新しい法曹養成プロセスにおいては，必須
の課程として置かれている。

このような修習の重要性に鑑み，我が国においては，法曹三者を統一
的に養成する修習制度を国が国費で運営する一方，司法修習生は，修習
期間中，修習に専念すべき義務を負うこととされている。
司法修習生が修習に専念できるようにするためには，修習期間中の生
活の基盤を確保する必要がある。そのため，司法修習生に対し，経済的
支援を行う必要がある。

凸

2経済的支援の基本的な在り方
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貸与制導入の経緯，趣旨とその概要等

ア貸与制導入の経緯等

従来は，戦後採用された統一修習の下，司法修習生が修習期間中
の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし，修習の実効性
を確保するための一つの方策として，司法修習生に対し給与を支払
うとの制度（以下『給費制』という｡）が採用されてきた｡
しかし，平成13年6月の司法制度改革審議会意見害において，

給費制について，将来的な貸与制への切替えや廃止をすべきではな
いかとの指摘もあり，新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の
位置付けを考慮しつつ，その在り方を検討すべきであるとの問題提
起がされ， これを受けて司法制度改革推進本部の下に設けられた法
曹養成検討会において貸与制導入について検討，立案の合意がなさ
れ国会での審議を経て,平成16年12月，裁判所法改正により，
給費制に代わり，司法修習生がその修習に専念することを確保する
ための資金（以下『修習資金」という｡）を国が貸与する制度（以
下「貸与制」という｡）が導入され，施行日については平成22年
11月1日とされた。

貸与制は，同日にいったん施行されたが，昨今の法曹志望者が置
かれている厳しい経済状況にかんがみ，それらの者が経済的理由か
ら法曹になることを断念することがないよう，法曹養成制度に対す
る財政支援の在り方について見直しを行うことが緊要な課題である
として，同月26日，平成23年10月31日までの間，貸与制を
停止する裁判所法改正法が成立し，同日までに採用される司法修習
生に限り給与が支給されることとなっている。

イ貸与制導入の趣旨

貸与制導入を決定した上記の検討・審議においては，以下の諸点
などを考慮すれば， これ以上給費制を維持することにつき国民の理
解を得ることは困難であるとされた。

①新たな法曹養成制度の整備や日本司法支援センター(法テラス）
の創設，裁判員制度の導入等，新たな財政負担を伴う司法制度改
革の諸施策を進める上で，限りある財政資金をより効率的に活用
し，司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な国民負．
担（財政負担）を図る必要があること。

②給費制創設当初と比較して,司法修習生が大幅に増加しており，r、

(1)

へ
～
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新たな法曹養成制度の整備に当たり，司法修習生の増加に実効的
に対応できる制度とする必要があること。

③公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するの
は，現行法上，異例の制度であること。

他方，司法修習生に対して経済的支援を行う必要があることに変
わりはないことから，上記の諸点を踏まえ，国民の理解を得つつ，
修習に専念できる環境を確保するための措置として，給費制に代わ
り，貸与制を導入することとされた。
ウ貸与制の内容

こうして導入された貸与制について，法律及び最高裁判所規則に
おいて定められている貸与制の具体的な内容は別紙3のとおりであ
るが,その主要な点は次のとおりである。なおI旅費も支給される。
①貸与は無利息である｡また，資力要件はなく， 自然人2人又は
指定金融機関の連帯保証を得て，希望すれば全員が貸与を受ける
ことができる。なお， 自然人の保証人の場合には，国の他の修学
資金の貸与制度とは異なり，父又は母が要求されておらず， 自然
人の保証が立てられない場合でも，金融機関による保証が受けら
れるように特段の配慮がされている。

②貸与額は，給費制での支給水準（月額20万4200円及び諸
手当）との連続性も考慮し,基本額が月額23万円とされている。
また，扶養家族がある者又は住居を賃借している者については月
額25万5000円，そのいずれにも該当する者については月額
28万円の選択が可能である。他方， より少ない額を希望する場
合には， 月額18万円の選択も可能である。

③貸与された修習資金の返還についても，法科大学院在学中の奨
学金の返済負担等も考慮の上，無理なく返還ができるよう，据置
期間を設けることとした。具体的には，修習期間終了後5年間は
返還を求められず，その後10年間の年賦払いとされている。基
本額である月額23万円の貸付けを受けた場合，返還額は月額約
2万5000円相当である。

偽

八

(2) 給費制を維持すべきとの見解（貸与制導入に支障があるとの見解）
これに対し，司法修習生に対する経済的支援の在り方として，従来
給費制を維持すべきとの見解（貸与制導入に支障があるとの見解）の給費制を維持すべきとの見解
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が表明されている。その趣旨としては,主に次の点が挙げられている。
①法科大学院在学中の学費・生活費及び司法試験合格までの生活費
の負担に加え，貸与制導入による経済的負担の増大により，資力に
乏しい者が法曹になれなくなるおそれがあること。

②上記同様，貸与制導入による経済的負担の増大は，法曹志願者が
大幅に減少している現状において， とりわけ社会人出身者や他学部
出身者を含む法曹志願者減少を更に拡大させ;人材の多様性を確保
できなくなるおそれがあること。

③給費制は法曹の公共的使命の自覚を促し，弁護士の公共心や強い
使命感の醸成を制度的に支え，弁護士の社会への貢献・還元に資す
るものであること。

④給費は，司法修習生が司法研修所長や配属地の高裁長官らの監督
に服して修習に専念すべき義務を負い，兼職禁止や守秘義務等の公
務員同様の身分上の制約を受ける代償であることbまた，司法修習
の実態は訴状や判決文の原案作成，被疑者の取調べ，接見など労働
に近く，全国各地への任地配属に伴う経済的負担（例えば,転居費
用など）も大きいこと。

/へ
－

､

(3) 本フオーラム事務局が実施した経済状況調査の結果
前記のとおり，貸与制を1年間停止する裁判所法の改正がされた際
には，衆議院法務委員会において,個々の司法修習終了者の経済的な
状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え，その結果に基づ
いて必要な措置を講ずることが決議された。

このため,本フオーラムでは，司法修習終了者等の収入・所得，奨
学金等の借入れなどの経済状況を把握するため，前記第2のとおり，
本フォーラム事務局において経済状況調査を実施した。その概要は別
紙4のとおりであるが，結果の要点は，次のとおりである。
ア収入・所得調査について

弁護士6年目（貸与制の下で修習資金の返還が開始される時点）
の平成22年分所得額は，平均値が1073万円，中央値が957
万円であった。

弁護士6年目から15年目まで（貸与制の下で修習資金の返還を
行う期間）の平成22年分所得額分布は, 600万円以上が79%
を占めた。他方, 200万円未満が5. 5%, 200万円以上40

/令
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0万円未満が6． 7％であった。

イ奨学金等調査について

法科大学院・大学在学中の奨学金等について，利用率は48． 3

％，利用者の合計平均額（法科大学院の奨学金等の返還を開始する
時点)は347万円,毎月の合計返還額は2万1000円であった。

0

(4) 本フォーラムでの検討結果

本フォーラムでは，前記の貸与制導入の経緯，趣旨とその概要及び
給費制を維持すべきとの見解についてそれぞれ説明を受けた上，経済
状況調査の結果も踏まえ，検討を行った。検討の結果は，以下のとお
りである｡ ・

ア本フォーラムにおいて大勢を占めた意見・

本フオーラムにおいては，貸与制を基本とした上で，個々の司法
修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置を検討すべきであると
の意見が大勢を占めた｡その理由として述べられた意見Iま,次のと
おりである。

(ｱ） 貸与制導入の趣旨との関係（別紙5参照）

まず，司法制度改革においては，新しい法曹養成制度， 日本司

法支援センターや裁判員制度など，多額の財政負担を必要とする
諸施策が導入されたが， このような司法制度改革全体の制度整備
を進める中で，全体としての財政負担を考えると，司法修習に要
する経費を国庫負担とすることに加えて，すべての司法修習生の
生活資金まで給与として支給する給費制を維持することについ
て，国民の理解を得ることはもはや困難であると考えられたこと

から，国民の理解を得つつ，修習に専念できる環境を確保するた
‐めに，必要に応じて修習期間中の生活資金を貸与する貸与制が導
入されたものであるとの基本的認識が述べられた。

また，貸与制を導入するに当たっては，他の職業に就く場合と
のバランスも考慮されたものと考えられるとの認識も示された。
これを前提に，司法修習生に対する貸与制については，司法制
度改革全体との関係を考慮した上，法曹関係者等も加わった検討
会及び国会で十分な議論を経た上で，既に法律が定められ，その
導入が決定している以上，その方針を維持し，貸与制を施行する
ことが必要であるとの意見が述べられた。これに加えて，仮に，

/亀
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司法制度改革の諸施策のうち，貸与制のみ施行せず，給費制を維
持するようなことになれば，司法制度改革全体を否定することに
なりかねないとの意見も述べられた。同様に，貸与制の導入は，
既に法律で決まっていることであり， これを覆して給費制を維持
するということは，新たな立法の提案に当たるものであるから，
その必要性が十分示されなければならないが，給費制の維持を主
張する見解は，貸与制導入に際して議論された諸点について説得
的な論拠を示していないとの意見が述べられた。

(ｲ） 修習に専念できる環境の確保

前記のとおり，司法修習の重要性に鑑みると，司法修習生が修
習に専念できる環境を確保することが重要である。
この観点から，貸与制の具体的内容を見ても，貸与に当たり資
力要件による制限はなく， 自然人2人又は指定金融機関の連帯保
証を条件に（国の貸付制度では,基本的には親による保証が要求
されているところj貸与制の下では，保証人は親でなくてもよい
ものとし，保証の条件が緩和されている｡)，誰でも無利息で貸
与を受けられることとされているとの意見が述べられた。なお，
指定金融機関による保証が受けられないのは極めて例外的な場合
に限られており，万が一そのような場合が生じたとしても，保証
人となる自然人又は他の金融機関を探す余地が残されており，後
記イの少数意見が指摘するような経済的事情により司法修習がで
きない事態が生じることは想定し難いとの説明がなされた。
貸与額についても，司法修習生が生活の基盤を確保し修習に専
念できるよう，給費による額と同程度の額が定められており，貸
与された修習資金の返還についても,修習期間終了後5年間は返
還を求められず，その後10年間の年賦払いとされており， これ
らの点で，一般の貸付制度に比べ，相当有利な条件となっている
との意見が述べられた。

） 経済状況調査の結果と修習資金の返還の負担

角
一

へ

(ｳ） 経済状況調査の紹呆と修省貫霊の遅遅”貝担

本フォーラム事務局が実施した経済状況調査の結果を踏まえ
て，貸与制の下で修習資金の返還を行う予定の経験年数6年目か
ら15年目までの弁護士の所得水準は，低いものではなく，一部
の低収入・低所得者に対する措置の必要性については別途検討す
る必要性があるとしても，貸与制を利用する大多数の弁護士にと
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って，貸与制の下で修習資金を返還することは，十分可能である
と考えられるとの意見が述ぺられた°そして， このような調査結
果を基に，経済的支援を要しない者を含め司法修習生全員に対す
る一律給費を維持することは，納税者である国民の理解が得られ

ないばかりか，かえって不公平を招くこととなるとの意見が述べ
られた。また,近年における弁護士の所得の減少傾向については，
所得の減少傾向は弁護士のみならず国民一般についていえること

である上，弁護士の所得は国民一般のそれに比べ，なお相当高い
水準にあることから，給費制を維持する理由とはならないとの意
見が述べられた。

(ｴ） 資力に乏しい者が法曹になれなくなるおそれ（給費制を維持す
べきとの見解①）について

貸与制は，司法修習自体は国費により運営されることを前提と
した上で，個々の司法修習生の生活費としてどれだけのものを援
助するかという観点から，相当に有利な条件で修習資金を貸与す
る制度とされており，資力の十分でない人が法曹となる機会を十
分に担保するよう考えられているとの意見が述べられた。

(ｵ） 法曹志願者減少への影響（給費制を維持すべきとの見解②）に
ついて

近年，法曹志願者の減少が指摘されるが，それは，司法試験合
格率の低迷，弁護士の就職難等が指摘される一方，数年にわたる
法科大学院での就学やそのための相当額の金銭的負担を要するこ
となどから，法曹を目指すことのリスクが高いととらえられてい

ることが主因であると考えられ，給費制から貸与制に移行するこ

とが大きな影響を与えることにはならないと考えられるとの意見
が述べられた。また， これに関連して，貸与制に移行するか否か
の問題は，司法試験に合格し，法曹の地位を得ることが見込まれ

る者に対する経済的支援の在り方についての問題であるが，法曹
志願者にとっては，司法試験に合格するか否かが最大の関心事で
あり，法科大学院を修了しながら司法試験に合格しないという問
題の方が重要であるとの意見も述べられた。

さらに，法曹志願者の心理的障害の一つの理由として弁護士の
所得が減少していることがあるとしても，そのことに対して給費
制を維持したところで問題の解決にはならないとの意見が述べら

へ

鼻、
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れた。

(力） 給費制と弁護士の公共心等との関係（給費制を維持すべきとの
見解③）について

弁護士が公益のための活動を行うのは，弁護士は基本的人権の
擁護や社会正義の実現を使命とする(弁護士法第1条第1項参照）
からであり，給費制により担保されるものではなく，弁護士の公

共心の醸成は，修習期間中の経済的支援の在り方により図るべき
ことではなく，教育や弁護士自身の志の問題であるとの意見が述
べられた。

(ｷ） 給費制と司法修習の実態との関係（給費制を維持すべきとの見
解④）について

給費制を維持すべきであるとの立場からは，司法修習の内容に
ついて，労働に近いとの指摘もあるが， これに対しては，司法修
習は，法規上もまた，実際上も，司法修習生に法律実務を体験
的に理解させることを目的とした，法曹という専門職種の資格を
得るための研修であり，労働に近いということはなく，司法修習
の内容により，司法修習生に対し給与を支払うべきことが導かれ
ることはないとの意見が述べられた。

また，給費制を維持すべきであるとの立場からは，貸与制は本

人の自己負担である点で奨学金や教育ローンと同種のものであ
り，貸与制の下で修習専念義務という公務員同様の厳しい規律を
課して司法修習への専念を求めることは著しい不正義であるとの
指摘もあった。この指摘に対しては，修習期間中の司法修習生の
生活の基盤を確保するための方策として，給費制と貸与制のいず
れでなければならないという必然性はなく，貸与制であっても，
修習専念義務に配慮した内容のものであれば，合理的な制度であ
るし，また，修習専念義務は，法律専門家に必要な能力を修得す
る必要から導かれるものであり，給費制か貸与制かによって変わ
るものではないとの意見が述べられた。

（ｸ） 法曹人口，法曹養成制度全体との関係について

議論の中では，貸与制の導入時期を平成22年とされた理由に
は，周知期間の確保に加え，同年に司法試験合格者を3000人
とし，新たな法曹養成制度の一つの到達点を迎えると考えられた
こともあるが，現実にはそれが達成できておらず，新しい法曹養

/ヘ
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成制度の目指した姿が現実化していないから，貸与制導入の前提
が崩れているとの意見もあった。しかし，貸与制は，単に司法試
験合格者を3000人に増加させることに伴う財政負担増のみを
考慮したものではなく， 司法制度改革の諸々の制度整備に要する
全体的な財政負担や給費制の異例性を考慮し，同時に，下記イの
少数意見が指摘するような司法修習の格別の意義にも十分意を払
いつつ,国民の理解が得られる合理的な経済支援の在り方として
導入が決定されたものであって，現に司法制度改革によって導入
された諸制度に多額の財政資金が支出されている以上，新しい法
曹養成制度の目指した姿がなお完全には現実化していないとして
も，貸与制の前提が崩れているとはいえないとの意見が述べられ
た。

イ少数意見

これら大勢の意見に対して，給費制を維持すぺきであるとの立場
からは，①司法制度改革審議会意見害においては，従来からの司法
関連予算の枠にとらわれない措置を求められていることからも，財
政負担の増大を理由として給費制が廃止されるべきではないこと，
②新たな法曹養成制度の様々な問題点が指摘される中で，司法制度
改革において議論済みとして終わる課題ではないこと，③司法修習
生は,公務員ではないが,公務員と同様に兼業･兼職禁止の制限を
受け,守秘義務を負うなど身分や修習内容からして特異な地位にあ
り， これに即して経済的支援の在り方を検討する必要があること，
④貸与制に移行した場合の返還可能性の議論は，貸与制を前提とす
るものであって，給費制か貸与制かを決める根拠にはならない，⑤
自然人又は金融機関の連帯保証が得られずに修習資金の貸付けが受
'けられない可能性がある以上，経済的事情により司法修習ができな
い事態が生じ得るとの意見があった。また，オブザーバーである日
本弁護士連合会からは，前記(2)と同様の見解が示された上，近年
における弁護士の所得の減少傾向や今後の過払金返還請求事件の減
少に伴う更なる所得減少の可能性，新人弁護士の就職状況の悪化に
より，修習資金の返還が十分可能と言えるかどうかが疑問である，
女性弁護士の方が男性弁護士よりも所得が低い傾向にあることなど
から，貸与制の導入が特に女性に対して大きな心理的障害になりか
ねないとの懸念がある，低収入・低所得者に対する措置を講ずるだ

へ

魚、

0
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けでは，経済的に裕福でない者や社会人の法曹志願者の心理的障害
を除くには不十分である等の指摘があり，給費制の骨格を維持しつ
つ，給与月額や手当額を合理的に見直し，予算総額を減額させると
の提案も示された。

、 これらの意見，指摘及び提案に対しては，前記アのとおりの意見
が述べられ， これが大勢を占めたところであり，給費制を維持すべ
きとの見解は少数意見にとどまった。

ウその他（議論の進め方について）

また，平成22年に司法試験合格者3000人にするという政策
目標や法科大学院の教育及び定員の在り方などの法曹養成制度全体
についての見直しの議論が本フォーラムにおいて結議を見るまで
は，経済的支援の在り方には結論を出さず，給費制を維持すべきと
の意見もあった。

これに対しては，既に実施されている新しい法曹養成制度そのも
のを全面的に撤廃して旧制度に戻すというのならともかく，現行の
法曹養成制度について指摘されている課題や問題点を検討し， どの
ような見直しを行うことになるとしても，そのことが貸与制か給費
制かの選択を左右する関係に立つものとは考えられず，また，給費
制を維持することがそれらの課題や問題点の改善･解消につながる
ものでもないから，全体の見直しと経済的支援の在り方とは別問題
であり，貸与制への移行は，予定された新たな法曹養成制度整備全
体のプロセスを完結させるステップの問題として先に結論を出すぺ
きであるとの意見が多数を占めた｡その上で,本フォーラムとして，
法曹養成制度全体の議論に先立ち，司法修習生に対する経済的支援
の在り方について結論を出すことは可能であり，相当であることが
確認された。

エ結論

以上の検討を経た上，本フォーラムにおいては，司法修習生に対
する経済的支援の基本的な在り方については，貸与制を基本とした
上で，個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置を検
討することとした。

角
一

風

貸与制を基本とした上での個々の司法修習終了者の経済的な状況等を3

勘案した措置の内容について

11



(1) 低収入・低所得者に対する措置
ア措置の必要性

経済状況調査の結果によれば，一定の経験年数を重ねた弁護士で
あっても，十分な資力を有しない者が存することが判明したことか
ら， これらの者に対し，セーフティネットとして，負担軽減措置を
設ける必要があることについて，貸与制導入を可とする見解を表明
した委員の間で意見が一致した（以下(1)につき同様)bこの措置
により，貸与制の導入が法曹志願者に対する心理的ハードルになら
ないよう，低収入・低所得者に対する支援姿勢を示すこともできる
との意見も述ぺられた。

イ措置の内容についての基本的な考え方

経済的な理由により修習資金を返還することが困難であると考え
られる者を対象として，貸与された修習資金の返還期限について猶
予措置を講ずることで意見が一致した。

その上で，その措置の内容については，貸与制が公的な貸付制度
の一つであることに鑑み，他の公的な貸付制度である独立行政法人
日本学生支援機構（以下「日本学生支援機構」という｡）の奨学金
制度の返還期限の猶予に関する取扱いに準じて定めることを基本と
することで意見が一致した。

もっとも，法曹養成制度においては， プロセスとして法科大学院
及び司法修習の両課程が必要とされており，司法修習中に貸与され
た修習資金の返還に加え，法科大学院在学中の経済的負担をも考慮
する必要があるとの複数の意見があった。

以上を踏まえ，措置の具体的内容は，次のとおりとすべきである
ことで,､意見が一致した。

ウ措置の具体的内容

（ｱ） 日本学生支援機構の奨学金制度において，経済困難を理由とす
る返還猶予事由について，給与所得者については年間収入金額が
300万円以下，給与所得者以外については年間所得金額が20
0万円以下とし，猶予期間は最長5年間とされていることから，
これを基本とする。 ‘

（ｲ） （ｱ)の収入・所得基準の適用に当たり，法科大学院在学中の修
学資金であることが明確なもの（法科大学院在学中の奨学金や教
育ローン。法科大学院以外の大学院・学部等に在学中の奨学金等

へ

魚、

ー
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や親族からの借入れ等は含まない｡) .については，その年間返還
額を，年間収入・所得金額から控除することとする。

その他の措置の要否

ア公益的な活動を促進するための措置

過疎地や日本司法支援センターにおける勤務等，公益活動に従事
した者について，貸与された修習資金の返還の減免措置を講ずるぺ
きではないかとの意見があった。

この意見に対してはL公益的な活動の重要性は認められるものの，
その促進策は修習資金の返還の減免とは異なった視点から検討され
るべき事柄であるし,殊に弁護士の場合,多種多様の活動の中から，
公益的なものとそうでないものを切り分けたり,公益性の高いもの
と低いものに順序をつけることは困難であるとの意見も複数あり，
その結果、公益的な活動を促進するための減免措置を講ずるのが相
当との結論には至らなかった。しかし,公益的活動の促進の重要性
と必要性については，異論がなかった。

イ貸与された修習資金の返還以外の若手弁護士に対する負担軽減措
置等

司法修習終了者の経済的負担としては,貸与された修習資金の返
還以外にも， 日本弁護士連合会及び所属弁護士会に対して支払う弁
護士会費等の負担が大きいことから，そのような弁護士会費等が各
弁護士会の自治の下で定められているものであることを前提とし
て，資力に欠ける者について弁護士会費等を軽減したり，少なくと
も前記(1)の措置の対象者の弁護士会費等を全額免除すべきではな
いか，若手弁護士の司法過疎地域における活動促進の観点から，各
地域の会費負担を均衡化するための施策を検討してはどうかといつ
た，弁護士会費等の負担についての問題を提起する意見があった。
これに対しては，弁護士・弁護士会の果たすべき公的責務等との
関係で弁護士会の財政や会費負担の在り方については日本弁護士連
合会の中でも検討されているが， これは貸与制に伴い国がとるべき
措置の問題とは異なる問題であるとの意見があった。
さらに,司法修習は，公共心や強い使命感を備えた弁護士を養成
することを一つの目的としており，その司法修習に専念できる環境
を確保するための貸与制は，国民の税金を活用するものであること

(2)

rへ

へ
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から，刑法犯や一定以上の懲戒処分を受けた者に対しては，期限の
利益をなくし，貸与された修習資金の全額返還を求めることを可能
にすることが，納税者の視点や財政規律維持の観点からも必要であ
るという意見があった。これに対しては，公共心や使命感は，教育
や法曹としての職務，経験の積み重ねによって潤養されるべき法曹
三者共通の重要な資質であって，修習資金の返還の在り方といった
金銭的問題とは別の問題であるとの意見があった。

1 取りまとめの趣旨
/へ

前記第2記載のとおり,法曹の養成に関する制度の在り方については，
第一次取りまとめ以降も引き続き検討を行うこととしており，なお議論
の途次にあるが,第一次取りまとめにおいては，さしあたり第1回会議，
第2回会議で交わされた議論の状況を紹介することとする。

2霊論の状況

司法制度改革では’ 21世紀の我が国社会について「今後の社会．経
済の進展に伴い，法曹に対する需要が量的に増大するとともに，質的に
も一層多様化・高度化する」という予想の下，社会の様々な方面に法曹
が進出して，多様なニーズに即した良質な法的サービスを提供する必要
があるとして，法曹人口拡大の目標が掲げられ，法科大学院を中核とす
る新しい法曹養成制度が創設された。

しかし，現状では，想定したほどには法曹有資格者の社会進出は進ん
でいない。また，制度創設当初に比べて法科大学院志願者が大幅に減少
するなど法曹の養成に関する制度の在り方について様々な問題点が指摘
されている。

このような状況について，本フォーラムでは，新しい法曹養成制度の
実際の運用や人々の認識では，従来の法律実務家としての法曹がイメー
ジされている面もあり，新時代の法曹像についての明確なイメージが確
立しないままに新しい法曹養成制度が動き始めたことにより様々な問題
が生じているとの意見や，法曹養成制度の中で何かを改善すれば志願者・
が増えるのではないかという議論に偏ることなく，法曹の仕事の魅力や
どのような分野で活躍できるのかを社会に伝えていく努力が必要である

声、
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などの意見が述べられた。 ，

これに関連し，法曹の活動領域の具体的な在り方として，従来の法律
実務家としての活動はもとより，中小企業等の国際化の分野において法
的需要が高まっている， 日本の企業が世界に進出するためのグローバル
な視点を持った人材を法曹の中にも育成する必要がある， 自治体におけ
る法曹有資格者の活用の在り方について検討する必要がある，病院や学
校等にも法的需要があるなどの意見も述べられ， さらに， これらの分野
において，法曹有資格者が活躍できるための方策が重要であるといった
意見なども述べられたところである。

さらに，法曹有資格者の活動領域の在り方とも関連する法曹人口の在
り方については，地方ではいまだ弁護士が不足しており，司法試験合格
者数が年間3000人でも多すぎることはないとの意見が表明された
が，その一方で，企業等における法曹有資格者の需要は今後も増加する
とは考えられるものの， どれほどの幅になるかや拡大傾向が継続するか
については疑問であり，適正な法曹人口の増加数についても検証．検討
する必要があるとの意見もあった。

また，法曹養成制度の在り方については，司法制度改革の想定した新
しい時代の法曹像がどういうものかを改めて確認し，それを前提に法曹
養成制度の在り方を考えるべきである，法曹養成制度に関する検討ワー
キングチームの論点整理を踏まえる形で検討すべきであるなどの意見も
表明されたところである。

rヘ
ー‐

3今後の検討

以上のとおり，現段階においても，法曹の養成に関する制度の在り方
について様々な意見が述べられている。本フオーラムでは， これらの意
見を踏まえ，法曹の養成に関する制度の在り方について，今後も更なる
検討を続けることとした。

戸、
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別紙1

法曹の養成に関するフォーラム構成員名簿

(平成23年8月31日現在）

【関係政務等】 瀧野

鈴木

小川

櫻井

鈴木

中山

彌
昌
夫
・
充
寛
活

欣
克
敏
義

内閣官房副長官

総務副大臣

法務副大臣

財務副大臣

文部科学副大臣

経済産業大臣政務官

（敬称略）

学習院大学法学部教授

（五十音順）

弁護士（元次長検事）

東京大学大学院

法学政治学研究科・法学部教授

消費生活専門相談員

株式会社日本総合研究所理事

早稲田大学総長・法学学術院教授

元読売新聞東京本社論説副委員長

明治大学法科大学院法務研究科教授
（元札幌高等裁判所長官）

日本労働組合総連合会事務局長

株式会社小松製作所特別顧問

弁護士

北海道大学公共政策大学院長

立教大学経済学部教授

【有識者】
角

座長佐々木毅

伊藤鉄男

井上正仁

田
田
保
中

岡
翁
鎌
久
田
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郎
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丸
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義

角

関係機関 菅野雅之

加藤公一

最高裁判所事務総局審議官

元法曹養成制度に関する

検討ワーキングチーム座長

最高検察庁総務部長

日本弁護士連合会法曹養成検討会議委員

オブザーバー

大仲土和

川上明彦
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法曹の養成に関するフォーラム検討経過

↓

【会議の経過】

'－，

P，

【司法修習終了者等の経済的な状況に関する調査】

平成23年5月中旬～同年6月中旬にかけて実施。

I

開催日 ．
謹 事

第1回

平成23年5月25日

1 法務大臣あいさつ

2委員の紹介

3 会溌の進め方等について

4新しい法曹養成制度について
寓責目交換

＝

第2回

平成23年6月15日

1 会溌の公開について

2 関係者の取組について

(1) 法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム
について

(2) 法科大学院教育について

(3) 法曹有資格者の活動領域の拡大について
盆萱亘交換

第3回

平成23年7月13日

1 ．貸与制について

2 日本弁謹士連合会の取組について

3 ｢･司法修習終了者等の経済的な状況に関する調査』
集計結果報告

4章員交換. ．

第4回

平成23年8月4日

1 験点整理（第一次取りまとめの骨子） （たたき

台）について

2 司法修習について
･ り

負篭一次酌りまとめに向けた意見交換

第5回

平成23年8月31日

1 第一次取りまとめ（案）について
盆篭一次取りまとめに向けた意見交換
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貸与制の内容について

資力要件 なし

利 息 なし

※返還期限を経過したときは，年14.5％の延滞利息が付される。

貸与額
、

（月額）

23万円（基本額）

扶養家族あり／住居の賃借-25万5000円

扶養家族あり＋住居の賃借-28万円

基本額未満の額の貸与希望-18万円

へ

保証人 自然人2人又は指定金融機関の連帯保証

返還方法 修習期間終了後5年間据置き，その後10年以内の分割返還
※繰上返還することも可能

へ

返還の猶予 災害，傷病その他やむを得ない理由により返還することが
困難となったとき

返還の免除 貸与を受けた者の死亡又は精神若しくは身体の障害により
返還することができなくなったとき
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調査概要
～

1 調査名

司法修習終了者等の経済的な状況に関する調査

2調査の目的

「裁判所法の改正に関する件」 （平成22年1 1月24日衆議院法務委員会決
溌）は，政府に対し，平成23年10月31日までに， 「個々の司法修習終了者
の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え，その結果に基づ
いて必要な措置を講ずること』について格段の配慮を求めている。
本調査は，上記決謹の趣旨を踏まえ，司法修習終了者等の経済的な状況を把握
することを目的とするもの。

3調査主体

法曹の養成に関するフォーラム事務局
/へ
－

4調査期間

平成23年5月中旬から6月中旬まで

L

5概要

(1)収入・所得調査

（調査対象）司法修習終了後15年以内（48期から新・現行62期まで）
の弁護士

（調査事項）収入・所得

（2）奨学金等調査

（調査対象）新司法修習を終了した者(判事補・検事・弁護士。新60期
から新63期まで)

新司法試験に合格した司法修習生（新64期）
（調査事項）法科大学院・大学在学中の奨学金等の借入状況

偽

I

6

7調査協力

最高裁判所・最高検察庁・日本弁護士連合会

8調査実施委託業者

株式会社日本統計センター

収入・所得調査 奨学金等鯛査

発送数 15 0 265 8 ワ 649

回収数
■■ーーー■■■■ ｨ■■■■ー■■ｰー－－■■ーーq

回収率（％）

2, 049
一一ｰ■■－1■■ l■■一一一ー■■ー■■一一ｰーーq

13． 4

2, 238
－■■■■－－ーー■■ー一一一一一ー1■■一一■■■

25． 9
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【収入“所得調査】

○経験年数別の所得の推移〈金額）

・所得（平均値）
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O経験年数別の所得額分布（平成22年分）
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【奨学金等調劃
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フ ジ

司法制度改革関係予算の推移

(注2）法テラスは平成18年10月に業務開始｡｢法テラスの運営等｣欄の予算額には､国選弁瞳人報醐に係る裁判所予算(平成13～23年度)､(財)法律扶助協会への補助金(平成13～18年度)も含む。
(注3) r司法修習生手当･貸与金関連｣の欄の平成22.23年度については､4～10月までは給費制､11～3月までは貸与制を前提とした経費を計上。
(注4） 「その他｣の欄は､司法賦験関係経賛､法科大学院への派遣関係経費､民事司法制度の改革に関する経費等。
(注5）上配のほか､文部科学省における法科大学院に係る経黄は以下のとおり｡(文部科学省賦算）

'1】團エ■

｡

③国公私を通じた教育改革の取組支援(法科大学院を
含む専門職大学院を対象X予算鋤の合計。

国立大学法人運営費交付金は詳細な使途の特定がない｢渡し切りの交付金｣であるためも法科大学院iこ係る額を算定することはできないが、 一定の考え方に基づき賦算。

■■●●●■一一一

額は約1割｡(文部科学省データ）

聖
識
、

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H13→H23

法テラスの運営等 85.6 92.4 100.1 109.9 128.2 176.6 205.4 195.8 262.4 311.0 313.5 ＋227.9

司法修習生手当等

司法修習生手当･貸与金関連

71.2

58.3

70.6

57.9

76.6

63.9

78.1

64.2

91.7

76.0

111．6

91.5

122.2

100.3

126.3

105.0

131.3

108.9

113．3

96.2

105.7

89.6

＋34．5

＋31．3

裁判員制度関係 ー ー 一

0.0 16．6 106.4 128.3 122.5 103.5 55.1 5169 +51.9

その他 1.3 1.3 2．4 12．4 17．7 13．7 15．1 20.4 15．6 16．5 19．0 ＋17．7

合 計 158.1 164.2 179.1 200.3 254.2 408.3 471.1 465.0 512.8 496.0 490.1 ＋332.0

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

法科大学院に係る財政支援 89 99 98 93 ・ 92 83 71 ー

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

日本学生支援機構の奨学金事業 68 105 129 129 129 122 113 110



(資料13）

新第65期司法修習生の貸与申請の状況

（平成23年1 1月28日現在）

貸与申請件数

1 ， 688件（約84． 4％）

1

貸与申請額の内訳

23万円： 1 ， 187件（約70. 3%)

25万5千円（住居加算） ： 378件（約

25．万5千円（扶養加算） ： 35件（約2

28万円： 37件（約2． 2％）

18万円： 51件（約3. 0%)

378件（約

35件（約2

2

ノー｛ 22． 4％）

． 1％）

保証人の内訳

自然人： 1 ， 393人（約82． 5％）

機関保証： 295人（約17． 5％）

3

戸《 以上



(資料14）

各法科大学院の改善状況に係る調査結果

平成23年9月14日

中央教育審譲会大学分科会

法科大学院特別委員会

法科大学院教育順の向上に関する

改善状況開査ﾜｰｷﾝゲ･グループ

侭、
1

1．経緯及び趣旨

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学院特別委員会」と
いう｡)が､平成21年4月に｢法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報
告)」 （以下「特別委員会報告」という｡）を取りまとめてから2年以上が経過した。
特別委員会報告を踏まえ、第5期の法科大学院特別委員会の下に設置された第3ワー
キング・グループにおいて、これまでに3回にわたって各法科大学院の教育の改善状況
について調査を実施し、その結果を公表することにより、各法科大学院における改善の
取組を加速させるように促してきた。

これまでの調査においては､多くの法科大学院が､特別委員会報告や第3ワーキング・
グループの指摘を踏まえ、入学定員の見直しをはじめとする組織見直しや、教育の質の
．向上に真筆に取り組んでいる一方で、一部の法科大学院では、なお入学者選抜における
入学者の質の確保や成績評価･修了認定の在り方に課題を抱えている．ことが確認された。
さらに直近の平成23年度入学者選抜の結果をみると、より多くの法科大学院が競
争的な環境の整備等により入学者の質の確保に努めるようになっているが､その一方で、
依然として選抜における競争性の確保が不十分だったり、適性試験の点数が著しく低い
者を入学させたりしている法科大学院も一部に存在している。

このような状況を踏まえ、中央教育審議会が第6期を迎えて初めて開催された平成2
3年6月の法科大学院特別委員会における審議において、法科大学院に対して教育の質
の向上に向けた改善を継続的に促していくため、これまでの第3ワーキング・グループ
の活動を引き継ぐ組織として「法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキ
ング・グループ」 （以下「本ワーキング・グループ」という。 ）を設置し、引き続き改
善状況に係る調査を実施することが決定された。

その際、平成24年度入学者選抜に向けた喫緊の課題として、平成23年度の入学者
選抜の結果を踏まえ、入学者の質の確保の観点から課題があると考えられる法科大学院
に対して、競争性の確保、適性試験の活用の在り方など、入学者の質の確保に関する取
組について調査を実施することとされた。

角
‐

1

、
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2．調査の概要

本ワーキング・グループでは、法科大学院特別委員会における審議を踏まえ、各法科
大学院における入学者の質の確保に関する取組についての調査方針及び内容を審議・決
定し、以下のとおり実施した（調査対象校については別紙参照。 ） 。

（1）書面調査

、各法科大学院における入学者選抜の状況を把握するため、以下のとおり書面調査
を実施した。

①特別委員会報告で、競争倍率(受験者数／合格者数）が2倍を下回る状況は、
入学者選抜における選抜機能が十分に働いているとはいえず、質の高い入学者
を確保するため、入学定員を見直すなど、競争的な環境を整えることが不可欠
であるとされている。これを踏まえ、平成23年度入学者選抜において競争倍
率が2倍未満となった法科大学院に対し､その理由や入学定員の見直しを含め
た競争性の確保に向けた今後の取組等について調査を実施した。
②特別委員会報告で､適性試験について、総受験者の下位から15％程度の人
数を目安として入学最低基準点を設定すべきとされていることを踏まえ、平成
23年度入学者選抜において適性試験の点数が下位15％以下の者を合格させ
た法科大学院に対し、その理由や法科大学院への入学に最低限必要と考える適
性試験の点数の基準（以下「適性試験最低基準点」という。 ）の設定に関する
考え方等について調査を実施した。

/､

P

（2）ヒアリング調査

上記の書面調査に対する各法科大学院からの回答を分析し、審議を行った結果、
以下のとおりヒアリング調査を実施することとした。
①平成23年度入学者選抜において競争倍率が2倍未満となった全ての法科大
学院（19校）に対し、入学者の質の確保に関する取組の状況や今後の運営方
針等について聴取することとした。

②適性試験について、特別委員会報告の趣旨を踏まえるとともに、下位から1
5％の者が含まれる点数を最低基準点と設定している法科大学院も現に存在す
ることも考慮し、下位から15％未満の者を合格させた法科大学院（19校）
に対して、入学者の質の確保の観点から適性試験の最低基準点を設定する必要
性についてどのように考えるか等を聴取することとした。
さらに、それぞれの法科大学院に対し、平成24年度以降の入学者の質の確保を
促すこととした。

角

3．調査の結果

本ワーキング・グループとしては、各法科大学院の入学者の質の確保に関する今回の
調査の結果、以下のような所感を得た。

2



【総論】

入学者選抜における入学者の質の確保については、特別委員会報告やこれまでの第3

ワーキング･グループの調査結果による指摘に加えて、 「法曹養成制度に関する検討ワー

キングチーム」 （文部科学副大臣及び法務副大臣が主宰)が昨年7月にとりまとめた検討

結果においても、 「入学者の質を確保するためには、入学試験における競争性の確保(競

争倍率2倍以上の確保）及び適性試験の改善(統一的な入学最低基準点の設定)」が重要

であるとされ、 「特に問題点を抱える法科大学院は､その入学定員の削減を進めるべきで

あるとの意見があった」ことが記載されている。

これらの報告等が提言するように、法科大学院が法曹養成機関としての社会的責任を

果たすためには、プロセス養成の入口である入学者選抜の段階における入学者の質の確

保が極めて重要であり、その上で充実した教育を提供するとともに厳格な成績評価・修

了認定を実施することで、質の高い修了者を輩出することが必要である。

平成22年度の入学者選抜においては､競争倍率が2倍未満となった法科大学院が4

0校にも上っていたが、平成23年度の入学者選抜では19校となり、全体としては相

当程度改善が図られている。改善を図った法科大学院の中には、これまでの指摘を踏ま

え、結果として入学者数が入学定員を大幅に下回ることになるとしても、入学者の質の

確保を最優先した法科大学院も少なからず見られた。その一方で、依然として定員充足

等を優先するあまり、複数年にわたり改善が見られない法科大学院や、前年度よりもさ

らに競争倍率を下げている法科大学院も存在している。

適性試験については、平成23年度の入学者選抜において、適性試験最低基準点を設

定した法科大学院は27校であり、そのほとんどが総受験者の下位から15％の者が属

する点数又はそれを上回る点数を基準点としている。また、適性試験最低基準点を設定

するまでには至っていないものの、選抜の過程において適性試験の点数が著しく低い者

は不合格とする運用を行っている法科大学院も少なくなく，全体で54校の法科大学院

では、結果として下位15％未満の者を合格させていない。その一方で、下位15％未

満という著しく低い点数の者を合格させた法科大学院が19校もあり、中にはそのよう

な者を10名以上合格させた法科大学院が複数あった。

一、

‐、

特別委員会報告等を踏まえ、第3ワーキング・グループ及び本ワーキング・グループ

として､入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については､これまでも繰り返し

強調してきた。

その中でも、競争倍率2倍以上の確保は、それのみで入学者の質が十分確保されると

は言えないとしても、少なくとも、これを下回る（不合格者よりも合格者の方が多い）

状況では、選抜機能が働いているとは言い難いことから、最低限守るべき基準として提

示されているものである。

また、適性試験についても、現段階では法科大学院入学後の成績や新司法試験の成績

との正の相関は必ずしも強いとは言えないものの、そこで判定される一定程度の判断

力・思考力・分析力・表現力等は法科大学院における教育により高度専門職業人として

の法曹を養成するための基礎として必要とされる資質・能力であり、それゆえ、入学者

選抜における重要な判定資料として活用することが求められている。実際、適性試験の
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成績が著しく低い者については、一部の例外的事例はあるとしても、全体としては法科
大学院入学後の成績も良くなく、仮に修了できたとしても新司法試験に合格していない
という指摘もある。入学者の質を確保するためには、このような者が入学しないような
選抜システムとすることが必要だと考えられる。
※適性試験最低基準点の目安については、絶対点での設定は困難であり､また必ずしも適切でも

ないため、相対的な得点分布を基に、平均点の上下標準偏差の広がりとして、おおむね7割の者

が入るところが標準偏差の範囲とされ､そこから外れる上下15％のうち、下位の15％につい

ては著しく低い得点として考えられていることなどを踏まえて、目安として提言されたものであ

る。

法科大学院として優れた人材を輩出するためには、質の高い入学者を確保し、それら
の者に対して質の高い教育を行い、その上で厳格な成績評価、修了認定を行うことによ
り修了者の質を保証するといった、入学以後の段階を含めた全体としての意識的な取組
が必要であり、入学者選抜についての対応のみで足りるわけではないが、その最初の段
階として､入学者選抜において入学者の質を確保することの重要性を軽視してよいもの
ではない。よって、依然として改善を要する点が存在する法科大学院においては､入学者
の最低限の質を確保するための選抜システムとして、競争性の確保や入学者選抜におけ
る適性試験活用の厳糊上が強く求められる。

へ

0

【ヒアリング調査における各法科大学院の説明とそれに対する本ワーキング・グループの
考え】

○平成23年度の入学者選抜の結果、競争倍率が2倍未満となった理由については、
入学志願者数の減少を挙げる法科大学院が多く、具体的には、全国的な志願者数の減
少、他の法科大学院との競合により入学者の確保が困難となっていること、 自校の新
司法試験合格状況の低迷等が挙げられた。これらの法科大学院においては、改善方策
として、広報活動の強化や入学者選抜の内容・方法・日程・会場設定等の改善、学生
への経済的支援の充実､教育指導体制の強化による新司法試験合格状況改善への取り
組み等が示された。

しかし、志願者数の多寡にかかわらず、入学者の質を確保するためには競争性の確
保が必要であり、志願者数の減少はその必要を減じる理由とはならない。
○競争倍率が2倍を下回る結果になるとしても、入学定員を充足すること、又は、ク
ラススケールとして必要な入学者数を確保することを重視して合格者数を決定したと
する法科大学院や、合格発表後に追加合格者を出したため競争倍率がさらに下がって
しまったとする法科大学院があった。

しかし、このような方法により一定の入学者数を確保できたとしても、最終的に修
了できない者や、修了しても新司法試験を受けるだけの学力があるという自信を持ち
得ない者、受けても合格するに至らない者を多数出してしまうことになるならば問題
であり、入学者選抜の段階から入学者の質の確保を図ることは極めて重要である。そ
のために各法科大学院は入学者選抜において競争性の確保を徹底するべきであり、そ

の結果として入学者が入学定員を相当に下回る状況が継続する場合には、入学定員自
体を見直すなど、更なる抜本的な改善に取り組む必要がある。

4
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○また、競争倍率と法科大学院入学後の成績との相関があまり強くないこと等を理由

に、競争倍率が2倍を下回ってもマイナスの影響はないと説明する法科大学院や、前

年までの入学者選抜に比べて合格水準を下げているわけではないこと等から、入学者

の質は確保できていると説明する法科大学院もあった。

しかし、全体の志願者数が減少しており、以前にも増して入学者の質を確保するこ

とが困難な状況になりつつある中で、競争性の極めて低い入学者選抜において質の高

い入学者を確保し続けることができるかは疑問である。また、従来どおりの合格水準

を維持していれば質が確保されるとする説明についても、その「合格水準」が普遍性

のあるものとまで言えるかは疑問とする余地があり、当該法科大学院の修了者のうち

相当数が新司法試験に合格していない状況にあるなどの実績にも照らすと､入学者選

抜における競争性の確保に取り組む必要を減じるだけの十分な説得力を持つ説明とは

言い難い。すでに述べたとおり、入学者選抜において、競争倍率が2倍未満の状況で
は、入試における選抜機能が働いているとは言えず、そのような状況を続けるのは、

入学者の質の確保についての意識が低いと言わざるをえず、早急な意識改革が必要と

される。

○さらに、競争倍率の確保や、適性試験の点数が著しく低い者を不合格とすることよ

りも、司法制度改革で求められている法曹養成の理念の実現のため、入学者の多様性

を確保することに重点を置き、社会人等の多様な人材に教育を受ける機会を広く提供

するようにしていると説明する法科大学院もあった。

確かに、入学者の多様性を確保することは重要であるが、法科大学院に入学したも

のの、結果として、新司法試験に合格するレベルにたどり着けないのであれば、多様

な法曹を養成するという理念を実現することはおよそできない。むしろ、競争倍率の

確保や適性試験の成績に留意せずに、質の低い学生を入学させると、授業等教育全体

のレベルが自ずと下がらざるをえず、進級・修了の認定も甘くなり、その結果、修了

しても新司法試験を受けるだけの学力があるという自信のない者や受けても合格する

に至らない者を多数出してしまい、さらに、このような状況が反映して、質の良い学

生がさらに集まらなくなる、 という悪循環に陥ることが懸念される。法科大学院を中

核とする法曹養成制度において、高度専門職業人としての法曹を養成することが求め

られている以上、入学者の多様性の確保という理念自体の実現の大前提としても、入

学者の質の確保を図る必要がある。

○一方、適性試験については、適性試験の成績と法科大学院入学後の成績、新司法試

験の成績との間に有意の相関が認められないことや、適性試験の点数が著しく低い者

であっても入学後に学力が伸びる可能性があることから、入学者選抜の段階で絞りき

ることは適切でないという考えの法科大学院もあった。

確かに、これまで得られた検証結果等に照らす限り、適性試験の点数が高い者は法

科大学院入学後の成績が良い、あるいは、新司法試験の成績も良いという正の相関が

顕著に認められるとまでは言えない。しかし、ごく一部の例外を除くと、適性試験の

点数が著し･く低い者は、一般に法科大学院入学後の成績も良くなく、仮に修了できた

としても新司法試験に合格していないという指摘もある。そのような意味から、入学

者選抜における質の確保のための最低ラインとして、適性試験の点数が著しく低い者

を合格させることのないように、適性試験最低基準点を設定し、厳格に運用すること

5
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が必要と考えられる｡

○さらに、入学者選抜の在り方に関連して、特に法学未修者については、入学者選抜
の段階では適性を測ることが困難であるため、入学者選抜の厳格化よりは、むしろ、
入学後に厳格な成績評価を行うことにより適性を判別し、適性のない者は進級・修了
させないものとすることにより対応するのが適切であるという意見もあった。
しかし、法科大学院が法曹養成のための高度専門教育機関であることからすれば、
入学した学生に対しては、充実した教育を行うことにより､可及的に法曹資格を得ら
れるようなレベルに導くことが求められているのであり、また、入学する学生との関
係でも、入学時に広く受け入れ、入学後に絞り込むというような対応は多くの学生の
期待を裏切りかねない。入学後の高度の専門教育や厳格な成績評価・修了認定の前提
としても、入学者の質の確保は極めて重要であり、そのために入学者選抜における競
争性の確保等に真筆に取り組むべきである。

〃

I

【まとめ】

今回の調査では、多くの法科大学院から、入学者の質の確保の重要性を認識し、平成
24年度以降の入学者選抜において、競争倍率2倍以上の確保や適性試験最低基準点の
設定に取り組んでいくことが表明された｡その一方で、ごく一部ではあるが、全国的な
新司法試験合格率の低迷や法科大学院志願者数の減少という状況の中で、個々の法科大
学院の努力には限界があり、平成24年度以降の入学者選抜においても、そのような取
組を行うことは困難であるとする法科大学院もあった。しかし、こうした一部の法科大
学院の問題意識の低さは、法科大学院全般、さらにはそれを中核とする新たな法曹養成
制度全体の信頼性を失わせることにつながりかねない。法曹養成制度全体として取り組
まなければならない課題があることは確かだとしても､個々の法科大学院として､質の高
い修了者を出していく責務を放棄できるものではなく、その責務を果たすために､入口で
ある入学者選抜における入学者の質の確保も極めて重要であることは､繰り返すまでも
ない。平成24年度入学者選抜における各法科大学院のさらに徹底した改善の取組に期
待したい。

門

r一、

4．今後の取組

今後、平成23年新司法試験の結果等も踏まえながら、各法科大学院における改善状
況について、引き続きフオローアップを実施し､その結果について随時､法科大学院特別
委員会に報告していく予定である。
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3QB32鰹1理6.％151％6.砿50353535”171353342211763392211β51.77◎神奈川大学 ◎●１
回
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39.1％ 6．9.部12部5.錦10.脇3030釦251616145317 397844301471.131．76。関東学院大 。●

25.祁1四％12脇7”6.醜70”“505341381釦79641“94811.361.191.27◎損蔭横浜大学 。●

32部 “17鄙頚｡1％27.部156％“353535211919,3330221106955333Z302.50山梨学院大
725.脳45J鷲48雛31邸淫泌40㈹釦3035 2B197166531521231082141.86ZO4愛知大学
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皿15“a邸2A%35352525161043023173631201.35 1”1.18◎。知学院大学 ●

浬鰯222％15砿14雛0.鴎3025 30252310478522012875401.641“200京大学
50JSa"3u6％30.部13J％63％5050“403627269783185 781291121.911551.“◎山大学 ◎

4u30鰯16.1％18.醗釦｡味9"％釦40404050373567534310473531.55138123◎。城大学
19錨 ⑪8.9％5A% 2“3.鰯60404032197467341110253221.521.562”都産集大学 ●
35錨 3982a1％19.1％､錦 21“1釦12D1” 120136114933423鯉278“74615581.891.53201志社大学 。

36郡 26.22a"顕〃労1a"153％1釦1釦1釦1301391331”3132906” 2625215251921.師2叩◎命鱈大学 ◎
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l些戸
24,㈱､”．

a師5.邸5部2邸釦45SOSO331147526118940231.191.鴎2”大阪学院大学 ●
皿3％16.部14雛16.7％1釦1301m1m101 128543352釦1426603852871971.67202関西大学
11.鴎 5016.鰯18.脇14“13.雛”㈹⑩40四22195852487876841341.75 146◎。近磯大学 ●

“鰯…％19“、錦14b"1251251”1”1358190274192435 1943612251.591.16 1.88◎関西学院大学 。

25邸 2716.雛18鋤1岬16.1％6050釦釦“21 361”129963311821591J41411.66◎◎甲南大学
OJ36.“33.錨10JM1QM2邸35 ”3535308935 53176934 611.301.742”神戸学院大 ●
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ー

姫路圏協大学
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28.筋…12雛11.7％14部釦303030272384034154638301.151.12Z"広島修道大学
34％ 25d11郷10.味11.邸7.猫403030301715114432206047411361銅205◎0久留米大学 ●

鼬4.錦 25鰯14脳11.1鷲7〃％35 50353536331911469521311111061.15204 1.61西南学院大 ◎

42.脇 603“％1“22鰯8.1％3030釦3031221778683010780611371.18203福岡大学
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四塗五入。以下第2は､小画下露冒莅を画霜五入｡新司ほ尽小 回
※

蕊 は前年度と同数の入学定員とすると仮定して計算。翰塾羅入季題(予定)の合計については､｢検肘中｣としている法科大学院は前年度とF
※姫路濁協大学は､平成23年度入学者より募集停止のため､算出できない箇所は『一｣で表示。
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．
合格率



(資料15）

資料2
中央教育審鐘会大学分科会

法科大学院特別委員会

（第47回)H2"､7

各法科大学院の改善状況に係る調査結果

平成24年3月7日

中央教育審議会大学分科会

法科大学院特別委員会

法科大学院教育の質の向上に関する

改善状況調査ﾜｰｷﾝグ･グループ

1．経緯及び趣旨

/ー､

平成21年4月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学

院特別委員会」という｡）が「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告)」 （以下「特別委員会報告」という｡）を取りまとめてから2年半以上が経過した。

この間、法科大学院志願者数の減少や司法試験合格率の低迷状態が継続するにとどま

らず、平成23年11月に行政刷新会議における提言型政策仕分けにおいても「法科大

学院の需給のミスマッチの問題については､定員の適正化を計画的に進めるとともに、

産業界．経済界との連携も取りながら、法科大学院制度の在り方そのものを抜本的に見

直すことを検討する｡」との取りまとめがなされるなど､法科大学院を含む法曹養成制度

全体を取り巻く状況は一層厳しさを増している。

各法科大学院は､制度全体が極めて厳しい状況下にあることを十分に認識した上で、

法曹養成制度の中核的機関として社会の期待に応えるため、教育の改善に一層真筆に取

り組むことが不可欠である｡本ワーキング・グループにおいても、特別委員会報告の提

言を踏まえ､これまでに4回、各法科大学院の教育の改善状況について調査を実施し、

その結果を公表して改善の取組を加速させるよう促してきた。

第1回及び第3回の改善状況調査においては、すべての法科大学院に対し、現状の分

析や特別委員会報告を踏まえた改善の取組等について調査を実施し、調査結果において

は、入学者選抜や授業内容、成績評価、教育体制に関して課題を抱える一部の法科大学

院に対して個別に改善すべき事項を指摘した。

また、入学者選抜の結果を踏まえた第2回及び第4回の改善状況調査においては、入

学者の質の確保のための取組が十分ではない法科大学院を中心に調査を実施し、調査結

果においては、入学者選抜における競争性（競争倍率2倍以上）の確保の徹底、適性試

験の合格最低基準点の設定及び入学定員の見直し等にかかる抜本的な改善の必要性を指

摘した。

各法科大学院が特別委員会報告や本ワーキング・グループの指摘を踏まえ、入学定員

の削減等の改善に取り組んでいることはこれまでの調査でも確認されてきたところであ

へ
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るが、一方で、一部の法科大学院では、これまでの調査結果で個別に指摘した事項等の
課題を抱えており、また、相当数の法科大学院においても改善によるその効果の顕在化
にはいたらず、依然として厳しい状況にあることもまた事実である。

本ワーキングー･グループは、今回、平成23年司法試験の結果が9月に発表されたこ
とを踏まえ、第5回の改善状況調査と｛して、第1回及び第3回の調査結果で指摘した課
題等を中心に、各法科大学院における改善の進捗状況について確認を行うこととした。

2．調査の概要

本ワーキング・グループにおいては、調査方針及び内容について審議した結果、以下
の方法で調査を実施した（調査対象校については別紙参照｡)。

/一、

（1）書面調査

第1回及び第3回の改善状況調査と同様、すべての法科大学院を対象に書面調査
を実施した。これにより、第1回の改善状況調査時に法科大学院から説明があった
教育の改善の取組の進捗状況について、全体的な把握を行った。

） ヒアリング調査及び実地調査

以下のとおり、 10校に対してヒアリング調査、 32校（ヒアリング調査対象校
5校を含む｡）に対して実地調査を実施した。

①第3回の改善状況調査において、 「重点的にフォローアップが必要」または｢継続
的にフオローアップが必要」と指摘した法科大学院（28校）

・第3回の改善状況調査における指摘を踏まえた改善の進捗状況について、直接
現地で確認を行う必要があると考えられることから、実地調査（教員との意見交
換、定期試験答案確認、学生面談等）を実施した（学生募集の停止時期を明示し
ている法科大学院については、実地調査対象から除外した｡)。

②その他の法科大学院

（1）の書面調査及び平成23年司法試験の結果を踏まえ､司法試験の合格率、
または修了直後の修了者における司法試験の合格率が著しく低い状況が継続して
いることなどから、修了者の質の確保に早急に取り組む必要があると考えられる

法科大学院(10校）に対して、まず、ヒアリング調査を実施した。
その結果、当該法科大学院の現状や改善のための取組等について、より詳細に
確認することが必要と判断された法科大学院（5校）について、実地調査（定期
試験答案確認、学生面談等）を実施した。

(2）

角
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3．鯛査の結果

前述の通り、法科大学院を含む法曹養成制度を巡る状況は極めて厳しい事態に陥って

いることに対して、今回の改善状況調査においても、全体として各法科大学院における

危機意識が高まっていることは実感できた。

このような意識の下、多くの法科大学院では、本ワーキング・グループの指摘も踏ま

え、試行錯誤を重ねながら改善の取組を強化してきている。

これらを踏まえ、今後の法科大学院の発展の観点から、今回の改善状況調査において

確認された改善の取組と今後の課題を概括的に示すと、以下のとおりである。

なお、個別の法科大学院における改善状況に関する委員所見については、別紙に示し

た。これまでの改善状況調査において、個別に改善すべき事項について指摘した法科大

学院のうち、 11校については重点的に、 20校については継続的にフオローアップが

必要であるとした。体、

（1）入学者選抜における入学者の質の確保に係る取組

入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については、過去4回に亘る調査

において、再三再四指摘してきたところでありざ今回、ヒアリング調査や実地調査

を実施した大部分の法科大学院においては、調査実施時点の途中経過ではあるもの

の、平成24年度入学者選抜において競争倍率2倍以上の確保に努める、法科大学

院統一適性試験の点数が著しく低い者を入学させないための合格最低基準点を導入

する等の改善の取組を行っていることが認められた。

また、入学定員においても、前年度比で87人減となり、ピーク時（5， 825

名:平成17～19年度）と比較して1， 341人削減される見通しとなってお叺

入学者の質の確保の意識は引き続き着実に改善されてきていると考えられる。

このように多くの法科大学院で改善に向けた取組がなされる一方で、数は限られ

ているものの、一部の法科大学院においては、平成24年度入学者選抜における競

争倍率が依然として2倍を大きく下回るなど、入学者の質の確保の必要性について

の認識が不十分な法科大学院も見られた。入学者の質の確保が十分でない法科大学

院においては､学生間の学力や意欲にも大きな格差が見られ、結果として、法科大

学院が提供する教育全体の質が低下するなどの問題が生じていることもあり、法科

大学院の入口での質の確保の重要性について再認識する必要がある。

また、受験者間の競争性を意識して競争倍率2倍は厳守するものの、入学者数を

確保するために、合格基準を下げているのではないかとの疑念を抱かせる法科大学

院も見られた。これらの法科大学院においては、入学者の質の確保の重要性を再認

識するとともに、適正な入学定員の在り方について検討する必要がある｡特に、 ･定

員充足率が5割に満たない状態が継続している法科大学院にあっては、その組織全

体の見直しに早急に取りかかる必要がある。

ｰ、
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～

）教育内容・方法の改善や成績評価の厳格化等に係る取組

各法科大学院においては、共通的到達目標を踏まえたカリキュラム改訂の実施や

ファカルテイ・ディベロップメント (FD)等を通じた教育内容・方法の改善や成

績評価及び修了認定の一層の厳糊上に取り組むなど、一定の取組が行われている。
しかし、修了者の多くが修了直後の司法試験を受験せず、受験しても合格率が著

しく低いといった状況が依然として見られるとともに、学生からは法科大学院の授

業には期待していないという意見が聞かれるような法科大学院も一部存在した。こ
のような状況を改善するためには、十分な学力を身に付けた者のみを修了させるこ

と、同時に学生自身も到達目標を意識して学修し、司法試験を受験するのに十分な
学力を身に付けたという自信を持って修了できるようにする必要がある。､ I

また、数は限られるものの、一部には、成績評価や修了認定の在り方についてな
お課題を抱える法科大学院が見受けられる。例えば、

・シラバスに記載している成績評価の基準とは異なる方法で成績をつけている、

・基礎的な理解を欠いていると思われる答案にもかかわらず、合格点ないしそれ以

上の評価を与えている、

･GPA制度を導入しているものの、成績評価においてS又はAの成績の学生が過

半数となる科目があり、そのためGPAによる厳格な進級・修了認定の信頼性が
疑われる、

といった問題状況にある法科大学院があった。これらの法科大学院においては、教

育の在り方や、成績評価の在り方について、改善に向けた組織的な対応を図る必要
がある。

(2）

/~、

おわりに4．
/~

】

3．で示したとおり、多くの法科大学院では、法曹養成制度を巡る極めて厳しい状況

も踏まえ、特別委員会報告の提言やこれまでの改善状況調査における本ワーキング・グ
ループの指摘事項等を真筆に受け止め、改善に取り組んできており、その中には、約2

年間という短期間にもかかわらず、かなりの改善効果を上げているところもみられる。
一方で、一部の法科大学院では、法科大学院として様々な改善策を講じてきているに

もかかわらず、結果につながっていない大学院もあり、その原因分析を早急に行い、対

策を講じていく必要がある。

さらには、これらの法科大学院の中には、残念ながら依然として危機意識に欠け、教

育の質の改善に関する真蟄な取組が不十分なところも見られる。本ワーキング・グルー
プでは、数次にわたって問題点等を指摘することで各法科大学院における自発的な改善

を促してきたところであるが、こうした状況にある法科大学院がなお存在していること

を報告せざるを得ない。数は限られるとは言え、こうした一部の法科大学院の状況は、

4



法科大学院制度全体の信頼性を損ねるにとどまらず、新たな法曹養成制度が一層の悪循

環に陥ることとなり､制度の根幹を揺るがしかねない｡これらの法科大学院においては、

教育の質の改善のため、組織全体としてあらゆる手段を用いて抜本的な改善を果たせる

ように取り組んで行く必要がある。

本ワーキング・グループでは、入学者選抜の結果や司法試験の結果を踏まえた調査を

今回の調査も含め5回に亘り実施してきたところであるが、上述のとおり、改善の取組

が確認できている一方、取組の内容、その効果について、引き続き確認していく必要が

ある法科大学院が複数存在することから､引き続き教育の質の改善のためのフオローア

ップを実施する必要がある。その際、フォローアップの実施方法については、実効的な

ものとなるよう、従前の手法を検証し、次回以降の調査については特に課題を抱える法

科大学院を中心に実施していくことが必要である。

これまでも、問題意識に欠ける、改善の取組が不十分であるといった課題を抱える法

科大学院に対しては、本ワーキング・グループとしても、その課題について厳しく指摘

してきたところであり、文部科学省においても、深刻な課題を抱える法科大学院の自主

的・自律的な組織見直しを促進するための公的支援の見直し策を公表し、平成23年司

法試験の結果により公的支援の見直しを行う対象校を決定しており、それによって平成

24年度予算より.公的支援の減額が実施されることとなるなど、その組織見直しの促進

が図られているところである。

しかし、繰り返しになるが、法科大学院を含む法曹養成制度は極めて厳しい状況にあ

り、この状況を好転させるため、文部科学省としても、引き続き、定員見直しの促進を

肉

はじめとしたあらゆる効果的な施策を講じる必要があると考える。

一､
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入学者の質と鮫 牲の確保 修了者の質の保証 今回の函宜軸釆
参 考

他 大学名

入学定貝

H24
1手、
H23 H22 H21

競争倍率

H23 H22 H21

新司法試験
合格者数

H23 H22 H21

新司法駄験
合格率

H23 H22 H21

修了直後の
新司法賦験
合格率

睡
脚
晒
幽

魎
獅
蝿
函

面・

修了
H21

駄麟

ヒア

リン

グ鯛
査

対象
校

実地飼査

対象
校

実地鯛査におIﾅる委員の所見

第3回鯛査における ‘
委員の所見

第1回胸査における
委員の所見

1 北海道大学 80 80 80 1m 427 3.38 3.13 48 62 “
、、唾 An1里 皿Au '届鯉 4M％ 45.8％

2 東北大学 80 80 80 1" 244 229 263 54 58 30 31.8％ 3a" 19.馴 204% 33.7％ 20"

3 筑波大学 36 36 36 40 ”7 4.53 5.58 4 11 3 7.3％ 25.6％ 8.鯛 7.5％ 25.筋 5.6％

4 千葉大学 40 40 40 50 5.97 4.93 8.51 29 30 餌 392％ 43" 37.醐 D7.5% 43.部 48.7W

5 東京大学 240 240 240 3” 4.86 3.78 308 210 201 216 5q部 4a9% 55.馴 54bl% 50.2％
56.例

6 一橋大学 85 85 85 1m 4.48 526 448 82 89 83 57.7％ 5u" 629％ 620％ 54℃8％
”､3％

7 横浜国立大学 40 40 40 50 2.91 3.96 525 13 17 20 13.5％ 19.1％ 253％ 125％
1畷 3u4W ●

8 新潟大学 35 35 35 60 2.“ 1.83 1.83 8 9 14 10噸 11.鴎 17.3W 13鍼 11.1％
131W ●

9 金沢大学 25 25 25 40 1.83 2no 1.88 15 17 11 閏.4％ 31.5％ 224W 鱈.8％ 34.5％
19．鰍

10 慣州大学 18 18 18 40 1.59 1.21 1.87

q

4 5 4 7.7％ 12郡 15.49 54％ 11.5％ 0Q門 ●

入学者週抜における頭争涯の砺深を恵

蟻し､入学者選抜の厳格化について､一
定の取組がなされている。
一部の科目については､基本的理解に
欠けていると思われるにも関わらず合格
とされており､厳格な成繊酔価が行われ
ているかは疑問があり､修了麗定のレペ
ルについても検肘する必要がある。 、
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは冨い難く､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして継統的なフォローアップを実
施していく。 ‘

入学者選抜における醜争涯の

濃保を意臓し､入学者の質の砿
呆について､一定の取組がなされ
亡いる。

成績評価においては､標ね適正
6，つ厳格に酔価がなされている
脈､一部の科目では学生の能力
屋より適切に解価するための一周
Dエ夫が望まれる。
指摘した事項に対する改善の取
阻が相当なされているが､新司法
拭験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば､現在の取組の効果を
険征しつつ､更に改普に取り組む
必要がある。

改善のための取組が異施され、

今後一定の成果が見込まれると
『えられる。
しかしながら､平成19年度修了
主については､依然として合格者
砿1人にとどまるなど､新司法戯
僕についても相当に厳しい合格軟
兄にあることを考えれば､継続的
こﾌｫﾛｰｱｯブを実施する必要
6《ある。



入学者の質と餓争性の確保

脳 大学名

入学定員 一

晒
確 H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者敷

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

-修了
新司
合格率

睡
両
魎
醒

画
商
睡
函

卿
阿
脚
函

ヒア

リン

グ鯛
査

対象
校

実地飼査

対象
校

実地飼壷における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
婁員の所見

11 静岡大学 20 20 20 30 2●45 1.69 1.75 7 6 4 14b9%

吟

０

162％ 11.1W 17.6% 125％ 00% ●

入手者廻抜については､頭季性の確保

の愈微匂適性賦験恐低基準点の殴定等、
入学者選抜の厳格化について引き続き取
組がなされている。
FD活動を活発に行い､授粟内容･方
法､成績酔価等についても組織的取組が
なされているが､成績評価については､科
目間でのずれが生じないように厳格に実
施することが必要である。
指摘した事項に対する改普の取組が相
当実施されているが､司法賦験の合格状
況が厳しいことも踏まえれば､現在の取
組の効果を検歴しつつ､更に改善に取り
組む必要があることから､当WGとして継
続的なﾌｫﾛｰｱｯブを実施していく。

入字君迅抜における頭争健の

段保を意臓し､入学者の質の砿
鳥について､－定の取組がなされ
ごいる。
FD活動については､様々な改
&が検肘されているが､具体的方
侭を実施するまでには至っておら
r､早急に組織的取組を実施す
6ことが必要である。
授集内容･方法､成績評価等に
ｺいて､教員間で共通の鹿醗の
Fに取り組まれていない。
指摘した事項に対する改善の取
且が全体的に進んでいるとは倉
､難く､新司法賦験の合格状況力‘
険しいことも踏まえ､早急に改善

こ取り組む必要がある。

組顧的なFD活助が十分縁罷し

旨いないと考えられ､個々の教員
二よる授業内容の検肘も十分と
まいえない点がうかがえる。
また､具体的改善方策の検肘も
農んでいない状況であることか
》､改善が着実に実施されている
:は言い難い。
さらに､新司法賦験の合格状況
湘当に厳しいことも踏まえれ
寵､重点的にﾌｫﾛｰｱｯプを実
閏する必要がある。

12 名古屋大学 70 70 70 80 323 525 295 43 49 40 31.6％ 35.3％ 333％ 28邸 34.卵 3u9%

13 京都大学 160 1” 160 200 295 3.62 3.37 172 135 145 脚.6％ 487% 釦.3％ §a9％ 51.6％ 59.蝋

14 大阪大学 80 80 80 100 3.72 3.68 3.15 49 70 52 28.7％ 3a9％ 33.5W 3u1％ 3Z5％ 286W

15 神戸大学 80 80 80 100 3.95 432 4.15 69 49 73 帽.6％ 34“ 49醜 588% 37.邸 524W

16 島根大学 20 20 20 30 207 133 1.74 4 3 1 8.7％ 103％ 4.3W 0“ 6.7％ q㈱ ●

入学者週抜における醸争性の確保を愈
職し､入学者選抜の厳格化について､一
定の取組がなされている。
法科大学院として学生へのきめ細かな
指
の
感
して改めて実態を確麗し必要な対応をと
ることが求められる。
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い雌<､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
怠に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして継続的なﾌｫﾛｰｱﾂブを実
施していく。

入学者選抜における競争性の

【保を意臓し､入学者の質の確
について、

いる。

一定の取組がなされ

学生に対するオリエンテーション
'実施や学生との意見交換会の
l催等､一定の取組を実施してい
｡

成績評価の厳格化のための組
!的な取組を行っているが､学生
【法科大学院の授集を中心に学
し､修了すれば自信を持って新
|法賦験を受験することができる
う､引き統き改善に取り組む必
1がある。 ．
憎摘した事項に対する改善の取
lが相当なされているが､新司法
噸の合格状況が厳しいことも踏
えれば､現在の取組の効果を
I歴しつつ､更に改普に取り組む
樫がある。

授菜内容･方法･酔価について、
上員と学生との間で十分な共通
3解が図られていないと思われ
IC

また､学生面餓の結果､基本的
:理解を＋分身につけたという自
Iを持てないまま修了する者も少
:からずいるのではないかと椎測
れる。
さらに､平成20,21年新司法畷
Iでは受け控えが多く､新司法賦
Iの合格状況も相当に厳しいこと
踏まえれば､継続的にフォロー
，ツプを実施する必要がある。

参考
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隙するなど､入学者選抜の厳格化につし

改
個
設
粗

れる。
しかし様々な改讐策が讃じられているl
も関わらず､結果につながっていないこ｛
は事実であり､その原因の分析は急務可

0.06

ある。
指摘した事項に対する改善の取組が‐
定程度なされているが､なお騨題もあり‘
司法賦験の合格状況が厳しいことも躍
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改讐に取り組む必要があることから、
WGとして重点的にフオローアップを実耐
していく

ｱー
、

刀＝＝

肋 大学名

入学者の画と堕争性の硬保

入学定員 鼓争倍率

H24
I子”
H23 H22 H21 H23 H22 H21

修了者の質の保

新司法賦験
合格者数

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21 H23 H22 H21

［

修了直後の
新司法賦験
合格率

睡
翫
魎
鵡

晒
胸
睡
函

池
御
皿
麺

ア
ン
鯛

ヒ
リ
グ
査

対象
校

今回の鯛査結果

実地飼査

対象
枝

実地飼査における婆員の所見

霧

第3回鯛査における
委員の所見

考

第1回鯛査における
委員の所見

17

18

岡山大学

広島大学

45

48

45

48

45

48

60

60

2.61

1.65

2.04

1.89

141

1.66

23

10

8

16

13

21

31.砿

125％

15.1％

罰.8％

25.鯛

25.醜

a師

6.8％

182％

19.鴎

15鋼

15.41

19 香川大学 20 20 20 30 205､ 1．08 1.52 2

ゆ

10
■
「
｛
■
『 4.馴 19鋼 7.11 0．噸 143W 6.31 ●

入学者選抜におけや頭季涯の蝿津寺、

入学者選抜の厳格化についての取組が
実施されている。
FD会餓を豆ねるなど､教負の共通偲臓
化に対する組織的な取組は一定程度行
われているが､その成果については見守
る必要がある。
学生の授集への信頼度が低いことは問
題である。
指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが､なお課題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､豊
WGとして重点的にフオローアップを実施
していく。

入学者退抜における顕宇涯”

R保を意魔し､入学者の質の確
&について､一定の取組がなされ
『いる。
FD等を通じ､授集科目間での吠
如鯛整や成績解価の厳格化に
〕いて改善を行う努力が見られる
lt,成絞評価の結果等を見ると、
目織全体で徹底されるまでには
Eっておらず､引き続き改善の努
｡が必要である。
指摘した事項に対する改善の勵
且が一定程度なされているが､な
S課題もあり､新司法賦験の合鼎
尺況が厳しいことも踏まえ､現在
り取組の効果を検歴しつつ､更I:
良善に取り組む必要がある。

授集科目間での内容の醐亜か
到られていないなど､組織的な改
嘗に取り組むことが必要であると
,､う鯉臓が不十分である。
さらに､新司法賦験の合格状況
6相当に厳しいことなども踏まえ
にば､重点的にﾌｵﾛｰｱｯプを
尾施する必要がある。

20

21

九州大学

館本大学

80

22

80

22

80

22

1”

30

1.”

1.94

2愚9

2○05

3.05

1.69

42

4

48

7

46

5

21.0％

10.3％

26.3％

2n6%

26AW

15.帥

凪鰯

12"

26.4％

83％

28.1W

17.4M ●

b ■

入学者選抜において､八手壱”

質の確保が十分になされていると
|まいえない。

学修の到達目標について救員
間で鱈し合い､学生に示すなど、
改善の努力がされているが､授集
.定期函騒の塞馳万注I争騨四七

》り､さらに組織として改善を撤磨
Fることが望まれる。
指摘した事項に対する改善の即
且が一定程度なされているが､な
s謀題もあり､新司法賦験の合相
隠況が厳しいことも踏まえ､現在
〕取組の効果を検歴しつつ､更に
曙に取り組む必要がある。

5.71 5.6％ O鰯 4.剛 ●
22 鹿児島大学 15 15 15 30 2●O8 2pO 1.56 3 0

、

ｆ
ｄ
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修．入学者の質と競争性の砿保

他 大学名

入学定員

H24
I乎牢
H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

｡

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

修了直後の
新司法賦験
合格率

睡
蔵
睡
幽

画
面
睡
蝉

極
脚
晒
四

ヒア

リン

グ鯛
査

対象
校

実地鯛壷

対象
校

実地鯛査における委員の所見

第3 における
所見

●

第1回胴査における
委員の所見

23 琉球大学 22 22

■

22

Q

30 1.72 1・36 221 7 5 4 16.7％ 13.2％ 10.的 16.7％ 125％ 8.鯛 ●

入字者迩扱における醗争性の確保を意
臓し､入学者還抜の厳格化について一定
の取組がなされているが､志願者数の増
加など推移を見守る必要がある。
FD活動､成績判定会鯉こおける成績分
布の検鉦､授粟改善報告書の救員間で
の共有化などの取組が行われているが、
取組状況について敏員間に差があり､組
織的な取組として改善を進める必要があ
る 。

指摘した事項に対する改善の取組が相
当なされているが､なお､謀題もあり､司
法賦験の合格状況が厳しいことも踏まえ
れば､現在の取組の効果を検歴しつつ、
更に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして継続的なﾌｫﾛｰアップを実
施していく。

八手菅廼輝1－~づしULU轟、睡獅こ

て厳しい状況にある。
漫莱参観や成績評価に関し､F
の取組が活発化しており､成果
つながるよう引き続き努力する
とが必要である。
闇摘した事項に対する改善の取
|が相当なされているが､新司法
験の合格快況が厳しいことも路
えれば､現在の取組の効果を
|証しつつ､更に改善に取り組む
,要がある。

改香の労力は行われているも②

の､組織的なFDの取組が十分に
実施されていないと考えられる。
また､入学者選抜でも厳しい状
況にある。

さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
購まえれば､継続的にﾌｫﾛｰ
ｱｯブを実施する必要がある。

24 首都大学東京 52 52 65 65 9.09 743 832 38 30 34 31.7％ 297% 39.1％ 3am 30." 509%

25 大阪市立大学 ” 60 “ 75 2･” 3.15 3.58 30 31 餌 25.0％ 261% 25鯛 醜2％ 23.9％ Z7.湖

28 北海学園大学 25 25 30 30 233 207 1.94 10 3 7 27鰯 9.7％ ”2％ Ia那 7.4％ 31.6％

27 東北学院大学 30 30 30 50 208 1β1 1.53 2 2 4 5.筋 5.1％ 12●1％ 0“ 0“ 0.的 ●

入学者選抜における競争性の確保を窓

魔するなど､入学者週抜の厳格化につい
て一定の取組がなされているが､学生の
二極化が進むなど更なる質の確保のため
の取組が必要である。
カリキュラム改革を行うなど､一定の取
組が行われているが､成統解侭の厳格
化､学習到逮度の明確化等､総じて組織
的な取組となっておらず､組繊的に改善
に取り組むことが必要である。
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは倉い鮭<､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして重点的にﾌｫﾛｰｱｯプを実
施していく。

入学者選抜における醗争性の
【保を意織し､入学者の質の確
!について、
いる。

一定の取組がなされ

救育内容･体制の問題点につい
組織的な分析がなされておら
'､カリキュラムの改善､成績評
iの厳格化‘学修の到達度の明
【化等がいずれも不十分である。
指摘した事項に対する改善の取
Iが全体的に進んでいるとは倉
雌<､新司法賦験の合格状況が
Lいことも踏まえ､早急に改善
:取り組む必要がある。

学生の質の確保が相当園唾と
験っているにもかかわらず､入学
者選抜での餓争性の確保に関す
る取組や教育内容･方法の改善
のための取組が＋分なされてい
陸いと思われる。
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば､改善が着実に実施さ
れているとは倉い難く､重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

t

参考
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大学名

八手百W璽巨鯉李1エW醒序

入学定貝 競争倍率

H24
《予印
H23 H22 H21 H23 H22 H21

修了者の質の保証

新司法賦験
合格者数

新司法賦験
合格率

修了直後の
新司法試験
合格率

H23 H22 H21 H23 H22 H21
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御
暉
池

魎
両
極
地

惣
画
魎
坤

今回の鯛査結果

ア
ン
鯛

ヒ
リ
グ

壷

実地調査

対象
校
対象
校

実地圃査における委員の所見

参

第3回鯛査における
委員の所見

考

第1回鯛査における
委員の所見

28 白画大学 20 25 25

｡

30 229 1.71 158 1 2 4 2.5％ 5.7％ 16.71 On% 40% 125W ●

グ、子五＝巫Uグ牢1回U■ローーご‐~、 ～マヶ

取組がなされているが､学生数の砿保の
ために抜本的な改讐が必要である。
定期賦験の内容が知鱒砿麗にとどまっ
ているなど､成績評侭に起因する問題点
の改善が不十分であり､組織的な取組が
必要である。
､指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは曾い難く､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして継続的なフオローアップを実
施していく。

人手有逼砥に面1丁旬駆李1エ"

潅保を愈臓し､入学者の質の確
果について､一定の取組がなされ
ている。
きめ細やかな学修支援が行わ
ILている一方で､学修の到達目
原の明確化や成核酔価の厳格
I上､より思考力を高めるための教
育内容の改善が必要ではないか
と思われる。
指摘した事項に対する改善の取
阻が一定程度なされているが､な
お課題もあり､新司法賦験の合相
伏況が厳しいことも踏まえ､現在
の取組の効果を検征しつつ､更に
改善に取り組む必要がある。

哩画U〃〃＝呼夕Uツ雫廻“~塞回里百句■

,､るものの､入学者遭抜の状況屯
どからみて､なお､競争的環境の
下で質の高い学生を確保できる
6､懸念がある。
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
鰭まえれば､継続的にﾌォロー
ｱｯブを実施する必要がある。

29 大宮感科大単憐大早 50 70 70 1m 1.88 1.61 156
三

9 12 12 6.4％ 10.2％ 1481 1.4％ 3.8％ 2.8W

桐蔭横浜大学との観合を兜亜。
ウ

入学者週抜における顔争涯の
遭保等､入学者の質の硫保に関
する麗臓及びそのための取組が
不十分である。
成績酔価の厳格化の取組も不
十分である｡教員間の連携によ
り､学生に学修の到達目標を示し
つつ､教育方法や成績評価方法
亭の改善に取り組む必要がある。
新司法賦験の合格状況が厳し
いことも踏まえれば､継統的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

7.碗 8.7％ 0鰯 4鋼 ●
30 濁協大学 30 40 40 50 240 1.24 1.45 11 3

。
５
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修･り.省の質の保 参考

腕 大学名

入学定員

H24
《予印
H23 H22 H21

煎争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法駄験
合格率

H23 H22 H21

修了
新司
合格率

魎
御
睡
幽

晒
函
睡
睡

卿
師
脚
幽

ヒア

リン

グ鯛
査

対象
校

ｰ

実地鯛壷

対象
校

実地鯛査における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見．

第1回鯛査における
委員の所見

31 駿河台大学 48 48 48 60 2.83 1.32 1.35 5 7 4 4.6％ 7.6％ 5.醜 3.4％ 3.9％ 2●1％ ●

八手召電通U~宛0丁⑤醒李畦”唾津U季思

像されており､入学者選抜の厳格化につ
いて一定の取組がなされている。
成績酔価の基準が不明確で科目間の
対応に差も生じており､教育の改善の取
組について組織的な対応が必要である。
指摘した事項に対する改瞥の取組が全
体的に進んでいるとは甘い難く､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして継続的なﾌｵﾛｰｱｯプを実
施していく。

入学者週抜における頭争涯の

採を意臓し､入学者の質の確
(について､一定の取組がなされ
Fいる。
GPA制度の導入等､厳格な成
I解価についての一定の取組が
:されているが､FD等により､組
!的に更なる改善に取り組む必
1がある。

指摘した事項に対する改善の取
lが相当なされているが､新司法
【験の合格状況が厳しいことも踏
!えれば､現在の取組の効果を
鉦しつつ､更に改善に取り組む
卜要がある。

皿琶”駆麺I生畢"凪ご可LLし､匂

f,改善効果が鹿められる段階
ﾆ至っているとはいえない。
厳格な成績酔価･修了厘定の撤
蚤などについては､改善が＋分な
R況に達しているとはいえない。
さらに､新司法賦験の合格状況
b相当厳しいことも踏まえれば、
2続的にフォローアップを実施す
》必要がある。

32 冑山学院大学 50 .50 50 60 2.83 2.58 327 8 3 8 94％ 3.6％ 9鯛 lq" 5.9％
●

7jW ●

を獺

施していく。

など入学者選抜の厳格化につ
グ、手口廼煙Uｰ9画■〃画癖字医U字

R保されているが､相当数の合棺
『を出しながら､入学者数が入学
2貝を大幅に下回っており､入学
『の質の確保がなされているの
､検証が必要である。
成績評価?修了麗定の厳格性の
E保に疑問がある．

藷鰯謡獺穂謡鴬
二ついて組織的な改善の取組が
卜要である。
新司法賦験の合格状況が酸し
､ことも踏まえれば､継続的に
ワオローアップを実施する必要が
§る 、 ．

33 学習院大学 50 50 .” 65 244 5●55 3.94 18 19 21 22部 皿溌 24側 18.鰯 2風醗 2a"

34 座庫麓塾大学 230 230 260 260 3.63 339 327 184 179 14フ 4皿 ”4％ 48鋼
尾も口上 固囚畳哩 51.7N

臣ハ手恒”典匡醒李Ⅱエ吻嘩序
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入学者の質と餓 ､性の確保 修了者の質の保証 今回の鯛査結果 参 考

晩

35

大学名

國學院大皐

入学定員

H24
《子、
H23 H22 H21

40 40 40 50

競争倍率

H23 H22 H21

2．00 1.35 2p9

新

H23 H22 H21

5 5 【

蝉
率

H23 H22 H21

6.鯛 7.4％ 1091

修了
新司
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8.6％ 8.1％ 8.酬
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ヒ
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対象
校

実地鯛査

対象
校

実地飼査における委員の所見

●

人字看廻亟にあけ旬駆季涯”暉隊琶辱

堕し､入学者遺抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
一部において定期賦験の採点が非常に
甘く､成績酔価の厳格化については､なま
課題であり､その徹底に取り組む必要が
ある。
FDの取組を一定程度実施しているが、
その結果が組織的に共有されているか疑
問である。
指摘した事項に対する改善の取組が全

職龍鰯鰕磯織窪
も踏まえ､現在の取組の効果を検鉦しつ
つ､更に改善に取り組む必要があること
から､当WGとして継続的なﾌオローアッラ
を実施していく。

第3回鯛査における
雲員の所見

I-==-1
入字省迅琢におい~E，八手百u

画の確保がなされているかなおロ
念がある。
GPA制度の導入等､成績評価
力厳格化に一定程度取り組んで
,､るが､なお課題も見られ､その
散底に取り組む必要がある。
カリキュラムや授集内容･方法
､改善について､より抜本的な擁
丘を鱗じる必要がある。
指摘した事項に対する改善の月
阻が一定程度なされているが､＊
お課題もあり､新司法賦験の合＊
伏況が厳しいことも踏まえ､現在
の取組の効果を検胚しつつ､更I
改善に取り組む必要がある。

第1回鯛査における
委貝の所見

~顎育内容や方法の改醤や厩頼
呼価の厳格化に向けた取組は一
喧程度行われているものの､入学
首の質の確保に向けて改善の取
阻が十分になされているとは言い
唯い・
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
階まえれば､継続的にﾌォロー
ｱｯブを実施する必要がある。

36 駒懇大学 36 45 50 50 240 1.49 203 2 9 ５ 2.醜 13.2％ 10.49 0.0％ 10.0％ 4.0％ ● ●

入学者選抜における顔争性の確保を意
隙するなど､入学者選抜の厳格化につい
ての取組がなされている。
成緬評価の厳格化､学修の到達度の明
確化などが不十分で､その徹底に組織的
に取り組む必要がある。
改善の取組が一定程度なされている
が､なお腺題もあり､司法賦験の合格状
況が厳しいことも踏まえ､当WGとして継
続的なﾌｵﾛｰｱｯプを実施していく6 I

37 上智大学 ” 90 100 1” 4.09 3．98 544 39 33 ・ 40 20.班 19.6％ 27.8N 18.6％ 23.鯛 26.9％

38 成躍大学 45 45 50 50 2.16 3.43 445 11 11 14 121％ 11.8％ 20.61 865% 8醜 20.4W ● ●

入学者選抜における頭争匠の確採を恵
戯するなど､入学者選抜の厳格化につい
ての取組がなされている。
GPAを用いた修了麗定や一定の履修制
限を股けることで､厳格な修了麗定への
取組も落手している。
一方で､定期賦験の在り方について成
統分布､採点基準､答案の購評･返却に
ついて教貝間での取組にバラツキがあ
り､FD会醸等を通じて改善に取り組む必
要があるも

Ⅱ ＝ ． － ロロI
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惨､‐入学者の質と蝕 卜性の砿保

他 大学名

入学定員
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H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

合格
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率

睡
脚
睡
幽
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両
極
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魎
画
晒
醒
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対象
校

実地飼査

対象
校

実地飼査における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

39 専修大学 55 55 60 60 257 247 3.55 17 19 17 14b4% 196% 2u5W 8.7％ 18郷 1a醜

･40 創価大学 35 35 35 50 265 242 352 12 18 12 14鰯 1a" 15.碗 逸5％ 25.畷 12鰍
生 申一 吟 画 q － L g ､ ▲ り, ● .－‘2J. . ､ 当七

41 大東文化大学 40 40 40 50 1.22 1.16 124 2 2 3 2醗 4.3％ 7鯛 5.3％ 6.7％ 2.8％ ●

入学者選抜において､入学者の質の確
保を図るという鯉臓が極めて不十分であ
り､改善のための真箪な取組が見られな
い。

成絞酔価の厳格性を担保するための取
組力唾んでおらず､厳格な成績解価がな
されているか疑問である。
極めて深刻な状況にあることを大学も麗
臓しており､組織として､教育の在り方に
ついて抜本的な見直しに早急に取り組む
必要がある。
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは甘い鮭<､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることからざ
当WGとして重点的にフオローアップを実
施していく。

＝

入学者選抜において､頭争性の

磯保がなされておらず､入学者の
質の確保を図るという麗臓が極め
て不十分である。
GPA制度の導入等､成績解価
の鹸格化に一定程度取り組んで
し､るが､厳格性の担保がなされて
拾らず､その徹底に組織的に取り
阻む必要がある。
組織として､救育の在り方の抜
本的な見直しにすみやかに取り
阻む必要がある。
指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは甘
い鮭<､新司法賦験の合格状況力’
賎しいことも踏まえ､早急に改善
|こ取り組む必要がある。

唾1画｡ひけ侭唾師幽“ロー〃出宮旬ULU，

侭い科目が一部にみられ､成纏

個々の教員の成繍解価の厳格
上に対する隠微も不十分であり、
且織的なFD活動や改善への取
ﾛがなされているとはうかがえな
､◎

また､入学者選抜での館争性砿
鳥に向けた改善も不十分である。
さらに､新司法賦験についても
目当厳しい合格状況にあることも
§まえれば､改善が若実に実施さ
もているとは言い雌<､重点的に
ｱｵﾛｰｱｯプを実施する必要が
6る 、

42 中央大学 270 270 3” 3” 2.94 3.94 443 176 189 162 38.醗 43.1％ 43.4W 43.鰯 47.部 49.8W

“ 東海大学 30 30 40 50 1.30 1.35 122 7 2 3 9.9％ 3.鰯 6酬 4鰯 0蝿 2.8％ ●

入学者還抜における観争性の砿保等、

入学者の質の確保に関する麗鎌が依然
として不十分である。
成緬解価にパﾗﾂｷがありも厳格な成紹
解価が行われているか疑問である。
教育の在り方(授集内容･方法､カリキュ
ラム等)について問題がないか､組織とし
て真鮫に検肘し､早急に改善のための抜
本的かつ具体的な措置を鱗ずることが必
要である。
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは首い錐<､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして重点的にﾌｫﾛｰｱｯブを実
施していく。 ■

入学者選抜における醗争性の

畠保等､入学者の質の確保に関
Fる麗臓及びそのための取組が
届十分である。
また､授粟内容･方法の改善
b,成績評価の厳格化に向けた
ﾛ組が不十分であり､その改善に
8織的に取り組む必要がある。
大学として教育の在り方につい
：すみやかに改善のための具体
§措置を検肘する必要がある。
指摘した事項に対する改善の取
ﾛが全体的に進んでいるとは言
､難く､新司法賦験の合格状況力’
潰しいことも踏まえ､早急に改善
二取り組む必要がある。

入学者選抜は実質的に機能し
ておらず､入学者の質が十分確
際されていないといえる。
また､教員間の連携による､数
風の資質能力の向上や授業内容
の質の向上への取組が不十分で
ある。
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
繭まえれば､改善が着実に実施さ
れているとは言い難く､重点的に
フォローアップする必要がある。

参考
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入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保歴 今回の鯛査結果 参考

血 大学名

入学定員

H24
好、
H23 H22 H21

館争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

修了
新司
合格率

睡
面
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幽
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卿
駒
魎
幽
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査

対象
枝

実地鯛査

対象
校

実地鯛査における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

－ 9

第1回鯛査における
婆員の所見

b

44 東洋大学 40 40 40 50 2。13 2.11 1.98 11 7 5 125％ 9.1％ 7.1W 8.1％ 8.8％ 5.m ●

人手百遜迩0＝西17③理学1ェw唾咋ご辱

臓し､入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
成績評価の厳格化に向けた取組を引き
続き行っている一方､敦員によって学生
への対応についてバラツキがあり､FDを
通じて更なる教員の意徴向上を図る必要
がある。
指摘した事項に対する改善の取組が相
当なされているが､司法賦験の合格状況
が厳しいことも踏まえれば､現在の取組
の効果を検征しつつ､更に改善に取り組
む必要があることから､当WGとして継続
的なフォローアップを実施していく。

へ手戸廼痙1－のUJ句鯉ヂロエ暫夕

I保を意臓し､入学者の質の確
について､－定の取組がなされ
いる。
GPA制度の導入等､成績鮮価
'厳格化に向けた取組を行って
る｡その効果について､引き続
検歴を行う必要がある。
散員の憲隙の向上やFD等の取
|がされており､引き続き改善に
lり組む必要がある。
憎摘した事項に対する改善の恥
lが相当なされているが､新司法
蛾の合格状況が厳しいことも鼬
Iえれば､現在の取組の効果を
i鉦しつつ､更に改善に取り組む
腰がある、

。

－ーママー‐ワーロー~ ■ﾏ 守ｰ ﾛ ｰ ｰ 一－

1,いずれについても現状を大き
好転させるまでには至っていな
‘と思われる。
特に鹸格な成絞評価･修了鹿定
職底に関する取組自体も未進
:明磯な部分が見られ､入学者
,教員の質の碗保などでも相当
Iしい状況にある。
さらに､新司法賦験について相
iに厳しい合格状況にあることも
Iまえれば､改善が着実に実施さ
しているとは倉い難く､重点的に
Iオローアップを実施する必要が
》る ロ

45 日本大学 80 80 1叩 100 2●01 1.73 1.84 12 21 2C 6.5％ 129％ 13.11 3.醐 7.3％ 103 ●

入学者遇抜における頭争曄の確採を恵
隙し､入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
成績岬価の厳格化への取組を継統して
いるが､成績解価における平常点等の扱
いに疑職もあり､組織的に検鉦して改善
に取り組む必要がある。
指摘した事項に対する改善の取組が－

誰篭溌鳶職職鶴溌農
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､豊
WGとして重点的にﾌｵﾛｰｱｯブを実施
していく。

入学者選抜の願争健の確保に
｡いては､一定程度の改善の取
恩を行っており､入学者の質の確
呆が実効的になされているかを貝

濡認瀧臘化に一定穏塵
取り組んでいるが､厳格性の担保
肌十分とはいえず､その徹底を図
5必要がある。
指摘した亭項に対する改善の取
阻が一定程度なされているが､な
借腺題もあり､新司法賦験の合相
伏況が厳しいことも踏まえ､現在
刀取組の効果を検証しつつ､更に
孜善に取り組む必要がある。

入学定負の見直しなどの人手君

》質の確保や､厳格な賎績解価
Eどの修了者の質の保腔などに
1けた取組が十分に行われてい
こいにもかかわらず､改善の必要
上があることに対する十分な麗臓
'《なされていないと思われる。
さらに､新司法賦験について相
§に厳しい合格状況にあることも
§まえれば､改善が着実に実施さ
Lているとは言い鮭〈､重点的に
ﾘｫﾛｰｱｯプを実施する必要が
5る ｡

46 法政大学 80 80 100 100 2.44 2.58 2.55 31 24 25 169％ 14部 18.1W 7.砿 1u" 15.3％ ●

－－▲ 凸 凸… a一一 一一■■■L 一一一 一一一 一＝＝ 二一一 毎年 nF 毎碩 、▲～ 、垂▲筐 、｡~
23郷 19.7％ 2臥釧
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の俣刀一壱の置 参考

他 大学名

入学定員

H24
《子、
H23 H22 H21

競争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

迦
幽

合格率

睡
断
岬
函

咽
胸
睡
醒

極
御
脚
函

ア
ン
図

上
リ
グ

査

対象
校

実地鯛査

対象
枝

実地飼査における髪貝の所見

t ●

第3回胴査における
髪員の所見

第1回鯛査における ．
委員の所見

48 明治学鶴大学 40 60 60 80 1.46 1.36 1.62 5 9 9 45％ 10.3% 11.7W 20％ 6鰯 5.例 ●

戴雷織鰯離藤
の確深を芯

ついて－定

の取組がなされている。
学修の到達目標を明示するなど､一定
の改善は見られるものの､成績評価の厳
格化など､組繊全体として更なる改善の

していく ｡

､人事省選砥における餌争睡の

竃保等､入学者の質の確保に関
する麗臓及びそのための取組が
不十分である。
教員間の連携が不十分ではな
b,かと考えられる｡FDの充実等

|こより数負間で鹿撫の共有等を
図り､学生に対して学修の到達目
臓を明示するとともに､成績解価
の厳格化に取り組むなど､組織的
|こ改善の取組を行う必要があるず
新司法賦験の合格状況が厳し
いことも踏まえれば､継統的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

49 立教大学 65 65 70 70 3.14 3.55 3.76 17 24 25 13.8% 207% 223％ 6.9％ 28.醐 21.9W

50 早稲田大学 270 2” 3叩 300 2.95 299 Z72 138 130 1四 312％ 327% 326M 37.部 34b1% 34.4W ▲- ■" h ① ■
C ÷ ■ 凸 = 一二■●

51 神奈川大学 35 35 35

＝

50 1877 1β5 221 4 8 4 6.6％ 1風1％ 6d7W 3％4 6.3％ 10" ●

を竃職するなど､入学者週抜の厳格化に
ついて一定の取組がなされている。
授集と自学自修のバランスについて組
繊的に検肘することが必要である。

謁蕊繕謡鑿凝翻瀦《

ある。

指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが､なお腺題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検歴しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､当
WGとして継続的なﾌｫﾛｰｱｯプを実施
していく。

入学者選抜における入学者の
面の確保に向けた取組を一定程
蜜行っているが､競争性の確保が
陸お不十分である。
また､GPA制麿の導入等､成績
騨価や進級･修了麗定の厳格化
|こ向けた取組についても､一定租
蜜行っている。
指摘した事頂に対する改善の取
阻が一定程度なされているが､な
お課題もあり､新司法賦験の合格
伏況が厳しいことも踏まえ､現在
の取組の効果を検胚しつつ､更に
改善に取り組む必要がある。

賦験間題につ

,$て､学修到達度を的確に麗臓し
上うえでの改善を行うぺき点がみ
られる°
また､カリキュラムの構成意図
6《学生側に十分伝わっているか
|こついて懸念がある。

さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
晴まえれば､継続的にﾌｫﾛｰ
ｱｯブを実施する必要がある。

ー

人手百の真と皿甲涯の瞳犀

－

腿
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入学者の質と競 性の確保 修了者の質の保胚 今回の鯛査結果 参 考

他 大学名

入学定員

晒
唖 H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

修了
新司
合格率

睡
御
魎
幽

胸
両
極
蝿

岬
碑
咽
蝿

ア
ン
鯛

ヒ
リ
グ

査

対象
校

実地鯛査

対象
校

実地闘査における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

52 関東学院大学 25 30 30 30 1.76 1.13 147 5 3 7 10.9％ 5.5％ 1259 125% 20.脇 15.鯛 ●

入学者選疲におけ毎鯉李涯の駆味寺、

入学者選抜の厳格化についての取組が
実施されている。
敷育内容･方法については､各段階での
到達目棟を明示して授集を実施するなど
の取組が行われているが､成績解価につ
いては更に適切なFD活動が必要である。
指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが､なお牒題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､豐
WGとして継続的なフオローアップを実施
していく。

入字看逼諏におけ旬鯉季1王”

慶保等､入学者の質の確保のた
bの取組が不十分である。
成績解価については､概ね適切
こ実施されているが､一部酔価基
叢が不明確な科目があり､－層
駿格化を徹底する必要がある。
指摘した事項に対する改善の敵
阻が一定程度なされているが､な
お課題もあり､新司法賦験の合相
伏況が厳しいことも踏まえ､現在
の取組の効果を検歴しつつ、
改善に取り組む必要がある。

更に

遼禾陶香一勾渥w唾琶0－1副叩

上取組は－定程度行われている
bのの､入学者週抜の改善に向
ﾅた取組が＋分なされているとは
,､えない。

さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
崎まえれば､継続的にﾌｵﾛｰ
ｱｯプを実施する必婁がある。

53 桐蔭横浜大学 50 80 60

F

70 127 1.19 1.38 8 8 〔

。

8．畷 7．2％ 1291 8.2％ 20％ 8.61 ●

,入学者選抜については､､頭寧涯の確味

を意繊するなど､入学者選抜の厳格化に
ついて一定の取組がなされている。
成鐘酔価については､侭ね適切になさ

《不明硫な科
する必要が

ある。
指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが､なお際題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改善に取り組む必要がある。
なお､大宮法科大学院大学との統合に
ついては、事務担当者も含め､円滑に実
施できるように進めていくことが必要であ
ることから､当WGとして継続的なﾌォロー
アップを実施していく。

入学者選抜における餌寧涯の

2保等､入学者の質の確保に関
Pる麗臓及びそのための取組が
弓十分である｡
成績酔価の厳格化や自学自習
)支援に取り組んでいるが､今後
､改善の努力の継続が必要であ
j・

指摘した事項に対する改善の融
目が一定程度なされているが､な
s謀題もあり､新司法賦験の合格
偏況が厳しいことも踏まえ､現在
り取組の効果を検鉦しつつ､更に
k善に取り組む必要がある。

厩函師U四リグ…TpUuU－0罰U〃〃－…

3に若手しているものの､教員組
伐のあり方や教育方法などにつ
,､ての改善がなお不十分であると
甘えられる。 ．
さらに､新司法賦験について相
当に鮫しい合格状況にあることも
渚まえれば､継続的にﾌｫﾛｰ
Pツプを実施する必要がある。

54 山梨学院大学 35 35 35 40 2.50 230 3.33 7 14 12 15.6％ 2孔5％ 26.1M
I孔4％ 346％ 27.醐

､8％､8％ 48.8W48.8W 35.畷35.畷 25.砿25.砿 59鯛59鯛
－●
■■■■■■■■■■■■

一一

一
■■■■■■■■■■

一一

Uー
■■■■■■■■■■■

一

55 愛知大学 30 30 40 40 204 1.88 2.14 8 14 20



参考

他 大学名

入学定員

H24
《千m
H23 H22 H21

競争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23

わ

H22 H21

修了直後の
新司法賦験
合格率

睡
函
睡
蝉

晒
獅
睡
蝉

睡
獅
脚
幽

ヒア

リン

グ閥
査

対象
校

実地鯛査

対象
校

実地飼査における委員の所見

＋

第3回胴査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

56 愛知学続大学

●

25 25 35 35 1.18 1.35 120 1

＝

3 4 2●4％ 8.8％ 15.4W 0.0％ 9.1％ 9.4W ●

ある。
シラノ

運用を
いて依然として敦員間での共通隠疎と
なっておらず､それを補正する組織的取
組も不十分であり､さらに改善の取組が
必要である。

1

指摘した事項に対する改瞥の取組が全
体的に進んでいるとは曾い難く､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして重点的にフオローアップを実
施していく。

●

ハ手恒＝”0－の”句醒頭醒”

遭保等､入学者の質の確保に関
する麗嫌が不十分であり､他の法
闇大学院を大きく下回る状況が縮
,､ている。
成績上位者に対する特別な学
崖相談や予備校の答案練習への
阻繊的支援をやめるなど､制度の
孜正がなされているが､受け入れ
上学生に基礎的な力量を身に付
ﾅさせ､それを伸ばせるよう､法調
大学院として責任を持って取り組
b努力が今後も必要である。

威績評価については､一定の改
暦を図ろうとしていることがうかが
えるが､敦員間で共通の露臓にね
るまでに至っているとは鹿められ
ない｡さらなる改普の取組の検
肘･努力が必要である。
指横した事項に対する改善の取
阻が全体的に進んでいるとは甘
い難く､新司法賦験の合格状況力’
賎しいことも踏まえ､早急に改善
|ご取り組む必要がある。

泣科不手睡こしL，取晉”“垂

上が正しく麗臓されていないた
>､成績上位者による予備校の
§案練習を組織的に支援するな
?､受け入れた学生を自ら責任を
＃って教育しようという意臘が希
Fであり､法科大学院での救育を

体制を再構築する必要がある。
また､入学者選抜での館争性確
鳥についても深刻な状況にあるに
､かかわらず迩切な方箪がとられ
こいままであり､改善計画自体も
筐般的に不明確である。
さらに､新司法賦験について相
§に厳しい合格状況にあることも
§まえれば､改善が着実に実施さ
Lているとは倉い鮭<､特に重点
ｳにフォローアップを実施する必
gがある。

申 4

57 中京大学 25 25 30 30 2m 1“ 1.64 8 6 6 皿5％ 14郷 15.8W 16.7％ 18.7％ 21.1W

58 南山大学 40 40 50 50 1.44 1.55 1B1 21 10 18 283％ 1a7％ 3Q醐 31.鯛 8.醐 19.1％

59 名城大学 40 40 40 50 123 1.38 155 7 10 7 9.7％… 1a醜 1風郎 16.雛 5.鍬

八手百”又芭既季涯叩耀味
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入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保歴 今回の鯛査結果 参 考 ．

他 大学名

入学定員

H24
《子か
H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

修了直後の
新司法賦醗
合格率

極
鯨
睡
幽

脚
断
睡
函
。

晒
碗
魎
鋤

ア
ン
鯛

ヒ
リ
グ
査

対象
枝

実地隠査

対象
校

実地闘査における委員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

60 京都産集大学 32 40 40

■

60 2” 1.56 1.52 3 4 1 3鍬 5.4％ 2鋤 0.鰯 0.鰍 0.m ●

人字有逼迩'三面17③醸宇1エ”牢咋痙畢

儀し､入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされているが､学生の二極化
力碓むなど更なる質の確保のための取細
が必要である。
授乗内容･方法についても到達目標を
示すなど－定程度改善の取組が行われ
ているが､成績解価の厳格化については
依然として課題を抱えており､組織全体と
して取り組む必要がある。
指摘した事項に対する改善の取組が－
定程度なされているが､なお課題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検征しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､豊
WGとして重点的にﾌｵﾛｰｱｯブを実施
していく。

入字看遼砥におけ旬奴書の躯

鰯駕蛎黙謝綴
呂向けた取組がなお不十分であ
し、

成績解価の厳格化について､－
弓程度改善の取組が行われてい
）が､厳格性にはなお課題を抱え
:おり､組織全体として徹底する
》要がある。
学生が修了までに必要な学力を
ｻに付けることができるよう､入学
5の質の確保やカリキュラム改難
二引き続き取り組む必要がある。
指摘した事項に対する改善の跡
目が一定程度なされているが､な
s際題もあり､新司法賦験の合柁
尺況が厳しいことも踏まえ､現在
D取組の効果を検鉦しつつ､更I:
k善に取り組む必要がある。
今 ■

賦頼酔伽の庫殖化など奴喬”

R組が進められているが､すべて
》教員にそれが微底されていると
k言い難い状況にあると思われ
》、

また､それぞれの授集でも到達
Eを見据えて責任をもって学生を
腐育するという共通の麗嫌のもと
二行われているとはうかがえな
､｡

入学者選抜の状況からみて､質
，破保についても不十分である。
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
§まえれば､改善が結実に実施白
もているとは甘い難く､世点的に
ﾌｵﾛｰｱｯプを実施する必要が
6る。

61 同志社大学 120 120 120 1釦 201 1.53 1.89 65 55 45 23.5％ 21“ 19.1％
130% 20.魂 179W

62 立命館大学 130 130 150 150 200 1.80 1.92 40 47 6C 15.3％ 189％ 24.7N
la5M 15.酬 2a6W

10.朝 2.2％ 1.鮒 11鋤 ●
關 飽谷大学 25 25

グ

”

Ｇ
や

60 2.18 1．08 1.66 5． 8 ．§
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参考

脱 大学名

入学定員

H24
《甲、
H23 H22 H21

館争倍率

H23 H22 H21

新司法賦験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22 H21

修了
新司
合格率

極
獅
睡
・
唖

魎
断
睦
函

惣
陶
晒
醒

ヒア

リン

グ厨
査

対象
校

実地鯛査

対象
校

ー

実地闘査における雲員の所見

& 甦 令

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

64 大阪学院大学 30. 30 45 50 2n9 154 1.19 2 3 2 2.脇 5.5％ 5.鰍 0.砿 3.2％

●

24％ ●

八手君廼逗W軍祗1EI－~ジbULw駆函Uひ

－定程度なされている。
学修の到違目標の明示や成績評価に
ついては､個々の教員における取組がな
されているものの､組織的な取組として改
善を進める必要がある。
指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く､司法賦
験の合格状況が厳しいことも踏まえ､早
急に改善に取り組む必要があることから、
当WGとして重点的にフオローアップを実
施していく。

入字者逼疲における入字者の

頁の碗保に向けた取組は一定程
変なされている。
成績評価について､依然として
その在り方に問題がある。
学生に対して学修の到達目標を
現確にした教育を行っておらず､F
ｺも十分に機能していないため、
阻織的な改善に向けた取組･窓脚
も欠けている。
指摘した事項に対する改善の取
闇が全体的に進んでいるとは言
し､難く､新司法賦験の合格状況力’
賎しいことも踏まえ､早急に改善
|こ取り組む必要がある。

厚殖辱醒騨酢1皿幻･垂“百句しLU，

Eい科目が一部みられるなど､戒
R酔価の在り方に重大な問題が
5るにもかかわらず､対策が購じ
,れていない。

また､学生に対して到達ﾚペル
;明確にした教育を行うための組
R的な取組もなされていない。
また､入学者選抜状況を踏まえ
二入学定員見直しなどの入学者
〕質の確保に関する鹿臓と取組
D不十分である。
さらに､新司法賦験についても
目当厳しい合格状況にあることも
§まえれば､改善が藩実に実施さ
Lているとは倉い難く､重点的に
ﾌｫﾛｰｱｯブが必要である。

65 関西大学 ,100 1” 130 130 2p2 1.67 1.97 35 32 35 16.7％ 14．邸 16"％ 11.部 7.7％ 15.醐 ●

66 近畿大学 40 40 40 60 1..75 146 1.34

ゆ

8 8 9 13.8% 14脳 18.腕 l郷 121% 21.鍬

① ■

●

入学者選抜における観争性の確保を意

徴し､入学者選抜の厳格化について－定
の取組がなされている。
成績分布について､數員間での愈臓銃
－が図られているか疑問であり､全体とし

蝋纈撫撫溌灘
定
司認錦曝黙

い。

組が－
《､なお腺題もあり、
が厳しいことも踏ま

え､現在の取組の効果を検歴しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､当
WGとして継続的なﾌｫﾛｰアップを実施
していく 。

入学者選抜における頭争性の

瞳保を意臓し､入学者の質の確
県について､－定の取組がなされ
ている。
授集内容･方法等について､継
暁的に改善されている。
指摘した事項に対する改善の取
阻が相当なされているが､新司法
拭験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば､現在の取組の効果を
険証しつつ､更に改善に取り組む
必要がある。

手エ”＝富●少巳延車季へ、二季

内容や方法の改善のための取組
|ま一定程度行われている。
しかし､入学者選抜の状況とそ
れに伴う入学者の質の確保､少
人数をいかした取組など､いまだ
改善が十分とはいえない。
さらに､新司法賦験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば､継続的にﾌｫﾛｰ
ｱｯブする必要がある。

６

申

67 関西学院大学 1” 1m 125 125 1.16 1.88 1好9 26 37 37 146% 2u3％ 19.4W 11.鰯 1a5％ 19.7W

68 甲南大学 50 50 釦 60 1.66 141 1.74 18 11 17 16.1％ 1u醜 18.鋼 IZ師 768％ 1Z1W

入学者の質と醗争性の確保



’
143

，

．〕

1

、

他 大学名

入学者の質と醗争性の確保

入学定員 餓争倍率

H24
《子、
H23 H22 H21 H23 H22 H21

修了者の質の保

新司法賦験
合格者数

新司法賦験
合格率

H23
ｰ

H22 H21 H23 H22 H21

［

修了直後の
新司法賦験
合格率

曄
断
睡
幽

晒
両
睡
噸

細
面
脚
函

今回の鯛査鯖果

ヒア

リン

グ鯛
査

実地飼査

対象
校
対象
校

実地圏査における委員の所見

参

第3回鯛査における
委員の所見

考

第1回鯛査における
婆員の所見

89 神戸学院大卑 35 35 35 60 2“ 1.74 1.30 1 4
勺

“
●
１
■
「 2例 10.鯛 1071 00% 4.訓 9.19 ●

ー

入字看逼砥の摩循に1こついLw取稲〃

溺謹続灘で扇法鮒に合
惜できるレベルに達するとは考えておら

:醗職鑿綴瀦恥鵜
織総綴繍港驚き
れらを組織的に改善していくことを至急検

施していく。

八手菅電津0－のDJ｡“子匡U亨

僅保等､入学者の質の確保に関
rる麗臓及びそのための取組が
ド十分である。
成績酔価の厳格性に問題があ
I､教負間で麗臓を共有し､改善
こ取り組む必要がある。
現状や教育の問題点に対する
ザ析・腿唆が不十分である。
指摘した事項に対する改善の勵
恩が全体的に進んでいるとは首
,､難く､新司法賦験の合格状況力
賎しいことも踏まえ､早愈に改善
こ取り組む必要がある。

頭争憤率をZ楢'三虹つ0丁③弱刀

ま行っているものの､質の高い入
膜者の砿保の見通しが立ってい

鞍騎溌験の合柵曝'二
囚する分析･鹿隊が不十分であ
j､授業や成繍酔価の改善効果
b狸められる段階にまではいたつ
でいない。
さらに､新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
闇まえれば､改善が藩実に実施2
h,ているとは甘い難く､型点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

70 姫路濁協大学 ■阜停世 冑象体』

*

20 30 一
。

｡■■ 1.88 0 0 3 O錦 0．0% 7.71

L」IU

O鰯

日

On%

凶

0．m

I|巴

ー

巴

一

凸 一 一伊 6

1.7％

。

1281 32％ 11.1％ 1a8ウ ● ●
71 広島修遊大学 30 30 30 50 2.m 1.12 1.15 7 7 〔
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他 大学名

入学定員

H24
【子か
H23 H22 H21

餓争倍率

H23 H22 H21

新司法試験
合格者数

H23 H22 H21

新司法賦験
合格率

H23 H22

、

H21

修了直後の
新司法賦験
合格率

睡
陶
蝿
函

晒
函
睡
函

極
碗
魎
函

ヒア

リン

グ鯛
査

対象
校・

実地鯛査

対象
校

実地鯛査における姿員の所見

第3回鯛査における
委員の所見

第1回鯛査における
委員の所見

72 久留米大学 30 30 30 40 295 147 1.36 4 6 5 7.7％ 11.8％ 10.醜 0.0% 0．0％ 1u7N ●

”、丁.■ヨー…ロターーロ園UUU－ー守一一一ター弔凹唾

実施しているが､学生の二極化が進んで
おり､更なる質の確保のための取組が必
要である。

新しいカリキュラムを導入するなど一定
の改善の取組が見られるものの､成績酔
価の厳格化については､引き続き組織的
に取組を行う必要がある。
全体として極めて厳しい状況が続いてお
り､入学者の質の確保､教育の質の向上
等あらゆる選択肢を排除せずに改善策を
早急に実施する必要がある。
指摘した事項に対する改善の取組が一
定穏度なされているが､なお課題もあり、
司法賦験の合格状況が厳しいことも踏ま
え､現在の取組の効果を検鉦しつつ､更
に改善に取り組む必要があることから､当
WGとして重点的にフオローアップを実施
していく。

”、可－－厘＝ユニローロー■クマ…丁0－マタ

確保等､入学者の質の確保に関
する取組が不十分である。
教育方法やカリキュラムについ

て改善のための鯉随が行われて
し､るものの､膿瞼の途上にある部
分も多く､引き続き改善の取組を
実施する必要がある。
成績岬価の厳格化のための取
阻は一定程度されているが､カリ
ギュラムの改革とあわせて引き続
雪組織的に検肘を行う必要があ
る ｡

指摘した事項に対する改善の取
恩が全体的に進んでいるとは曾
八難く､新司法賦験の合格状況力’
鞍しいことも踏まえ､早急に改善
こ取り組む必要がある。

豚両々西一〃･ノイユ･フ今”取奮I、

向けた取組は開始されているもの
の､法科大学院で必要とされる到
達度に対する鯉験や数育の改善
の方向性についてなお検射すぺ
き課題も多くある｡また､入学者切
貫の確保のための取組も十分と
|ま恩われない｡さらに､新司法賦
険についても相当に厳しい合格状
況にあることも踏まえれば､改善
b噌実に実施されているとは言い
陵<､重点的にフォローアップを実
寵する必要がある。

73 西南学院大学 35 35 35 50

①

2.04 1.61 1.15 6 8 加
心

7.7％ 11.1％ 14.9％ 6.3％ 9.3％ 9.5％ ● ●

入学者選抜の厳格化についての取組を
実施しているが､学生の二極化が進んで
おり､更なる質の確保のための取組が必
要である。
成綱艀価は概ね適切で､進級判定も厳
格に実施されており､厳格な成績醇価が
行われている。
司法賦験の結果が厳しい状況にあるの
で､引き続き改善の努力を行うことが必要
であることから､当WGとして継続的なﾌォ
ローアップを実施していく｡．

74 福岡大学 ､30 30 30

（

30 203 1.18 1.37 3 8 1 8.1％ 222％ 18.4N 0.0% 9.1％ 11.1W ● ．●

入学者選抜における競争性の確保を意
隙し､.入学者選抜の厳格化について－定
の取組がなされている。
進級判定､修了腿定が厳格に行われて
いる一方､純粋未修者が適合していける
ようにする組織的配慮や適合できなかつ
た者に対するフォローの取組が重要であ
る ｡

さらに､司法賦験についても相当に厳し
い合格状況にあることも踏まえれば､重
点的にフォローアップを実施する必要が
あることから､当WGとして継続的なﾌオ
ローアップを実施していく。

計(平均） 4,571 4b”9 5,765 2.88 2.74 2.81 唖3 2074 2蝿 23.5％ 2a4％ 27.6W 25.鯛 25.7％ 28.郡 10校 32校

参考



(資料16）

平成24年司法試験の受験予定者

平成24年4月27日

1 受験予定者数等

(1)性別構成
人
人
人

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
８
２

１
９
１

９
９
７

１
７
３

１

男性

女性

(71 ． 89％）

(28． 1 1％）

(2)受験資格
も

ア法科大学院課程修了の資格に基づいて受験する者 1 1 , 005人(99. 14%)

（ｱ） うち闘鯵者･法学部卒 3， 414人(31. 02%)

（ｲ） うち既儲･ﾖ勝部卒 469人（ 4． 26％）

（ｳ） うち剰夢昔･鮮部卒 4， 735人（43． 03%)

（ｴ） うち未惨昔･ﾖ…卒2， 387人（21． 69％）

（勘受験願書に基づく情報

イ 司法試験予備試験合格の資格に基づいて受験する者

鐸､

95人（ ％）0 86

(3)受験回数

1回目

2回目

3回目

人
人
人

４
５
１

４
１
４

９
７
４

(44

(33

(21

９
９
９

４
３
２

54％）

47％）

99％）

選択科目別受験予定者2

倒産法

租税法

経済法

知的財産法

労働法

環境法

国際関係法

国際関係法

人
人
人
人
人
人
人
人

８
０
６
２
４
８
０
２

４
５
０
０
５
７
８
８

５
７
１
４
４
６
１
９

(22．

（ 6．

（ 9．

(12．

(31 ．

（ 6．

（ 1 。

（ 8．

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％
％
％
％
％
％

５
６
６
３
２
１
２
５

９
７
９
６
１
１
６
８

2，

1 ，

1 ，

3，

‐、

ｊ
ｊ
系
系
法
法
公
私
く
く

試験地別受験予定者3

札幌市

仙台市

東京都

名古屋市

大阪市

広島市

福岡市

２
３
４
７
０
４
６

５
２

く
く
く
く
く
く
く

人
人
人
人
人
人
人

３
２
６
６
９
６
８

１
７
９
８
０
１
０

３
３
９
８
３
５
７

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１

％
％
％
％
％
％
％

２
５
２
８
０
５
８

８
３
０
９
８
６
３

5，

2，

”



噴料17）

平成24年司法試験予備試験の出願状況について

平成24年司法試験予備試験の出願状況は，

12日現在)。

下記のとおりです（平成24年4月

1 出願者数9， 1 18人 ー

2試験地別

角

北海道

仙台市

東京都

名古屋市

大阪府

広島市

福岡市

１
；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％
％
％
％
％

３
１
５
３
４
４
０

●
●
●
●
●
●
●

３
２
４
５
７
２
５

６
１

く
く
く
く
く
く
く

人
人
人
人
人
人
人

８
３
０
２
６
９
０

９
９
８
８
８
１
６

２
１
８
４
５
２
４

５
１

偽



(資料18）

平成24年5月10B

L
ー
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F霊 ＞法曹有糞格者の活動領域の在り方
〆

、

。法律事務所,企業,公務,地方公共団体,海外分野,労働分野及び消蓋者分野における活動並びに
隣接専門職種団体及び法科大学院修了者についてのヒアリング･発表を整理。

○訴訟以外の場においても法曹人材が活躍できる社会的仕組みについて,関係各省の連携とともに'官民
＝が一体となって検討する必要あり。
○法曹有資格者の活動領域については,様々な分野,組織体に広げていく努力をしてきたが'個々の取組
の中で様々な壁にぶつかっている。
○例えば20年後を想定して,､経済界における法曹に対する需要の程度を検証することが必要。
○法曹有資格者自身がより積極的に活動領域の拡大に取り組むことが求められる○
○都市部でない地域における法曹のニーズを考える必要あり。
○いわゆる即独弁護士については,仕事を通じた訓練(OJT)を受ける機会を確保するための体制整備に
ついても検討する必要あり。

○社会の中で求められるプロﾌｪｯｼｮﾝとしての法律家に求められる価値について議論する必要あり。
○法科大学院を修了して法曹の素養を身に付けた人材の活用の在り方について検討する必要あり。

一

’
匙 ノ

－

’
‐ 『 両

一喝 L4

酉

睡Q O｡＞仁

一
画０

４
コ
一第Z今後の法曹入国切窪り方”

〆

、

○今後の法曹人口の在り方については,20年,S0年後の状況にも耐え得る内容を検討しなければなら
ず,将来の日本の人口の減少や人口構造の変化も踏まえて検討する必要あり。
○今後の法曹人口の在り方を議論する際には,法曹養成制度の在り方と関連しつつ,法曹の活動領域の
拡大状況‘法曹需要,国民の司法アクセスの状況等も踏まえ,総合的に検討すべき。
○グローバル化が進み,アジア諸国との競争が激化している現状に鑑み,.競争力を高める観点から,法曹
を戦略的に育てていくことが重要。
○これまでの法的環境経済的な実態社会構造が大きく変化する中で,従来の延長線のみで将来の構
図を描いてよいのかを検討する必要あり。
○努力目標として,一定数の法曹人口の増加を視野に入れながら,様々な政策を考えていくことは必要で
あるが,一定の時期を限って合格者数の数値目標を設定することに無理がないか検討すべき。

L

ノ

全

に第
－

＞3法葛養成制度の在以方
ｰ■ 労少剥

並！

ｵ劉蕊漣塞癖燕鱒窯篝
(1)プロ

○プロセスによる法曹養成の理念を確認しつつ,法科大学院の体制を理念に即して再編成する必要あり。
○法科大学院間の格差が広がり両極化している現実を踏まえ,一部の法科大学院に対して厳しい措置を
講ずることもあり得る。

2）法曹志願者の減少

○司法試験合格率の低迷,弁護士の就職難法科大学院の時間的｡金銭的負担などから,法曹を目指
すリスクが回避されている。
○法曹志願者数の多寡を論ずる基準について,検討する必要あり。

○多様性を確保する観点からも,司法試験合格率の上昇に資するような方策を検討することが必要。

(4)法曹養成課程における経済的支援

○法科大学院生に対する経済的支援は既に充実｡更なる優遇措置には,一般的な理解が得られない。
○長期履修者への対応など,法科大学院生に対する支援の柔軟化等の検討が必要。
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一

’ 第3法曹麹謡制度の在り方鰯

霧議霧議蕊灘喜蕊灘喜蕊蕊蕊
＝鍔

号慧溌蜜堯どの程度機能を果たしているのかを検証するための情報開示が必要｡なお,検証に
当たっては,適性試験受験者全体について相関性を検証する必要あり。
○教員の選考基準の検討や,教員を継続的に養成し得る仕組みとなるよう体制の整備が必要。
○法曹有資格者の活動領域の拡大に合わせて,法科大学院における多様な専門教育の充実が不可欠･

筈駕鶏定員削減や統廃合について｡これまでの文部科学省等における取組を通じて一定の努力
が行われてきたが,それだけでは限界があることから,法令上の措置も含めて,より一層実効的に行うた
めの方法を更に検討する必要あり。
○法科大学院への実入学者数は減少しつつあり,想定される適正な司法試験合格者数を検討の上'これ
に比べて’全体として入学定員が適正かどうかは,中長期的な視点からの検討が必要･
○法科大学院の定員削減や統廃合の検討に当たっては,全国適正配置についても配慮すべき｡他方，こ・
れにも限界があることから,むしろ,地方の法曹志願者の教育の機会を確保する観点からの検討も必要。
○大規模な法科大学院の定員削減の検討も必要だが,良質な教育を受ける機会を奪いかねないことにも
配意すべき

(3)認証評価
○認証評価の成果がどのように表れ,生かされているのかの情報提供が必要。 へ

で法学既修者と同じﾚベﾙを前提にして教育を受ける仕組みには無理があり.何ら’○法学未修者が1年間
かの形で見直しの必要あり。
○現在の司法試験に法学未修者が3年間で対応することは困難であり,枠組み自体をも含めて見直す必
要も検討すべき。
○法学未修者は個人差が大きく,個人の特性に合わせて柔軟なﾒﾆｭｰを用意して行く必要あり。
O純粋な法学未修者が,法科大学院に入学できる枠を狭めないようにする必要あり。
○法学未修者の選抜について,法科大学院に広く入学させ,進級認定･修了認定を厳しくして絞り込む方
法も考えられるが,この場合,法科大学院を修了すらできない人を大量に作り出すことへの対処が問題。

'且吉蕊贄難ま‘法科大学院の教育効果を測定し,かつ､過度の受験競争を防ぐ点で合理的な制度。
○司法試験合格率の低迷,司法試験を受け控える受験生もいる現状を勘案すると,5年間に5回まで受験
でぎるように緩和すべき。
○修了4年目以降の司法試験合格率が著しく低いことからすれば,受験期間を3年間に短縮することも選
択肢としてあり得る。 ′鱒鴎、
○法曹を目指して司法試験を受験するかどうがは,本人が決めるべき。

筈驫鵜中立性.公正性確保の観点繩‘_本zたう今幽題蛎醗曼獣錨雪鑿熱皇
体の当否の議論は困難｡他方,新たな法曹養成制度の下での司法試験合格者に求められる専門的な学
識画能力の内容や程度について,司法試験考査委員の間での共通認識の形成に資する議論は有益。
○司法試験の科目や出題範囲について,法学未修者に配慮した検討が必要。
○法学未修者対策として,単に司法試験の科目や出題範囲を軽減しても,法学未修者だけでなく,法学
既修者の負担も軽減されるため,そう単純な問題ではない。

’ ○法科大学院で学んだことを適切に評価できるような試験として実施される必要あり。

○(2)の1つ目の○と同じ。
どのような内容･水準の答案を求めているかの情報発信が重要。
f共有した上で,新しい法曹養成制度の下における合格者判定の在り方の

○司法試験の問題が何を問い，どのような内容.水準の合耒蓉氷のLぃ旬刀､uﾉ'l百邦元'三"､星＝。
○司法制度改革の目的について共有した上で,新しい法曹養成制度の下における合格者判定の在り方のⅡ
大きな方向性について,議論する必要あり。

瀦 繍鰡 正｡



｢蕊言 ＞法寶茎瑛制度の在り方‘(続）
一一

ヘ

○司法修習と法科大学院における教育との連携の在り方について,法科大学院と司法修習の位置付け，
役割分担や実務修習への導入の在り方を踏まえた検討力泌要である。

(2)司法修習の内容

○司法修習が,法曹として求められる汎用的な能力を身に付けるものであることを踏まえつつ,社会経済
情勢の変化や価値観の多様化の中で幅広い活動領域を求められる弁護士のニーズへの対応について
検討する必要あり。

－

○法曹に対する継続教育の在り方について,法科大学院の役割,弁護士会での取組も含め,検討する必
要あり。

_"I

へ

皇



法曹の養成に関するフォーラム検討経過

へ

/~、

※政府においては,今後，本フォーラムにおける諭点整理の取りまとめを踏まえ，①
法曹有資格者の活動領域の在り方，②今後の法曹人口の在り方，③法曹養成制度の
在り方について， 引き続き検討を行う予定。

4

開催日 主な議事

【第1回～第5回】

日
日
日
日
日

溺
幅
棚
４
訓

月
月
月
月
月

５
６
７
８
８

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

２
２
２
２
２

成
成
成
成
成

平
平
平
平
平

○次の各事項について検討

○

(1) 個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案

した措置の在り方

(2) 法曹の養成に関する制度の在り方

平成23年8月31日 ●
▽
●

ケザ

第一次取りまとめ

(1)について：①貸与制を基本とした上で，②十分な

資力を有しない者を対象に，貸与された修習資金

の返還期限について猶予措置を講ずる。

(2)について：それまでの意見交換の結果を整理し，

引き続き検酎を行う。

【第6回】

平成23年10月24日

○今後の進め方について

O在るべき法曹像についての意見交換

(平成23年12月13日）

(平成24年1月20日）

○法科大学院視察

･早稲田大学法科大学院，東京大学法科大学院を視察

【第7回】

平成24年1月27日

○司法試験，予備試験，二回賦験結果報告等

○意見交換 ．

【第8回～第11回】

日
日
日
日

７
幻
胴
澗

月
月
月
月

２
２
３
３

年
年
年
年

４
４
４
４

２
２
２
．
２

成
成
成
成

平
平
平
平

○関係者からのヒアリング，委員からの鋭明

･弁護士（法律事務所，法テラス勤務）

･企業法務関係（企業内弁護士,企業関係者）

･国家公務員関係（人事院）

･企業の業務展開（外務省，海外勤務弁護士等）

･地方公共団体（東京都，流山市）

･隣接法律専門職種関係者（日本司法書士会連合会）

･その他（法科大学院修了者，弁瞳士業務改革関係者）

･労働関係，消費者関係

○質疑応答，意見交換 ． 。

【第12回～第14回】

平成24年4月13日 ．

日
日
４
０
２
１
月
月
４
５
年
年
４
４
２
２
成
成
平
平

○輪点の整理に向けた意見交換

･法曹有資格者の活動領域の在り方について

･今後の法曹人口の在り方について

・法曹養成制度の在り方について

○総務省から政策評価についてヒアリング

○現状把握及び意見交換を踏まえた識点整理の取りま

とめ



法曹の養成に関するフォーラム構成員名簿
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ｰ

司法制度改革審霞会意見書では， 「法の支配」を全国あまねく実現するため，

弁護士の地域的偏在の是正が必要であるとともに，弁護士が，公的機関，企業，

国際機関等社会の隅々に進出して多様な機能を発揮する必要があると指摘され
た。

これを踏まえ，法曹有資格者の活動領域の拡大の状況や法曹に対する需要の現

状及びこれまでの取組の状況等を検討し，そこで明らかになった課題を整理しつ

つ，弁賎士の地域的偏在の解消等そのニーズに即した活動領域の在り方や，弁護

士を始めとする法曹有資格者（※）の需要が見込まれる官公庁，企業，海外展開

等への活動領域拡大のための方策について検討する必要がある。

（※）司法試験合格者を指し，必ずしも弁證士資格を取得している者に限定されない。

/垂､

1 関係者からのヒアリング及び委員からの発表

(1) 法律事務所における活動について

○中小規模の法律事務所では，優秀な弁護士を採用し，事務所のレペルア

ツプを図りたいと考えている一方で，現状からすると，新人弁護士を多数

採用する余裕はない。法律事務所全体の求人数は減少してきており，現状

は明らかに弁謹士となる司法修畜生の供給過剰の状態である。

もっとも，司法修習を終えた後，法律事務所の就職先が決まっていない

者についても，人柄や能力が劣っているわけではなく，弁護士会で適切な

アドバイスを受けた後には就職に至ることも多い。

○利害を調整すべき場面というのは,伝統的な法律業務に限らず,社会に

広く存在するから，利害鯛整力を学んだ法曹有資格者が果たすべき役割は

大きい。法曹有資格者が社会に提供できる能力について，社会全体で麗知

度の向上に努めることが重要である。他方，法曹有資格者も， 自らの利害

調整力を発揮するため， より広い視野を養い，語学力や海外の生活面など

での環境適応能力を身に付ける努力をする必要がある。

脚、

－1 －

第1 法曹有資格者の活動領域の在り方



～

O事務所に就職をすることなく登録当初から独立して活動する弁謹士（い
わゆる即独弁護士）については，仕事を通じた訓練(OJT)を受ける機
会の確保に課題がある。

O都市部であっても，司法過疎地であっても，埋もれた法的ニーズはまだ
まだ多く存在するが,その中には経済的裏付けのないものもたくさんあり，
それらのニーズと弁護士をつなぐことが必要である。

O法律事務所で働く弁護士の業務についても，積極的な広報・広告活動の
展開などを通じて， より拡大していく余地がある。

(2) 企業における活動について

O厳しい国際競争の中でのリスク管理等の観点から，法務部門を強化する

必要性が言われる．もっとも， ビジネスの現場では,必ずしも細かな法律
知織が必要なのではなく， ビジネスの総合的な流れに対する分析力や鋭敏
なリスク感覚が必要であり,そのような能力を身に付けさせるため，大企
業では,ある程度時間のかかる育成プログラムを設けているが，法曹有資
格者がそのような能力を身に付けているわけではない。

○企業において，法的な職業倫理を負っている弁護士が存在することには
価値があり，今後,具体的な数値目標の策定，法科大学院における企業内
弁護士実務家教員の増加，若手企業内弁護士に対するプログラム等の整備
を通じて，企業内弁謹士を増加させていくことが有益である。

O中小企業では，社内で必要な人材を育成する余裕はなく，実業経験を重
視して採用しているため，法務関係に限って弁鐘士を社内に置いておくニ
ーズは乏しく,各案件ごとに個別に弁護士に依頼することが合理的である。

O法曹有資格者の企業での活用を広げるためには，弁護士会の諸制度（弁
護士会費，委員会活動等）との関係も整理する必要がある。

（企業内弁謹士は，平成13年9月時点で64人であったのに対し，平成2
3年6月末日時点で588人に増加[2011年版弁護士白書])

(3) 公務における活動について

oこれまで,国家公務員採用試験や任期付職員制度等により，法曹有資格
者や法科大学院修了者を多数採用してきた。また，平成24年度から実施
される新たな採用試験体系の中でも，司法試験合格者を対象とする総合職

ー、

角
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、

試験の院卒者試験(法務区分）を新設した。今後とも，法曹有資格者や法
科大学院修了者の有為な人材について，行政への関心を高め，公務に取り
込んでいくことが重要である。

（任期付職員法に基づく法曹有資格者の採用は，平成13年度で1 .O人であ
ったのに対し,･平成23年度では139人に増加［人事院資料]）

（4） 地方公共団体における活動について

o東京都では,争訟案件だけでなく，政策形成能力を高めるとともに,専
門性の高い法律実務等を的確に処理していくため，法曹有資格者の存在が
不可欠であり，今後，法曹有資格者を計画的に確保し，かつ育成していく
ことが重要であると考えている。

○流山市では，独自条例の制定の動きが活発化し，その検討段階から市民
参加の機運が高まる中，市民対応における法的課題が増加したことを背景
に，弁證士を採用した。今後，地方公務員の任用制度との関係で，弁護士
の任用が流動酌になる可能性がある中で，事業の継続性の確保や，弁護士
の安定的な確保のための仕組みが課題として存在する。

○地方公共団体における法曹有資格者の採用が進んでいないのは， 自治体
が弁護士に対してマイナスイメージを持っている点，その効果を測定し難
い点，顧問弁護士との役割分担が不明瞭である点等にあると考えられるこ
とから，法曹有資格者の側で，採用へのアピールをする必要がある。

（5） 海外分野における活動について

○外務省としては，弁證士に；企業支援に関する政府と企業の仲介役を果
たすとともに，国際的なルール作りにおいても，新たなルールの提案等の
役割を果たしてもらうべく，弁護士の海外展開に関する戦略を策定する必
要があると考えている。

○日本企業の海外（アジア）進出支援のための業務として，中小企業が求
める基本的知鐡から全般的な法律業務を弁護士が担う必要性は高い。業務
の内容としては，言語や資格の問題があることから，紛争解決業務の提供
は困難であり，取引法務が中心となる。

(6) 労働分野における活動について

○労働分野において，労働者側から見た場合，働きがいのある人間らしい

魚

ム
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仕事の実現に当たり，専門家として法曹の果たすべき役割は大きい｡また，
労使紛争の予防や自主的解決のためには，法曹が労働団体の職員として存
在することが重要である。なお，労働審判事件が増加傾向にあることを踏
まえ，その分野で法曹が活躍できる場の拡大につなげる観点からの方策を
検討する必要がある。

(7) 消費者分野における活動について
○消費者紛争に対する法的支援の必要性が増加していることに加え，特に

， 小規模の自治体においては，消費生活相談に十分対応できる体制がとられ
ていないところもあり，消費者紛争に関して弁護士に対するニーズは増す
ばかりである。消費生活センターと弁護士・公設事務所・弁護士会との連
携の充実や，消費者問題についての若手弁護士への研修の充実が必要であ
る。

(8)隣接専門職種団体について

○我が国に存在する弁護士以外の法律専門家の存在も考慮し，弁護士は，
特に複雑困難な事件に対応できる専門的で豊かな法的素養を有する法律家
と位置付け，司法書士は，市民に身近な法的問題の処理を担うものと位置
付けることも，役割分担を明確にする上での一つの考え方である。また，
国民の司法アクセスを向上させるためにはj弁護士と司法書士の連携が必
要である。

（9） 法科大学院修了者について

○法科大学院を修了し,司法試験を3回受験してその受験資格を失ったが，
他方，法学検定試験や法教育に関わる会社に就職したことから，法科大学
院での教育が直接役に立っており，法科大学院で学んだことを社会に活か
すことができていると考えている。

2本読点に関連して，次のような意見が述べられた。
○国内の企業や団体等への法曹人材の活動領域の拡大を着実に進めていくこ
とも，国内の訴訟担当者から課題解決者へと転換していく上で重要である｡
訴訟以外の渦において法曹人材が活躍できる社会的仕組みをどのようにつく
り上げていくのか，関係各省の連携とともに，官民が一体となって検討を進
めていくことが大変重要である。

/ー､
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O法曹有資格者の活動領域について,国民生活に密着した分野である消費者，
労働，中小企業，更には国， 自､治体，国際機関，企業，その他の組織体に広
げていくという努力をしてきたが,他方で，個々の取組の中では様々な壁に
ぶつかっている。

O経済界においても，今後，法的サービスに対する需要が高まるものと露識
しているが，例えば20年後を想定して，その需要がどの程度のものである
のかを検証することが必要である。

O少子高齢化が進む中，求められる法的ニーズも変化していくことが予想さ
れることから,法曹の活動領域も，訴訟分野から他の分野に広げていくこと
が重要である。

Oヒアリング結果によれば，法曹有資格者の活動領域力噸々な分野に広がっ
ていることが分かるが，今後，法曹有資格者自身がより積極的に活動領域の
拡大に取り組むことが求められる。

○法曹有資格者の活動領域の拡大を阻む一つの原因として，社会の法曹有資
格者に対する固定観念が変わっていないことが考えられるため, ，法曹有資格
者が果たすことのできる役割を具体的に提言し， これを実現するための仕組
みを検討する必要がある。

O法曹有資格者の海外展開については，政治，経済，文化等の幅広い分野に
おいて，司法制度改革審霞会の検討当時から一段とグローバル化が進展した
ことを踏まえ，海外展開のための具体的な国家戦略，法整備，仕組みづくり
等に向け，官民が一体となって取組を進めていく必要がある。
○都市部でない地域における法的サービスについての日本司法支援センター
（法テラス）等の役割は，今後ますます重要となると考えられることから，
引き続きその活用を図る中で，都市部でない地域における法曹のニーズを考
える必要がある。

O 「法の支配」をあまねく実現するためには，国家公務員だけでなく，地方
公務員にも法曹有資格者が登用される制度も視野に入れる必要がある。今後
ますます地方分権が進む中，行政に関わる案件のリスクが大きくなり，法曹
有資格者が果たすべき役割は広がるのではないかと考えられる。

○自治体等の公的機関において，適正な公務の遂行を図るため，争訟案件だ

陣、
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けに限定することなく，専門性の高い法的実務を担う法曹有資格者の採用を
大幅に拡大すべきである。

○国が法曹としての資格を認定しても，就職時のミスマッチが生じる結果，
社会に十分貢献できないという実態があり，検証の必要がある。もっとも，
就職については，既存の法律事務所への就職のみならず，いわゆる即独弁護
士のような形態で活動を始める者まで存在することも視野に入れながら議論
することが必要である。

oいわゆる即独弁護士については，既存の法律事務所への就職がかなわず，
やむを得ず即独弁護士の形態で活動を始めた者が増えてきていることに留意
すべきである。また，即独弁霞士については,仕事を通じた訓練(OJT)
を受ける機会を確保するための体制整備についても検討する必要がある。
o法律家が例えば行政で活動する，あるいは企業で働くことは，単なる就職
ではなく,,法曹というものの持つべき質・コアが社会の中で求められている
という観点から推奨されるべきものであり， この質・コアが何か，プロフェ
ッションとしての法律家に求められる価値について霞論する必要がある。
○法科大学院修了後の人材活用について，法曹の素養を身に付けた人材をど
のように社会に送り出していくかも，法科大学院の在り方を検討する上で考
えなければならない視点である。

○法曹をどう使うのかということについて国としての戦略を持ち， これを踏
まえて，法曹の数をどうするのかということも考える必要がある。
○弁護士の基本的な職責は，民事・刑事その他の裁判手続の中で，当事者の
権利擁護のためにその役割を果たすということiこあり，法曹の活動領域の検
討に当たっては，裁判関連分野は，その重要な構成要素として， この分野に
おける活動の拡充に向けた検討が必要である。

ﾉヘ

へ

(法曹養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検肘結果）
法曹が多様な分野で活動しやすくするための方策を検討する必要があるとされ，例えば，官公
葭遍孟認や企業等において-壼数の法曹有資格者の採用を義務づける,司法=苧含塗隼E
誇暮壼墨くても弁謹士資格を付与されるための期間を短縮する｡司法霊験の=準電宣＝
科大学院修了前の3月に前倒しする，司法修習の終了時期（11月）を企業等の一殻的な採用時
期（4月）に合わせる，司法修習生が一定条件の下で勤務先を退職せずに従前の身分を維持した
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まま修習を受けることができるようにする，司法修習生に対する採用活動の在り方を見直す等の
指摘及び意見があった。

もっとも， これらの指摘等については,実際の需要の有無にかかわらず企業等に法曹有資格者
の採用を義務づけるのは国民の理解を得られない，司法試験の実施時期を前倒しすることは，法
科大学院修了者に受験資格を付与するという新たな法曹養成制度の枠組み自体を変えることとな
る上，法科大学院での教育課程の更なる短縮を招くことになり妥当でない，現在の司法修習の時
期（11月から1年間）は可能な限り司法試験の合格発表(9月）から不要な待機時間を設けな
いように配慮されており合理的である，効果的な司法修習を行うには修習専念義務等の一定の制
約 全の下， 力で修習を行う必要があるといった意見があった。

緯､

緯、
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〆

国民生活の様々な場面における法曹需要は，

すます多様化,高度化することが予想され，
司法制度改革審謹会意見書では，国民生活の糠々な頚回'~ぬ'7つ西宮市＝‘季，

量的に増大するとともに，質的にますます多様化,高度化することが予想され，
その対応のためにも，法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題であるとし
て，法曹人口増大の必要性が指摘された。今後の法曹人口の在り方について，法
曹有資格者の活動領域の拡大状況や,これからの我が国社会における法曹の役割，
法曹に対する社会の需要をも踏まえ，様々な角度から検討を行う必要がある。

/ベ
●△ー■

工杢瞳虚旦拱 塒 翻捌 RUJ

・ 本諭点に関連して，次のような意見が述ぺられた。

O今後の法曹人口の在り方については, 20年, 30年後の状況にも耐え得
る内容を検討しなければならず，その際には，我が国において将来人口が減
少し，人口構造が変化することも踏まえつつ，法曹有資格者が今後どの分野
にどの程度拡大していくことができるのか，また，拡大していくべきである
のかを検討する必要がある。

O今後の法曹人口の在り方を議論する際にはゥ法曹養成制度の在り方と関連
しつつ，法曹の活動領域の拡大状況，法曹需要，国民の司法アクセスの状況
等の問題も踏まえて，総合的に検討すべきである。

O国民にとって身近な司法となっているかを見るため，例えば，東日本大震
災の中で法曹が果たした役割を，国民の視点で検証する必要がある。
O今後， 日本の人口が減少していくことは事実だが, ､我が国では，近時，予
想を超えたグローバル化が進み，アジア諸国も台頭し，ますます競争が激化
していることから，競争力を高める観点からも，法曹を戦略的に育てていく
ことが重要である。

○これまでの法的環境，経済的な実態，社会構造が大きく変化する中で，従
来の延長線のみで将来の構図を描いてよいのかを検討する必要がある。
O我が国の社会を取り巻く環境が変化する中，法曹の活動領域は拡大し，そ
れに見合う法曹人口も必要になると考えられる。他方で，達成すべき時期を

'へ
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明確にしつつ単年度の司法試験合格者数の目標を掲げることは，社会の実相

に見合わないものとなりかねないところがある。努力目標として，一定数の

法曹人口の増加を視野に入れながら,様々な政策を考えていくことは必要で

あるが，一定の時期を限って合格者数の数値目標を設定するという発想で法

曹人口をとらえることについては無理がないかということも検討しておく必

要がある。

O法曹人口や司法試験合格者数については,,従来，法曹三者だけで議論され

てきたこともあり，増加が実現されてこなかったことから，司法制度改革審

議会では，明確な数値目標を立てて改革を推進することが重視されたもので

ある。

O今後の法曹人口の在り方を検討するに当たっては， この間の急激な法曹人

口の増加が，どのような効果を生み，どのような問題を生じさせているのか

について検証する必要がある。

鋒､

ノ

(法■養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検討結果）

法曹の役割について，審礒会意見は，今後の法曹は，訴訟を軸とした紛争解決・予防だけでな

く，企業・団体,中央官庁，地方自治体，国会，国際機関など，社会の各分野における課題を解

決する多様な役割が求められるとしており， これと同様の立場から， これまで法曹が十分に活躍

してこなかった分野においても法曹の需要は多大に存在しているとして,今後とも法曹人口を大
幅に増加させる必要があるとの意見が示されている。

なお，法曹と隣接法律専門職との関係については，法曹人口の大幅な増加と法曹の役割を拡大
する取組みが進められる中で総合的に検爵する必要があるとの意見があった。

以上と異なり，社会における法曹の役割については，審鐵会意見が必ずしも十分に勘案してい

なかった様々な隣接法律専門職の存在をも踏まえて，法曹とそれらとの連携と分担の在り方を考

慮して検討する必要があるとの指摘がある。また，法曹需要についても，審騒会意見が予想した

ような需要の増加は根拠がなく，既に弁護士の供給は過剰となっており，質を確保する上でも問
題があるとの指摘もある。 ．

これらの立場からは，法曹人口についても，大幅に増加させる必要はないとの指摘がされてい
る。

いずれにせよ，法曹養成制度の在り方については， これら種々の意見が指摘する点も考慮に入

れた上で，法曹に求められる役割と活動領域の拡大の状況や，司法･法曹に対する需要国民の

司法アクセスの状況等を踏まえた法曹人口の在り方と関連して，総合的に検尉することが必要で
ある。

△
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新たな法曹養成制度|ま,法科大学院を中核として，法学教育，司法試験,司法
修習を有機的に連携させたプロセスにより法曹を養成することを目指したもの。
これに対し，司法試験や予備試験の受験資格の在り方等に対して様々な指摘もあ
ることから，プロセスとしての法曹養成について検討する必要がある。
鰭点の F 油

角
． 本溌点に関連して，次のような意見が述べられた。

○プロセスとしての法曹養成制度を取り入れた結果,法科大学院において'
ソクラティックメソッド等による双方向性の麓鏡を重視した授業が実践さ
れ，学生に物事の本質や判断の分岐点を考えながら学習を積ませるようにな
るなど，司法試験という点のみにより選抜がされていた従来の制度よりも，
非常に優れた制度であると考えられる。

Oプロセスによる法曹養成は，試験中心ではなく，専門的教育を十分に受け
たものを法曹として養成していくという， 日本の教育に新しい価値観をもた
らす非常にチャレンジングな取組であり,優れた人たちもたくさん育ってい
る一方，法科大学院の中には，一部に，体制が不十分なところもあるため，
プロセスによる法曹養成の意味合いを確認しつつ，法科大学院の体制を理念
に沿うよう再編成する必要がある。

O法科大学院間の格差が広がり両極化している現実を踏まえ，特に問題のあ
る一部の法科大学院に対しては厳しい措置を講ずることもあり得る。ただ’
一部に問題のあることを基に一般化して議饒をすると，制度そのものへの誤
解を招くことになりかねないため，プロセスによる法曹養成の思想自体は堅
持した上，改めるべきところを改める必要がある。

Oプロセスとしての法曹養成は，ある程度ゆとりのある中で，多様な社会現
象に対応できるような制度を目指したものと考えられるが，現状では，一部
の法科大学院生であるが，司法試験の突破に苦労するあまり，プロセスとし

r-
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ての法曹養成が機能している姿が見られない。

(法■養成制度に関する検討ﾜｰｷﾝグﾁｰﾑにおける検酎結果）

新たな法曹養成制度は,司法試験という点のみでの選抜による従来の制度のもとでは,受験競
争が過度に激化して受験生の間に受験技術優先の傾向が顕著になっており，司法制度改革が目指
す質・量ともに豊かな法曹を養成するシステムとして問題があるとされたことから，法曹養成に
特化した専門的教育機関としての法科大学院を新設し， これを中核として司法試験と司法修習と
を有機的に連撹させるシステムとして構想された。この趣旨から，新司法識験の受験資格を原則
竺室=密学陸修了者のみに制限することとしたが,他方において,経毒函報壽産墓惹
大学院を経由しない者にも法曹になる途を確保するため，予備試験を設けて，法科大学院を中核
とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつ．その合格者にも新司法試
験の受験資格を麗めることとしている。そして，予備試験の運用については，法科大学院修了者
と予備試験合格者との間の競争の公平性を確保するために，両者の司法試験合格率を均衡させる
とともに，予備試験合格者が法科大学院修了者と比べて不利に扱われることのないようにする旨
の閣謎決定がなされている（｢規制改革推進のための三か年計画（再改定)」 （平成21年3月3
1日))。

これに対し，法科大学院を中核とする制度の枠組み自体を批判するとともに，予備試験こそが
受験者の多様性を確保するための重要な制度であると見る立場から，予備試験の科目数等を簡素
化・簡易化して受験生の負担を軽減するべきであるとの指摘や，上記のような新司法試験の受験
資格制限を撤廃して，法科大学院を新司法試験の受験資格とは無関係なものと位置付けるべきで
あるとの指摘もされている。

これに対しては‘これらの指摘は新たな法曹養成制度の趣旨に反するもので，不適切であり，
予備試験ばその導入の趣旨を踏まえて実施すべきであるとの意見があり， さらに，法科大学院
を中核とするという新たな法曹養成制度の趣旨や, ‘経済的事情等により法科大学院を経由しない
者にも法曹になる途を確保するという予備試験の趣旨にかんがみれば,法科大学院の学生には受
験を淫めないなど予備試験をより限定的なものにしたり，実施延期や廃止を検討すべきであると
の指摘もある。また，経済的事情等がないのに，法科大学院での教育を受けることをスキップし
て，試験のみで法曹資格を得ようとする『超特急組」が予備試験受験者・合格者の多数を占める
ことにならないかとの意見があった。

このように，司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試験合格者に認めている新たな法
曹養成制度の枠組み自体についても種々の意見が存在する。

ふ

崖、

8
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’

法曹志願者が年々減少して新たな法曹養成制度が導入された当初に比べると，法曹志願者か年々減少しL

おり，現状のままでは，法曹の質を維持しつつ，その大幅な増加を図るという所
期の理念の実現は困難ではないかという懸念が示されているとともに，法曹志願
者減少の要因についても，様々な見方があることから，法曹養成制度の在り方の
検討に当たっては,法曹志願者の減少の観点からも検討する必要がある。

/角

、 本論点に関連して，次のような意見が述ぺられた°

O毎年の司法試験合格者数が頭打ちで,司法試験合格率が低迷するとともに，
弁護士の就職難等が指摘される一方，数年にわたる法科大学院での就学やそ
のための相当額の金銭的負担を要することなどから，法曹を目指すことのリ
スクを回避するため，法曹を志願しなくなる者が増えている現状にあると考
えられる。

○法曹志願者の減少を議論するに当たっては，単に新しい法曹養成制度が始
まった当初の人数と比較するのではなく，法曹志願者数の多寡を諸ずる基準
について，検討する必要がある。

O新しい法曹養成制度の導入以前に，既に過酷な司法試験受験競争状態にあ
ったことから,優秀な人材が法曹を志望しなくなるという強い懸念があった。
新しい法曹養成制度が導入された当初は，その趣旨に沿うように，多くの多
様な志願者が集まったのに，その後減ってきているということが問題なので
あり，新制度になったがために志願者が減ったということではない。

へ

(法曹養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検酎結果）
法科大学院志願者減少の要因は，新司法試験の合格率が低迷していることにあり，優秀な人材
が法曹を目指すようにするためには，新司法試験の合格者を増加させ，合格率を引き上げるのが
有効であるとの意見があった。

この意見に対しては， どのような層の志願者が減少しているかが問題であり，果たして，既修

－12－
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コースの修了者の半数が卒業した年に新司法試験に合格できるという現状が優秀な人材にとって
法曹となることが困難な状況といえるのか,優秀な人材が法曹を志願しなくなっているとすれば，
それはむしろ，弁護士の就職難などを背景として,法曹の魅力や資格としての価値が薄れてお･り，
法科大学院進学による経済的・時間的負担が見合わないと考えられているからであるとの見方も
できるのではないかとの意見や，新司法試験は，法曹となろうとする者に必要な学識．能力の有
無を判定することを目的とする資格賦験であり，政策的に合格者数を決定できる枠組みとはなっ
ていない上，必要な学識・能力を備えた受験者が増えているか否かを問わず，政策的に合格者数
を増加させることが法曹のユーザーである国民から容麗されるのかとの意見があった。

風

侭､

－13－



の

多様なバックグラウンドを有する人材を多数司法制度改革審議会意見書でば，多様なバツククラワントセ何9句八伺琶至率

法曹に受け入れるため，法科大学院には学部段階での専門分野を問わず広く受け
入れ，また，社会人等にも広く門戸を開放する必要があるとされた5しかし，法
科大学院の志願者が大幅に減少する中で，法学部の学生以外の志望者も減少して
おり，司法制度改革の理念の実現に支障が生じているとの問題点も挙げられてい
ることから，法曹養成制度の在り方の検討に当たっては，法曹の多様性の確保の
観点からも検討する必要がある。

円

・ 本舗点に関連して，次のような意見が述べられた。

O多様性の確保の理念が実現していないのは，残念なことである｡様々な経
験を有する者が法曹となるのは重要なことであり， これを実現するための方
策を検討していくべきである。法曹を志願することを躍跨する原因の一つと
して，司法試験の合格率が低いことがあると考えられることから，多様性を
確保する観点からも，合格率の上昇に資するような方策を検討することが重
要である。

O第3の1(2)に記載している法曹を志願しなくなる者が増えている原因は，
特に志願者の多様性を確保することの阻害要因として顕著なものであると考
えられる。

｣へ

(法■養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検酎結果）
法科大学院の志願者が大幅に減少する中で，法学部の学生以外の志望者も減少しており，多様
な人材を多数法曹に受け入れるとの理念の実現に支障が生じている。

－14－
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第3法曹養成制度の在り方

1 法曹養成制度の理念と現状

（4） 法曹養成課程における経済的支援

司法修習生に対する経済的支援の在り方については，本フオーラムにおける検

討結果を第一次取りまとめとして整理したところであるが，法科大学院生につい

て，経済的支援の充実が必要であるとの指摘があることから，法曹養成課程にお

ける経済的支援について検討が必要である。

Pl
1 第一次取りまとめにおける整理

『個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方」につい

て検討した結果,司法修習生に対する経済的支援の在り方として,①貸与制を
基本として，②十分な資力を有しない者を対象に，貸与された修習資金の返還

期限について猶予措置を講ずるべきであるとした。

2本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O法科大学院生に対する経済的支援については，授業料の減免に加え,無利

子・低利子で20年返済の奨学金制度があり，更に無利子奨学金の成績優秀

者（上位3割）は奨学金の返還も減免されるほか，法科大学院の授業料が相

対的に高額であることをも考慮し，通常の大学院生よりも増額が可能とされ

ているなど，既に充実した支援が希望者全員になされていることを十分踏ま
える必要がある。

O法科大学院に対する経済的支援については，法曹を目指す者に限らず,人

材の育成はあらゆる分野で共通の課題であるため，一部の職種のみ優遇する

のは公平でない。また，法科大学院修了後に法曹となった者は，本フォーラ

ムにおける経済状況調査によれば，弁謹士6年目の平均所得額が1073万

円であるように相対的に収入が高いことから， これ以上法科大学院生に限定

して優遇措置を講ずることには，一般的な理解が得られないと考えられる。

O法科大学院生に対する経済的支援の在り方については，専門職大学院を含

めた学生全体に対する支援の枠組みの中で検討すぺきであるが，法科大学院

偉、

－15－
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については，法曹資格取得の前提であり，法曹志望者はこの課程を経なけれ
ばならない点に特徴があることにも留意する必要がある。また，法曹の収入
に関する指摘については，法曹人口拡大等の状況の中で，今後とも大きく変
化していく可能性があることも考慮されるべきである。

O法科大学院生は，他の分野よりも授業料が高額であることに不満を抱いて
いる上，標準修業年限を過ぎると奨学金をもらえなくなることもあって，支
援の柔軟化等の検討が必要であると考えられる。

(法首養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検肘結果）
垂劉÷坐曄止の塁審餉色輯存軽逓するため，経済的支援（奨学金等）法科大学院生の経済的負担を軽減するため，

の充実が必要であるとの

円意見があった。

ー、
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第3法曹養成制度の在り方

2法科大学院について

（1）教育の質の向上

【本舗点の説明】

法科大学院における教育の質の向上を図るため，入学者選抜の在り方，法科大

学院における成績評価及び修了認定の在り方，質の高い教員の確保等について，
改善方策を検討する必要がある。

エヨ糾 鏡点の検異討状況】同9 。

1 これまでの文部科学省等における取組

法科大学院においては，平成21年4月中央教育審議会法科大学院特別委員

会の報告（以下「特別委員会報告」という｡）等を踏まえ，入学定員の見直し

による競争性の確保や適性試験の合格最低基準点の導入といった入学者の質の

確保，共通的な到達目標の導入や成績・進級判定の厳格化といった修了者の質

の確保のための取組等がなされてきた。その結果，入学者に関しては，平成2

3年度までに， ピーク時に比べ，総入学定員は約2割減少するとともに，実入

学者数は競争倍率の確保による入学者の質の確保の取組等により約4割減少

し，修了者に関しては，厳格な成績評価・修了麗定の実施により，標準修業年

限での修了率は平成18年度の.80. 6%から平成23年度には73． 6%に

なっている。

2本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O適性試験について， どの程度機能を果たしているのかを検証可能にするよ

うな関係者による情報開示が必要である。なお，適性賦験の検証に当たって

は，個々の法科大学院の中だけで成績との相関等を見るのではなく，適性試

験受験者全体について相関性を検註する必要がある。

○教員の選考基準についても，単に研究者や実務家としての能力のみによる

のではなく，教育能力をもどのように評価するのかを視野に入れて検討する
必要がある。

O法科大学院の教員については，法科大学院に相応しい教育を行うことがで

きる人材の確保が不可欠である一方，個々の教員の授業等の負担が従前より

瓜

ム
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，もかなり大きくなっていることや，若手教員の育成・補充が容易でないなど
の深刻な問題があり，法科大学院の質の向上を図る上で，教員を継続的に養
成し得る仕組みとなるよう体制の整備を図る必要がある。

O法曹の専門性強化のためには，法科大学院における多様な専門教育の充実
が不可欠であり，法科大学院の在り方を検討する際には重要視すべき項目で
ある。特に，最近の弁護士活動のグローバル化や訴訟以外の活動領域の広が
りといった変化に合わせて，英語での授業の強化や，幅広い視座を養成する
機会を与えるなど， カリキュラムの一層のエ夫が必要である。
3なお，法科大学院教育について，関係者からは次のような意見を聴取した。
○法科大学院の教育においては，①多角的な側面から一つの事象を検討する
ことで法的能力を酒養すること，②双方向で議輪することや,自分の議論の
筋道を立てて相手を説得すること，③多人数の前でプレゼンテーションする
こと，④リーガル･クリニック等を通じて実務的な体験をすること，⑤一部
の法科大学院では英語による授業や交換留学制度を通じて国際化対応能力を
酒養すること等が行われ，また，⑥多様なバックグラウンドを持つ学生から
様々な経験を学ぶ機会にもなっている。

○法科大学院は，利害特定能力，利害調整能力，論理的説得能力という社会
のあらゆる場面で機能する，価値の高い能力を学ぶ場となっている。

角

(法官養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検酎結果）
○法科大学院教育における問題点・鎧点として，次の点が挙げられる。

． －部の法科大学院において，入学者選抜の競争性が不十分であり，入学者の質の確保に
問題がある。

、 新司法試験の合格率が著しく低迷している法科大学院があり，また，一部の法科大学院
において，厳格な成績評価及び修了麗定を行っていない。

． ‐一部の法科大学院において，質の高い教員を確保できていない。

O文部科学省において，法科大学院特別委員会報告に基づき，法科大学院教育の質の向上を目
指した取組みを実施しているところであり，今後も， これを強力に推進する必要がある。
特別委員会報告は，各法科大学院が，自主的に入学定員の見直し等の改善措置を講じること
を求めているが，法科大学院特別委員会が実施した各法科大学院の改善状況に関する調査の
結果によれば，一部に，真筆に見直しを行っておらず，法科大学院として求められるレベル
の教育ができていない法科大学院が存在しており，各法科大学院において一層の改善が求め

へ
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られる。

ワーキングチームにおいては，特別委員会報告及び文部科学省の取組みに関して，入学者の

質を確保するためには，入学試験における競争性の確保（競争倍率2倍以上の確保）及び適

性試験の改善（統一的な入学最低基準点の設定）が重要である，質の高い教員を確保するた

め，各法科大学院におけるFD(ファカルテイ・ディベロップメント）の充実，教員養成体

制の構築が必要であるとの意見があった。

〆《

鐸、
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【本瞼点の説明1

法科大学院教育における問題点・論点の存在などに鑑み，法科大学院の入学定
員の更なる見直しについて検討する必要があるとともに，教育の改善が進んでい
ない法科大学院について,統廃合を含む組織見直しについて検討する必要がある。

1 これまでの文部科学省等における取組

法科大学院においては，特別委員会報告等を踏まえ，入学定員の縮減や競争
倍率の確保により，入学者の質の確保に向けた取組がされてきた。その結果，
平成23年度までに， ピーク時に比べ，入学定員については約2割，実入学者
数については約4割減少した。また，競争倍率については， 2倍未満の法科大
学院が平成22年度の40校から平成23年度の19校へと改善されている。
文部科学省では,深刻な課題を抱える法科大学院の自主的・自律的な組織見

直しを促進するため，司法試験合格率や競争倍率を指標として，公的支援の見

直しを実施している。 （平成24年度の予算執行から6校の大学院について公
的支援の減額を実施する予定｡）

2本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O法科大学院の中には，体制が不十分なところもあるため，プロセスによる
法曹養成の意味合いを確認しつつ，法科大学院の体制を理念に沿うよう適正
な規模に再絹成する必要がある。また，法科大学院間の格差が広がり両極化
している現実を踏まえ，特に問題のある一部の法科大学院に対しては厳しい

措置を講ずることもあり得る。

すなわち，法科大学院の定員削減や統廃合について， これまでの文部科学

省等における取組を通じて一定の努力が行われてきたが，その取組だけでは
限界があることから，法令上の措置も含めて，より一層実効的に行うための

方法としていかなるものがあるのかを更に検討する必要がある。

O法科大学院は，かつての受験技術優先の学習への反省から，大きく教育内

'へ

角
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容・方法を転換させるものとして新たに創設されたものであるが，法科大学

院の教育の質について，司法試験合格率を客観的な指標として測らざるを得

ない現状の下で，司法試験の合格率のみを過度に強認していくと，司法試験

の合格を第一に考える危険性が高い。現在，法科大学院への実入学者数は減

少しつつあり，想定される適正な司法試験合格者数を検討の上， これに比べ

て，全体として入学定員が適正であるかどうかという点については，中長期

的な視点から検証を行う必要がある。

O地方における司法過疎の解消のためには，地方に有能な人材を一人でも多

く残す必要があることなどからも，法科大学院の定員削減や統廃合の検討に

当たっては，全国適正配置についても配慮すべきである。

O全国適正配置に配慮することは理念として重要であるが,地方の法科大学

院について，司法試験合格率や入学者数等の観点から極めて厳しい状況にあ

るところが多く，また，現に法科大学院が存在していない県が相当数ある現

状を踏まえると，単に地方にも所在すべきであるとの発想ではなく，理念の

実質的な達成を目指して，地方の法曹志願者の教育の機会を確保していくと

いう発想に切り替えていくべきである。また，道州制の譲競のような地域単

位を念頭に置いた議論をすることも必要であると考えられる。

○地方の法科大学院によっては，統廃合に困難を伴うところもある上，その

学校のいわば象徴として法科大学院を置いていたり，所在地域の弁護士会に

当該法科大学院の修了生が相当数所属するなど，一つのモデルとしての存在

価値もあることから,法科大学院の統廃合を進めるに当たっては，合理的な

根拠がないとうまくいかないのではないかと思われる。

○定員の多い大規模な法科大学院についても，定員を削減していくことも検

討する必要がある。

O法科大学院の総定員数を削減する必要があるからといって，単純に定員の

多い法科大学院について定員を削減しようとすると，良質な教育を受ける機

会を奪うことにもなりかねないことにも配意すべきである。

急

/一、

(法曹養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検肘結果）

○ワーキングチームにおいては，法科大学院教育において問題点・識点が存在することなどに
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かんがみると，法科大学院の入学定員の更なる見直しが必要であるとの意見が大勢を占めた。
そして，平成22年度の入学者選抜における競争倍率が2倍未満の法科大学院が40校も存
在し、また，実入学者の総数も総入学定員に比して787人少なかったことなども踏まえて，
特に問題点を抱える法科大学院は，その入学定員の削減を進めるべきであるとの意見があっ
た。

この意見に対しては，審識会意見は，設置基準を満たした法科大学院は麗可し，広く参入を
潔めるべきものとしたのであり，その趣旨を踏まえて蕊議すべきではないかとの意見があっ
た。

○また，入学定員の削減については，基本的には，各法科大学院の自主的な取組みに委ねるの
が相当ではないかとの意見があった。

この意見に対しては，新たな法曹養成制度の現状が理念に沿ったものとなっていないのは，
法科大学院の設置数及び総入学定員が多すぎることが大きな要因であるから，各法科大学院
の自主性に委ねるのではなく，教育の質が確保できず，教育成果の挙がっていない法科大学
院については，在学生の教育の機会を担保した上で，退場してもらうルールを作る必要があ
るのではないかとの意見があった。

O教育内容や教育体制に多くの課題を抱えているにもかかわらず，改善が進んでいない法科大
学院に対して，統廃合を含む組織見直しを促す必要があることについては異諭はなかったが，
法曹界に多様な人材を受け入れるという理念や地元に密着した法曹の養成という観点から，
地方にも法科大学院が必要であり，法科大学院の全国適正配置に十分配慮すぺきであるとの
意見があった。

この意見に対しては，地方の法科大学院の中にも，質の高い教員の採用その他教育の質の確
保という点で問題があり，新司法試験の合格実績も著しく低く，法曹を養成するという法科
大学院の設置目的を十分に果たせていない法科大学院があることなどから，現実的な方策と
してはiむしろ，地方の法曹志願者については，法科大学院教育を受けるための財政的支援
の充実を図るぺきではないかとの意見があった。

また，法科大学院の統廃合を含む組織見直しを実効的に促進するために，團証評価を活用す
べきであるとの指摘や，平成22年3月に法科大学院特別委員会が提言したとおり，新司法
試験の合格実績を十分に挙げていない法科大学院について財政的支援の見直し（国立大学法
人運営費交付金・私学助成金を削減すること）や人的支援の中止（法科大学院への裁判官及
び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（以下「派遣法』という｡）に基づ
く裁判官及び検察官の教員としての派遣要請に応じないこと） ･といった措置を検討すべきで
あるとの意見があった。

ﾉヘ
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認証評価については，各認証評価機関の間で評価にばらつきがあり，評価内容
についても，形式的な評価にとどまっているものもあるとの問題点が挙げられて
おり，認証評価の在り方について検討する必要がある。

1 これまでの文部科学省等における取組

麗証評価について，法科大学院が初めて認証評価を受けた結果， 3つの潔証
評価機関での評価の方法・内容にばらつきがある，評価項目によって形式的な
評価にとどまっているなどの課題が生じたことから，平成22年に文部科学省
令を改正し，新司法試験の合格状況を含む修了者の進路に関する事項を新たな
評価項目として追加するとともに，評価方法について，法曹養成の基本理念を
踏まえ，特に重要と判断した項目の評価結果を勘案しつつ,総合的に評価する
など，適切な適格麗定を行うことができる解価方法となるようにし，各認証評
価機関においても， この改正内容を踏まえて評価基準を改めたところであり，
今後， 2回目の麗証評価が行われる予定。

2本諭点に関連して，次のような意見が述べられた。

○浬証評価の在り方を検討するに当たっては，盟証評価の成果がどのように
表れ，生かされているかの情報が提供される必要がある。

八

/▲､

(法■養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検射結果）

法科大学院教育の問題点の1つとして，麗証評価については，各麗鉦詳価機関の間で評価にば
らつきがあり，評価内容についても，形式的な評価にとどまっているものもあると挙げられてい
る。
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嗣息のトー

それと比べて低いことなどを背景
I_,T鑑々な音貝があるため，法学

法学未修者の司法試験合格率が法学既修者のそれと比べて低い二と悪と’

として，法学未修者に関する教育の在り方について様々な意見があるため，
未修者の教育について検討する必要がある。

一 ■ユー■ ■

｣杢鐘息拱 巽
迅南＝

1 ． これまでの文部科学省等における取組

特別委員会報告等を踏まえ，平成22年に文部科学省令を改正し，法学未修
者1年次の法律基本科目の履修登録単位数を6単位まで増加可能とするととも
に，主要な法律基本科目及び法律実務基礎科目について，法科大学院修了者が
共通的に備えておくべき能力の到達目標を設定する，成績・進級判定を厳格化
するなどの取組を行ってきた。

2本読点に関連してゥ次のような意見が述べられた。

○法学未修者が1年間で法学既修者と同じレペルになるという想定で教育を
受けさせる仕組みには無理があり，法科大学院のカリキュラムの在り方につ
いて，何らかの形で見直す必要がある。

O現在の司法試験の科目数，出題の範囲，問題の質，評価の基準を前提とす
ると，法科大学院入学後初めて法律を学修する法学未修者が， 3年間の学習
で司法試験に対応することは困難である。

○現行の法学未修者3年，法学既修者2年という仕組みは，絶対的で確定的
なものとしてつくられたものではないのであるから， この枠組み自体をも含
めて見直す必要があるかの検討をすることも考えられるb

O－pに法学未修者と言っても，法学部出身者も多く含まれる一方，純粋な
法学未修者もいるなど様々な者がいる上，純粋な法学未修者でも， トップク
ラスになる者もいる一方で，法学になかなか適合せず時間を要する者もいる
など，習得の進度についても人それぞれであるため，法学未修者の教育期間
を単に長くすればよいという問題ではなく，個人の特性に合わせて柔軟なメ

/令

へ
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(4) 法学未修者の教育
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ニューを用意していく必要がある。

o法学未修者教育については,学生め自学自習を支援する個別サポートの体

制を図ることも考えられる。

○法学未修者の中に多数の法学部出身者がいること自体，法学未修者コース

の本来の趣旨から外れているように思われるが，法律を全く勉強していなか

った純粋な法学未修者が，法科大学院に入学できる枠を狭めることのないよ

うにする必要がある。

O法学未修者の選抜は難しく，広く入学させて，プロセスの中で進級認定・

修了潔定を厳しくして絞り込んでいくという方法も一つの考え方である。た

だし， この場合にも，法科大学院に入学したものの,修了すらできない人た

ちを大量に作り出すことについて,どのように対処すぺきかとの問題はある。
▲､

(法官養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検討結果）

○法学未修者の最終合格率。短答式試験合格率は，いずれも法学部出身者が非法学部出身者を

下回っていることや，多様性の拡大のために法学部以外の学部の出身者や社会人等に門戸を

開くという法学未修者コースの本来の趣旨からすると，法学未修者は，非法学部出身者に限

定し，その教育内容を充実させるのが相当ではないかとの意見があった。

この意見に対しては，各大学の法学部の形態は多様であり，法学部出身者であっても，法律

学の修業程度に差異があることに留意する必要があるとの意見があった。

○現在のように，法学未修者が1年間で法学既修者のレベルに追いつくという制度設計にはそ

もそも無理があるのではないかとの観点から，法科大学院の入学者を法学既修者に限定し，

法学未修者は，大学卒業後に再度法学部3年次などに入学（いわゆる学士入学）し，法律学

の基礎的な教育を受けた上で法科大学院に進学させるという制度も考えられるのではないか

との意見があった。

この意見に対しては，法学未修者教育の充実のため，平成22年3月に専門職大学院設置基

準が改正され,法学未修者'年次におIﾅる法律基本科目の6単位程度増加を可能とするなど

の措置が講じられたことから，その改善状況を見定める必要があるのではないかとの意見や，

法学未修者は， 3年間で法学既修者のレベルに追いつけばよいのであり，それは，共通的な

到達目標を適切に設定するとともに，教育内容の充実を図ることで可能なのではないかとの

意見,3年間で法学既修者を凌ぐ成果を挙げている法学未修者もいるのだから，一律に学士

入学を強いるのではなく，必要に応じて長期履修を篦めるなど，法科大学院教育の柔軟化で

対応すぺきではないかとの意見があった。

○特別委員会報告のとおり，法学未修者1年次における成績評価・単位麗定及び2年次への進

級判定は厳格に行われる必要があり，法学未修者（特に社会人）が自己の客観的な到達水準

▲、

－25－



を認識し，自らの進路を検討する機会を与えるという観点からも，法学未修者が2年次に進

級する際，全法科大学院統一の試験を実施してはどうかとの意見があった。

この意見に対しては，各法科大学院のカリキュラムは各法科大学院が創意エ夫により編成す

るものであり，授業科目の学年配置などが異なるため，全法科大学院統一の試験の実施は難

しいのではないかとの意見があった。

法学未修者教育の充実のため， 1年次法学未修者について，全法科大学院統一のテキストを

作成し,教育能力が高い教員による授業を全国配信してはどうかとの意見があった。

この意見に対しては，授業の全国配信は，法科大学院における教育方法について， 「少人数

教育を基本とし，双方向的・多方向的で密度の濃いものとすぺきである｡」とした審議会意見

と相容れないのではないか，各法科大学院がそれぞれの教育理念･目標の下に自主性・創造

性を持ってカリキュラムを編成し，実施していくという基本理念にそぐわないのではないか

との意見があった。

質の高い教員を確保するため,教員の授業について，一定期間経過後にインターネット上で

公開し,外部から検証できるようにしてはどうかとの意見があった。

この意見に対しては，各大学（法科大学院を含む｡）は， ピアレヴューによる評価や教育の

質の確保のために必要な情報公開を行っており，麗証評価機関による評価も行われているた

め，そのような形での各授業の公開までは必要ではなく，適切でもないとの意見があった。

○

○ 角

/~

’

－26－



第3法曹養成制度の在り方

3司法試験について

（1） 受験回数制限

【本舗点の説明】

司法試験の受験回数制限について，撤廃又は緩和すべきであるとの意見がある

ことから，検討する必要がある。 ．

_【ヨ卸伽
●△ー■

岨八4 別

1 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

○受験回数制限制度は，旧司法試験の下での過度の受験競争状態の解消を図

るとともに，プロセスとしての法曹養成制度を導入する以上，法科大学院に

おける教育効果が薄れないうちに司法試験を受験させる必要があるとの考え

方から導入したものであり，合理的な制度である。

O現行の受験回数，期間の妥当性はともか<, 20歳から30歳代は，人生

で最も様々なものを吸収できる，あるいは吸収すべき世代であり，本人に早

期の転進を促す一つの機会とする意味で，一定の制限には十分に合理性があ
る。

○現在の司法試験合格率が低迷する状況や司法試験を受け控える受験生がい

る現状を勘案すると,5年間に5回まで受験できるように緩和すべきである。

もっとも，受験回数制限制度を撤廃することは，旧制度下における受験競争

を招くことになりかねず，法科大学院を中核とする法曹養成の理念を損なう
こととなる。

O受験期間を制限することは必要であると思われるが，受験生ないし一般人

からすると，受験回数を3回に制限する根拠が納得できないのではないかと

思われる。

O受験回数制限を緩和すると，一見受験者の合格する確率が上がるように

見えるかもしれないが，全体の司法試験合格率は確実に低下し， 5回受けて

も各受験者が合格する確率が上がるわけではないから，受験者のためになる

ものではなく，司法試験合格率の向上を図るための制度改善を図ることとの

整合もつかないと考えられる。むしろ，司法賦験合格率について，修了1年

~､
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目が最も高く，年数を経るにつれて低下していき，特に4年目以降は著しく

低いことからすれば， 5年間に5回受験できるようにするのではなく，受験

期間を3年間に短縮し，その間に3回受験できるようにすることも選択肢と

してあり得る。

0法曹を目指して司法試験を受験するかどうかは，本人が決めるべきことで

あるし，受験者が3回よりも多く受験することを露めることにより， どのよ

うな不都合が生じるのかが不明である。

2なお，法科大学院修了者からは，受験によるストレスの負担の限界や，将来

の転進を図りやすくする観点から，現行の制度に反対ではない，受験期間を設

ける必要はある一方，回数制限を設けることは過度のプレッシャーにつながる

ものである， これらは個人的な意見であり，別の意見を持つ法科大学院修了者

もいるとの意見を聴取した。

一

ヘ

(法首養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検討結果）

新司法試験には法科大学院修了又は予備試験合格後， 5年間に3回という受験回数制限が設け

られているが, ･現状の合格率を考えると， この制限を撤廃又は緩和（5年間に5回程度）すべき

との意見があった。

この意見に対しては，新司法試験の受験回数制限を撤廃すると，不合格者が滞留して合格率が

大幅に下がり，司法制度改革以前の過度の受験競争の再現につながり， 『プロセス」としての法

曹養成制度の趣旨を踏まえて受験回数制限を課すべきとした改革の意穣を無に帰しかねず，適切

でないとの童見があった。

縄
》
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第3法曹養成制度の在り方

3司法試験について ．

（2） 方式・内容

【本臘点の説明】

司法試験の出題内容は，各科目とも法科大学院での教育内容を踏まえたものと

なっていると評価されているとの意見もある－方， 旧司法試験に比して科目数が

増えていること等から受験者の負担が重いため，試験の方式及び内容について，

科目数や出題範囲等を限定し，負担を軽減すべき等の意見もあり， これらの点に

ついて検討する必要がある。
ノー〈

エヨ斜L
■■』■上 竺一■△■■｡ ■口一 一

ZL

・ 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

○司法試験の実施に当たっては，中立性・公正性を確保する観点から，司法

試験委員会の下で，必要な学識経験を有する司法試験考査委員が専門的知見

に基づいて出題内容を決定し，合格者判定も行っている。そのような仕組み

の下で,そもそも，本フオーラムで出題内容の難易度や合格者判定それ自体

の当否を露論することは難しい。もっとも，新たな法曹養成制度の下での司

法試験合格者に求められる専門的な学識･能力の内容や程度について，司法

試験考査委員の間での共通の認織を形成することは重要であり,これに資す

るための儀論をすることは有益である。

○現行の仕組みを前提にすると，本フォーラムの場で司法試験の内容につい

て踏み込んで霞論することが難しいことは確かであるが，現在の司法試験の

在り方が法科大学院教育との連携という観点から見て本当に適合的なものか

どうかなど，確認を要する点があり，現状を所与のものとして合格者の数や

質を議競することには疑問がある。

○新司法試験の合格者の属性を見ると法学既修者が多く，試験にも有利との

データと言えると思われるため，司法試験の科目や出題範囲について，法学

未修者に不利にならないよう，法学未修者に配慮した検討が必要である｡

○法学未修者対策として，単に司法試験の科目や出題範囲を軽減しても，法

学未修者だけでなく，法学既修者の負担も軽減されることになるため，そう

伊､
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単純な問題ではない。

O司法試験については，短答式試験・詮文式試験のいずれについても，法科
大学院で学んだことを適切に評価できるような試験として実施される必要が
ある。論文式試験については，限られた時間で論点を要領よくまとめること
が必須であるというメッセージを発しているとすれば改善の必要がある。短
答式試験についても，知識偏重の傾向になっているとすれば改善の必要があ
る。

(法曹養成制度に関する検射ワーキングチームにおける検肘結果）
新司法試験の出題内容は，各科目とも法科大学院での教育内容を踏まえたものとなっており，
概ね理念に沿ったものであると評価されているとの意見がある一方で，次のような問題点がある
との意見等があった。

○新司法試験は，旧司法賦験に比して科目数が増えており，試験時間も長時間であること等か‘..一一望企■ ■△一一エュ

/喝

ら，受験者にとって負担が重い，短答式試験については，解答時間に比して問題数が多すぎ
やロテ口ーーマーーマーロ

ることや，過度に細かな知識を問う内容となっており，特に法学未修者にとって不利である
との意見があった。また，法学既修者と法学未修者との合格率の差，特に短答式試験の合格
率の差が拡大していることが問題であるとの指摘がある。
これらの立場からは,'改善策として，短答式試験の問題数を削減し， さらには対象とする科
目数又は出題範囲を限定すべきではないかとの意見や，識文式賦験については，法科大学院
における3年間の学修の到達点を試験するにふさわしいものとするため，その出題内容や一
定の試験時間内に求める解答内容などiこついて見直すべきであるとの意見があった。
これらの意見に対しては,新司法試験で問われているのは法曹となろうとする者に必要な基
本的な知識・能力であり，法科大学院課程を通じてこれを確実に修得することが求められて
いるとの指摘がある。また，最終合格に必要な溌文式試験の平均点が年々下がっており，平
成21年について見ると，短答式試験の合格に必要な成績は満点の6割程度で，直近修了者
のうち法学既修者の短答式試験合格率が9割弱（87． 996）に及んでいることからすれば，
受験者にとって過度な負担とは言い難いとの意見があった。さらに，新司法試験の問題を現
状以上に易化させるのは不相当であり，法科大学院に対する教育的メッセージとしての効果
を考えると，新司法試験の問題は，あるべき法科大学院教育を踏まえたものとすべきである
との意見があった。加えて，法学既修者と法学未修者との差については，法律に関する試験
である以上，法科大学院課程を通じて十分な知識･能力を酒養できない者が法学未修者の中
により多くいることはやむを得ないと考えられるし，同じ法学既修者あるいは法学未修者の
中でも，法学部出身・非法学部出身による違いがあり，あるいは，法科大学院によるばらつ
きが大きく，単純に法学既修者・法学未修者と区別することは適当ではないとの意見があっ

/ヘ
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なお，法曹となろうとする者に必要な基本的知識・能力とは何かという点について，関係者

間で共通の理解を得た上で，新司法試験の内容等について騒騒すぺきとの意見があった。

O新司法試験の内容は，法廷実務家のみでない多様な法律家を養成するという理念に沿ってい
ないのではないかとの指摘がある。この立場からは，新司法試験の問題に訴訟以外の手段に

よる課題解決のケースも加えるぺきではないかとの意見があった。

この意見に対しては，新司法試験は，裁判官，検察官又は弁震士になろうとする者に必要な

学織・能力の有無を判定することを目的とする資格試験であり，資格試験としての性質上，

その合格者は，多様な活動に従事するにせよ，その資格に基づいて活動するに足りる知識．

能力を最低限備えている必要があるという意見や，訴訟にかかわる具体的事例が出題の題材

となっていたとしても，新司法試験で問われているのは法曹となろうとする者に必要な基本
的な理解・能力であり，多様な分野で活動する場合であっても，共通して身に付けておくべ

き内容であるとの童見があった。さらに，企業法務などの専門的な業務に従事するとしても，

持続的・発展的にその業務を行っていくためには，個別の専門的な分野の特殊な知職よりも，

憲法，民事法（民法・商法・民事訴訟法)，刑事法（刑法・刑事訴訟法）といった基本法を確

f基、

実に修得していることが必要であるとの意見があった。

ノー､
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闇 の

合否判定の在り方について見直す

何が適正な合格水準かについて様
司法試験の合格基準・合格者決定について，合否判定の迂り刀'一コし､L晁哩ヲ

必要があるのではないか等の意見がある一方，何が適正な合格水準かについて様
々な見解があって合否判定の在り方などで求める工夫もそれらのいずれの見解に
立つかによって異なり得るとの意見があるとともに，合格基準に関する情報を公
表すべきではないかとの意見がある一方，司法試験に求められる判定の在り方か
らしてそもそも一義的に合格基準を示すことが可能なのか，また，情報の充実化
は図られているとの意見もあり， これらの点について検討する必要がある。

/一、

L
■■■

． 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O司法試験の実施に当たっては，中立性・公正性を確保する観点から，司法
試験委員会の下で，必要な学識経験を有する司法試験考査委員が専門的知見
に基づいて出題内容を決定し，合格者判定も行っている。そのような仕組み
の下でiそもそも,本フオーラムで出題内容の難易度や合格者判定それ自体
の当否を議論することは難しい。もっとも，新たな法曹養成制度の下での司
法試験合格者に求められる専門的な学識・能力の内容や程度について，司法
試験考査委員の間での共通の麗織を形成することは重要であり， これに資す
るための犠競をすることは有益である。

○司法試験の合格基準・合格者決定については,その性質上，外部の一般的
な意見にさらすことにはなじまない。むしろ，受験生が迷い道に入ることが
ないように，司法試験において，その問題が何を問い， どのような内容・水
準の答案を求めているのかについて,情報発信をしっかりとしていくことが，
教育的効果の観点からも重要である。

O現行の仕組みを前提にすると，本フォーラムの場で司法試験の内容や合格
者判定の在り方について踏み込んで議識することには限界があるものの’合
格者決定の在り方（合否ラインの設定の仕方等）が果たして合理的なものか

一、
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第3法曹養成制度の在り方
B司法試験について

(3)合格基準・合格者決定
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など，確認・検証を要する点があり，現状を所与のものとして合格者の数や

質を議論することには疑問がある。 ．

O司法試験の合格者判定において，従前の合格者と同じような程度，質を求

めているようにも思われるが，従前と同じような程度，質についての考え方

で合格者を判定することが新しい制度に向いているのかどうかに疑問がある

ため，司法制度改革の目的について共有した上で，新しい法曹養成制度の下

における合格者判定の在り方の大きな方向性について，可能な範囲で情報の

提供を求めつつ，蕊論する必要がある。

O司法試験の合格者判定において，法曹としての資質を適切に判断する必要

があることは従前と変わりないのではないかという観点からも，新しい法曹

養成制度の下における合格者判定の在り方の大きな方向性について，可能な

範囲で情報の提供を求めつつ，議論する必要がある。

○司法誼験考査委員については，法曹としての資質を適切に判断することが

できる人が就く必要があるが，法科大学院における教育の趣旨や内容につい

て十分な理解をもって合否の判定に当たることができる人を選任するような

観点も重要であると考えられる。

八

(法曹養成制度に関する検酎ワーキングチームにおける検肘結果）

○適正さ

現在の合否判定は，受験者の専門的学識・能力の詳価を実質的に反映した合理性のあるもの

になっているか疑問とする余地があり，合格者数が低迷しているのは合格レペルに達しない

受験者が多かったからだと直ちに断定することはできず，合否判定の在り方についても見直

す必要があるのではないか，法曹になるために最低限必要な能力は何かという観点から合格

水準について検討すぺきではないか，新たな法曹養成制度の下で司法試験合格者に求められ

る専門的学織・能力の内容や程度について，考査委員の間に共通の麗鐡がないのではないか，

新司法試験の考査委員には，法科大学院での教育やその趣旨についての理解が十分でないま

ま，旧来の司法試験と同様の意識や感覚で合否の決定に当たっている者も少なくないのでは

ないかと疑われるとの意見があり，また， この立場から，考査委員の選任や考査委員会騒の

在り方等について工夫してはどうか（例えば，考査委員代表者を中心にする少人数の作業班

により答案の質的レベル評価を反映する合格ラインの決定を行う等）との意見があった。

他方で，新司法試験の合格者である司法修習生の中にも，基本法の基礎的な知溌・理解が不

十分な者がいるとの指摘がされていることなどから，新司法試験の合否判定が慎重かつ厳格

になされることが求められるとの指摘がある。もっとも， これに対しては，それはむしろ筆

/季、
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記試験による選別の限界を意味し，司法修習の過程を通じた更なる選別の必要を示すもので
あり，そのような指摘は当たらないとの意見もあった。

さらに，何が適正な合格水準かについては様々な意見があり，現在の合格水準の適正さにつ
いても，高すぎる，低すぎる，あるいは適正であるとの様々な見解があり，合否判定の在り
方などの手続面で求めるエ夫もそれらのいずれの見解に立つかによって異なり得るとの意見
があった｡

明確性・透明性

新司法試験の合格基準や合格者数の決定プロセスが不明確であり，受験者や法科大学院への
情報提供が不十分ではないか，情報が明らかになっていないため，その適正さについて検証
することができない， との意見があり， この立場から，合格基準に関する情報を公表すべき
ではないかとの意見があった。

この意見に対しては，新司法試験に求められる判定の在り方からして，そもそも一義的に合
格基準を示すことが可能なのかという意見があった。また，従来から，試験問題，短答式試
験の正答，溌文式試験の出題の趣旨，考査委員による採点実感等に関する意見・考査委員の
ヒアリング結果が公表されている上，受験者本人に成績通知がなされており，旧司法試験に
u,ぺ手轤錘、本窒碓が画昌れているところ， これらは教育・学習への重要な示唆となるとの比ぺて情報の充実化が図られているところ，

○

'一、

指摘がある。
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第3法曹養成制度の在り方
3司法試験について

（4）予備試験制度

司法試験予備試験（以下「予備試験」という｡）については，予備試験を受験

者の多様性を確保するための重要な制度であると見る立場から，予備試験の科目

数等を簡素化・簡易化して受験生の負担を軽減するべきであるとの指摘があり，

制度の実施状況を踏まえつつ， この点を検討する必要がある。
ｴヨZ

I■■‐ ■

巫凶
△■■■ ■生

遡一
/~、

・ 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

○予備試験は，経済的理由などにより法科大学院に行けない人や，法律関係

業務に長年携わった経験から一定の法的素養が既に備わっていると露められ

る人などについて，例外的に，法科大学院を経由せず法曹資格を得る途を残

そうという趣旨で設けられたものだが，法令上その受験資格が限定されてい

ないため，法科大学院で教育を受けるべき者がそれをバイパスとして利用す

る傾向が著しくなれば，予備試験制度が本来想定していた上記の人たちがは
じき出されてしまうおそれが強いため，その観点からの検証が必要である。

○法科大学院制度への批判がある中，法曹志願者の多様性を確保するため予

備試験を拡大すべきであると指摘されることもあるが，適切ではない。新た

な法曹養成制度においては，法科大学院の入学者選抜に当たり，非法学部出

身者や社会人を広く受け入れることにより多様性を確保することとされたの

であるから，そのような者が法科大学院を経由して法曹の道に進むことがで

きるような措置を検討すべきであって，予備試験についても，受験資格要件

を設けることが望ましいが，それが無理なのであれば，補完的な役割を果た
すとの趣旨に沿った運用がされるべきものである。

0予備試験制度の目的に沿った受験資格要件を設けることが困難であるとす

れば，司法試験の受験資格としては，法科大学院修了者以外に予備試験合格

者にも認められていることを正面から認めた上で,法科大学院は,授業内容

や成果により，法曹志願者に付加価値を提供し，法科大学院に進学して学修

グ

ハ
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した方がよいと思われるように，その魅力を高めていく必要がある。

(法曹養成制度に関する検酎ワーキングチームにおける検酎結果）

新たな法曹養成制度は,司法試験という点のみでの選抜による従来の制度のもとでは，受験競
争が過度に激化して受験生の間に受験技術優先の傾向が顕著になっており，司法制度改革が目指
す質・量ともに豊かな法曹を養成するシステムとして問題があるとされたことから，法曹養成に
特化した専門的教育機関としての法科大学院を新設し， これを中核として司法試験と司法修習と
を有機的に連携させるシステムとして構想された。この趣旨から，新司法試験の受験資格を原則
として法科大学院修了者のみに創限することとしたが，他方において，経済的事情等により法科
大学院を経由しない者にも法曹になる途を確保するため，予備試験を設けて，法科大学院を中核
とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつ，その合格者にも新司法試
験の受験資格を認めることとしている。そして，予備試験の運用については,法科大学院修了者
と予備試験合格者との間の競争の公平性を確保するために，両者の司法試験合格率を均衡させる
とともに，予備試験合格者が法科大学院修了者と比べて不利に扱われることのないようにする旨
の閣艤決定がなされている（｢規制改革推進のための三か年計画（再改定)」 （平成21年3月3

． 1日))。

これに対し，法科大学院を中核とする制度の枠組み自体を批判するとともに，予備試験こそが
受験者の多様性を確保するための重要な制度であると見る立場から，予備試験の科目数等を簡素
化･簡易化して受験生の負担を軽減するぺきであるとの指摘や,上記のような新司法試験の受験
資格制限を撤廃して，法科大学院を新司法試験の受験資格とは無関係なものと位置付けるべきで
あるとの指摘もされている。

これに対しては， これらの指摘は新たな法曹養成制度の趣旨に反するもので，不適切であり，
予備試験は，その導入の趣旨を踏まえて実施すぺきであるとの憲見があり， さらに，法科大学院
を中核とするという新たな法曹養成制度の趣旨や，経済的事情等により法科大学院を経由しない
者にも法曹になる途を確保するという予備試験の趣旨にかんがみれば，法科大学院の学生には受
験を認めないなど予備賦験をより限定的なものにしたり，実施延期や廃止を検討すべきであると
の指摘もある。また，経済的事情等がないのに，法科大学院での教育を受けることをスキップし
て，試験のみで法曹資格を得ようとする「超特急組」が予備試験受験者6合格者の多数を占める
ことにならないかとの意見があった。

このように，司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試験合格者に認めている新たな法

曹養成制度の枠組み自体についても種々の意見が存在する。

角
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第3法曹萎成制度の在り方
4司法修習について

（1） 法科大学院教育との連携

」杢遡虚_璽畠醍_盟L3 ！
…

司法修習について，法科大学院教育との連携の在り方を踏まえて検討する必要
がある。

・ 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O司法修習と法科大学院における教育との連携の在り方について，法科大学

院と司法修習の位置付け，役割分担や実務修習への導入の在り方を踏まえた
検討が必要である。

O新しい法曹養成制度においては,実務的なスキルを身に付けることよりも，

基本的な実務的能力の基礎を固めることに全体としての目標があり，その中
で，基本的･理論的な部分は法科大学院が担い，それを実際の事件に適用し

ていく基礎的能力は司法修習が担うということで，実務修習を担当する関係
者の理解も進んできている。

Oプロセスとしての法曹養成制度である以上，各法曹養成過程の連携を十分
図る必要がある。

O従前の司法修習における前期修習を法科大学院がすべて代替するという前

提には立っておらず，そうすることは現実にも困難である。他方，いわゆる

即独弁護士の増加を背景として，法曹としての初期OJTの必要性が高まっ

てきていることもあり，その双方との連携を視野に入れて司法修習の在り方
を考える必要がある。

風

'一、

寺

(法曹養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検酎結果）

法科大学院における法律実務教育の内容は，法科大学院の間で格差があるにもかかわらず， こ
れを補う機会のないまま，司法修習の最初から実務修習が行われる点に問題があるとして，実務
修習の開始前に導入的な研修を行うべきであるとの意見があった。また，法律実務基礎教育は法
科大学院において適切に行われるべきものであり， これが不足しているとすれば，法科大学院に
おける教育に問題があるのではないかとの意見もあった。

－37－
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これらの意見に対しては，法科大学院における実務教育を従来の司法修習における前期修習を
代替するものと位置付けるのは誤解であり，実際にも，それを完全に代替するようなものとする
ことは，法科大学院のカリキュラム構成上，可能でなく適切でもないとの指摘があり，法科大学
院における実務教育と司法修習の役割分担を明確にすべきではないかとの意見があった。
また，司法研修所では，法科大学院との定期的な意見交換や実務基礎教育の留意点に関する
料の公表等により，法科大学院教育との連携を図っており，今後の実務基礎教育の充実が期待
れ得ることや，司法研修所等が実施している分野別実務修習開始時の導入的な教育及び分野別
務修習により，集合修習の前までに大部分の司法修習生が相応の水準に達していることから，

資

さ
実
実

研修を行う必要性はないのではないかとの意見があった務修習開始前に導入的な
｡

角
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第3法曹養成制度の在り方
4司法修習について

（2） 司法修習の内容

新しい時代の多様なニーズに即した法的サービスを提供する法曹を養成するも

のとしてふさわしい司法修習の内容について，検討する必要がある。

・ 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

O司法修習については，かなり以前より，法廷実務に特化した内容だけでな

く，汎用的な能力を身に付けるためのプログラムが用意されるとともに，例

えば，文書作成についても，単なる文書の書き方に関するスキルを修得する

ためだけではなく，それに求められる基本的な視座をも踏まえ，文書を構成

し,説得力を持たせるといった観点から指導がされるように変わってきてい

ることについて，露職する必要がある。その上で,今後，社会経済情勢が変

化し，価値観が多様化していく中で， より幅広い活動領域を求められるよう

になっている弁霊士のニーズにどう対応していくのかについて，検討する必
要がある。

O司法修習においては，法廷実務のみならず，法曹の活動領域拡大に対応す

る幅広い分野での実務導入の研さん・ トレーニングを行うことも検討するべ

きであり， 1年の修習期間で，その間の実務修習や就職準備への対応などに

も慌ただしく，その内容が希薄化されているのではないかとの指摘があるこ

とも踏まえ，修習の位置付けや内容について検証し，必要な方策を検討する
必要がある。

○二回試験について，出題内容や合否についての情報がもう少し提供される
べきである。

~、

fへ

(法■養成制度に関する検肘ワーキングチームにおける検討結果）

○現在の司法修習が法廷実務を修得することを主たる内容としており‘多様な法律家を養成す
るという理念に沿わないものとなっているとして，司法修習においては訴訟実務に限らずそ

－39－
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れ以外の饒題解決についても研修内容とすべきではないかとの意見があった。

この意見に対しては，現在の司法修習は，法廷実務に限らず，企業や行政官庁等を含めた幅

広い活動をするための共通の基礎を修得させることを重視しているほか，選択型実務修習と
して，企業法務等，訴訟実務以外の法律実務分野を内容とする修習も行われており，多様な

法律家を養成することが視野に置かれているとの意見があった。

選択型実務修習等について，当初の理念どおりに機能していないとの指摘があることを踏ま
え，その在り方を検討すべきではないかとの意見があった。

この童見に対しては,選択型実務修習Iま，新しい時代の法曹として，多様な法的ニーズに柔
軟に対応していくための素地を酒養する貴重な機会ではないかとの意見や，選択型実務修習
の在り方等の修習の内容については，運用の問題として外部有職者も含む司法修習委員会に
おいて更に検討していくべきではないかとの意見があった。

二回試験について，その内容が適切なものであるか否かの検証が可能となるように，試験問
題と，少なくとも出題趣旨を公表すべきであるとの意見があった。

この童見に対しては，二回試験ば，外部委員も含めた司法修習生考試委員会において，法曹
に必要な最低限の資質・能力を有しているかという観点から，必要な検証がされ得るシステ
ムになっているし，考試記録は実際の事件を基に作成されていて，プライバシーの観点から

の配虚が必要になるなどの問題があり，考試記録等の公表は困難ではないかとの意見があっ

○

○

円

た。
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司法修習を終えて法曹となった者に対する継続教育の在り方についても，検討
する必要がある。

【本瞼鳥ぷ 区…■鋤討状況】

、 本論点に関連して，次のような意見が述べられた。

○司法制度改革審議会の意見書において，法曹の継続教育について触れられ
ていることからも，司法修習を終えて法曹となった者に対する継続教育の在

り方について，法科大学院がどのような役割を果たすのかや，弁護士となる
者に対する弁護士会での取組も含め，検討する必要がある。

○現在の司法修習の役割,機能を踏まえ，司法修習を終えた後，法曹として

/一｛

の質を更に高めるため，継続教育が必要であると考えられる。

緯、

－41－
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法曹の養成に関するフォーラム検酎経過

ー、

緯、

開催日
主な霊事P

【第1回～第5回】

日
日
日
日
日

妬
幅
咽
４
訓

月
月
月
月
月

５
６
７
８
８

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

２
２
２
２
２

成
成
成
成
成

平
平
平
平
平

0次の各事項について検討

(1) 個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案

した措置の在り方

(2) 法曹の養成に関する制度の在り方
○平成23年8月31日，第一次取りまとめ
(1)について：①貸与制を基本とした上で，②十分な
資力を有しない者を対象に， 貸与された修習資金

の返還期限について猶予措置を講ずる。

(2)について： それまでの意見交換の結果を整理し
言I去鍔会総計存行う。

，

○今後の進め方について
n奉墨ぺ妾法曹像についての意見交換

(平成23年12月13日）

(平成24年1月20日）

○法科大学院視察
● 旦謡田夫学法科大学院，東京大学法科大学院を視察

【第7回】

平成24年1月27日

○司法試験，予備試験，二回試験霜果報舌寺
n審目毒糎

【第8回～第11回】

日
日
日
日

７
幻
咽
栂

月
月
月
月

２
２
３
３

年
年
年
年

４
４
４
４

２
２
２
２

成
成
成
成

平
平
平
平

0－関係者からのヒアリング，委員からの醍明

･弁謹士（法律事務所，法テラス勤務）
.企業法務関係（企業内弁護士，企業関係者）
・国家公務員関係（人事院） ナ

､企業の業務展開（外務省，海外勤務弁穫士等）
､地方公共団体（東京都，流山市）

･隣接法律専門職種関係者 (日本司法書士会連合会）

･その他（法科大学院修了者，

･労働関係，消費者関係
、雷竪応窪責鼠交換

弁護士業務改革関係者）

【第12回～第14回】

日
日
日

３
４
０

１
２
１

月
月
月

４
４
５

年
年
年

４
４
４

２
２
２

成
成
成

平
平
平

○溌点の整理に向けた意見交換

、法曹有資格者の活動領域の在り方について
･今後の法曹人口の在り方について

･法曹養成制度の在り方について

○総務省から政策解価について

○

ヒアリング

現状把握及び意見交換を踏まえた鎗点整理の取りま
し砧



法曹の養成に関するフオーラム構成員名簿

(平成24年5月10日現在）

【関係政務等】 歳
島
田
井
根

竹
大
滝
藤
高
中

誠
敦
実
久
穂
浩

幸
美
康

内閣官房副長官

総務副大臣

法務副大臣

財務副大臣

文部科学副大臣

経済産業大臣政務官

（敬称略）

学習院大学法学部教授

ゼ （五十音順）

弁護士（元次長検事）

東京大学大学院

法学政治学研究科・法学部教授

消費生活専門相談員

株式会社日本総合研究所理事

早稲田大学総長・法学学術院教授

元読売新聞東京本社論説副委員長

明治大学法科大学院法務研究科教授
（元札幌高等裁判所長官）

日本労働組合総連合会事務局長

株式会社小松製作所特別顧問

弁護士

北海道大学公共政策大学院長

立教大学経済学部教授

【有識者】

八 座長佐々木毅

伊藤鉄男

井上正仁

田
田
保
中

岡
翁
鎌
久
田

一
一
一口
合
薫
潔
郎

上
百
康

南雲

萩原

丸島

宮脇

山口

行
孝
介
淳
行

弘
敏
俊
義

ハ

関係機関 林
旅

小
林
若

宏司

眞琴

一夫

最高裁判所事務総局審議官

最高検察庁総務部長

日本弁護士連合会法曹養成検討会議委員

オブザーバー
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法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価書

（概要）
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政策評価の概要 ※法曹人口のf､級び法曹養成制度の改革に関する政紫雲詞価は初めて実施

背景･理念･政策目標

(背景） 司法制度改革においては法曹人口の大幅な増加を図ることが急務（平成13年6月12日司法制度改革審議会意見）
(理念） 高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成（司法制度改革推進法（平成13年法律第119号） ）
(政策目標）○平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す（司法制度改革推進計画（平成14年3月19日閣議決定） ）

○法科大学院では､その課程を修了した者のうち相当程度（例えば約7～8割）の者が新司法試験に合格できるよう努める（規制改革推
進のための3か年計画（平成19年6月22日閣議決定） ）

調査対象機関
調査対象機関：法務省、文部科学省
関連調査等対象機関：最高裁判所、法科大学院（38） 、 日本弁護士連合会、弁護士会（22） 、都道府県（18） 、市区（40） 、経営法友会

の知見の》巻

○政策評価・独立行政法人評価委員会の下に置かれる政策評価分科会の審議に付し、本政策評価全般に係る意見等を得た。
○ 「法科大学院（法曹養成制度）の評価に関する研究会」を開催（平成22年5月～12月の間に8回）し、法科大学院（法曹養成制度）の在り方をめぐる
これまでの経緯や各方面の指摘・課題等を把握・分析し、本政策評価の調査・評価の在り方、方法等を検討

鰯
|こ係色白標個の検討

の質の向上
軍なる目11漉一他校との銃塵舎のホ

隻の見直し

置渓の亮瑛

川ー 冒予1皿uﾉ慨雲 I
法曹人口の拡大（平成13年2万1,864人→23年3万5,159人）により、弁護士ゼロ

し

、

･ワン地域(注）のほぼ解消など国民の法的サービスへのアクセスの改善のた

めの基鱒轄備など一定の効果。一方、司法試験合格者数が目標に達しておらず､また、法科大学院修了者についても目標の中で例示された合格率（例えば約7～
8割）に達していない中で、下記の課題の解消が必要 （注)全国203の地裁支部管轄単位で､登録弁護士がいない地域をゼロ地域、 1人しかいない地域をワン地域という。

①3,000人の合格目標は未達成であるが、国民の立場からは、未達成による大きな支障は翌められない。一方、現在の2,000人規模の増員を吸収する需要の
顕在化はなく、弁護士の供給過多により就職難が発生し、OJT不足による質の低下が懸念。現在までのところ、 目標値についての検討はされていない。

②目標の中で例示された合格率（約7～8割）は未達成(18年度修了者累積合格率49.5％）

③司法試験合格率は全体として低迷（23年23.5％） 。また、定員充足率の極端に低い法科大学院や入学者数の極端に少ない法科大学院があり、これらは司

法賦験の合格率も低い（定員充足率20％未満校：平均合格率8.1％、入学者数が一桁校：平均合格率7.6％)・ ・実入学者数に見合った入学定員の削減が必要。

④未修者は既修者に比べ合格率が低く、未修者教育に課題。また､入学定員を未修者のみ削減したり、未修者の削減率を大きくすることは、多様な人

材を受け入れるという法曹養成制度改革の理念等に反することがないよう注意することが必要

⑤公的支援の見直し指標は、競争倍率及び司法試験合格率の2指標であるが、その運用に当たって配慮すべき要素や付け加えるべき要素がある

⑥受験資格を保有し得る5年間の継続的な進路の把握が必要。また、法科大学院における就職支援の充実が必要
ノ



－

（
司法試験の年間吾桔者数に係る目標値の鯉【主な勧告事項u一

爾景、制度の概要乢
○弁護士偏在の是正、法的サービスの潜在需要やこれからの我が国社会の在り方に対応した国内外の法律専門家の必要性を考慮し、法曹人口の大幅
な増加を図ることを喫緊の課題と位置づけ（平成13年6月12日司法制度改革審議会意見書）
○法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す
（司法制度改革推進計画（平成14年3月19日閣畿決定） ）－

【評価結果】 資 ～3

石=菰;定雨蕊蔑~吾禧率の低下傾向から皇ても､浬､将籾目響成は困難と推察
・23年の合格者数は2,063人で、 目標3,000人の約69%【評価書P.41,42】
・ 目標値と実績の乖離が大きく （21年2,043人→22年2,074人→23年2,063人) $かつ合格率は低下傾向(21年27.6%→22年25.4%→23年23.5%) 【評価書P.41,48】
○一方、弁瞳士に対する需要は顕在化しておらず、司法試験合格者が3,000人に達しないことについては国民への大きな支障は潔められない

・ 裁判・調停のうち、弁護士が関与した事件数は増加（13年度32万6,082件→22年度48万9,574件) 。しかし、弁護士の増加により、弁護士1人当たりの事件
数(注）は減少（13年度17.9件→22年度17.0件） 【評価書P.76】
（注）最高裁判所「司法統計」に基づき算定。民事事件、民事調停、行政事件、刑事事件、家事事件、少年事件の第一審、控訴、上告（刑事事件については上告審を含まない）の既
済・終局事件の弁護士選任状況が明らかとなっているものの弁護士関与件数を同年4月1日現在の弁謹士人口で割った数

・ 弁護士会等の法律相談件数ば法律扶助対象の法テラスの無料法律相談が増加（13年度4万9,802件→22年度25万6,719件) 。しかし、有料法律相談は減少
（13年度20万2,808件→22年度11万1,176件） 【評価書P.59】

・ 司法制度改革審議会意見書で想定された新たな需要についても、例えば①企業内弁護士数の増加（平成13年64人→23年588人).及び②任期付公務員在籍
者数の増加（平成13年度10人→23年度139人）はみられるが、弁護士の増加数を吸収するものではない。また、③国際的知見を要する分野の需要が伸びて
いるとしたのは、実地調査対象22弁護士会のうち1会、④専門的知見を要する分野については、 4会のみ【評価書P､66～6＆84～85】
○現状の約2,000人の合格者数でも弁謹士の供給過多となり、就職難が発生、OJT不足による質の低下が懸念

・ 司法修習修了後の弁護士の一括登録日における未登録者数．割合は年々上昇(新60期（19年修了）は3.3％（32人） 、新64期(23年修了）は20.1％(400人) ）
【評価書P､95】

・ 就聯雛から、いわゆる即独・ノキ弁(注)が発生・増加することにより、若手弁護士のOJT機会が不足し、質の低下につながるおそれ【評価書
P､97～99】

（鯛蝋修了後､即､独立する者を『即独』 ､法塞事務誌に主式に就職せず､壁なしで轆所の机鮒を借り独立採鯉・"をすう者をﾚｷ弁｣とい匙

菫 霊霧襄撫薑曇菫誌向撫望締 ゞ
－=夕 ’■■■



【主な勧告事項2】法科大学院におIべろ教育の質の向上
一

【制度の概要】

○法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度（約7～8割）の者が新司法試験に合格できるよう努める（規制改革推進のための3か年計画

（平成19年6月22日閣議決定） ） 。

○文部科学省は、法科大学院における教育の質の向上を図るため、平成21年度から、入学者選抜試験における競争倍率2倍以上の確保や、厳格な成績

評価及び修了認定の徹底等について、各法科大学院に対し取り組むよう求めている。

【評価結果】

○目標の中で例示された合格率（約7～8割）は未達成。取り分け未修者は低迷 【評価書P､124～126, 214】

障革匿吾禧軍お露］ 年度修了者の累積合格率の推移

霊 織 ; 議菫i
（注）①17年度修了者は既修者のみであるため、 18年司法試験を受験したのは既修者のみである、②各年度修了者の累積合格率は、すでに受験期間が終了し累積合
格率の確定した、 17年度修了者及び18年度修了者について計上した。

O文部科学省は、法科大学院に対し、競争性の確保を促しており、競争倍率は、入学定員の削減や合格者の厳選により、平成22年度の2.74倍から23年

度は2.88倍に上昇。また、競争倍率2倍未満の法科大学院は、平成22年度の40校から23年度は19校へとほぼ半減したものの、依然として全体の約4分

の1存在 【評価書P､141】

O成績評価及び修了麗定の厳格化(GPA制度の導入、成績評価分布等の見直し等）に取り組んだ結果、進級率や標準修業年限修了率が低下
進級率（未修者1年次→2年次） :平成16年度94.7％→18年度89.5％→20年度84.8％→22年度75.8％ 【評価書P､195】

標準修業年限修了率：平成18年度修了者80.6％→20年度修了者78.6%→22年度修了者73.6% 【評価書P.197】

O実地調査した38法科大学院のうち、共通的な到達目標モデルを踏まえた到達目標を策定し公表しているものは22校 【評価書P.205】

一方、共通的な到達目標モデルを踏まえた到達目標を策定していないものが11校（約3割）存在【評価書P.224,225】



【主な勧告事項s】法科大学院の入学是員の更なる削減､他樺”握合の鐘
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,入学定員の削減が必要な法科大字院あり

これらは司法試験の合格率も低い（平均合格率8.1％） 【評価書P､16C
司法試験の合格率も低い（平均合格率7.6％） 【評価書P.161】

島賦験合硲準か1
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看翠、 ロ」

ヨキ思率プ半成Z3年度にス

平成23年度のノ

｡法冒垂厩制塵哩皐喧1鄙、ヲF潅弓

ある30法科大学院の定員削減率I眉
平成21年度から23年度の間に、

・ 未修者コースの定員：1,423ノ

（注）末修者コースとは、法科大学院
不合格となった者が学ぶ課程をい

削減率10.6％）

ているかを認定する試験）を受鬮
1 戸荊・属の等けm_

050人（削減率26.2％） 、既修者コースの定員：2,007ノ

ナる既修者認定試験（法科大学院において必要とされる法律学の基職
Z成23年度で､非法学部出身者の72.9%､社会人の61.4%が未修者ｺー

－4－

【評価結果】 引壷料④～⑥

【勧告内容】

〃

O法科大学院における教育の質を確保する観点から、 定員充足率が向上しない法科大学院に対し、 実入学者数に見合った更なる入学定

員の削減を求めること。 （文部科学省）

Oその際、定員規模が小さい法科大学院については、実入学者数に見合った定員削減が困難なものが生ずるとみられるが、法科大学院
の撤退によって在籍学生の教育に支障が生じないよう、法曹養成制度の理念、地域バランス等も勘案しながら､他の法科大学院との統
廃合についても検討しておくこと。 （文部科学省）

Oまた、法曹養成制度改革の理念を維持する観点から、各法科大学院に対し、
う促すこと。 （文部科学省） 一

入学定員の削減に当たっては未修者の確保に配慮するよ
公一

、



【主な勧告事項4】未修者対策の強化 一

【制度の概要】

○21世紀の法曹には、経済学や理数系、医学系など他の分野を学んだ者や、社会人等としての経験を積んだ者を含め、多様なバックグラウンドを
有する人材を多数法曹に受け入れていくべき（平成13年6月12日司法制度改革審議会意見書）
○法科大学院の諜程の標準修業年限は、3年。法科大学院は、未修者コースの3年が原則であり、既修者コースは2年間で修了することが可能
（専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第18条第2項）

【評価結果】

O未修者は、既修者に比べ、司法試験合格率が半分程度（平成23年：未修者16.2％、既修者35.4％） 【評価書P.126】

0入学者に占める退学者・除籍者の割合や、法科大学院修了直後の司法試験(湖を受験しない「受け控え者」も既修者に比べ未修者の割合が

高く、未修者の質の確保の観点で謀題（湖法科大学院を3月に修了した者は、5月の司法賦験を受験することができる。 ．

・退学者、除籍者の割合 【評価書P.214】

未修者平成20年度入学者のうち22年度末までに退学・除籍となった者3,346人中478人（14.3％）

既修者平成21年度入学者のうち22年度末までに退学・除籍となった者2,000人中65人(a3%)

．受け控え者が増加し、その多くが未修者 【評価書P.208】

平成19年司法試験の受け控え者714人中、 598人（83.8％)が未修者→23年司法試験の受け控え者1,006人中、 835人（83.0％）が未修者

O文部科学省は、未修者対策として、 1年次に法律基本科目（注）6単位の増加を認め（22年3月専門職大学院設置基準を改正） 、24年1月現在

73校中50校が実施 【評価書P､211】

（注）憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目 （平成15年文部科学省告示第53号第5条第1項第1号）

O74法科大学院の中には､未修者のために長期履修制度を設けているものが25校（平成22年度時点） 。当省が調査した38法科大学院においては、

最長8年間の履修が可能 【評価書P.210】

【勧告内容】

O未修者については、修了者の質の確保の取組を推進しつつ、法律基本科目の量的充実の効果について今後検証するとともに、未修者
対策の強化について早期に取り組むこと。その際、好事例についても収集し、他の法科大学院に提供すること。 （文部科学省）

一一一弐



法科大学院に対す基
q』

公的支援の見直し【主な勧告事項5】一

資料⑧～'1' ’

卜）【評価害P､240～乙吟

常費補助金特別補助α
ﾖ経常菱等を対象） 、特別ネ
些院支授）についてみた。

笥の島科大学院支援(注)578億円､法務
j， （蒋壼の分野.課程等の教育の振興@

大学院における司法賦験合格者1人当たりの国費投入額(注1） 【評価書P.241～248』
までの合格実績に基づいて推計(注2）した場合 合格者数1万2,381人 1人当たり約426万円
された目標の下限である7割が合格すると想定した場合 合格者数1万8,078人 1人当たり約292万円
昔全員が合格すると想定した場合 、合格者数2万5,825人 1人当たり約204万円
平成16年度から22年度までに、法科大学院に交付された文部科学省の国立大学法人運営費交付金及び私立大学等経常費補助金特別補助の法洞
教員経費等の合計58噸円から、23年度以降の修了者に係る投入額57億7,000万円を除いた額527億3,000万円を上記①～③の合格者数で除した
これまでに受験期間が終了した平成17年度及び18年度修了者の司法試験の累積合格率を基に17年度から22年度修了者までの最終的な合格者謝
支援の見直し指標は、競争倍率及び司法試験合格率の2指標であるが、その運用に当たって配慮すべき要素や付けオ
修者への配慮 【評価書P､262】
修者の司法試験合格率が既修者に比べ低い傾向（平成23年司法試験合格率：未修者16.23％、既修者35.42％）
修者を中心に教育を行っている法科大学院は、既修者を中心に教育を行っている法科大学院に比べ、司法試験合格率が低迷し司
員充足率の追加 【評価書P.263】
格者を定員より少なくして、競争倍率2倍を確保することが可能
|争倍率又は司法試験合格率が相当期間改善されない法科大学院 【評価書P.266～269】
崖浦鋳1.て競争倍率が2倍未満8校、 5年連続して司法試験合格率が平均の半分未満7校
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【制度の概要】

〆○法科大学院に関する国費の支出としては、国立大字の法科大字院にI訊圏エハ子鱈ハ建国瓦＝!…."~、 ”詞一/、● ‐~ ､一' ･‐ ‐‐
補助金特別補助の法科大学院支援が支出されている。そのほか、法務省の教員派遣経費等がある。
○文部科学省は、法科大学院に対し、組織の自主的・自律的な見直しを促すため、法科大学院に対する公的支援の見直し－－－_~≦ 一△_一一，ー些_些坐、 、三井豊子唾△陰睦壷ィQ侘旧1 1-撞鑑1.て全園平均の半分未満等）
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〉【主な勧告事項6】修了者の進路の，潅､就職支援の充実

【制度の概要】

○文部科学省は、中央教育審謹会大学分科会法科大学院特別委員会報告（平成21年4月）を受けて、法科大学院認証評価基準に法科大学院の課程
を修了した者の進路（司法試験の合格状況を含む。 ）について、麗証評価を行うことを追加（平成22年6月、学校教育法第百十条第二項に規定する基
準を適用するに際して必要な細目を定める省令を改正）

○これを受けて、法科大学院認証評価機関3機関は、修了者の進路（司法試験の合格状況を含む。 ）に関することを認証評価基準に追加
○法科大学院修了者は、法曹以外の分野でも、企業法務や公務員等として活躍することが期待（文部科学省）

【評価結果】

O平成24年3月31日現在、74法科大学院の修了者の累計2万5,825人のうち受験資格を喪失した者（注）は4,252人 【評価書P･317, 318】

（注）受験資格喪失者とは、司法試験を3回受験し合格せずに受験資格を喪失した者及び法科大学院を修了したものの受験せず受験資格を有する5年間を経過した者

O実地調査した38法科大学院のうち、平成23年4月1日現在で修了者の進路の把握を組織的に行っているものが29校。二巡目の認証評価に向けて今

後予定・検討としているものが9校。ただし、前記29校においても受験資格を保有し得る修了後5年間継続して把握しているものはない 【評価書

P.321】

○平成23年4月1日現在、実地鯛査した38校の修了者1万5,320人の進路の内訳は、以下のとおりであり、不合格者で進路が把握できていない者は

修了者の約3割 【評価書P,322～325】

・ 不合格者のうち進路が把握できていない者4,922人（32.1％） 。 司法試験合格（旧司法試験合格とみられる者を含む。 ） 6,008人（39.2％）

・ 就職した者又は進学した者 721人（4．7％） ・ 司法試験受験予定としている者 3,599人（23.5％）
『

○74法科大学院の中には、法科大学院に就職支援チームを設置（専属職員の配置、採用情報収集、修了者の進路の就職先の開拓等の実施）している

例があるが、実地調査した38法科大学院のうち、法曹以外の道を目指す修了者への就職支援等を行っていないものが約3割 【評価書P.343】

○法科大学院修了者に対する企業のニーズ：法科大学院修了者（法務博士（専門職） ）は、法曹資格の有無にかかわらず、法的な専門知識があるた

め、魅力ある人材であり、採用のニーズはある（企業法務の団体）【評価書P.346】

鼎

○法科大学院に対し、修了者の進路の把握については、修了時はもとより、受験資格を保有し得る少なくとも5年間は継続し、総合的な
集積・管理を行わせること。 （文部科学省）

○修了者（法務博士（専門職） ）の社会での人材活用を図る観点から、自校の修了者の進路の動向や在学生のニーズ等を踏まえ、法科大
学院における修了者及び在学生に対する就職支援等の充実を促進すること。 （文部科学省）
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｢提言型政策仕分け｣提言一覧(抜粋）
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11 当■
■

大学の総収入｡総支出は増加して
いるのに､世界の中で日本の大学
のレベルは低下しているのではな
いか。

つ 凸

大学の国際通用力の向上の在り方については､｢教育分野｣における向上などその具体的な
達成目標と達成時期並びにその評価基準について明確化を図る｡まずは各大学による自己改
革によってその実現を図る。

'舞蝉鬘實輔實熟蕊
いるのではないか。

定員割れによる学力低下等や赤字
経営の大学の増加等をどう考える
か。

大学は-将来を見据えた明確な人
材育成ビジョンを持っているのか。

'大学が社会の実情と乖離し､社会
|のﾆｰズに十分な対応ができてい

少子化傾向の中での大学経営の在り方については､教育の質の確保と安定的な経営の確保
に資するため､大学の教育の内容､例えば､生涯教育の拡充などへの転換を含む自律的な改
革を促すとともに､寄付金税制の拡充等自主的な財源の安定に向けた取組を促す仕組みを整
備する。教育(大学)：

大学改革の方向性の
あり方

A2

法科大学院の需給のミスマッチの問題については､定員の適正化を計画的に進めとともに、
産業界｡経済界との連携も取りながら､法科大学院制度の在り方そのものを抜本的に見直すこ
とを検討する。

大学改革の全体の在り方については､国は大学教育において如何なる人材を育成するかと
いったビジョン及びその達成の時期を明示した上で､その実現のため第三者による評価などの
外部性の強化に加え､運営費交付金などの算定基準の見直しなどの政策的誘導の在り方に
ついて検討する｡加えて政策評価の仕組みの改善についても併せて検討する。

イイ

ないのは､大学改革が進んでいなロ M d

いからではないか｡どのように改革
を進めるべきか。
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(資料21）

法科大学院教育と司法修習との連携強化のための提言

2011年（平成23年） 8月19日
タ

日本弁護士連合会

当連合会は，法科大学院教育と司法修習との連携を強化し，充実した司法修習を

実現するための当面の方策として，以下のとおり提言する。

提言の趣旨

1 法科大学院においては，次のとおり，実務基礎教育の一層の充実が図られるべ

きである。

（1）弁護実務修習を効果的に履修するためには，司法修習生が予め法律実務に関

して一定の知識・技能を修得していることが不可欠である。したがって，法科

大学院において，実務基礎教育の重要性を再確認し,一層の充実,．特に，共通

的な到達目標として作成された「民事訴訟実務の基礎」 「刑事訴訟実務の基礎」

及び｢法曹倫理」の内容を確実に修得させることが望ましい。

（2）起案は，決して実務の形式のみを覚える学修ではなく，実務家，特に弁護士

としては法理論をどのように現実に活かすかを学ぶ重要な機会であり，法理論

を実務の視点から定着させるために極めて有効な手法である｡したがって，上

記必修3科目を含め，単位数が増加した法律実務基礎科目全般を利用して，法

科大学院として可能な限り，訴状，答弁書等の起案の機会を与えることが望ま

しい。

（3）刑事実務教育については，分野別弁護修習での刑事弁護に接する機会が減少

していることから，刑事訴訟手続の流れを十分に理解させつつ，法曹養成の各

プロセスにおいて当事者法曹として関わる姿勢・心構えを確実に身に付けさせ

る必要がある。法科大学院の段階においても，模擬裁判や模擬公判前整理手続

のようなシミュレーション教育の実施・充実など教育手法にも工夫を凝らすこ

とにより，刑事実務教育をより一層充実させることが望ましい。

2 当連合会は，法科大学院において学修した知識・技能の中で，弁護実務修習を

効果的に行うためのものを指摘し，司法修習予定者が，修習開始前にその復習が

できるよう，司法修習予定者に対する周知徹底の方法を検討し，必要な措置を講
じる。

なお，指摘すべき具体的な知識・技能としては，民事関係では，①民事訴訟手

P、
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続と民事訴訟記録についての基礎的な理解，②代表的な訴訟類型についての要件
事実の実践的な理解，③事実認定の構造についての基本的理解，④法文書の構造
についての基本的な理解とその実践，刑事関係では，①捜査手続を含む刑事訴訟
手続の基本的理解，②当事者法曹から見た事実認定及び手続遂行の理解が考えら
れる。

3法科大学院における実務基礎教育が，提言1のとおり充実するまでの経過的措
置として，以下の措置がとられるべきである。

（1）各法科大学院において，地元弁護士会の支援を受けて，当該法科大学院出身
の司法修習予定者を対象に，分野別実務修習に必要と思われる視点で，実務系
科目の復習ないし補充を行う研修を，可能な範囲で実施すること。
（2）当連合会が主体となり，起案を中心とした弁護修習に必要な知識・技能につ
いての事前研修（修習前研修）を実施すること。

4司法研修所においては，実務修習開始までに，各修習予定者が法科大学院で学
んだ実務系科目の内容（起案等）に関する調査を実施し，その調査結果を，各修

（
Ｊ
〉

習予定者の配属先弁護士会及び指導担当弁護士に提供するとともに，上記調査結
果等をもとに，指導担当弁護士は，担当する修習生の実務科目の修得度や起案経
験等を把握し，各修習生の実情及び特性に応じた効果的な指導を行うべく’創意
工夫に努める。

5弁護士会，裁判所，検察庁の機関は，司法修習の開始当初に’約1週間をかけ
て，合同で冒頭修習を実施し，司法研修所においては，その実施に協力する。
その際，弁護士会が行う冒頭修習の内容としては，事実認定に関する書面（最
終準備書面，証拠弁論，弁論要旨など）の起案を課すことが考えられ（ただし，
添削まで要求するものではない)，当連合会は，司法研修所の修習プログラムと
調整をはかりつつ，各弁護士会の冒頭修習が円滑に進むよう，弁護修習教材等を
作成・提供し，また指導方法についても必要な助言を行う。
なお,上記合同での冒頭修習の実施が困難な場合には，各弁護士会が司法修習
の開始当初に約2日程度をかけて冒頭修習を実施することについて，司法研修所
及び配属先の裁判所･-検察庁に対し，理解と協力を求める。
6 当連合会は，法曹養成制度における新司法修習の位置づけ，分野別実務修習
に期待される役割について考察し，個別の事件を通じた修習を効果的に行うた
め，個々に異なる修習生の状況に応じた具体的指導の創意工夫が可能になるよ
う,弁謹実務修習の指導方法についての助言,資料提供を行う。
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提言の理由

第1 はじめに

司法制度改革審議会意見書に基づき，法科大学院を中核とした新たな法曹養成

制度が創設され，平成16年4月の法科大学院開校から，約7年が経過した。

この間，この新たな制度は，様々な関係者及び関係機関の努力により，従前の

法曹養成制度では生み出せていなかった多様な新法曹を誕生させる一方,制度上，

必ずしも十分に機能しきれていないとの指摘もなされている。

特に，新たな法曹養成の中核となる法科大学院教育と，それまで法曹養成を担

ってきた司法修習との間には,本来は有機的な連携が予定されていたにもかかわ

らず，分野別弁護修習担当の弁護士の中から，実効性ある連携に至っていないと

の指摘がされ,新60期司法修習生のみに実施された司法研修所における統一的

な実務導入教育（いわゆる「導入研修｣） と同様の研修を当面の間実施すべきと

の根強い意見もある。当連合会は， 2011年3月27日付け「法曹養成制度の

改善に関する緊急提言」において，法曹養成制度が抱える課題を解決するための

提言を行っているところであり，この提言に基づいて，法曹三者による実務修習

開始前の集合的修習を実施すること等の制度の改善に努めるとともに,今回の提

言によって，可及的すみやかに当面の運用改善を図り，ひいては，法科大学院教

育と司法修習との有機的連携を目指すものである。

戸、

第2各提言について

1提言1について

（1） (1)について

法科大学院では，法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・ス

クールとして「法理論教育を中心としつつ，実務教育の導入部分（例えば，

要件事実や事実認定に関する基礎的部分）をも併せて実施することとし，実

務との架橋を強く意識した教育を行う」こととされており，従来の法学部教

育に比べ，現実に“使う”観点に基づく法理論教育が徹底されるとともに，

実務教育により，法理論の定着･深化を図り，かつ,実務家としての価値観，

責任感，倫理観を教えることが期待されている。 ．

そして，法科大学院は，法学教育，司法試験，司法修習の有機的連携のも

とに「プロセス」 として構成された新しい法曹養成制度の中核機関（基幹的

な高度専門教育機関）であると同時に，実務教育のプロセスから見れば，司

法修習の前過程とも位置づけられているのであり，修習との連携を意識しつ

偽
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つ，必要かつ十分な実務導入教育が行われなければならない（もとより，司
法修習に携わる現場も法科大学院教育を理解するのは当然である｡)。
ところが，法科大学院関係者の努力によりあるべき実務教育の実施に向け
て試行錯誤が重ねられているものの，法科大学院ごとの実務教育の内容のぱ
らつきについては，司法修習に携わる現場から強い批判がある。
一昨年，中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会は，かかる批判
に応え，プロセスとして実務教育の質を上げることをも目的として， 「法科大
学院教育の質の向上のための改善方策について（報告)」を公表し，法律基本
科目のほか，法律実務基礎科目について共通的な到達目標を策定することを
提言した。そして， この提言を受けて，昨年10月「民事訴訟実務の基礎」
「刑事訴訟実務の基礎」及び「法曹倫理」の共通的な到達目標モデルが公表
されており，今後，各法科大学院において， この到達目標以上の内容の実務
教育を実施すべきこととされた。

当連合会としては，この機会に，法科大学院に対し，プロフェッショナル・
スクールとしての役割を指摘し,実務教育の整備･強化を求める必要がある。
殊に,今回共通的な到達目標として示された「民事訴訟実務の基礎」 「刑事訴
訟実務の基礎」及び「法曹倫理」は，確実に履行されなければならない。
(2) (2)について

新司法修習は，旧制度における前期修習がなく，新司法修習という枠の中
では，配属庁会で行うべき起案の基礎的訓練やその解説の機会のないまま，
直ちに分野別実務修習を開始する。司法修習生の中には，実務用文書の起案
経験がない者もおり，指導担当弁護士による丁寧な指導がなければ，漫然と
書式に倣い，修習第1クールを非効率のうちに終えてしまうおそれもある。
実際，新司法修習生を指導した指導担当弁護士の中から，調査能力やプレ
ゼン能力には優れているが起案能力は不十分なのではないか,書式を与えれ
ば訴状や答弁書が書ける程度にまで到達していないのではないか， という声
が聞かれている。

そこで， 2か月という短い修習期間を効率的に活用し，弁護実務修習の実
効性を高めるためには，法科大学院教育の段階から，訴状，答弁書など主張
書面型の書面を起案させることが重要である。

殊に，当事者法曹である弁護士の業務は，混沌とした社会的事象の中から
法的に意味のある事実を抽出し，構成していく作業である｡.特に，初動時で
の作業は極めて重要であり，その際，相談者の意向や取得しうる資料を前提

fへ
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に， 自らの法知識や分析力，柔軟な思考力，創造力，更には，法曹としての

価値観や倫理観を踏まえた総合的な検討が必要になる。

そして， この検討を具体的に行うには，起案を利用した教育が極めて有効

と思われる。すなわち，実際の法的手続に乗せることで，むしろ実務の側か

ら実体法及び手続法の理解を促進する。これは，決して「書式を学ぶ」 とい

うような，単なる形式の学修ではない。

例えば，訴状を作成するには，訴訟物として何を選択するかについて実体

法の知識が必要になる。また，手続的には,判決を求める範囲について処分

権主義，主張立証について弁論主義，当事者について訴訟能力，当事者の選

択について判決の効力の及ぶ主観的範囲，確認訴訟の場合は訴えの利益，裁

判所の選択については管轄の定め等，民事訴訟法のほぼ全般にわたる理解が

必要になり，実体法，手続法の総合的な力が試される。

つまり，起案教育は，弁護実務修習へのスムーズな移行のために重要なだ

けでなく，法曹として備えておくべき法の基礎知識を十分に理解・定着させ

るためにも極めて有意義な教育方法であり，その意味で，法科大学院教育及

び弁護実務修習を通じて，一貫して有用な教育手法と考えられる。

なお，起案教育は，必ずしも必修科目としての「民事訴訟実務の基礎」 「刑

事訴訟実務の基礎」又は「法曹倫理」の中だけで行われなければならないも

のではない。模擬裁判その他のシミュレーション教育又はクリ･ニックなどの

臨床教育の中で起案を組み込むことも十分考えられる。しかも，認証評価基

準において必要とされる法律実務基礎科目の単位数が6単位から.10単位に

増加される。従前から多くの法科大学院がかかる動きを予測し，法律実務基

礎科目を前掲3科目 （に相当する科目）に限定することなく，多彩な科目を

設置していることからすれば,現状の体制の枠内で起案の機会を与えること

は十分に可能である。

(3) (3)について．

刑事弁護実務については，修習期間の短縮により現実に実施できる内容が

制約を受けている反面，被疑者国選弁護人，国選弁護人，当番弁護士制度，

裁判員裁判制度の維持運営に弁護士の存在が不可欠とされ，弁護人が果たす

べき役割はますます重要度を増している｡

また，特に地方においては，司法修習を終了し，弁護士資格を得た直後か

ら単独でこれら実務対応を求められるのが現状である。その意味で，刑事弁

護実務は，民事よりもなお一層，法科大学院，分野別弁護実務修習，集合修

A
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習それぞれの役割を的確に配分し，確実な履修を求める必要性の大きい分野
である。裁判官・検察官と異なり，弁護士の場合，司法修習修了後の手厚い

継続教育には限界があるため，問題はより深刻である。

したがって，当連合会としては「刑事訴訟実務の基礎」について，到達目

標の確実な履行を求めるとともに，刑事実務教育の実施について， より実践
的かつ効果的な方法の導入・強化を提唱していく。その際，刑事司法の適正
な維持運営において弁護人の果たすべき役割は重要であり，優れた刑事弁護
人としての素養を身に付けさせることは,刑事司法全体の課題であることを
示し，法科大学院の理解を得ることが必要である。

そこでの刑事実務教育は，刑事訴訟手続の流れを十分に理解させ，当事者
法曹として関わる姿勢・心構えを身に付けさせる必要がある。法科大学院に
おいても，当事者法曹としての視点を据えながら，刑事訴訟手続（捜査段階
を含む）の基本的事項を理解させることが必要である。例えば，弁護人であ
れば，被疑者又は被告人の立場に立ち証拠に基づき事実を認定し法的に構成
する力であり,検察官の主張を的確に弾劾する力であり，手続の流れに従っ
て適切な手段を選択する力である。

そして， これらの能力を酒養するためには，模擬接見，模擬裁判，模擬公
判前整理手続といったシミュレーション教育の活用が有益である。特に，模
擬公判前整理手続は，当事者の立場で刑事手続全体の流れを傭嗽し，検察官
であれば公訴事実を， どのような証拠で， どのように立証し，それをどのよ

うに説得するのかを，弁護人であれば，検察官の主張する事実を， どのよう
な証拠で， どのように弾劾し，それをどのように説得するのかを理解させる
のに有益である。

そして， ここでも，起案教育は有意義である｡

例えば，証明予定事実記載書面や予定主張記載書面を起案することは，当
事者の立場で事実認定をすることであり，事実の組み立て方法を学ぶことに
なる。また，弁護人として証拠意見を起案することは,違法収集証拠，証拠
の関連性， 自白法則，伝聞法則等の理解が前提になることから，証拠法を体
得することになる。更に,証拠開示請求を起案することは， どのような捜査
が行われ， どのような証拠が作成されるのかを学ぶことになるのである。

へ
＝ー

〆点
~〆

2提言2について

法科大学院において適切な実務教育が行われたとしても，法科大学院生の理
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解が不足し，あるいは司法試験受験の間に忘却して，司法修習開始前に本人が

必要な知識と技能を備えてない場合には，やはり効果的な司法修習が望めない

ことになる。分野別実務修習を履修するのは司法修習生であり，修習生本人が

修習期間の短さを自覚し，準備を備えて修習に臨む必要がある。

したがって，当連合会は，司法修習予定者に向けて，弁護実務修習を効果的

に行うための必要な知識・技能を指摘し，修習開始前にそれらを修得（復習）
するよう促す。

そして，司法修習予定者に対する周知徹底の方法としては，司法研修所が司

法修習予定者へのガイダンス関連の書面を送付する際に，同書面に「法科大学

院でなされた実務科目を復習し，弁護実務修習のために必要な知識･技能を確

認するよう促す」旨明記すること等が考えられる。

なお，司法修習予定者に指摘すべき必要な知識・技能としては，民事弁護の

場合には，①民事訴訟手続と民事訴訟記録についての理解，②代表的な訴訟類

型についての要件事実の実践的な理解，③事実認定の構造についての基本的理
解及び④法文書の構造についての基本的な理解とその実践などが考えられる。

また，刑事弁護については，①捜査手続を含む刑事訴訟手続の基本的理解，

及び②当事者法曹から見た事実認定及び手続遂行の理解が考えられる。

魚

3提言3について

前記のとおり，法科大学院における実務基礎教育にばらつき力移い現状で，

しかも，法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」 「刑事訴訟実務の基礎」「法

曹倫理」に関する共通的な到達目標は，弁護実務修習の効果的な履修に必要な

知識・技能の大部分を含むものと考えられるものの，訴状や弁論要旨等の法律

文書の起案は共通的な到達目標の内容とはなっていない。そのため，基本的な

法律文書の起案作業を通じた知識・技能の修得は，各法科大学院が共通的な到

達目標を掲げているとしても必ずしも達成できない可能性がある（ただし》共

通的な到達目標は,ミニマムスタンダードであるから,法科大学院によっては，
起案作業を通じた学修を実現するものもあろう｡)。

前述したとおり，起案教育が有用であり，新制度においても，法律文書の起

案は重要な弁護実務修習の内容であり， これを効果的に行うためには，法律文

書の起案に最低限必要な基礎的知識や技能は，実務修習開始前に修得しておく

ことが望ましい。上記提言1では,法科大学院において起案を導入し指導するこ

とを求めているが，直ちに，その実現が可能かは不明である。

/‐1
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そこで，当面は，新司法試験合格発表時から司法修習開始時までの間，法科大
学院において，地元弁護士会の支援を受けて，当該法科大学院出身の司法修習予
定者を対象に，実務系科目の復習を目的とした研修を行うべきである。
また，すでに現在当連合会や一部の弁護士会で実施されている事前研修（司法
修習前研修)を継続発展させ，当連合会が主体となって，簡易な起案を中心とし
た研修を実施していく予定である。

I

4提言4について

修習生が法科大学院で学んできた実務系科目の内容は，出身法科大学院や，
自身の履修状況によって，様々に異なっているため，弁護実務修習の指導担当
者は， 自身が担当する修習生が，実務修習に入る時点において， どの程度の実
務的な知識や技龍を身に付けているのかを把握するのが困難な状況にあり， こ
れが，実務修習の円滑な実施を妨げる一つの要因ともなっている。
そこで，実務修習を効果的に実施するためには,個々の修習生の知識や能力レ
ベルについて，修習生と指導担当者の認識を共通にすることが肝要であり，その

ためには，司法研修所が主体となって，個々の修習生が履修した実務系科目やそ
の内容，起案経験の有無等につき，実態調査（アンケート）を実施し，その結果
を配属先弁護士会及び指導担当弁護士へ伝達すべきである。
また，指導担当弁護士においても，新しい制度の趣旨と実情を理解し，修習生
ごとに能力レベルや経験に差があることを前提として,短期間に効果的な修習を
行うべく，各修習生の実情に応じ，柔軟に，かつ創意工夫を凝らして指導にあた
ることが必要である。

/~

f曇、
一

5提言5について

新司法修習は各修習期間も2か月と短く，更に今後は，予備試験の実施に伴
い，法科大学院における実務導入教育を全く受けていない司法修習生を受入れ
ることになる。全ての修習生が実務修習に即応し，限られた期間で効果的に実
務修習の実を上げるためには，法曹三者が，実務修習の始まりに際して修習を
合同で実施し（冒頭修習)，修習生に対しそれぞれの修習の具体的なイメージ
を持たせた上， どのような視点で何を学ぶべきなのか，修習の獲得目標を明確
に示すことが必要である。

また，修習生が，第1クールの冒頭に，弁護士，裁判官，検察官から，それ
ぞれの立場に基づく重層的で柔軟な物の見方を学ぶ意義は大きい。特に,刑事
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弁護については，実務修習の冒頭において弁護人としての物の見方や考え方を

意識させることが，刑事裁判修習や検察修習をする上でも不可欠である。

そして， これまでも多くの弁護士会が，各クールの初め（冒頭）に導入的な

修習を行っており，各地の裁判所及び検察庁も，修習期間のうち最初の数日を，

通常の実務修習ではなく導入教育にあててきた。そうであるとすれば， これら

各弁護士会における冒頭修習と，裁判所及び検察庁で修習の冒頭に行っている

講義等の取組を有機的に組合せ，三庁会が第1クール開始前に連携を密にして

1週間程度合同で冒頭修習を行うことが，短期間の実務修習をより効果的なも

のとする上で有益である。このような冒頭修習を行うことで，修習生は実務修

習の全体を傭倣でき， 自身の弱点を知り，実務修習に臨むべき視点をもって獲

得目標を携えて,実務修習に臨むことが期待できる。

ちなみに，冒頭修習の実施にあたっては，弁護士会の負担状況に鑑みれば，

事前に与えた課題について，司法研修所教官等による講義をインターネットで

配属地に一律に配信し，その後，各庁会において質疑応答をはじめとするフォ

ロー等を実践することが望ましい。その際，弁護士会が行う冒頭修習の内容と

しては，弁護実務修習で学ぶべき重要な事項として事実認定（証拠による事実

認定の論証）があり， この点に関する実務修習を有効に履修するには，最終準

備書面や弁論要旨などの事実認定に関する書面起案を課すことが考えられる。

ただし， これは起案の添削までをも要求するものではない。

当連合会は， これまでも冒頭修習用の教材を作成し提供するなど，弁護士会

の行う冒頭修習に協力をしてきたが，今後も司法研修所の修習プログラムと調

整をはかりながら教材の作成を請け負う担当部署の設置等についても視野に

入れ，各弁護士会の冒頭修習が円滑に進むよう，引き続き，教材を作成･提供

し，また指導方法についても必要な助言を行う。

なお，冒頭修習の実施に伴い，第1クール中に行われている出張講義のあり

方につき再考が必要となるかもしれないが，冒頭修習及び出張講義において使

用する教材を統一し， 冒頭修習を経た後の出張講義においては，約2時間の限

られた時間の中で，重要事項の復習と更に深く掘り下げた議論を行うことで，

有機的に，修習生の「汎用性のある基礎力」を養うことができると思われる。

このように，当連合会は，実務修習の始まりに際し，三庁会による合同での

冒頭修習の実施を求めるものであるが，仮にそのような合同での実施が困難な

場合においては，司法研修所及び配属庁に対し，弁護士会が単独で，司法修習

の開始当初約2日程度をかけて，全ての修習生を対象にして冒頭修習を実施す

畠

藤亀
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ることについて，理癖と協力を求めるものである。

今回の冒頭修習の提言は，あくまでも可及的すみやかに当面の運用改善を図
ることを目的とするものである。他方で，当連合会は，従前より司法研修所に
おける集合的な導入研修の実施を求めているところである。司法研修所におけ
る導入研修の実施は，共通的な到達目標を踏まえた法科大学院における実務教
育の今後の充実度，新修習制度における分野別実務修習の実施状況及び冒頭修
習や事前研修についてのこれまでの日弁連の取組をも踏まえて’法科大学院教
育と司法修習との連携を強化の観点から，状況に応じて，司法修習の制度的見
直しの一環として検討する必要がある。

6提言6について

前述のとおり，現段階において，法科大学院における実務導入教育の実施状
況にはばらつきがあり，かつ履修状況も様々に異なるゆえ，実務修習開始時に
おいて，個々の修習生の知識や技能レベルは一様でない。更に今後は，予備試
験の実施に伴い，法科大学院における実務導入教育を全く受けたことのない司
法修習生の受入れも開始する。個別指導担当弁護士は，そのように個々に異な
る修習生の状況を認識・把握の上，指導の範囲をどのように設定し，指導事項
をどのように選定すれば，事件対応を通じた修習の効果を上げ得るか，具体的
指導方法について創意工夫に努める必要がある（例えば，多数の事件に触れら
れなくても，一受任事件について，事案の概要，法律上の争点，事実認定上の
争点,判例,考えられる紛争解決方法,その方法の優先順位の設定等をレポー
ト作成させた上で，ディスカッションをすること等を通じ， 当該修習生の不足
している点を指摘する方法等が考えられる｡)。

そのために，当連合会は，個別指導担当弁護士に対し，ガイダンス等を通じ
て新しい修習制度（及びその現況）への理解を一層徹底し，かつ， より効果的
に修習の実を上げられる指導方法についても検討し，要請がある場合には，弁
護実務修習の指導方法についての助言，資料提供等を行う。また，毎年開催さ
れる司法研修所弁護教官と司法修習生指導担当者との弁護実務修習指導に関す
る連絡協議会（弁修協）や地域別弁護修習連絡協議会（地弁協）を通じて，指
導方法等にかかる研修を実施することも検討する。

以上

角
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(資料22）

法曹人口政策に関する提言

2012年（平成24年） 3月15日

日本弁護士連合会

当連合会は， 2011年3月27日付けで「法曹人口政策に関する緊急提言」を公

表した。その後の状況を踏まえて検討した結果，法曹人口政策について以下のとおり

提言する。

第1提言の趣旨

1弁護士のアイデンティティは「プロフェッション」性，すなわち，高度の専門

性と公益的性格にある。したがって，弁護士には市民から信頼されるに相応しい

学識，応用能力と弁護士職の公益的性格の自覚が求められる。そのようなプロフ

ェッション性から導かれる「質」を確保するためには，必要な水準に達しない者

にまで弁護士資格を付与することがないように，司法試験の合格者数を，法曹養

成制度の成熟度に見合うものにしなければならない。

また， 「市民にとってより身近で利用しやすく頼りがいのある司法」を実現す

るためには,現実の法的需要や司法基盤整備の状況ともバランスの取れた法曹人

口の「適正さ」を確保すべきである。

2現状では，法曹養成制度の成熟度，現実の法的需要，司法基盤の整備状況のい

ずれに対しても，また裁判官･検察官の増員の程度と比べても，弁護士人口増員

のペースが急激であり過ぎる｡そのため法曹養成過程における「法曹の質」の維

持への懸念，新人弁護士の｢就職難」等によるOJT不足から実務経験・能力が

不足した弁護士が社会に多数増えていくことへの懸念,法曹志望者の減少などの

深刻な問題を引き起こしている。市民のための司法を実現するためには，これら

の問題を解決する必要がある｡そのためには，いまや法曹人口の急増から「状況

に応じた漸増」へと，速やかに移行すべきである。

司法制度改革推進計画（2002年3月19日閣議決定）のうち「平成22年

ころには司法試験の合格者数を年間3, 000人程度とすることを目指す」との

指針を示した部分は，現状ではもはや現実的ではなく，抜本的に見直す必要があ
る。

3司法試験合格者数をまず1500人にまで減員し，更なる減員については法曹

養成制度の成熟度や現実の法的需要，問題点の改善状況を検証しつつ対処してい

魚

縄、
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くべきである。

司法試験合格者の減員は法曹人口の減少を直ちに意味せず，急増か漸増かとい
う増員ペースの問題である。司法試験の年間合格者数を1500人にまで減員し
ても， 2027年頃には法曹人口は5万人規模に達し， 2053年頃には6万3
000人程度で均衡する。年間合格者数を1000人にしても, 2043年頃に
は法曹人口は約4万9000人に達し， 2053年頃には4万2000人程度で
均衡する。

4将来的な法曹人口は，現実の法的需要や司法基盤整備の状況，法曹の質などを
定期的に検証しながら，検討されるべきである。その検証を踏まえて，司法試験
合格者数についても定期的に検討すべきである。

ザ

畠

提言の理由

合格者数増員計画及びその後の増員状況

(1)審議会意見書及び閣議決定における司法試験合格者数の増加計画
司法制度改革審議会意見書（以下「審議会意見書」という｡）は，司法試験
合格者数の増加計画について，次のように述べていた。

「具体的には,平成14(2002)年の司法試験合格者数を1,200人程度とホる
など,現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手することとし,平成16(2004）
年には合格者数1,500人を達成することを目指すべきである。さらに，同じく
平成16(2004)年からの学生受入れを目指す法科大学院を含む新たな法曹養成
制度の整備の状況等を見定めながら，新制度への完全な切替えが予定される平
成22(2010)年ころには新司法試験の合格者数を年間3,000人とすることを目
指すべきである6このような法曹人口増加の経過を辿るとすれば，おおむね平
成30(2018)年ころまでには実働法曹人口は5万人規模(法曹1人当たりの国
民の数は約2,400人）に達することが見込まれる｡」

そして,審議会意見書の趣旨にのっとって行う司法制度改革に関し政府が講
ずべき措置を述べた「司法制度改革推進計画」 （2002年3月19日閣議決
定。以下「閣議決定」という｡）の中で， 「平成22年ころには司法試験の合格
者数を年間3， 000人程度とするこどを目指す」との指針が示された。
なお，審議会意見書も閣議決定も， 「全体としての法曹人口の増加を図る中
で，裁判官・検察官を大幅に増員すべきである」と述べており，法曹人口の増
加は単に弁護士数だけの増加ではなく，裁判官，検察官の大幅な増加を意味す
るものであった。
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(2)司法試験合格者数の増加状況

審議会意見書以後の実際の増員状況は，次のとおりである。2002年は1

183人， 2003年は1170人で審議会意見書にいう 「1200人程度」

であり， 2004年は1483人， 2005年は1464人, 2006年は1

558人で審議会意見書にいう 「1500人程度｣に達した｡2007年は2
099人, ､2008年は2209人,･ 2009年は2135人, 2010年は

2133人， 2011年は2069人（旧試験6人を含む｡）で審議会意見書

にいう「3000人｣には到達せず，2000人から2200人の水準にある。

このうち， 2004年は対前年比で313人増，2007年は対前年比で5

41人増と， 1年で大幅な増員が行われた。

(3)司法修習終了者数の推移

司法修習終了者は， 2003年は1005人， 2004年は1178人， 2

005年は1187人， 2006年は1477人， 2007年は2376人，

2008年は2340人,2009年は2346人,2010年は2146人，

2011年は1991人である。

このうち， 2006年は対前年比で290人増, 2007年は対前年比で8

99人増と，急激な増加があった。

(4)法曹人口の推移

法曹人口の合計は, 2003年の2万3377人から2011年の3万51

84人へと， 1万1807人増加した。しかし，この1万1807人について

法曹三者の内訳は次のとおりであり，裁判官や検察官の増加は極めて少なく，

実質上，弁護士のみの増加となっている。

裁判官は， 2003年の2333人から2011年の2850人へと517

人増加した。司法修習終了者が急増した2006年には対前年比で75人増，

2007年も対前年比75人増であった。

検察官は, 2003年の1521人から2011年の1816人へと295

人増加した。司樹彦習終了者が急増した2006年は対前年比21人増， 20

07年は対前年比19人増であった。

弁護士は， 2003年の1万9523人から2011年の3万0518人へ

と1万0995人増加した。司法修習終了者が急増した2006年は対前年比

851人増， 2007年は対前年比1098人増であった。

なお，最近の年間の裁判官，検察官の採用数は，裁判官が100人程度，検

察官が70人～80人程度であるが，これは司法試験合格者数が700人～8
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１

00人程度の時期と変わりのない水準であり，法曹人口の大幅増加の中で，裁
判官や検察官への採用数がほとんど増加していないことが分かる。
(5)本提言における検証の視点

そこで，この間の司法試験合格者数の増加が与えた影響について，主として
弁護士人口の増加状況に焦点を当てて述べる。最初に弁護士人口を検証する前・
提としての「弁護士像」につき検討した上で， 「公共性の実践｣， 「法的需要｣，
「法曹の質」の面から，これまでの弁護士人口急増政策が与えた影響及びその
評価について述べる。

「法曹人口」を検討する前提としての「弁護士像」

(1)プロフェッションとしての弁護士

弁護士のアイデンティティは， 「プロフェッション」性にある。それは体系
的な理論に基づく専門的技能を用いて，私益の追求を超え公共のために開かれ
たサービスを提供し，プロフェッションとしての自己規律を制度的に体現する
自治団体を組織することを特徴とする。

司法の一翼を担うプロフェッションとして，弁護士は,基本的人権の擁護と
社会正義の実現を使命とする（弁護士法第1条)。

（2）プロフェツション性から求められる「質」

弁護士の専門的技能は,法的思考を手段として現実の紛争を解決することに
ある。法的思考を働かせるための基礎的知識は不可欠である。
全ての市民に等しく保障される権利・自由を守り，実現するためには，全て
の弁護士が，プロフェッションたるに相応しい学識と応用能力を修得していな
ければならない。司法試験制度は，法曹として必要な水準に達していない者に
弁護士資格を付与することがないように,厳密な選抜を行うものでなければな
らない。法曹養成制度は，市民の権利の守り手を育てる役割を社会から負託さ
れている。

気軽に相談したいという要望とはまた違った次元で，自分の一生を左右しか
ねない内容の紛争解決を委任し， 自らの権利擁護を託すとき,市民は，弁護士
の「質」に対する信頼を拠り所とせざるを得ない。 「質の悪い弁護士は自由競
争によって淘汰され，結果的に相当な質が形成されていく」という考え方は馴
染まない。

(3)弁護士の活動領域拡大と弁護士像については近時， 「法曹は国内訴訟担当者
から課題解決者へと役割・性格を転換すべきである｣， 「法曹教育もまた国内訴
訟実務家養成から国内外課題解決者養成へと自覚的な転換が必要である」など
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の意見も一部で主張されている。

しかし，課題解決といっても，少なくとも紛争の最終的な解決手段たる訴訟

の実務を理解しているのでなければ,弁護士が「課題解決者」になることの意

味は乏しい｡弁護士の課題解決能力は，法的思考と事実認定の能力にあるが，

「国内訴訟担当者」と「課題解決者」を弁護士の能力や法曹養成において対立

的なものとして捉えるべきではない。弁護士の活動領域が拡大しても，弁護士

に求められる能力と資質が別なものになるわけではないし,現在よりも低い水

準で構わないということにはならない。

なお,審議会意見書が弁護士の活動領域の拡大を求めたのも，弁護士の役割

を「法廷の内と外とを問わず，高い質の法的サービスを提供することにある」

と捉えた上でのことであり，従前の訴訟実務中心の弁護士と活動領域を拡大す

る弁護士とで能力や資質を区別しているわけではない。

3 「公共性の実践」の面からの検証

（1）過疎・偏在の解消の程度

当連合会は,過疎地住民の法的需要に応えるため,弁護士ゼロ．ワン地域(地

家裁支部管轄区域を単位として，登録弁護士が全くいないか一人しかいない地

域）の解消を目指し,重点目標を具体的に定めて人員及び財政を投入し，組織

的に取り組んできた。

1999年に日弁連ひまわり基金を創設し， 2000年からは全弁護士から

特別会費を徴収して，全国にひまわり基金法律事務所を設置し，また弁護士過

疎地域の法律相談センターに対する援助などを行ってきた。2008年からは

偏在解消事業特別会計による「弁護士偏在解消のための経済的支援」の運用を

開始し，開業及び人材養成の両面で支援を行ってきた。当連合会のひまわり基

金及び偏在解消事業特別会計による2010年度までの援助実績は,累計約3

4億円である。

こうして， 2011年5月までに，ひまわり基金法律事務所は106か所に

設置され,当連合会が援助している弁護士過疎地域の法律相談センターは13

9か所となっている。また， 日本司法支援センター(以下｢法テラス」という｡）

の司法過疎地域事務所は31か所(2011年9月1日現在） となっている。

これらの結果， 1993年時点では弁護士ゼロ地域は50か所・ワン地域は

25か所であったが， 2012年2月1日時点では弁護士ゼロ地域はoか所・

ワン地域は1か所となった。ゼロ．ワン解消に向けての前進は，このような政

策的誘導があって初めて実現したのであって,弁護士の大量増員によって自然
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に実現したものではない。

むろん，ゼロ･ワン解消によって弁護士の過疎・偏在問題が全て解決するわ
けではなく，今後も更なる取組が必要である。

したがって今後は，弁護士の総数を単純に急増させるのではなく，司法基盤
の整備による法的需要の現実化を図る効率的な政策手段とともに,各地方の社
会・経済的実情等の状況に応じた漸増を目指すのが適切である。

(2)被疑者国選弁護の全件誠,全面的国選付添人制度,裁判員裁判の対応態勢
2006年10月から殺人･強盗等の重大事件の被疑者に国選弁護人が付さ
れる「被疑者国選弁護」が開始され， ．2009年5月からその対象が窃盗や傷
害等の事件に拡大されたが,全国弁護士数約3万人の6割に当たる約1万97
64人が国選弁護人の契約弁護士となり （2011年11月1日現在)，対応
してきた。裁判員裁判についても，質的な向上に努めるのはもちろんだが，量
的な面でいえば現状では十分対応できている。

当連合会は,全ての身体拘束事件を対象とする被疑者国選弁護制度の実現を
目指しているが，その新たな担い手の確保も視野に入れつつ，量的な面では弁
護士の漸増で対応は可能である。

また,当連合会が実現を目指している全面的国選付添人制度に関しては,現
状の弁護士数でも対応は可能である。

（3）民事法律扶助の拡大への取組

当連合会は,法テラスによる民事法律扶助制度でカバーされない分野につい

て,当連合会が自ら援助のための事業費を支出し,法テラスに業務を委託して，
社会的・経済的弱者の法的支援に取り組む制度を作ってきた。具体的には，犯
罪被害者援助，難民法律援助，外国人法律援助，子ども法律援助，精神障がい
者・心神喪失者援助，高齢者・障がい者・ホームレス等法律援助であり，援助
件数・援助実績を着実に伸ばしてきた。

今後も社会的・経済的弱者に対する法的支援を安定した事業として継続・拡
大できる制度の整備を進めつつ,状況に応じた漸増によりその担い手の確保を
はかるのが適切である。

（4）評価

公共性の実践の面からは，これまでのような弁護士急増は必要でなく，司法
基盤の整備や弁護士会の態勢構築を進めつつ,状況に応じた漸増を図ることが

有効かつ適切であると評価できる。

4 「法的需要」の面からの検証
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(1)審議会意見書の法的需要予測

審議会意見書は， 2001年以降の法的需要の増大について，下記のように

予測していた。

「今後，国民生活の様々な場面における法曹需要は，量的に増大するととも

に,質的にますます多様化,高度化することが予想される｡その要因としては，

経済.金融の国際化の進展や人権,環境問題等の地球的課題や国際犯罪等への

対処知的財産権，医療過誤，労働関係等の専門的知見を要する法的紛争の増

加， 『法の支配』を全国あまねく実現する前提となる弁護士人口の地域的偏在

の是正（いわゆる『ゼロ．ワン地域』の解消）の必要性，社会経済や国民意識

の変化を背景とする『国民の社会生活上の医師』としての法曹の役割の増大な

ど，枚挙に暇がない｡」

このような予測は，審議会意見書における「新制度への完全な切り替えが予

定される平成22(2010)年ころには新司法試験の合格者数を年間3,000人とす

ることを目指すべき」との目標の前提となっているものであるから，適正な司

法試験合格者数を検討するにあたっては，現在において，これが当てはまるか

否かの検証は不可欠なものである。

(2)この10年の訴訟事件数及び法律相談数の変化の経緯

しかしながら，この10年間の司法試験合格者数の増大により，弁護士の数

は約1万人増加したが,審議会意見書が予測したほどの量及び様々な法的需要

が実際に現われているとは，現時点では認めることはできない。 ：

①全裁判所の新受全事件数

2001年と2010年を比較すると，民事・行政事件は309万8011

件から217万9351件へ（91万8660件減少)，家事事件は59万6

478件から81万5052件へ（21万8574件増加)，刑事事件は16

4万9946件から115万8442件へ（49万1504件減少)，少年事

件は28万7682件から16万5058件へ（12万2624件減少）とな

っている。

民事・行政事件の事件数の減少には，破産事件における事件番号の振り方の

変更など現実の紛争の数的変化を反映していない要因も含まれているにして

も， 「弁護士不足が解消されれば直ちに現実化する法的需要」なるものがあっ

たとは言い難い。

②過払金返還請求事件とそれ以外の事件

2005年から2010年までの民事第一審訴訟（地裁）の事件数は13万
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5357件から22万7435件へ増加したが，これは過払金等の事件数が4
万0759件から13万5894件へと増加したことが原因となっている｡過
払金等以外の事件数は2005年の9万4598件から2008年の8万7
254件と減少し， 2010年は9万1541件であるが2005年と比較す
れば3057件の減少となっている。

貸金業法改正（2010年6月完全施行）によりグレーゾーン金利が撤廃さ
れてそもそも過払金を発生させない仕組みになったので，今後は，過払金返還
請求事件という事件類型そのものが消滅する。

③専門的知見を要する事件の数

専門的知見を要する事件の民事第一審訴訟（地裁）新受件数を2004年と
2010年で比較すると，医療行為による損害賠償は797件から776件へ
（21件減)，知的財産権に関する訴え(金銭を目的とする訴訟）は305件
から329件へ（24件増)，知的財産権に関する訴え（金銭以外）は266
件から276件へ（10件増）で，いずれもほぼ横這いである。
他方，労働に関する訴え（金銭を目的とする訴訟）は， 1428件から21
68件へ（740件増)，労働に関する訴え（金銭以外）は417件から96
7件（550件増）へと増加している。

このように，分野によって動向が異なる上，弁護士人口の急増ぶりと比較す
れば,審議会意見書が予測したほどの量の法的需要が現実化しているとは言え
ない。

④法律相談件数

法律相談件数を2003年と2010年とで比較すると,総件数は55万3
093件から62万7329件（7万4236件増）と増えているが，弁護士
人口が1． 5倍になったことと釣り合うほどの増加ではない。
その内訳は，有料法律相談は25万3177件から11万1176件へ（1
4万2001件減),無料法律相談（日本司法支援センターを含む）は29万
9916件から51万6153件へ（21万6237件増） となっている。

(3)弁護士の活動分野の拡大の状況

企業内弁護士の数は， 2001年の64人から2011年には588人に増
え，任期付公務員は2011年現在で86人となっている。

しかし,新規登録弁護士で組織内弁護士になる人は年間数十人ずつであって，
弁護士人口の急増を吸収できるほどではない。

当連合会が上場企業及び生損保,マスコミなど1196社より回答を得たア
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ンケート（2009年11月実施）では，企業内弁護士を採用している企業は

47社（約4％）にとどまる上，未採用の企業の97％が「顧問弁護士や企業

内法務部があるので不自由していない｣， 「やってもらう仕事がない」という理

由で，採用に消極的であった。また，地方自治体を対象としたアンケート調査

（2010年4月実施）では，未採用の自治体の94． 5％が「今後の採用予

定はない」 と回答した。

(4)新人弁護士の「就職難」

現実の法的需要の動向は弁護士の業務量を規定し，それによって既存の弁護

士事務所の求人量が制約される。予測されたほどの法的需要が現実化していな

い状況で司法試験合格者が急増した結果，新人弁護士の「就職難」 （既存法律

事務所に採用を希望してもなかなか採用されない｡）が発生している。司法試

験合格者数が1500人程度であった2006年時点での就職難の程度は現

在ほどではなかったが， 2007年以降就職難は速いスピードで深刻化しつつ

ある。

選択型修習・集合修習中（9月）時点での就職未定率は， 2009年（新6

2期）で12％， 2010年（新63期）で23％， 2011年（新64期）

で35％である。この間の司法修習生の人数が概ね横這いであるのに対し，就

職未定者が3人に‘1人というレベルにまで就職未定率が急上昇したことから

すれぼ,既存の弁護士事務所による受容能力を超えつつある事態に立ち至って

いると捉えられる。

司法修習終了後の一括登録日（12月）における未登録者は,2007年(新

60期）で32人， 2008年（新61期）で89人, 2009年（新62期）
｡ ，

で133人, 2010年（新63期）で214人, 2011年（新64期）で

は400人に達した｡一括登録日の未登録者数は就職できない人の実数ではな

いが，就職難の規模・動向を示す指標である。

一括登録日以後に登録をした者も，従来の意味で「就職できた」と言えると

は限らない｡既存の弁護士事務所に採用されなかったためやむなく独立開業を

する者（いわゆる即独弁護士)，形式的には採用され登録場所にしているが実

態は完全独立採算制であり事務所内で何の保証もない立場にいる者(いわゆる

軒先弁護士）なども含まれている。また，いったん就職したものの早期独立を

余儀なくされる者なども生じており，新人弁護士の就業状態の不安定化が目立

つようになっている。

(5)いわゆる「潜在的な法的需要」の有無

魚
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「法的需要」という言葉の意味を， 「司法制度を利用して解決することが望
ましい紛争」あるいは「弁護士が助力した方が良い法的紛争や法的手続」と解
釈するなら，社会には広く潜在的に存在していると言うことができる。
しかしながら，弁護士の数が大幅に増加しただけで，そのような潜在的な法
的需要が，司法制度や弁護士の利用に直ちに結びつくものではない。
地域社会の中で,紛争の解決に司法制度や弁護士が必ずしも利用されないの
は，弁護士費用の問題を含む経済的採算性の問題，法的手続の実効性の問題な
どの要因が,利用を回避する傾向の強い市民意識に結びついているからである。
弁護士自身のアクセス改善の努力は必要であるが,それだけで解消できる問題
ではない｡司法制度や弁護士の利用が市民にとって魅力的でアクセスも容易で
ある制度的枠組を作ることが必要である。例えば,民事法律扶助の対象事件の
拡大，償還制から給付制への転換などである。

(6)需給ギャップがもたらす弊害

増員目標値の前提となった需要予測が外れ,需給ギャップが生じているとき
に，既定の路線に従って弁護士人口の急増を続けるならば，一方では事件漁り
的ないびつな需要の掘り起こしがはびこり，他方では熱心に公共性の実践に取
り組む弁護士ほど淘汰の圧力にさらされて，司法制度の利用者である市民の権
利保障に支障をきたす事態になりかねない。このような弁護士過剰の社会に行
き着くことを避け,適正な弁護士人口によって市民のための司法の実現を目指
すべきである。

（7）評価

法的需要の面からは，弁護士急増政策の前提となった需要予測が外れ，新人
弁護士の就職難という形で需給ギャップが生じている事態を直視し,弁護士人
口の急増から漸増へと，速やかな軌道修正を行う必要に迫られていると評価し
得る。

5 「法曹の質」の面からの検証

（1）法曹養成過程における「法曹の質」の維持への懸念
「法曹の質」の維持は，司法制度の利用者である市民のために，法曹人口の
増加に当たっては不可欠の前提であり，最も重要な課題である。
法曹に求められる「質」とは何かについては様々な議論があり，その判定に
は困難が伴うが，少なくとも，法曹として必要な法的基礎知識を有し，司法制
度の利用者である市民の要望に応えられる実務能力が求められるべきである。
その意味で,急激な司法試験の合格者増員の中で,法科大学院･新司法試験．
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新司法修習という新しい法曹養成制度が， 「法曹の質」の維持という観点から

見て十分に機能していないのではないかという懸念を，当連合会としては表明

せざるを得ない。

司法修習生の一部に実務修習の前提となるべき基本的な知識･理解及び論理

的表現能力が不足している者がいることは現実に指摘されているところであ

り，司法研修所の終了認定（二回試験）で法科大学院出身者でも多数の不合格

者が出現していることも事実で，法曹の養成過程において「質」への懸念が生

じていることは否定できない。このような状況ではウ法科大学院の修了認定や

司法試験の合格水準を,現状よりもつと厳格なものとする方向での見直しこそ

が必要である。

法科大学院制度については， 「法曹養成教育としての内容・質に問題がある

学校が相当数あるのではないか」 という疑問， 「修了認定の基準が甘過ぎるの

ではないか」という疑問，また「授業料等の学生の経済的負担の重さが,司法

試験合格率の低迷や新人弁護士の就職難の状況等とあいまって，多様で優秀な

人材の法曹志望者を減少させているのではないか」という疑問等が指摘されて

おり，少なくとも現時点において,このような現状の問題点を改善することが，

「法曹の質」を維持していく上で重要である。

また，法科大学院における実務導入教育がなお未成熟な現状においては，実

務修習の前に基礎的な実務処理能力を修得するための一定期間の集合修習の

必要性がある。本年11月に始まる第66期からは，全国の実務修習地におけ

る実務修習の冒頭に各地で2日間の冒頭修習を行うことになっているが， 15

00人程度の人数であれば,現在の司法研修所に司法修習生全員を同時に集め

た集合修習を行うことも可能である。

司法試験の大幅な合格者増をその質を維持しつつ図るには大きな困難が伴

い,特に法曹養成制度について問題点の改善が不十分なままではより深刻な事

態をもたらすことはかねてから指摘されていたことである｡審議会意見書にお

いても合格者増員は｢法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を

見定めながら」図るべきであるとされていたことを想起すべきである。

） 「就職難」により，実務経験・能力が不足した弁謹士が社会に多数増えてい

偽
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(2) 「就職難」により，実務経験・能力が不足した弁護士が社会に多数増えてい

くことへの懸念

新人弁護士は，所属事務所の内外を問わず先輩弁護士から指導，助言を受け

ながら実務の仕事を担当することによるオン・ザ・ジョブ・ トレーニング(O

JT)を経て，法曹として市民の要請に的確に応えていくのに必要な経験と実
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務処理能力（質）を備えていくものである。したがって,弁護士の質を維持す
るためにOJTの確保は極めて重要である。これまで，新人弁護士の多くは法
律事務所に勤務弁護士として就職し,その事務所における経営者弁護士や先輩
弁護士からOJTを受けてきた｡地方の小規模弁護士会では勤務弁護士を採用
する法律事務所は少ないものの,各地域で他の事務所の先輩弁護士が事件の共
同受任などを通じてOJTの機会を提供してきた｡ところが,あまりに急激過
ぎた司法試験合格者数の増加により，そのようなOJTの機会が得られない新
人弁護士たちが増えている。司法修習の期間が短縮されたうえ,OJTの機会
が得られない新人弁護士がこのまま増えていくならば，法曹として必要な経
験･能力を十分に修得できていない弁護士を社会に大量に生み出していくおそ
れがあり，司法制度の利用者である市民の権利保障に支障をきたす事態になり
かねない。

当連合会及び各弁護士会は，そのような事態を回避すべく，これまで新人弁
護士の就職支援や研修等をできる限り行ってきたが,現在の弁護士人口の急増
のもとではこれにも限界がある。この問題を解決するためには，弁護士人口増
員のペースをこれまでの急増から漸増に改めることが必要である。
（3）法曹志望者の減少

新人弁護士の就職難は,法曹志望者の減少を引き起こす一つの理由となって
いる。法科大学院の適性試験の志願者数は， 2011年度は7829人で， 2
003年度の適性試験志願者数のうち大学入試センター分の3万9350人
と比べても，約5分の1の水準に落ち込んでいる。志願者数の減少は，法科大
学院の選抜機能・養成機能を低下させるおそれがある。さらに，大学進学にお
いても，法学部志望者が減りつつあるという。それらの傾向が継続すれば，長
期的には法曹の質の低下をもたらすことが懸念される。

（4）評価

法曹の質の維持という観点からは，もはやこれまでのような急増を維持する
ことはできず，増員のペースを漸増に改める必要がある。

6 当面の司法試験合格者数に関する政策とその根拠

（1）当連合会の「法曹人口政策に関する緊急提言」

当連合会は，前述したような現行制度の「ひずみ」とも言うべき各問題点の
解決のために,2011年3月27日付けで｢法曹人口政策に関する緊急提言」
を発表し， 「当面の緊急対策として司法試験の年間合格者数を現状よりさらに
相当数減員すべきである」旨を提言した。これは， 2011年度からは旧試験
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制度が廃止されることから, 2008年から2010年にかけて3年連続で2

065人, 2043人, 2074人と，ほぼ同数で推移した新司法試験の年間

合格者数について， 2011年度はその約2000人の合格者数から相当数減

少させることを求めるものであった。

(2)各弁護士会における検討結果

当連合会内においても，それぞれの地域の多くの弁護士会から，現状の司法

試験合格者数の見直しを求める決議がなされている。

・2008年12月26日群馬弁護士会

「速やかに単年度の司法試験合格者数を1500名程度に留める措置を講

ずるとともに，できるだけ早期に法曹人口の調査・検証を行い，その結果に

基づく適正な合格者数を確定することを求める」

・2009年2月17日山形県弁護士会

［速やかに単年度の司法試験合格者数を1500名程度に留める措置を講

ずるとともに，できるだけ早期に法曹人口の調査・検証を行い，その結果に

基づく適正な合格者数を確定することを求める｣

･2009年5月23日埼玉弁護士会

「4年ないし5年かけて年間1000人窄渡にすべきである」

･2009年5月30日栃木県弁護士会

「当面，司法試験合格者数を1000人程度まで減少すべきである」

・2009年10月16日 中部弁護士連合会

「司法試験の合格者を段階的に減少させて,早期に年間1000人程度にす

べきである」

・2010年3月23日兵庫県弁護士会

「司法試験合格者を段階的に年間1000人程度とするよう求める」

・2010年11月19日新潟県弁護士会

「当面の司法試験合格者数を年間1500人程度とするよう求める」

・2010年11月20日長野県弁護士会

「司法試験合格者数を段階的に削減し，弁護士人口が4万人に達した以降，

これを維持するため，年間1000人程度とするよう求める｣

・2011年2月10日横浜弁護士会

「司法試験合格者数を減少させ，当面の間は年間1500人程度とするのが

相当であり，ただし即時ではなく段階的に減少させるべき」

・2011年2月10日千葉県弁護士会
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「司法試験合格者数について直ちに見直し,年間合格者数を1000人以下
とするよう求める」

・2011年3月31日第一東京弁護士会

「『適正人数』については，おおむね1500人程度とする意見が多数占め
ているが， これにこだわるものではなく， ・ ・ ・法科大学院には目下多数の
学生が在籍し，かつ，同大学院を修了後に受験を差し控えている者も相当数
．存在する現状に鑑み，暫定的に，当面の間，年間の司法試験合格者数を20
00人程度を限度として決めることもやむを得ないものと考えるものであ
る。､」

・2011年6月3日静岡県弁護士会

「司法試験合格者数を減少させ,年間合格者数を1500人以下とするよう
求める。ただし，減少に当たっては現状の2000人程度から5年程度をか
けて段階的に減少させることとし， 5年後にその状況に応じ再度合格者数の
見直しを図るべき」

･2011年9月14日大分県弁護士会

「速やかに司法試験合格者数を年間1000人程度とするよう求める」
．2011年9月29日沖縄弁護士会

「平成24年から司法試験合格者数を現状より段階的に減少させ,当分の間，
これを1500人以下とするよう求める」 ．

・2011年10月14日 四国弁護士会連合会

「司法試験の合格者数を現状の年間約2000人から段階的に減少させ,で
きるだけ早期に年間1000人程度にすることを求める」
･2011年11月29日札幌弁護士会

「年間1000人程度を目標に司法試験合格者数を段階的に減少させ，その
実施状況等を検証しつつ， さらに適正な合格者数を検討すること」

(3)法曹志望者，新人弁護士に対する影響

司法試験合格者数を減少させることは,従来の増員政策を信じて既に法科大
学院に入学し，あるいは修了して司法試験を受験している者の期待にそむくも
のであることは否めない｡受験回数制限を当面の間5年5回等に緩和するとと
もに，激変緩和のため必要な手立てを講ずる必要がある。

他方，現状程度の合格者数においては，司法試験には合格してもたちまち新
人弁護士として就職難とOJT不足の問題に直面してしまう。就職難は加速度
的に深刻化しているのであるから，合格者数の減員による当面の就職難の解消

魚

錨

14



については，直ちに着手しなければならない。

(4) 「相当数の減員」の具体的目標と方法

①まず1500人まで減員すべきこと

弁護士人口の急増から漸増への転換を図るため，前述した「公共性の実践｣，

「法的需要｣， 「法曹の質」の各面からの検証の結果（急増から漸増への転換が

必要）や，合格者数が1500人程度から2000人を突破した段階で司法の

現場の各問題（司法修習生の一部の質の低下，新人弁護士の就職難等）がより

いっそう深刻化した事実を踏まえるとともに,他方で法科大学院生や受験生に

対する配慮も必要であることから，まず司法試験合格者数を1500人にまで

減員すべきである。

既に述べたとおり， 2011年12月における新64期一括登録時点の未登

録者数は400人に達した。

さらに，弁護士登録はしたものの就職希望がかなわないために，いわゆる軒

先弁護士や即独弁護士という就業形態にある者,いったん就職したものの早期

独立を余儀なくされる者などの存在も考慮すれば,現在の諸問題の解決を図る

ために，まず1500人にまで合格者数を減員することには合理性がある。

②更なる減員について

新人弁護士の就職については，これまでの急増に対応するため新人弁護士の

採用計画を繰り上げてきた既存事務所も多いことから，当面求人量の減退傾向

が続く可能性がある。したがって，合格者数を1500人にまで減員しても，

それで就職難が解決するかどうかは不明である｡．

また，司法試験合格者数が1500人へ増員された時期から二回試験不合格

者の大量発生という事態が生じ，現在までその傾向が続いていることから，合

格者数を1500人にまで減員しても法曹養成過程における「質」の低下の懸

念が解消されるとは限らない。

そのような懸念から当連合会内では,今回の提言をするにあたっての意見照

会においても，相当数の各弁護士会より合格者数を1000人にすべきだとの

意見が出されており，現場からの切実な声として考慮する必要がある。

．これらを踏まえ，更なる減員については，新人弁護士の「就職難」及び法曹

養成過程における「質」の低下の懸念など問題点の改善状況を検証しながら対

処していくべきである｡その際に考えられる検証項目は,以下のとおりである。

ア就職難の解消の程度

就職難が解消されるかどうかは,現実の法的需要の動向によって規定さ
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れるが，法的需要は固定的なものではない。例えば，現状では訴訟事件の
中で大きな比重を占めている過払金返還請求訴訟が今後無くなっていく
ことは確実である。司法試験合格者数が1500人になった後も，実際に

就職難が解消されたかどうか，引き続き実態を検証すべきである。その実
態に応じて，更なる減員の必要性を検討すべきである。

イニ回試験の不合格者

司法試験合格者数の増加が二回試験不合格者の増加をともなうことは，
法曹養成制度の未成熟を示す一つの指標である｡新しい法曹養成制度への
移行当初は予想外に高かった二回試験不合格者の比率が,安定的に低下し
ていくかどうか，検証を続ける必要がある。

ウ法科大学院の選抜・養成機能の向上

法科大学院の定数削減や修了認定の厳格化などそれぞれの方法で'修了
者の法的知識及び応用能力の全体的水準が司法試験の合格水準により近
づいてきたと言えるかどうか,司法試験での成績を分析し検証すべきであ

る。

エ司法修習

要件事実や事実認定など実務的な能力を修得させる過程が不十分では，
「質」の維持ができない。法科大学院で行うとされる実務導入教育と実務
修習との連携が不十分であることによる問題点が改善されたかどうか，当
面の対策である実務修習開始前の法曹三者による集合修習を実施しなが
ら，検証すべきである。

オ法曹志望者の減少傾向への歯止め

法曹志望者の減少は,長期的に法曹の質の低下をもたらす徴候であると
捉えられる。法曹養成制度の全体的見直しにより，法曹志望者の反転増加
を引き起こせたかどうか，検証すべきである。

将来的な適正法曹人口の考え方

将来的な法曹人口のあり方は，現実の法的需要，司法基盤整備，法曹の質など
検証しながら，状況に応じて検討すべきである。検証抜きに，硬直的に同じペ
スで増加大昔ろぺきではない。前項の司法試験合格者数も，将来的に固定化す

I

岸､
一

肉
一

7

を検証しながら，状況に応じて検討すべきでめO･恢薗止鯉己1-, 1奴:垣･口｡！~I切レー ー

ースで増加させるべきではない。前項の司法試験合格者数も，将来的に固定化す
るのではなぐ,適正な法曹人口の検証にもとづいて,定期的に検討すべきである。
、法曹三者での毎年の自然減は約500人程度であるから,司法試験合格者数を
1500人にしても約1000人増となり，合格者数を1000人にしても約5
00人増となる。このような純増ペースに対し,新人弁護士受入れのための現実
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的容量，増員による様々な影響， 目的とされる課題の達成状況などを，現実に即
して具体的に検討すべきである。

（1）現実の法的需要の検証

①業務量

弁護士の業務量は,経済情勢の変動や社会問題の解決状況によって影響を受

ける。それらの影響は，都市部と地方とで均一とは言えない。さらに，長期的

な趨勢として日本の社会は人口減少に向かうことが確実とされる。弁護士の業

務量について，右肩上がりの急成長を見込むことはできないし，都市部であふ
れた弁護士人口を地方が吸収できると単純に想定することもできない。

各種の訴訟事件数や法律相談件数の推移，事件の種類（紛争類型）や訴額の

分布，弁護士の売上・所得の分布と推移，受任経路・依頼者層の属性の分布と

推移などの傾向から，増員ペースの修正の必要性・可能性及びその程度を検証

すべきである。このような事件数全体の動向と比較して，訴訟事件における弁

護士受任率の動向や法律相談からの受任率が低迷している場合には，それが弁

護士側の主体的努力の問題なのか，客観的な障害があるのか，原因を検討し対
策を講ずる必要がある。

裁判官･検察官については;事件数の全体的推移,事件の種類,事件処理ま

での期間と事件処理の質に関する問題状況，裁判官・検察官の手持ち事件数と

労働時間などを考慮し，増員ペースの修正の必要性･可能性及びその程度を検
証すべきである。

②求人量

既存の法律事務所による求人量は，勤務弁護士の採用数，勤務弁護士の労働

時間，給与,取扱事件の種類などと，前述した弁護士業務量の動向とを比較検
討すれば，ある程度の予測は可能である。

組織内弁護士に対する求人量は，過去10年間の採用実績と比較して，前述

した法曹人口の年間500人あるいは1000人という純増ペースに対して，

具体的にどの程度の比重を占めうるのかを検討すべきである。組織内弁護士の

採用数，そのうち新規登録弁護士の採用数，採用された者の実務経験年数･採

用条件及び従前の経歴などの特徴,企業の業種,公的機関の種類,組織内弁護
士の取扱業務の種類,企業及び公的機関による採用意欲などを検証すべきであ
る。

(2)司法基盤の整備

当連合会は， 「裁判官及び検察官の倍増を求める意見書」 （2003年10月

倖､

＝

/亀
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23日）において， 「裁判官は今後10年間で少なくとも2300人増員し，
検察官は今後10年間で少なくとも1200人増員し，それぞれ2倍にする必
要がある」との意見を述べた。しかし， 2003年から2011年までの8年
間で蔵判官は517人,検察官は295人増えたに過ぎないこと，近年の裁
判官･検察官の採用数は司法試験合格者数が700名～800名程度の時期と
変わりない水準であることIま,前述のとおりである｡裁判官.検察官の大幅増
員を早急に実現するとともに，その後も司法試験合格者数に応じた採用数を継
続的に確保すべきである。

また，当連合会は， 「民事司法改革と司法基盤整備の推進に関する決議」 （2
011年5月27日）において,裁判所支部の充実,民事法律扶助制度の拡充，
提訴手数料の低額化及び定額化，弁護士費用保険（権利保護保険）の拡充，民
事・行政訴訟における証拠及び情報収集手続の拡充，多数の被害者の権利行使
を糾合する集団訴訟制度等の導入,原告適格等訴えの要件の緩和や団体訴訟等
を含む行政訴訟制度の改革,判決履行確保のための諸制度の改革，簡易迅速な
訴訟及び審判手続の導入,損害賠償制度等民事実体法の改善改革,裁判外紛争
解決手続(ADR)の拡充などを提言している。
これらの諸課題が実現すれば，市民の権利実現・救済は大きく前進し，弁護
士の果たす役割も増大することが期待される。この10年間における民事司法
改革の諸課題実現の程度を踏まえ，これら諸課題についてそれぞれの実現の状
況，弁護士の業務量に対する反映の程度などを勘案し，具体的・現実的な予測
のもとに適正な合格者数の決定に反映させていくべきである。

(3)法曹の質

法曹養成過程における「質」の確保については，当連合会は法科大学院の定
員削減や受験回数制限の見直し等について提言しているが（｢法曹養成に関す
る緊急提言」 2011年3月37日)，新たな法曹養成制度は悪循環に陥りつ
つあるとも言われており （政府の「法曹養成制度に関する検討ワーキングチー
ムにおける検討結果｣)，当連合会としてもこれを好循環に転換していくための
検討を進める所存である。

また，弁護士資格を取得した後の「質」の問題に関しては，現在の新人・若
手弁護士は，制度の過渡期におけるしわ寄せを集中的に受けており，法曹志望
者減少の大きな原因となっている。市民が必要とする質の法曹を今後も社会に
供給していくためには，まず優秀な人材に集まってもらえるような工夫を図る
必要がある。新人弁護士の所得の分布及び推職奨学金や貸与金（当連合会は

の

円
～
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給費制の存続を主張しているが）の返済とのバランスを検証し，更に新人弁護

士の就業実態,OJTの状況,OJTを補完する制度の整備状況などを検証す

る必要がある。

8最後に

適正な法曹人口の三つの要素である公共性，法曹の質，法的需要は，相互に密

接に関連するものである。すなわち，司法基盤整備が図られることによって潜在

的需要が顕在化し,法的需要の顕在化によって採用事務所が増えOJTの機会を

豊富にして「質」の向上が図られ，かつ，公共性を充足し得るに足りる重層な弁

護士層の形成が可能になる。法曹の「質」の向上は公共性の確保につながり，市

民や企業の信頼を得ることにより法的需要の増大につながる。

当連合会は， 2011年5月27日の定期総会で， 「市民にとってより身近で

利用しやすく頼りがいのある司法」を実現するため，民事司法改革の推進を含む

司法基盤整備の推進を弁護士自身の意識改革･業務態勢の改革とともに推進して

いくことを明らかにし，あわせて，中小企業の法務や弁護士業務の国際化・組織

内弁護士の推進を含む法曹の活動領域の拡大のための施策に取り組んでいくこ

とも明らかにしており， これらを今後も推進していくことは当然である。

そのような司法基盤整備や法曹の活動領域拡大により，法的需要が増大し，法

曹の仕事が魅力あるものとなるとともに,法曹養成制度が広く開かれたものとな

り，法曹志望者が増加し多様化することによっ一己優秀な人材が集まり，必要な水

準の資質・能力を備えた者が増加することによって，司法試験合格者が自然に増

加していくことが，法曹人口の望ましい発展の姿である。

しかし，司法基盤整備も法曹の活動領域の拡大も，現状においては弁護士人口

の急激すぎる増加の前に追いついていない状況にあり，そのため現に発生してい

る前述したような深刻な問題状況に鑑みるならば,法曹人口のあり方も現状にお

いて見直さざるを得ないのであり，そのために当連合会としては本提言をするも

のである。

．以上

倖、

緯、
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会第1回

（平成24年6月4日 （月）開催）
｡

総
今
ロ 協議要録（各分科協議結果発表）

（）内は発表者である。

〈民事裁判（函館地方裁判所鈴木尚久判事） 〉

’ 分野別実務修習の指導の現状と課題について

分野別実務修習の指導についての議論では，まず，修習生の実情について，報
告がされました｡‘

現在の修習生の能力については， これまでの修習生と大きく異なる点はないと

いうのが大部分の意見でしたが，中には基本法，要件事実に関する知識が十分で
はない者や判例・文献に関する調査能力が低い者，就職難の影響か修習に身が入
っていないと思われる者もいたとの指摘がありました。

続いて，修習生の主張分析能力・事実認定能力・紛争解決能力をいかにしてか

ん養していくのか，その指導上の工夫について意見交換を行いました。

まず始めに，起案指導の在り方について意見交換を行いました。大部分の庁で

は，重要な争点に絞って実質的な判断過程を問うサマリー起案を中心にしている

という報告がされました。また，サマリー起案をメインにするとして， どの程度

詳細なものを起案させるかという点については， フル起案に近いものから判断の

骨子を問うものまで，組み合わせて活用しているという報告がありました。

この他，複数の修習生に同じ起案課題を与えて議論させるといった工夫例や，

簡単なものから難しいものにステップアップさせていくという工夫例も報告され
ました。

なお，特に中小規模庁から，起案の題材となる事件の絶対数が少ないこともあ

り，修習に適した生きた事件の確保に苦慮しているという声もありました。

/痢

角

1



次に，主張分析の指導方法について意見交換を行いました｡

ここで紹介された工夫例としては，審理の途中段階での争点整理について検討

させるというもののほか，訴状の内容を検討させたり，あるいは法廷に入る前に

意見交換をしたりするといった方法で主張分析能力のかん養を図っているという

ものもありました。また，積極的に主張整理の勉強会を行っているという報告も

ありました。

事実認定については，起案以外にも，証拠調べの前後に意見交換をするという

方法で事実認定能力の確認を行っているという報告がありました。

紛争解決能力のかん養という観点では，労働審判などを見せるのが良いのでは

ないかという意見のほか,交通事故の和解案を作成させるのも役に立つのではな

いかという指摘もありました。

この他，分野別実務修習の指導の関係では，司法研修所民裁教官室作成DVD

,の活用例についても報告がありました。

侭

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

最後に，選択型実務修習について，各庁から工夫例が報告されました。

模擬争点整理や模擬和解のほか，保全を題材にして申立人と裁判官のロールプ

レイを行うなどの工夫例が報告されました。
/角
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〈刑事裁判（青森地方裁判所武田正判事） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

刑事裁判分科協議では，まず分野別修習の指導の在り方について，協議を行い
ました。

協議に先立ち，刑事裁判教官室から刑事裁判修習の指導の理念と方法について

説明がありました。すなわち，教官室においては，法廷外で活動する弁護士も含
む法曹を養成するための基本的な能力のかん養という指導理念に基づき，殺意や

共謀などといった法律概念に関連するものも含めて，基本的かつ汎用的な事実認

定能力を問う問題や，法律家として身に付けておくべき基本的な法的能力を問う
法律問題を出題して，指導を行っているとの.ことでした。

また，刑事裁判教官室においては，争点整理や尋問演習だけではなく，証拠開

示，令状などについても，刑事系の他の二教官室と連携して，多角的な観点から
指導を行っているとのことでした。

裁判員裁判の傍聴を通じた指導の在り方については，裁判員に理解してもらえ

る訴訟活動を行うことの重要性を理解させ，かつ，緊張感を持って傍聴に臨んで

もらうために，事前に課題を出した上で傍聴させ，傍聴後に課題を提出させて指
導するといった工夫例も紹介されました。

公判前整理手続の傍聴を通じた指導の在り方については， ロースクールとは異

なり，実際の手続を傍聴することができる実務修習において指導することが重要

であるといった意見や，修習生自身に具体的事案に基づいて考えさせるような指
導が有効であるとの意見がありました。

さらに’裁判員裁判の審理等で指導官が極めて繁忙な時期における指導の在り

方については，配属部全体で指導体制を組んだり，あるいは他の部も含めた庁全
体で指導体制を組んだりする必要があるとの意見が出されました。

〆､
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続いて，選択型実務修習の指導について，協議を行いました。

深化型プログラムについては，修習生の希望を聴取しながら適切な課題を与え
た工夫例などが，模擬裁判については，三庁で実施日程について調整した工夫例
などが，それぞれ報告されました。

これらの報告を通じて，修習生のニーズを把握し，その取組意欲を高めるよう

な工夫を重ねていくことが重要であることが確認されました。

最後に，教官室から,､修習の効果が上がったと思われる指導の工夫例を教官室
一律蛤、 欠軸,=檸銀程批か行らしの提案があり，参加者からも賛同が得られまとの提案があり，各地に情報提供を行うで集約し，

餌、
した。
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〈検察(東京地方検察庁山本真千子検事） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

まず，新第65期司法修習生の実情について，各庁から，基本的な能力や資質
に問題はないという意見が示されたものの， 中には基礎的な法律知識やコミュニ
ケーション能力に欠ける，あるいは修習に対する取組姿勢が消極的な者もいると
いった厳しい指摘も出されました。

このような新第65期の実情を踏まえ,検察分科協議では'分野別実務修習の
指導の在り方と実情について，議論を行いました。

検察における分野別実務修習では，具体的事件の取扱いについて検察官の立場
で修習することを通じ，法曹として必要な基本的知識と技法を修得させるととも
に，検察官の使命と役割，検察官として必要な心構え及び検察の実務を理解させ
ることを指導目標にしています。

その中心となる捜査実務の修習について，修習生が処理するのに適した事件の
確保が課題になっているとの報告がありました。

例えば，ある大規模庁では，修習生を4名1組にし，原則として1組当たり2

件の在宅事件を配てんし，特に身柄事件を希望する者には，希望者2， 3名を1
組として，身柄事件を1件ずつ配てんすることとしていますが,全ての希望者に

身柄事件を配てんすることは不可能であるため，検務部門の見学や検察官の講義
を実施しているほか，修習生が処理した事件の記録整理や冒頭陳述・論告の起案
をさせるなど公判修習の充実を図っているとのことでした。

また，小規模庁においても，修習生に配てんする事件数の確保に苦慮しながら
も，充実を図る努力がされています。

例えば，修習生2名を1組とし，主任と副任を指名した上で，構成要件該当性
にやや問題がある事件や，処分方針に意見が分かれるような事件を配てんしてい

るという報告や， 3人で1組とし，罪種の異なる複数の事件を配てんすることに

よって，なるべく多様な事件に関わることができるように配慮しているとの報告

ー、

角
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がありました。

また，多くの実務庁から，指導担当検事以外の検事をいわゆる「里親」 として

指＝し,修習生の指導に当たらせる｢里親制度｣を採用することにより,修習生
が多くの検察官に接し，それぞれの視点から事件の見方について指導を受けるこ

とができるように工夫したり，修習生に多くの事件を見せるように配慮したりし

ているという報告がありました。

また,別の庁からは， 2名の修習生につき，里親検事1名，里親副検事1名の

2名を指名し，取調傍聴や公判記録の検討， 冒頭陳述・論告の起案指導を行って

いるとの報告がありました。
肉

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

次に選択型実務修習について，各実務庁では，捜査・公判に関する分野別実務
修習を深化させぅ補完する指導を行っているという報告がありました。

選択型実務修習の実情としては， 4週間の深化補完型， 2週間の深化補完型及

び見学型を設けている庁が多数ありました。

例えば， 4週間の深化補完型において，各修習生に否認事件等，捜査処理上，

検討すべき問題点が少なからず存する身柄事件を配てんし，分野別実務修習より

も更に密度の濃い修習を行っているとの報告がありました。

また,別の庁では3週間の深化補完型を設定し,そこで修習生に難易度の比較

的高い身柄事件を配てんし，その捜査処理を中心にして，分野別実務修習よりも

更に密接に指導しているとの報告があり，各実務庁がそれぞれの実情に応じて工

夫している例が報告されました。

見学型については，多くの実務庁が刑事施設の見学などを行っており，その他
にも警察の業務を実地に見聞するコースを新設した事例が報告されました。

/一、

.例えば，修習生に警察業務に対する理解を深めさせるため，県警の協力を得て’

1週間コースで，検視業務や警ら業務，鑑識業務等を体験的に見学させている庁

6



がありました。また，別の庁からも，刑事手続において警察などの第一次捜査機
西,､星拷-き-鍔割ｶﾐ非堂に犬去いことから，県警の協力を得て，警察における捜査関の果たす役割が非常に大きいことから，県警の協力を得一

の宝情券学ばせるコースを導入するとの報告がありました。の実情を学ばせる

ｰ､

●

/一､

7



少

〈弁護（東京三弁護士会多摩支部■■■■弁護士） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

弁護分科協議では， まず,修習生の資質について，報告がされました。

現在の修習生には，基礎学力がない者，受け身である者，マナーができていな

い者が見られるという厳しい意見もあったものの，以前の修習生とそれほど変わ

らない， まじめで大人しい，あるいは，むしろ昔よりも調査能力が高いなどの意

見があり,特に修習生の質が下がっているわけではないというのが多くの参加者
の意見でした。

分野別実務修習については，各単位会が行う合同修習と個別修習とのバランス

の取り方が非常に難しいという意見が示されました。この点については，単位会

によって実情が様々であり，例えば，講義や起案といった合同修習を充実させる

方向で検討している会もあれば，逆に個別修習の時間を多く取るために，合同修
習を削減しているという会もありました。

なお，分野別実務修習で個別修習を重視しているという単位会においても，選

択型実務修習の中で合同修習を実施しているほか，時間外に任意の勉強会を開催
したり，若手弁護士の判例研究会への参加を促しているという工夫例が紹介され
ました。

分野別実務修習のうち，刑事弁護については，個別指導担当弁護士において，
国選弁護事件の受任が困難になっているとの指摘が多く出されました。修習指導

を担当している弁護士に優先的に国選弁護事件を担当してもらえるよう工夫して

いる単位会が多いようでしたが，それでもなかなか担当できないという実情が報

告され，刑事事件を担当している他の弁護士の事務所にいわば里子に出す形で刑
事弁護の修習を行うという工夫をしている会が多くありました。

分野別実務修習については，適切な指導担当者の確保についても議論しました。

経験年数の要件を従来よりも下げるなど工夫を積み重ねて，適切な指導担当者を
確保している実情が報告されました。

魚

/魚
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2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

選択型実務修習については，各単位会とも修習生の興味，関心に応じられるよ
う，プログラムの内容を改善したり，多様なプログラムを設けるなどしていると
ころです。

もっとも，意欲が低い者や，負担が大きいプログラムを避ける者がいるとの指
摘もあり，プログラムについて更に見直していく必要があるのではないかとの意
見もありました。

また，人気のあるプログラムについても，裁判所,検察庁のプログラムと日程
が重複してしまうことがあり，修習生の希望動向を見ながら，三庁会で事前に日

へ

程を調整しておくことが重要であるという 意見が出ました。

/一､
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１

平成24年度司法修習生指導担当者協議会第2回

（平成24年6月11日 （月）開催）

総
〈
ロ 協議要録（各分科協議結果発表）

､

（)内は発表者である。

<民事裁判（高知地方裁判所松田典浩判事） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

民事裁判分科協議では， まず，争点整理DVDの配布や新問題研究要件事実の
刊行など，民裁教官室の取組について教官から説明がありました。

そして，法科大学院を中心とした法曹養成プロセスの中で，司法修習は生きた

事件を題材とした実践的教育を行うものであり，その重点は，実質的な意味での

主張分析，争点整理，事実認定の各能力のかん養に置かれていることについて確
認がされました。

その上で， まず，修習生の資質・能力について意見交換が行われましたが，問
題があった例としては，次のようなものが報告されました。

一点目として，民法,民訴法や要件事実に関する知識が足りない者が見受けら

れるという指摘がありました。例えば，基本的な事柄を口頭で質問しても，すぐ

には答えられない者もおり，指導に苦慮することもあるとのことでした。

二点目として，判例等の調査能力に問題がある者がいるとの指摘がありました。

判例の検索方法が分からないとか，判例を検討する場合に判例雑誌の要約しか読
まない者もいるとのことでした。

以上の前提を踏まえ，指導の在り方について，起案の方式，主張分析，事実認
定及び紛争解決の4点について議論が行われました。

第一に，起案指導の在り方については，判決の全文起案は任官後のOJTで行

うべきことであり，修習生の汎用的能力のかん養という目的からは，サマリー起

へ

P、
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案が適しているということが確認されました。ここでは，基本的な事実の見方，
考え方を指導するという目的を押さえた上で， どのようなサマリー起案をさせる
かということを考えるべきという意見や，判決の全文起案をさせる場合には'そ

の目的を明確にすべきだという意見がありました。また, クールの最初には易し

い事案を与え，修習生の能力等を観ながら段階的に複雑な事案へ進んでいくとい

う工夫例も紹介されました。

第二に，主張分析の指導の在り方については，複数の修習生に同じ事案に取り

組ませることによって，修習生が相互に刺激を受け，理解を深めることができた
例が紹介されました。また，起案を通じた指導だけではなく，事件の審理の展開
を予測させて議論をさせるとか，簡単なメモを書かせた上で，それを素材に議論
させるという工夫も紹介されました。

第三に，事実認定の指導の在り方については，例えば，簡裁控訴事件で事実認
定が問題になっている事件を素材にする例や， 口頭で事実認定について説明させ，
その中で何が大事なのか，それが結論にどう繋がるのかといったことをきちんと

説明させるという例，また,進行中の事件を素材に暫定的な心証や，その後の審
理の見通しを検討させる例などが紹介されました。

最後に，紛争解決の指導の在り方については，民事の場合は和解特に労働審
判を素材として，能力のかん養を図っているという庁が多くありました。労働審

P，

へ

判においては， 口頭審理を通じて，書面には書かれていない当事者が求めている
ものを把握しなければならないなど,修習生に要求されるﾚべﾙは高いものにな
るが， 当事者の実情や動きを目の当たりにすることができ，まさに生きた事件を
素材として修習効果を上げているという報告がありました。

この他，今年度から配布された争点整理DVDの活用方法について，各庁から

具体例が紹介されました。

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

2



選択型実務修習の実情については，大規模庁と中小規模庁に分けて議論をしま．

した。

大規模庁からは，修習生の希望が集中するプログラムがあり，全員を希望通り

に配置することが難しいという実情が報告されました。そして，選に漏れた修習

生に十分な意欲を持たせるための工夫が重要だという指摘がありました。

次に，中小規模庁では，選択型実務修習の期間が夏季休廷期間中に当たった場

合に，対応に苦慮することもあるとの指摘がありました。

最後に，選択型実務修習の個別プログラムについて，分野別実務修習を深化，

補完するというものだけではなく，裁判官，書記官，弁護士で行う管財人協議会

をプログラムに組み込んだ例や，控訴審に関するプログラムを設けるといった，

角

視野を広げた工夫例が紹介されました。

岸､
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<刑事裁判（鳥取地方裁判所野口卓志判事） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

刑事裁判分科協議では，分野別実務修習について，裁判員裁判の傍聴を通じた

指導の在り方，公判前整理手続における指導の在り方，審理に長期間を要する裁

判員裁判が係属した場合の指導の在り方の三点について，協議を行いました。

協議に先立ち，刑事裁判教官室から，刑事裁判修習の指導方針について説明が

ありました。すなわち，教官室からは，司法修習の指導理念及び目標を踏まえた

指導を行うという基本的な方向性， ロースクールとの連携と役割分担の重要性'

幅広い分野で活躍できる法曹を養成することの必要性に加え，裁判員裁判を中心‘

とした新しい司法制度に対応できる法曹の養成の重要性，分野別実務修習におけ

る具体的な指導方法や，集合修習における指導の状況などについて説明がありま

した。

協議事項の一点目の裁判員裁判の傍聴を通じた指導の在り方については，修習

生に緊張感を持って傍聴に臨んでもらうために，あらかじめ公判前整理手続の記

録を検討させるなどして，審理計画や当事者の意図等を十分に理解してもらうこ

とが重要であるという意見が出されました。

また，傍聴を通じた指導が実を上げるためには，傍聴後の指導が重要であると

いうことで，様々な工夫例が紹介されました。例えばゥ修習の初期では，あえて

事前に全く記録を見ずに裁判員の目線で傍聴に臨んでもらい,傍聴後に裁判員の

目線からの印象も含めて意見交換を行うといった工夫例や， 当事者の訴訟活動が≦
意図したような効果を裁判員に与えていただろうかという観点で審理を振り返っ

て議論を行うといった工夫例が紹介されましたbまた，審理の途中段階，特に論

告前の段階で事実認定についてサマリーペーパーを出してもらい，その後に評議

を傍聴してもらうという工夫例が複数の庁から紹介されました。この工夫例につ

いては，評議で裁判員の意見を聴いて，裁判員が多様な視点から事件を見ている

ことに改めて気付くなど，裁判員裁判の意義や実態についてより深く理解しても

角

/一、
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らうことができたという報告がありました。

二点目の公判前整理手続の指導の在り方については， ロースクールによっては，

その指導に手薄なところがあるため，分野別実務修習での指導が重要であるとい

うことが確認されました。また，具体的な指導例として，傍聴前に記録を検討さ

せるとともに，期日の進行についてのサマリーペーパーや，争点をどのように整

理するかといったサマリーペーパーを起案させる方法などが紹介されました。

三点目の審理に長期間を要する裁判員裁判が係属した場合の指導の在り方につ

いては，大規模庁，小規模庁それぞれの立場に応じて工夫例が紹介され，特に，

指導官だけではなく，部や庁全体で指導に取り組む体制をとることが重要である

との意見が出されました。

~

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

選択型実務修習については，特に深化型プログラム及び模擬裁判における指導

の在り方について協議がされました。

深化型プログラムについての協議では，修習生各自の希望を聴取し，そのニー

ズに応じたプログラムを作成するなど， きめ細かな対応をしている各庁の工夫例

が紹介されました。

模擬裁判については，修習効果をより高めるため，検察庁，弁護士会の協力を

得て様々な工夫が実践されていることが紹介されました｡

ノー､
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<検察（大阪地方検察庁中田光治検事） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

検察分科協議では，まず，検察における分野別実務修習の指導目標について，

具体的事件の取扱いについて検察官の立場で修習するということを通じて，法曹

として必要な基本的な知識や技法を修得させるとともに，検察官の使命と役割，

検察官として必要な心構え及び検察の実務を理解させる点にあると確認しました。

その上で，新第65期修習生の実情について報告がありました。

各実務庁からは，問題のある修習生はいないという意見が寄せられましたが，

中には基礎的な法律知識やコミュニケーション能力に欠ける者がいる，主体的に

修習に取り組む姿勢に乏しい者がいるといった厳しい意見も多数ありました。

このような新第65期修習生の実情を踏まえて，分野別修習の現状と課題につ

いて議論を行いました。

分野別実務修習の中心を占める捜査実務修習について，修習生に取り組ませる

のに適した事件の確保が課題となっているとの実情が多くの庁から報告され，具

体的な工夫例がいくつか紹介されました。

例えば，ある大規模庁では，各修習生に1件ずつ主任事件として在宅事件を割

り当てた上で， 3名を一つの班として自らの主任事件以外の事件についても検討

させ，結果として3名に3件が配てんされているものとして修習を行っていると

いう工夫例が報告されました。この実務庁では，いわゆる相島六原則の要請や修

習生が取調べを行うブースが限られていることから，修習生が主任として処理す

るのは基本的に1件程度が限度というのが実情であるとのことで，各班に罪種の

異なる事件をバランスよく配てんし，記録検討，決裁などを3名で行わせること

で，修習生全員が多様な事件に接することができるよう配慮しているということ

でした。

また， 中規模庁では，早い段階で身柄事件を積極的に配てんすることによって，

効率的に捜査に触れさせるという取組の報告もありました。

‐､

/公
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小規模庁からは，修習生に担当させるのに適した事件の絶対数が少ないという

中で，各修習生が主任として身柄事件を1件，在宅事件を2件処理できるよう，

そのボリュームや難易度を考慮しながら配てんをしているという報告もありまし

た。

多くの実務庁からは，指導担当検事以外の検事をいわゆる「里親検事」に指名

する「里親検事制度」を採用し，複数の検事が修習生の指導に当たることによっ

て,修習生が多面的に指導を受けられるよう工夫しているという報告がありまし

た。

へ

また，里親検事の手持ち事件の多寡によって十分な指導を受けることができな

い修習生が生じないよう，里親検事を複数名指名したり，斑編成で指導を行うと

いう工夫例のほか，捜査部，公判部のそれぞれに里親検事を指名し，公判につい

ても手厚い指導が受けられるよう工夫しているという報告もありました。

さらに，別の実務庁では， 1か月ごとに里親検事を交代し，修習生がなるべく

多くの検事の指導を受けられるように配慮しているとの報告もありました。

多くの実務庁では，裁判員裁判の冒頭陳述や論告などのリハーサルを行ってい

るところ， これに修習生を参加させて意見を述べさせるなどして， より修習の実

を上げるように工夫しているとの紹介もありました。
戸、

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

検察庁では,捜査・公判に関する基本的な指導にとどまる分野別実務修習から

更に深化，補完した指導を行うことを目的とした個別プログラムを作成しており，

多くの実務庁では，捜査・公判の4週間コース， 2週間コースを設けています。

また，検察関連施設の見学コースも設けています。

その上で，個別プログラムについて，各実務庁の実情に応じて， より修習の実

を上げるために工夫している具体例が報告されました。

例えば，期間を4週間と設定したコースを設け，分野別実務修習の応用として，

7



1

共犯事件や身柄事件を配てんし， より深く検察の実務に触れさせているとの工夫

例が報告されました。

また，別の庁からは3週間程度のコースと2週間程度のコースを設け，配てん

された事件を深く掘り下げて捜査し，重大事件の捜査を間近に見る経験を積ませ

ることによって法律家としての能力のかん養を図っているとの報告もありました。

見学コースについては，多くの庁で刑事施設の見学などを行っており，各庁そ

れぞれ工夫を行っていると報告されました。例えば,見学前に修習生をいくつか

のグループに分け，あらかじめ各組織の概要や業務内容を調査させてレポートを

作成させ，発表させることで知識と理解を深めさせてから見学に臨ませていると

の工夫例が紹介され， これによって，見学での質問が格段に的を射たものになっ

へ

たとの報告がありました。

/ー、
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〈弁護（山口県弁護士会■■■■弁護士） 〉

1 分野別実務修習の指導の現状と課題について

まず,分野別実務修習について，弁護修習への導入のために，各地の単位会と

も,弁護修習の初日等に会長経験者や修習委員長が各種講義を実施しており，単

位会によっては，即日起案も実施し，その解説を行った上で，その起案内容を指

導担当に配布するなど工夫しているとの報告がありました。また，初日に限らず，

適宜，若手会員等が中心となって即日起案を行い，修習生に指導しているという

報告もありましたが， このような合同修習と個別修習のバランスについては様々

な意見が示されました。

単位会によっては，弁護士会の新人研修に修習生も同席させるという工夫例や，

メインの指導担当以外にサブの指導担当を設けることにより，多角的な視点から，

あるいは，様々な事件について，指導する工夫例も紹介されました。

さらに，多くの単位会で会員と修習生の懇談会の機会を設け，様々な弁護士の

在り方を見聞することができるようにしているとの報告がありました。

‘ 他方で，特に小規模単位会から指導担当の確保が極めて困難であるとか，指導

担当に適切な刑事弁護事件がないという課題も出されました。

刑事弁護事件については，法テラス等に協力を仰ぎながら，優先的に指導担当

を被疑者国選弁護人に指名するように工夫している会が多くありました。また，

分野別実務修習期間中に被疑者弁護あるいや公判弁護の全体について経験させる

ことが困難であるとの指摘や，否認事件の絶対数が少ないことから否認事件に即

した弁論要旨を起案させる機会が少ないとの指摘もありました。

民事弁護についても，民事執行，保全について，修習生を立ち会わせることが

できる機会が少ないという報告がありました。

修習生の資質については，法的な知識が不十分である者がいるとか，あるいは

判例や文献を調査する能力が低い者がいるという指摘がありました。

2選択型実務修習の充実に向けた取組等について

へ

/‐、
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選択型実務修習については，概ね各地の単位会とも，各地での実情に応じ，法

テラスやひまわりも含む他の弁護士事務所での修習プログラム，隣接士業と連携

した修習プログラム，あるいは様々な機関，組織を見学するプログラムなどを実

施しているとの報告がありました。

遠隔地の弁護士事務所でのプログラムを実施している単位会では，交通費・宿

泊費を弁護士会が負担しているとの報告もありました。

模擬裁判については，以前に比べて参加を希望する修習生が減っているとの報

告もありました。

また，特にA斑では二回試験を過度に意識し，二回試験に役に立ちそうだと

修習生が考えるプログラムに人気が集中する傾向があるとの報告もありました。

白戸.開拓プログラムについては，弁護士会としてプログラムを承認すべきか否自己開拓プログラムについては，弁護士会と｜

/垂、

か苦慮する事案があるという報告がありました。
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）協議録

協議要録

【民弁教官（天海）】

それでは早速でございますが，先ほどの冒頭の説明にもありまし

たように，本日の協議事項は二つあります。

「分野別実務修習の指導の現状と課題について」， これが一つ目。

それから二つ目が， 「選択型実務修習の充実に向けた取組等につい

て」 ということになります。

この二つの協議事項について，本日御出席いただいた各単位弁護

士会の先生方から様.々な御意見を頂いて， それを今後の司法修習に

反映させて｡いきたいと考えております。

それでは藤田先生の方からよろしくお願いしたいと思います。

【東京弁護士会（藤田）】

東京弁護士会の藤田です。
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一
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございました。

続きまして，第一東京弁護士会の京野先生お願いいたします。

【第一東京弁護士会（京野）】

へ

■麺の京はい。第一東京弁護士会， 野と申します。
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私からは以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

第二東京弁護士会お願いします。

【第二東京弁護士会（笠井）】

第二東京弁護士会の笠井です。修習委員会委員長をしております。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

それでは東京三弁護士会多摩支部からよろしくお願いします。

【東京三弁護士会多摩支部（井上）】

多摩支部の井上と申します。 よろしくお願いいたします。

今
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ｰ

へ

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，横浜弁護士会にお願いしたいと思います。

【横浜弁護士会（狩倉）】

横浜弁護士会の狩倉と申します。

昨年度に修習担当の副会長を務めまして，本年度は修習委員会の
副委員長をしております。

F一幸 マー 画画 写

一4孟空

■
r ’』

－

9



？

へ

ー

ハ

10

ノ



畠

ハ
Ｌ

●■

一

■

白

11



~

乗

12



1

へ

~

以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，埼玉弁護士会お願いいたします｡。

【埼玉県弁護士会（加村）】・

はい，埼玉の修習委員長を務めている加村と申します。
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以上です。

,【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，千葉県弁護士会お願いいたします。

【千葉県弁護士会（橋本）】

千葉県弁護士会司法修習委員会副委員長の橋本と申します。
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桑
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千葉県からは以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，茨城県弁護士会お願いいたします。

【茨城県弁護士会（山形）】

茨城県弁護士会の山形です。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，栃木県弁護士会お願いいたします。

【栃木県弁護士会（田島）】

栃木県弁護士会修習委員長の田島と申します。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，群馬弁護士会お願いいたします。

【群馬弁護士会（小磯）】

群馬弁護士会修習委員長の小磯と申します。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，静岡県弁護士会お願いいたします。
【静岡県弁護士会（洞江）】

一

静岡県弁護士会の修習委員長をしております，洞江と申します。●
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして， 山梨県弁護士会お願いいた

【山梨県弁護士会（小澤）】

山梨県弁護士会の修習委.員会副委員長を

します。

しております，小澤です。
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一
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

長野県弁護士会お願いいたします。

【長野県弁護士会（柳澤）】

長野県弁護士会の修習委員長をしております，柳澤です。
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【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，新潟県弁護士会お願いいたします。

【新潟県弁護士会（和田）】 ‐

新潟県弁護士会の和田です。委員長代行を務めています。
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【民弁教官、 （天海）】

ありがとうございます。

続きまして，愛知県弁護士会お願いいたします。

【愛知県弁護士会（萱垣）】

愛知県弁護士会の萱垣です。
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以上です。
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【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

岐阜県弁護士会お願いいたします。

【岐阜県弁護士会（竹中)】

岐阜県弁護士会の竹中です。修習委員の幹事を務めております。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

金沢弁護士会お願いします。

【金沢弁護士会（西）】

金沢弁護士会の西でございます。

今日の参加者の中では，一番古い修習をやった者ではないかなと

へ

思います。 期でございます。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続きまして，富山県弁護士会お願いいたします。

【富山県弁護士会（大浦）】

富山県弁護士会の大浦です。司法修習委員会の幹事をしています。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

40



ありがとうございました。

仙台弁護士会お願いいたします。

【仙台弁護士会（官澤】

仙台弁護士会の官澤です。

仙台弁護士会では司法修習委員会の副委員長をやっております。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

福島県弁護士会お願いいたします。

【福島県弁護士会（荒木）】

福島の荒木と申します。

今回初めて修習委員長を務めております。
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以上でございます。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

山形県弁護士会お願いいたします。

【山形県弁護士会（田中）】

山形県弁護士会の弁護士の田中と申します。

司法修習委員会の副委員長をしております。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

岩手弁護士会お願いいたします。

【岩手弁護士会（石川）】

岩手の石川です。修習委員長をしております。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。 ′

秋田弁護士会お願いいたします。

【秋田弁護士会（三浦）】

秋田弁護士会の三浦といいます。
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以上です。

【民弁教官（天梅）】

ありがとうございます。

青森県弁護士会お願いいたします。

【青森県弁護士会（石岡）】・

青森の石岡です。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

札幌弁護士会お願いいたします。

【札幌弁護士会（舛田）】

札幌弁護士会の修習委員長の舛田です｡・

私は今年の4月から委員長になったばかりです。
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札幌の状況は，以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

続いて，函館弁護士会お願いいたします。

【函館弁護士会（井口）】

函館の井口と申します。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

旭川弁護士会お願いいたします。

【旭川弁護士会（中村）】

′旭川弁護士会の中村です。

指担協には， 6年連続6回目の参加で， もう大体言うことは同じ

です。
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以上です。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

釧路弁護士会お願いいたします。

【釧路弁護士会（蓑島）】

釧路弁護士会の蓑島です。

私もこの修習の仕事をあてがわれて， もう抜けきれなくなって4

年くらい連続で指担協に参加しておりまして， また旭川の中村先生

の横に並ぶ時期が来たなと思っております。
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以上で
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【民弁教官（天海）】

ありがとうございます。

長時間にわたりありがとうございました。

先生方の各単位弁護士会における修習指導の御苦労をお聞きいた

しまして，様々な工夫をして修習生の御指導に当たっていただいて

いるということで，大変ありがたいなと考えております。

弁護教官室としましては， 冒頭で所長も話しておりましたように，
やはり分野別修習というのが， この司法修習制度の中核であろうと

考えておりますので，今後とも各単位弁護士会の先生方におかれま

しては，修習生の指導をよろしくお願いしたいと考えております。

最後でございますが，藤原先生の方から一言， お願いしたいと思

います。 よろしくお願いします。

【日弁連（藤原)】

日弁連の本年度の司法修習委員長の藤原でございます｡■期で
ございます。

今日はいろいろなお話を聞かせていただきまして， ありがとうご

ざいました。
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また1年間よろしくお願いいたします。

【民弁教官（天海）】

ありがとうございました。

それでは，弁護分科協議はこれで終了させてbTただきたいと思い

ます。
や

お疲れ様でございました。
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平成24年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）協議録

協議要録

【刑弁教官（谷）】

それでは，早速， 協議に入りたいと思います。まずは御発言の時に

所属会とお名前をおつしやっていただきまして， それから御発表をい

ただければと思います。

では， 西浦先生の方からよろしくお願いします。

【大阪弁護士会（西浦弁護士）】

大阪の西浦です。私は,■■期になります。
．大阪弁護士会修習委員会の副委員長を務めています。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございます。

それでは，京都の南先生お願いします。

【京都弁護士会（南弁護士）】

京都の南です｡期は■期です。

f

京都の修習委員会副委員長を担当させていただいています。
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簡単ですが，以上です。

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。

それでは，兵庫県の浅田先生お願いします。

【兵庫県弁護士会（浅田弁護士)】

兵庫県の浅田です。

この4月から修習委員長をさせていただいております。

期は■■期でして，今日， 15， 6年ぶりに司研に来まして，先ほ
ど自分の教室に行ってまいりました。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。

続いて滋賀の森野先生お願いします。

【滋賀弁護士会（森野弁護士）】

一

■滋賀から参りました森野です。
凸

期になります。
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以上です。
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【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。それでは，和歌山の田中先生お願
いします。

【和歌山弁護士会（田中弁護士）】

和歌山弁護士会の修習委員長をしています田中祥博といいます。修

習は■期です。ち産つと網羅的になるかもしれませんが，気がつい
たところから述べさせていただきたいと思います。
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少し長くなりましたが以上で
す
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【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。三重の長谷部先生お願いします。
【三重弁護士会（長谷部弁護士）】

長谷部でございます。期は■期です。私は修習委員会に所属して
実は2年目でして， 1年目から副委員長をさせられまして， あまり実

情が分からないまま今日までさせていただいている次第です。 どこま

で報告できるか分からないのですが，私の方で認識させていただいて

いることを報告させていただきます。心ロ
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【刑弁教官（谷）】

どうもありがと

お願いします。

ございました。では，福井の峯金先生， よろしく
一

つ
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【福井弁護士会（峯金弁護士）】

峯金でございます｡期は■期になりますが， 2年前に東弁から福
井弁の方に登録を変えて，今年の4月からいきなり委員長になりまし

た。あまり実情は分かっていないんですけど，私の把握している範囲
で御報告させていただきます。
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I簡単ですが以上になりまI｜
式

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。では，広島の水中先生お願いしま
す。

【広島弁護士会（水中弁護士）】

広島の水中でございます。 よる

でして， この中で一番古いのかも

’
します．期は■期しくお願いいた

しれません｡■
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医体そ んなところでございま す。
【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。

今度は山口の黒川先生からお願いします。

今日は黒川先生が一番若い期ということで）後ほど全体会で発表し

てもらうことを引き受けてもらって， ありがとうございます。

【山口県弁護士会（黒川弁護士）】

＝

山口の黒川でございます。修習の期は1－－ ‐_騒の、
L

0 です。
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覇■■I■■■
以上でございます。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

それでは岡山の種田先生お願いします。

【岡山弁護士会（種田弁護士）】

岡山の種田です｡期は■期になります。
安井所長の教官時代の初代の修習生です。未だ心配そうに見られて

いるところでございます。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

では，鳥取の松本啓介先生お願いします。

【鳥取県弁護士会（松本弁護士）】

■鳥取の松本です。期は 期です。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。

では島根県の安藤先生。

【島根県弁護士会（安藤弁護士）】

島根の安藤です｡期は■期です。
今年から修習委員会の副部長を務めていますが， なかなか具体的な

公

ことまでは分かりませんが ， 簡単に御報告をさせていただきます。
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以上です。

【･刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

では福岡県の松本佳郎先生お願いします。

【福岡県弁護士会（松本弁護士）】串
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福岡は以上です。

【刑弁教官（谷）】

どうもありがとうございました。

では佐賀の松尾先生お願いします。
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【佐賀県弁護士会（松尾弁護士）】

佐賀 県の松尾弘志です。
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以上です

【刑弁教官（谷）】

どうもありがと
＞

フ ございました。
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6

長崎の中西先生お願いします。

【長崎県弁護士会（中西弁護士）】
r・

長崎の中西です。 ー

去年もこの指担協に来させていただきました。

今年は1月から修習委員会の副委員長をさせていただいております。

期は■期で■年目ですが,小規模単位会の特性で,私も修習担当
を4年ぐらいはやっております。
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以上で

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

では大分の大森先生お願いします。

【大分県弁護士会（大森弁護士）】

大分の大森です。

へ

修習は■期で，
－-一一 ' 4画一一一一＝ご＝一 大分の修習委員長を今年から務めております。
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以上です

【刑弁教官（谷）】
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ありがとうございました。

今，御質問が出ていますので， このあと発言される方で， その点に

ついて， もしコメントができればしていただくということで， よろし

くお願い致します。

熊本の山下先生お願いします。

【熊本県弁護士会（山下弁護士）】

’熊本県弁護士会の山下です。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

それでは鹿児島の大脇先生お願いします。

【鹿児島県弁護士会（大脇弁護士）】

鹿児島の大脇です。
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概ね，以上のような状況です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

では宮崎県の萩元先生よろしくお願いします。
【宮崎県弁護士会（萩元弁護士）】

宮崎から報告します。
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’ 以上です。
【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

それでは， 沖縄の池田先生お願いします。

【沖縄弁護士会（池田弁護士）】

｜ ‐沖縄の池田です。’ ｒ
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。では香川県弁護士会の関谷先生お願いし

ます。

【香川県弁護士会（関谷弁護士）】、

香川の関谷です。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

それでは徳島の島内先生お願いいたします。
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【徳島弁護士会（島内弁護士）】
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

高知の重松先生よろしくお願いいたします。

【高知弁護士会（重松弁護士）】

高知の重松と申します。

本年度より修習委員会の副委員長を務めております。
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

では最後になりましたけど愛媛の水口先生お願いします。

【愛媛弁護士会（水口弁護士）】

’
中

愛媛の水口です。 ｜
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以上です。

【刑弁教官（谷）】

ありがとうございました。

藤原先生，最後に一言お願いいたします。

【日弁連（藤原弁護士）】

本日はどうもありがとうございました。
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日弁連の司法修習委員会委員長の藤原でございます。
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ございました。本日はどうもありがと
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